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は じ め に

『純粋理性批判』（以下，『批判』と略記）に結実するカントの批判哲学は，16～17世

紀に成立した近代自然科学の哲学的な基礎づけという問題を主要テーマの一つとしてい

た。その試みが十分な成功を収めたか否かについては議論の余地があるが，私見によれ

ば，ニュートン力学の内容に関するカントの理解に不十分な点が見られはするものの，

哲学的な議論としては十分な有効性を示していると思われる。ところが，そのニュート

ン力学に代表される近代自然科学は，20世紀に入り，アインシュタインの相対性理論

と量子力学という二つの物理理論の出現によって根本的な変革を被った。そこでカント

の批判哲学が，こうした現代の自然科学に対しても，その哲学的な基礎を考察する上で，

なお有効性を示しうるか否かがあらためて問題となる。本稿では，以下の諸論点の検討

を通じて，この問題に対する解答の試みを提示したい。

まず第一章では，直観形式としての空間・時間や純粋悟性概念としてのカテゴリーと

いった，カントの批判哲学を構成する個々の理論的道具立てをもってしては，現代自然

科学の哲学的基礎づけという企図を成就できる見込みはまずない，という点を論じる。

次に第二章では，こうした個々の理論的道具立ての無効性は，けっしてカント批判哲学

の根本思想の無効性を含意するわけではないことを論じる。そのさい，『批判』第二版

序文中に展開されている，近代自然科学の実験的方法に関するカント独自の解釈，およ

びそれに続くコペルニクス的転回の思想を検討することを通じて，カント批判哲学の根

本思想がいかなるものであったかを再確認する。第三章では，こうしたカント批判哲学
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の根本思想が，現代自然科学の哲学的基礎づけという課題に対して有効性をもちうるか

否かを判断するための手がかりとして，T.クーンのパラダイム論との対比を試みる。

最後に第四章では，パラダイム論のうちに内包されている科学的知に関する相対主義的

な見方をカント批判哲学は共有するものではなく，科学革命におけるパラダイム転換が

断絶的飛躍ではなく科学理論の拡張・発展のプロセスであることを，カント批判哲学の

立場から承認しうることを論じてみたい。

第一章 カント批判哲学の理論的道具立てと現代自然科学

カントは『批判』の感性論のなかで，空間・時間とは何かと問い，それらがわれわれ

の感性的直観のアプリオリな形式であることを論証し，そのことによって，たとえば本

来，経験から独立な幾何学的諸定理が，なにゆえ経験に必然的に妥当するのか，その理

由を哲学的に説明して見せた。ところでカントは，この感性的直観の形式が同時に「純

粋直観」（A20/B35）でもあるとみなし，直観形式としての空間・時間の構造的特徴が

純粋直観のうちで確保されると主張する。そこで確保されるのは具体的には，空間に関

してはユークリッド幾何学が示すユークリッド空間であり，時間に関しては同時刻の非

局所性や時間経過の一定不変性といった特徴である。したがってカントは空間に関して

は，経験の対象である実在的空間がユークリッド空間に他ならないことを感性論で論証

したことになる。なるほどカントは，二角形という概念を直観的に構成することは不可

能であるが，少なくとも思惟することは可能であると語っており（vgl.A221/B268），

そこに非ユークリッド幾何学の思惟可能性を読み込む余地はあるにしても，少なくとも

実在的空間が非ユークリッド的であることを認める余地はない（1）。だとすれば，非ユー

クリッド幾何学を土台として成立するアインシュタインの一般相対性理論が認められる

余地は，カントの空間論にはない（それどころか，直観の助けのない幾何学なるものは

カントにとっては実現不可能であろうから，非ユークリッド幾何学そのものが実現不可

能であろう）。また時間に関しては，同時刻の非局所性や時間経過の一定不変性がアプ

リオリな直観のうちに確保されている以上，同時刻の局所性や時間経過の可変性を基本

概念として組み込んでいるアインシュタインの特殊相対性理論の成立する余地は，カン

ト時間論のうちには存在しない。こうして，直観形式としての空間・時間というカント

批判哲学の理論的道具立てをもってしては，現代自然科学を哲学的に基礎づけるという

企図は成就しがたいと言わざるをえない。

次に，純粋悟性概念としてのカテゴリーのうち，もっとも重要なものは原因・結果の

カテゴリーであるが，このカテゴリーから生じる悟性原則が因果律である。カントはこ

の因果律が原因・結果の必然的結合を規定しているとみなす。すなわち，特定の原因に
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は特定の結果が必然的に対応し，その特定原因が生起しながら特定結果が生じないこと

はありえないと考えられている。これは因果的決定論の考え方であり，有名な「ラプラ

スの魔」を持ち出すまでもなく，この点でカントはニュートン力学の因果的決定論を認

めている。ところが現代の量子力学があつかうミクロな世界での物質の振舞いは，本質

的に確率的なプロセスとして記述されており，この世界にニュートン�カント的な因果

的決定論を持ち込むことはできないであろう。そうだとすれば，純粋悟性概念としての

カテゴリーというカント批判哲学の道具立てもまた，現代自然科学の哲学的基礎づけと

いうテーマに対して有効性をもたないと結論せざるをえない。

しかし，以上のような結論は，けっしてカント批判哲学の根本思想そのものが現代自

然科学の哲学的基礎の考察にさいして無効であることを含意してはいない。そこで，か

かる根本思想の有効性いかんを，あらためて検討する必要がある。ではカント批判哲学

の根本思想とはいかなるものであったか。

第二章 カント批判哲学の根本思想

自然科学の哲学的基礎づけという観点から見たとき，カント批判哲学の根本思想は，

よく知られた『批判』第二版序文中の，近代自然科学の実験的方法に関するカントの解

釈および，それに続くコペルニクス的転回の思想のうちに見てとることができる。カン

トはガリレオやトリチェリの名を挙げながら，自然科学が学以前の暗中模索の状態を脱

して「学の確実な道」（BXIV）を歩み出したきっかけを，「思考法の革命」（BXIII）の

うちに見てとり，次のように述べる。自然科学的認識は，自然が差し出す諸現象を場当

たり的，受動的に観察することによってはけっして成立せず，「理性がみずから自然の

うちに投げ入れたものに従って，自然から学ぶべきものを自然のうちに探究する」

（BXIV）という仕方でのみ成立する，と。ここで「理性がみずから投げ入れたもの」

とは，経験科学のレベルでは，いわゆる科学的仮説のことであり，こうした仮説をまず

設定し，そしてこの仮説を検証するべく適切に考案された実験という手続きを介して，

はじめて自然科学的な認識が成立する，というわけである。ここで重要な点は，こうし

た仮説設定および実験手続きを通じて，はじめて自然がその真の姿を現わすという点で

ある。すなわち自然科学的認識は，われわれが自然に対して能動的に関与し，自然がそ

の真の姿を現わすことができるように一定の状況ないし場を設定してやるという手続き

を本質的に必要とするということである。カントはこうした手続きの根底に，さらにア

プリオリな投げ入れを考えることによって，科学的認識の客観性を基礎づけようとする

のであるが，この点はしばらく措いて，次にコペルニクス的転回の思想を見ておこう。

コペルニクス的転回とは，上述の実験的方法の解釈から導かれた自然科学的認識の能

カントの批判哲学とパラダイム論

―3―



動的性格をヒントとしてカントが得た着想，すなわち学としての形而上学は「認識が対

象に従う」（BXVI）という想定のもとでは成立せず，逆に「対象が認識に従う」（ibid.）

という想定のもとでのみ成立しうるという，いわゆる超越論的観念論の着想を，コペル

ニクスの地動説の着想になぞらえたものである。カントは次のように述べている。

コペルニクスは，すべての星群が観測者の周囲を回転していると想定した場合，

天体の運動の説明がうまく行かないことを知った後で，観測者を回転させ，これに

対して星群を静止させたら，もっとうまく行くのではないかと試みた。（ibid.）

ここで，このコペルニクス的転回の思想に関する諸家の解釈に立ち入る余裕はないが，

それを踏まえた上で私見を述べるならば，以下のようになる。

ここでカントがコペルニクス説に言及したのは，発想の大転換という点で自らの説が

コペルニクス説に類似しているという，単なる比喩としてでもなければ，実験的方法と

無関係なことを言うためでもなく，実験的方法に見られる自然科学的認識の能動的性格

だけを強調したのでは見落とされてしまう，自然科学的認識のもつもう一つの性格を強

調するためであると思われる。この点は上記引用文中で「観測者」という表現が用いら

れていることから読み取ることができる。通常の科学的仮説は対象ないし事物について

何事かを想定するものであるのに対し，（カントが解釈する）コペルニクスは，対象で

はなくわれわれ観測者について一定の事態を想定している。では「観測者を回転させる」

とはどういう事態か。それは次のような事態である。われわれは日常的に世界を理解す

るさい，われわれがたまたまそのうちに置かれている偶然的・特殊的な諸条件をそれと

して自覚することはなく，自明の前提として受け入れてしまっている。たとえば，物の

運動を知覚的に理解する場合には，地球を不動の大地，不動の座標系として前提してい

る。「観測者を回転させる」とは，物の運動に関する日常的な世界理解においてわれわ

れが無自覚に受け入れてしまっているこの不動の座標系が，偶然的・特殊的な条件であ

ることを自覚し，それにもとづいてこの座標系を超出して，普遍的・客観的な座標系を

能動的に設定し，それと地球に定位した座標系とを重ね合わせながら（数学的にいえば

座標変換しながら），諸天体の運動を記述説明するところに，天体運動に関する科学的

認識の本質がある，という（コペルニクスないしカントの）洞察を表現しているのであ

る（2）。

上述したことをもう少し一般化して言うならば，次のように言えるだろう。われわれ

人間が世界を日常的に理解するさい，そこには常に，われわれ人間的主観にたまたま与

えられ，そうした日常的な世界理解を制約している偶然的・特殊的な枠組が存在するが，

そうした枠組がまさしく偶然的・特殊的な枠組であることの自覚にもとづいて，そうし
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た枠組を超出して，自発的・能動的に普遍的・客観的な枠組を設定することによって，

はじめて自然の真の姿が示される，いいかえれば自然科学的な認識が成立する（以下，

こうした枠組を「準拠枠」（frameofreference：座標系）ないし「概念枠」（concep-

tualframework）と呼ぶ）。およそこのような思想がコペルニクス的転回の思想の中核

をなすものであり，したがってまた，これこそが自然科学の哲学的な基礎づけという観

点から見た場合の，カント批判哲学の根本思想に他ならない。

さて，そこで次なる問題は，こうしたカント批判哲学の根本思想が現代自然科学の哲

学的基礎づけというテーマに対して，なお有効性をもちうるか否かを判定することであ

る。そうした判定を試みるさいの一つの手がかりとして，現代の科学哲学において有力

な動向を形成しているT.クーンのパラダイム論とカント批判哲学との比較対照を行っ

てみたい。

第三章 T.クーンのパラダイム論との対比

なぜクーンのパラダイム論との対比を試みるのか。それは現代の科学哲学の諸流派の

なかで，パラダイム論がカントの批判哲学ともっとも親近性を有していると思われるか

らである（3）。ここではクーンのパラダイム論を本格的に論じることは意図しておらず，

以下の三点に絞って両者の思想を対比することを試みる。第一点は科学的事実に対する

パラダイムの先行性というテーゼに関して，第二点は，競合するパラダイム間における

「通約不可能性」のテーゼに関して，そして第三点は「科学革命」という概念に関して

である。しかし，その前にやはりクーンのいう「パラダイム」とは何かについて，簡単

にコメントしておく必要があるだろう。

クーンは『科学革命の構造』の「まえがき」のなかでパラダイムを定義して，「パラ

ダイムとは，一般に認められた科学的業績で，一定期間，専門家の共同体に対して問い

方や答え方のモデルを提供するもの」（4）と述べている。この定義自体は歴史学的ないし

社会学的な定義とみなすことができるが，クーンは本文中ではこの定義にとどまること

なく，「概念の鋳型」（5）や「科学者が世界を観る概念体系」（6）といった表現を用いて，パ

ラダイム概念のうちに，われわれの思考を制約する概念枠や世界観，存在論といった意

味を含ませている。クーンは後に，パラダイム概念のうちにこうした哲学的な意味を含

ませることに消極的になって行くが，クーンの意向にもかかわらず，こうした哲学的な

意味でのパラダイム概念は科学哲学的な概念としてすでに定着しており，本稿でもこの

ような意味でパラダイム概念を理解することにする。

さて，第一点の科学的事実に対するパラダイムの先行性という，パラダイム論の核心

的なテーゼは，カント批判哲学とのもっとも顕著な親近性を認めることのできる論点で
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ある。カントはアプリオリな総合判断はいかにして可能かと問い，その問いに対して以

下のように答える。そうした総合判断はわれわれの経験一般の可能性の条件としてのみ

存立可能である。いいかえれば，アプリオリな総合判断が経験の形式的な構造ないし概

念枠を形成するものとして経験に先立つことによって，はじめて経験が成立する，と。

カントはこのアプリオリな総合判断のなかに，カテゴリーによって表わされる存在者一

般に関する高度に普遍的な規定だけでなく，ユークリッド幾何学の諸公理や慣性法則，

作用反作用の法則といった力学法則をも含めている（vgl.B20.Anm.）。そこからして，

こうした幾何学の公理や力学法則が概念枠となって，はじめて科学的経験が成立すると

いう，カント批判哲学の重要なテーゼが導かれることになる。ここに，科学的事実に対

するパラダイムの先行性というパラダイム論の核心的なテーゼとの類同性をはっきりと

見てとることができる。

科学的事実に対するパラダイムの先行性というテーゼとカント批判哲学との親近性と

いう事態は，次のような点についても確認することができる。それはパラダイムとして

の科学理論が，カント批判哲学の認識論的基礎を形成する「構成的原理」（A179/B221）

と「統制的原理」（A179/B223）という二つの原理に類似した機能をともに備えている

という点である。構成的原理とは，カテゴリー原則のように，客観的経験をはじめて可

能にする原理であり，それなしには総じて客観的経験が不可能となるものをいう。これ

に対して統制的原理とは，それなしに客観的経験が不可能となるわけではないが，科学

における経験的探究・経験的発見を導く手引きの役割を果たす原理である。この二つの

批判哲学的原理に類似した機能をパラダイムとしての科学理論が備えているというのは，

以下のような意味においてである。

科学的事実に対するパラダイムの先行性というクーンのテーゼは，N.R.ハンソンに

よって提唱された「観察の理論負荷性」という理論と結びつけられて理解されるのが常

であり，クーン自身もこの理論から深い影響を受けているのではあるが，この理論を極

度に厳密に解して，科学的観察は一定の科学理論に全面的に支配されており，その科学

理論に一致しないような観察は生じえないとみなすなら，それはクーンの主張するとこ

ろではない。その場合には，そもそもパラダイム論を構成する重要な一概念である「変

則事例」（anomaly）という概念が成り立たなくなってしまうだろう。なぜなら変則事

例とは，パラダイム的科学理論にもとづく予測に一致しない現象を意味するからであ

る（7）。とはいえ，変則事例はただちに当該の科学理論に対する反証とはみなされず，そ

の科学理論内部で解決されるべき問題とみなされ，その問題を解くことが「通常科学」

の営みであるとされる。ここでパラダイム論のこうした側面とカントの構成的・統制的

原理との関係を見やすくするために，天文学における海王星の発見を実例として取り上

げる。
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19世紀の半ば，フランスの天文学者ルヴェリエは，天王星の摂動運動（ニュートン

の重力理論にもとづいて予測される軌道から，ずれた運動）という観測結果を踏まえ

（ここで天王星の摂動運動はニュートン理論にとって変則事例とみなされる），そうした

摂動運動を引き起こす原因として，ニュートン理論にもとづいて未知の天体の存在を予

言し，その予言通りに発見された天体が海王星と名づけられた。ここで天王星の摂動運

動の観測そのものは，ニュートンの重力理論を前提することなしには不可能である（こ

の点，外惑星のジグザグ運動の観測が天動説，地動説いずれの理論からも独立に可能で

あるのとは，ケースが根本的に異なることに注意する必要がある）。このように，天王

星の摂動運動の観測という場面では，ニュートン理論はそうした科学的観測そのものを

可能にする必然的条件として機能しており，その意味でパラダイムとしてのニュートン

理論は，カントのいう構成的原理に相当するといえる。これに対して，天王星の摂動運

動の原因として海王星の存在を発見する場面では，ニュートンの重力理論は必然的条件

として機能しているわけではない。海王星の発見そのものはニュートン理論を前提せず

とも可能だからである。しかし，ニュートン理論はルヴェリエの予言の中核的な土台を

なすものとして，まちがいなく海王星の発見を導く手引きとしての機能を果たしている。

その意味でパラダイムとしてのニュートン理論は，この場面ではカントのいう統制的原

理に相当するといえるだろう。

このように科学的事実に対するパラダイムの先行性というテーゼとカント批判哲学と

のあいだには，明白な親近性が見いだされるのではあるが，両者の重大な相違点を見過

ごすこともできない。それは，カントのいう経験の可能性の条件としてのアプリオリな

概念枠がもっぱら経験の形式だけを形成し，経験の内容には関知しないものとして考え

られているのに対し，パラダイム論では科学革命を通じてパラダイムが交替するのに応

じて，科学的事実の内容そのものが異なってしまうという点である（プトレマイオス説

では「太陽は地球の周囲を回転する」という言明は科学的事実を表わすが，コペルニク

ス説ではそうではない）。この相違点をどのように調停するかについては，次章で論じ

る。

次に第二点の，競合するパラダイム間における「通約不可能性」のテーゼについて見

ておこう。「通約不可能性」（incommensurability）とは元々，正方形の辺の長さと対

角線の長さとの比を有理数同士の比で表すことができないという，数学的事実に関わる

概念であるが，クーンはこれを，競合するパラダイム間では両者の優劣や従属関係いか

んを判定するための共通の尺度が存在しない，という意味で用いる。それはけっして，

両パラダイム間での端的な相互理解不可能性を意味するわけではないが，たとえ同一の

表現を用いたとしても，その意味が両者で異なるために，両パラダイム間には深い断絶

があり，一方から他方への移行は一種の飛躍によらざるをえないことになる（たとえば
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ニュートン力学とアインシュタインの相対性理論それぞれにおける「空間」「時間」「質

量」といった概念，あるいはアリストテレス自然学とニュートン力学それぞれにおける

「重さ」の概念は意味が異なる）。諸家の指摘するとおり，この通約不可能性のテーゼか

らは，科学的知に関する相対主義がただちに導かれるように思われる（8）。クーン自身は

科学的知の相対主義を認めず，パラダイム転換においても一種の合理性が見られると主

張するが，その議論は必ずしも説得的ではない（9）。カント批判哲学の立場からこうした

問題にどう答えられるかについては次章で論じることとして，ここでは批判哲学のうち

に，かかる通約不可能性のテーゼに相当する考えは見られないことをことわっておきた

い。あえていえば，学以前の暗中模索の段階と，「思考法の革命」にもとづいて学の確

実な道を歩むにいたった段階とのあいだに，そうした断絶を見てとることができるが，

これはクーンの通約不可能性の概念が問題となる場面とは異なったものであろう。

第三点の「科学革命」に関していえば，これを，近代自然科学が思考法の革命によっ

てはじめて学の確実な道を歩むことになったとする，すでに見ておいたカントの文言と

比較するとき，この「科学革命」というフレーズこそが，クーンのパラダイム論とカン

トの批判哲学との親近性を，もっとも印象づける表現となっている。

ただし，両者には決定的な違いが見られる。カントでは学の確実な道を歩むべく思考

法の革命が起こるのは，ただ一度だけであって，その後は科学的認識は学の大道を連続

的に歩むだけであるのに対し，クーンの場合には，旧パラダイムにもとづく通常科学の

危機を通じて新パラダイムの樹立にいたる科学革命は原理上，何度でも起こりうる仕組

になっている。クーンはまた，科学革命の前後における新旧両パラダイムのあいだには

深い断絶が存在し，そこにはいかなる継続性も通常の意味での進歩も見られないと主張

する。これに対してカントは，ニュートン力学が根本的な変革を被るなどとは夢想だに

しておらず，ただ一度の科学革命の後は連続的な発展だけが可能であると考えている以

上，こうした問題に関してカント自身の直接的なコメントを引き出すことはできない。

しかし，現代自然科学の哲学的基礎づけというテーマに対するカント批判哲学の有効性

いかんを主題とする本稿において，クーン的な科学革命の思想に適切に対応すべきこと

は必須の要件であろう。そこで次章では，「現代科学論としてのカントの批判哲学」と

題して，本章で浮かび上がってきた諸問題に対する，カント批判哲学の立場からの解答

の試みを提示してみたい。

第四章 現代科学論としてのカントの批判哲学

以上，見てきたように，カントの批判哲学とクーンのパラダイム論とのあいだには，

はっきりした親近性が見られると同時に，重大な相違点も見られる。それでは両者の違
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いを調停し，もってカントの批判哲学が現代自然科学の哲学的基礎づけというテーマに

対して有効性を保持しうることを示すためには，どのような方策が考えられるであろう

か。ポイントはいくつか考えられるが，最大のポイントは，科学的事実に対するパラダ

イムの先行性のテーゼと，自然科学の基本法則がアプリオリな概念枠を形成することに

よってはじめて科学的経験が成立するというカント批判哲学のテーゼとのあいだに見ら

れる重要な違いを，どのように調停するかという問題である。その違いとは，パラダイ

ム論ではパラダイムが異なるに応じて，そこに成立する科学的事実の内容が異なってし

まうのに対し，カント批判哲学では，アプリオリな概念枠によって規定されるのは経験

の形式だけであって，その内容には関知しない，という違いである。この違いを調停す

るためには，クーンとカント双方の理論を一部手直しする必要がある。

まずカントについて言うと，カントの「アプリオリ」という概念には，あらゆる経験

から独立に認識能力に起源をもつという意味と，経験を可能にする条件という意味との

二つがあるが，このうち，前者の意味を捨てて後者の意味だけを採用する必要があ

る（10）。具体的には，カント自身が用いている以下のような「相対的アプリオリ」

（A225/B273）という表現が手がかりを与えてくれる。

カントは『自然科学の形而上学的原理』（以下，『原理』と略記）のなかで，経験的自

然科学の可能性の条件となるアプリオリな概念枠を提供する学を「純粋自然科学」ない

し「自然の形而上学」と呼び，それを二つに分け，一つを「物体的自然の形而上学」，

もう一つを「自然の形而上学の超越論的部門」と呼んでいる。このうち後者は自然科学

の最基底に存し，いかなる経験的概念も前提することなく，完全にアプリオリに自然一

般を可能にする諸原理をあつかう学（具体的には『批判』の原則論で展開されている理

論）であるのに対し，前者の物体的自然の形而上学は，「物質の経験的概念」（IV470）

を基礎におくが，それ以外はアプリオリな原理に従って物体的自然を考察する学である

と語っている。この物質の経験的概念は「ある根本経験」（A172/B213）に由来するも

のであり，その内容は「不可入性」「慣性」といったものである。こうした経験的概念

を土台として物体的自然の形而上学が成立し，したがってまた自然科学的経験を可能に

するアプリオリな概念枠が成立することになる。まさしくそれゆえにカントは，このア

プリオリな概念枠を「相対的アプリオリ」と呼ぶのである。この場合のアプリオリはも

はや，認識能力を起源とする固定化されたアプリオリではなく，経験を可能にする条件

という意味だけを担うものであろう。

ここで，この物質の経験的概念は根本経験から得られたものであるとはいえ，経験に

由来するものである以上，その内容は根本経験が変更されるに応じて異なりうるであろ

う。カント自身はこうした根本経験の変更の可能性について何も語ってはいないが，こ

の変更の可能性を拒む理由は批判哲学のうちには見いだされない。そうだとすれば，根
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本経験が変更されるに応じて，科学的経験の可能性の条件となる（相対的にアプリオリ

な）概念枠が変更されうることは，カント批判哲学の立場からでも十分，首肯しうる事

態であり，これによってクーン的な科学革命の考えに十分，対応できると考えられるの

である。たとえば，こうした根本経験の変更の例として，マイケルソン�モーレイの実

験によって示唆される光速度の一定不変性についての経験を考えることができるだろう。

周知のようにアインシュタインは，この光速度の一定不変性という根本経験と，あらゆ

る慣性系における物理法則の不変性（こちらは経験にはまったくもとづかないものとし

て，カントに言わせれば形而上学的な原理とみなしうる）とを二つの原理として，そこ

から「空間」「時間」「質量」といった物理学の基本概念の根本的な変革にもとづく特殊

相対性理論の構築に向かったのであるが，こうした事態はカント批判哲学の結構に十分，

収まりうると思われる。

次にクーンに関して言えば，クーン自身はパラダイムを一定の科学理論ないしその基

礎部門と同一視し，われわれの日常的世界理解の根底に，そうした理解を成り立たせて

いると同時に制約している一定の概念枠が存在することに注意を払っていないように見

える。その理由はおそらく，生の感覚データと科学理論との峻別，もしくは観察言語と

理論言語との峻別にもとづく論理実証主義的な検証理論を根本から批判することに急な

あまり，物理理論から独立な日常的世界理解の構造への注視をなおざりにしたことにあ

ると思われる。しかし，日常的世界理解の根底に一定の概念枠が存在することを認める

ことができるならば，かかる概念枠を一種のパラダイムと呼ぶことは，クーンのパラダ

イム論を拡張することではあっても，けっして否定することにはならないはずである。

重要なことは，こうした日常的世界理解の概念枠を介して，クーン自身のパラダイム

論では完全な断絶の関係にあるとみなされた，競合する科学的パラダイム間に合理的な

連絡がつくことである（11）。たとえば，天体運動に関する日常的世界理解の基となる概

念枠は，いうまでもなく地表に定位した座標系であるが，この地表座標系のもとでは，

火星や木星などの外惑星は恒星間をジグザグに運動しているように記述される。これは

プトレマイオスの科学理論としての天動説よりはるか以前に知られていた（科学的事実

ではないが）日常経験的事実であり，そうした科学理論から独立の事実である。これに

対してプトレマイオス説は，地球中心座標系という点で日常的世界理解と概念枠を共有

しつつも，地表座標系をいわば垂直上方に超出して，地球を真上から俯瞰する仕方で天

体運動の記述を試み，そこに周転円などの仮説を持ち込むことによって，地表座標系に

おける外惑星のジグザグ運動を巧みに説明することに成功した。その意味でプトレマイ

オス説は十分，科学理論に値するといえる。さらにコペルニクスは，天体運動を記述す

るための概念枠となる座標系を，地球中心系から太陽中心系へと変更することによって，

周転円のような奇妙な仮説を持ち込むことなく，すべての天体は完全な円運動を行うと
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いう，これ自身は古代ギリシャの宇宙観に由来する仮説を立てた上で，太陽中心系によ

る記述と地表座標系による記述とを重ね合わせる（数学的には座標変換を行う）ことに

よって，太陽中心系で記述される外惑星の円運動と，地表座標系で記述されるそのジグ

ザグ運動とが正確に対応することを証示して見せた。ようするに，プトレマイオス説と

コペルニクス説とのあいだには完全な断絶が存在するのではなく，日常的世界理解の概

念枠である地表座標系における記述を介することによって，合理的な連絡をつけること

が可能となるのである。

しかし，これだけではプトレマイオス説とコペルニクス説のどちらが優れているかを

判定することはできない。さしあたり，どちらの説も外惑星のジグザグ運動を説明する

科学理論としては対等ということになる。常識的には，観測事実との一致の精度により

判定できると考えられるかも知れないが，科学史の教えるところによれば，当時の観測

結果との対照によるかぎり，プトレマイオス説の方が一致の精度が高かったようである。

またプトレマイオス説よりコペルニクス説の方がシンプルであるという理由もしばしば

挙げられるが，シンプルという尺度は（数学理論の場合ならともかく），経験科学理論

の優劣を測る尺度としては説得力に欠ける。さらに，両者の説を直接比較するかぎりで

は優劣の判定はつかないが，ニュートンの重力理論との整合性という点から見てコペル

ニクス説の方が正しいという教科書的な説明も可能ではあるが，そうだとすると，ニュー

トンの重力理論が登場しないかぎり，両説の優劣を判定できないという不都合な結果と

なる。

この問題は上述したカント批判哲学の根本思想を想起することにより，解決の糸口が

見えてくると思われる。それによれば，われわれ人間の日常的世界理解の概念枠はわれ

われにたまたま与えられた偶然的・特殊的な概念枠であって，そのことの自覚にもとづ

き，そうした概念枠を超出して普遍的・客観的な概念枠を能動的に形成してゆくところ

に科学的認識の本質がある。上述したように，プトレマイオス説は地表座標系を垂直上

方に超出し，地球を真上から俯瞰するような座標系を設定しているかぎりで，たしかに

科学理論の名に値するのだが，地球中心系が，われわれ人間にたまたま与えられた偶然

的・特殊的な概念枠であることの自覚が見られず，与えられた座標系をそのまま受け入

れ絶対化している。これに対してコペルニクス説では，地球から太陽への座標系の変更

は自覚的かつ能動的な意識のもとで行なわれており，また太陽中心と地球中心という二

つの視点からの運動記述を重ね合わせるという仕方で理論が形成されている。こうした

概念枠の自由な設定に対する自覚の有無という点から見て，プトレマイオス説よりもコ

ペルニクス説の方が優れていると判定できるであろう。

同様のことはニュートン力学とアインシュタインの相対性理論との関係についても言

えるであろう。ニュートンは絶対空間・絶対時間という概念枠を基礎として，その力学
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理論を構築したが，空間に関しては，力学法則がそこで成立する座標系としての慣性系

同士では，ガリレイ変換を通じて力学法則の不変性が保たれることから，複数の慣性系

が互いに対等であることを認識しており，この点で空間に関する相対的な見方にある程

度，自覚的であった（12）。だが時間に関しては，同時刻の非局所性や時間経過の一定不

変性といった観念を，それがわれわれの日常的世界理解にさいしてたまたま与えられた

偶然的・特殊的な概念枠であることに無自覚なまま絶対視し，それを自らの力学の基本

前提としてしまった。この点において，こうした時間的概念枠を自覚的・能動的に超出

するところに成立したアインシュタインの相対性理論の，ニュートン力学に対する優位

性が見られるのである。

ところで，じつをいうと競合するパラダイムないし科学理論のあいだでの，こうした

合理的な連絡や優劣の比較が可能となるのは，両理論の基本概念や基本法則が数学的に

表現される場合だけである。たとえば，その基本概念を数学的に表現することができな

い（と思われる）東洋医学について，これと西洋医学との優劣を論じることは，医療技

術としては可能であるとしても，科学理論としては不可能であろう。思えばニュートン

力学に代表される近代自然科学は，数学的自然科学として自らを規定していた（13）。カ

ントが学の確実な道を歩むものとして念頭におき，その哲学的基礎づけを試みた自然科

学もまた，近代の数学的自然科学に他ならない。しかし，ここで数学的自然科学はいか

にして可能かというカントの問題を正面から論じる紙幅の余裕は残されていないので，

数学的に表現された理論同士でも通約不可能が見られるというクーンの所論を批判的に

検討することをもって，それに代えたい（14）。

クーンは以下のように論じる。ニュートン力学とアインシュタインの理論とは根本的

に相容れない。これに対して，ニュートン力学はアインシュタイン理論における物体の

運動速度が光速度に比べてきわめて小さい場合に，よい近似を与える理論として，一定

の限定条件を付加することによって今でも正しい理論として認められるとする見方が存

在するが，その見方は誤りである。なぜなら，ニュートン力学とアインシュタイン理論

とでは，同じく空間，時間，質量といった基本概念が用いられてはいるが，その意味内

容は両者で根本的に異なっており，アインシュタイン理論においてv/c（vは物体の運

動速度，cは光速度）の値がゼロに限りなく近づく場合に得られる座標変換の公式およ

び力学法則の数学的定式は，ニュートン力学のそれと形の上では同じでも，どこまでも

アインシュタイン理論に属する定式であって，ニュートン力学に属するものではな

い（15）。したがってニュートン力学がアインシュタイン理論の特殊ケースとしてそこに

包含されることはありえないのである，と。

しかし，クーンのこうした主張は，概念枠の交替だけで世界理解の内実が根本的に異

なってしまうという見方にこだわりすぎていないだろうか。たとえば，円と放物線とは
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概念的には非常に異なるものであり，両者のあいだに共通点を見いだすことは，概念レ

ベルで見るかぎり非常に困難であろう。だが円錐を平面で切った切り口，すなわち円錐

曲線の二つの形態として捉えることによって，両者を連続的に理解することが可能とな

る。これと同様に，新しい科学理論が古い科学理論に対して，より高次の数学的構造を

有している場合には，両者の基本概念が異なっていても，そこに合理的な連絡をつける

ことができるし，その優劣を判定することもできるのである。

より卑近な例で考えてみよう。われわれは日常経験を通じて物体が「落下する」こと

の意味を理解する。その場合の概念枠はいうまでもなく地表に定位した座標系である。

この座標系において物体が垂直下方に運動する（そして地表に達する）ことを，物体が

「落下する」という。これは日常的世界理解のレベルでの話であるが，天動説ないし地

球中心説という理論のレベルで考えても，少なくとも地上物体の運動に関しては，事情

はまったく同様であろう。これに対して座標系を恒星天に移した場合には，地球は猛ス

ピードで自転しているので，その座標系で記述される地上物体の運動は，いわゆる自由

落下運動であっても，ほとんど水平方向に沿った軌跡を描くことになるから，これは元

の意味での落下運動とは言えないだろう。だがニュートンによって，重力による地上物

体の運動は再び「落下」運動とみなすことができるようになり，それどころか，元の意

味ではけっして「落下する」とは言えなかった月の運動を，地球に向かって落下し続け

ていると語ることができるようになった。その場合，落下運動とは地球の重力による加

速度運動という新しい意味において理解されており，月の運動と地上物体の運動とは，

その運動方向は異なっていても，加速度の方向がともに地球中心を向いているという点

で一致しているために，どちらも「落下」運動として正しく記述することができるので

ある。この場合でも，元の意味での物体の垂直下方運動としての落下運動は，加速度の

方向が地球中心を向いている物体運動の特殊なケースとして，新しい意味での落下運動

のうちに包含されていると正当に主張することができる。ただその場合，「落下」の新

しい意味が古い意味を包含しうると言えるのは，両者がともに数学的に表現されるかぎ

りにおいてであるという条件が付されていることを見落としてはならない。こうして，

競合する二つのパラダイム的科学理論のあいだには，つねに通約不可能性が成立すると

いうクーンの主張は，概念レベルでは認めることができるとしても，両理論の基本概念

および基本法則が数学的に表現される場合には，成り立たないと結論できるであろう。

以上，論じてきたことを要約するならば，次のようになる。カント批判哲学の根本思

想によれば，科学的認識は，日常的世界理解の概念枠がわれわれにたまたま与えられた

偶然的・特殊的な概念枠であることの自覚にもとづき，これを能動的に超出して普遍的・

客観的な概念枠を設定することの上に成立する。かかる根本思想にはクーンのパラダイ

カントの批判哲学とパラダイム論
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ム論との顕著な親近性が見られるが，自覚的・能動的に設定されるべき概念枠が数学的

に構成される場合には，新旧両パラダイムのあいだに合理的な連絡がつき，さらには両

理論の優劣の比較が可能となるがゆえに，そのような場合には，クーンのいうパラダイ

ム間の通約不可能性の主張，ひいては科学的知に関する相対主義的な見方は一般的には

成立せず，科学革命が科学理論の合理的な進展のプロセスであることを，カント批判哲

学の立場から承認することができるであろう。

『純粋理性批判』からの引用は慣例に従って第一版をA，第二版をBで表記し，『自然科学の

形而上学的原理』からの引用はアカデミー版カント全集の巻号をローマ数字で表記する。

（1） G.Martin,ImmanuelKant.OntologieundWissenshaftlehre,1951,門脇卓爾訳『カン

ト 存在論および科学論』（岩波書店，1962年）27頁以下。

（2） ところで，物体の運動に関する科学的認識の本質が，このように与えられた座標系を超出

して普遍的・客観的な座標系を設定する点にあることが承認されるとして，こうした普遍的・

客観的な座標系は具体的にはどのように選定されるのであろうか。この問題を考えるにあたっ

ては，先に見ておいた近代自然科学の実験的方法の本質を構成する（とカントが考える）

「投げ入れ」の思想が手がかりを与えてくれる。すなわち，さしあたり仮説として投げ入れ

られた諸法則をすべて満たすような座標系が，普遍的・客観的な座標系として選定される。

このような諸法則が科学理論に応じて異なることは言うまでもない。たとえば，ニュートン

力学の場合には運動の三法則がそれにあたり，これを満たすべく選定された座標系は慣性系

と呼ばれる。コペルニクス説の場合には，投げ入れられる仮説的法則は「天体は単純な円運

動を行なう」という法則であり，これを満たす座標系として太陽中心系が選定されることに

なる。

（3） クーン自身は『科学革命の構造』のなかでは，カントに直接言及している個所はないが，

後にカントとの親近性を次第に自覚するようになる。T.S.Kuhn,・Afterwords・,in:P.

Horwish（ed.）,TheRoadsinceStructure,TheUniversityofChicagoPress2000,佐々

木力訳『構造以来の道』（みすず書房，2007年），129頁。

（4） T.S.Kuhn,TheStructureofScientificRevolutions,2ed.,TheUniversityofChicago

Press1970,p.viii,中山茂訳『科学革命の構造』（みすず書房，1971年），v頁。

（5） op.cit.,p.5.

（6） op.cit.,p.102.

（7） op.cit.,p.52

（8） M.A.Khalidi,・Incommensurability・,in:W.H.Newton-Smith（ed.）,ACompanionto

thePhilosophyofScience,Blackwell2000,pp.172�180.

（9） T.S.Kuhn,・ReflectiononmyCritics・,in:I.Rakatos&A.Musgrave（ed.）,Criticism

andTheGrowthofKnowledge,CambridgeUP1970,pp.231�278.

（10） この論点に関しては，M.フリードマンの以下の論文から示唆を受けた。M.Friedman,

・Kant,KuhnandthePhilosophyofScience・,in:M.Heiderberger&F.Stadler（ed.）,

HistoryofPhilosophyofScience:NewTrendsandPerspectives,Kluwer2002,pp.171�190.

（11） 野家啓一は『科学の解釈学』のなかで，フッサールの生活世界論やハーバーマスの「経験

のアプリオリ」という概念を援用しながら，科学理論としてのパラダイムとは独立に成り立

―14―

《注》



つ，日常的世界理解の概念枠の存在を認めることによって，こうした概念枠を媒介としたパ

ラダイム的科学理論間の合理的な連絡の可能性を，説得力をもって論証している。本稿も野

家のこうした論考から大きな示唆を受けている。ただ，「生活世界のアプリオリ」を認める

だけでは，パラダイム的科学理論間の優劣の問題や，新旧両パラダイム間に見られる非対称

性の問題，すなわち旧パラダイムから見れば新パラダイムはまったくの断絶的飛躍にしか見

えないのに対し，新パラダイムの方からは旧パラダイムへの連続的なつながりを考えること

ができるようなケースが存在しうるという問題に対して，説得力をもった説明を与えること

が難しいのではなかろうか。野家啓一『科学の解釈学』（新曜社，1993年）36�113頁。

（12） このような点についてはI.ニュートン『自然哲学の数学的諸原理』のなかの「公理また

は運動の法則」中，法則 III系 Vを参照。I.Newton,PhilosophiaenaturalisPrincipia

Mathematica,1686,trans.AMotte,rev.F.Cajori,UniversityofCaliforniaPress1946,p.

20.

（13） プトレマイオス天文学は歴史的には古代ギリシャ文明に属するが，その基本概念，基本法

則が数学的に表現されるかぎりにおいて，概念的には近代自然科学に属するとみなすことが

可能である。アルキメデスの物理学についても同様のことが言えるだろう。

（14） 数学的自然科学はいかにして可能かというテーマをカントが正面から論じているのは，じ

つは『批判』においてではなく『原理』においてである。こうした点について詳しくは以下

の拙著を参照されたい。犬竹正幸『カントの批判哲学と自然科学』（創文社，2011年）。な

お以下の本文の論述にさいしては，小林道夫『科学哲学』（産業図書，1996年）から多くの

示唆を受けた。

（15） アインシュタイン理論における座標変換の公式はローレンツ変換と呼ばれ，以下の式で与

えられる。

x
・
・

・x・vt・

1・・
v

c・
2

・

t
・
・

・t・
xv

c
2・

1・・
v

c・
2

・

ここでv・c・0とおけば，

x
・
・ x・vt

t
・
・ t

となって，これはニュートン力学における座標変換の公式であるガリレイ変換と同じ形とな

る。

カントの批判哲学とパラダイム論
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はじめに 問題の所在

本稿は，中学校の社会科教科書が「宗教」をどのように扱ってきたか，すなわちどの

ように記述してきたかを，昭和30年代から現在まで追跡した調査研究である。

平成18年に教育基本法が改正され，宗教教育に関する第15条の条文に，旧法にない

「宗教に関する一般的な教養」の尊重が追加された（1）。その後学校教育法等が改正され，

中学校では平成20年告示の学習指導要領（以下，告示年を付記し「平成20年版指導要
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中学校の社会科教科書における

「宗教」の扱い

三 木 健 詞

Treatmentof・Religion・inTextbooks

ofSocialStudies

KenjiMIKI

要 旨

中学校の社会科教科書において，「宗教」がどのように記述されてきたかを，昭和33年告

示から平成20年告示までの学習指導要領に対応する教科書を対象にして調査した。その結

果，教科書の記述傾向とその背景について以下の点を明らかにすることができた。

① 平成10年版まで，地理的，歴史的，公民的分野とも配当授業時数が減少するなか，「宗

教」に関する教科書の記述は，公民的分野では減少したが，地理的分野ではむしろ増加し

た。歴史的分野では，どの時期も一定程度記述されてきた。

② 学習指導要領や指導書等には「宗教」の言及が少なく，これらと教科書の記述との相関

は，公民的分野を除くと弱い。むしろ，地理的分野や歴史的分野では，分野の基本構成が

「宗教」に関する記述傾向を左右している。また，昭和52年版，平成元年版の学習指導要

領の目標に国際理解の視点が加わると，暮らしや習俗と結びついた「宗教」の記述傾向が

見られるようになった。

平成20年版では，どの分野も「宗教」の記述は増加し，分野間の関連付けも若干図ら

れた。しかし，「宗教」をどう位置づけるかは定まっておらず，宗教知識教育の方向性に

ついて議論が必要である。

キーワード：宗教，社会科教科書，中学校，宗教知識教育，学習指導要領



領」と略記）の社会科で，伝統や文化などとともに宗教に関する学習の充実が打ち出さ

れた。

こうした新たな方向性が打ち出された背景には，21世紀の社会においても宗教は衰

えておらず（2），むしろその役割は無視できなくなっているという認識がある。中央教育

審議会答申「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」

（2003年）でも，生き方にかかわる宗教の意義の理解や，国際関係が緊密化・複雑化す

る中で他の国・地域の文化を学ぶためには背後の宗教に関する知識理解が欠かせないこ

とが指摘されている。

学校における宗教に関する教育は，宗教知識教育，宗教情操教育，宗派教育に分類さ

れてきた（井上：2005,191�193）。このうち，特定の宗派による宗派教育は私立学校に

限定され，宗教情操教育は重要性を中教審答申で指摘されながらも学習指導要領には盛

り込まれず，評価が分かれてきた。そのため，公立学校ではもっぱら宗教知識教育が中

心とされてきたが，これも学校現場では敬遠されてきた（菅原：1999,185�198）。先述

の中教審答申でも，宗教に関する知識や意義の学習が回避されてきたことが指摘されて

いる。

では，公立学校で宗教知識教育を担う主な教科と考えられる社会科において，「宗教」

はどのように扱われてきたのだろうか。この点を，教科書の記述分析から明らかにする。

教科書研究センターの調査（3）によると，中学校の社会科教員が普段の授業で「教科書

だけ使う」「教科書を主として使う」割合の合計は68％であり，教科書は授業実践に必

要な主たる教材と認識されている。現場の授業実践の実態まで把握するのは難しいが，

教科書の記述分析は，実践状況を想定するのに一定の意味があると考える。

これまでも社会科教科書の分析研究は多く行われ，「宗教」に関する記述分析も発表

されてきた。例えば，高等学校の公民科，倫理の教科書では藤原（2011）の研究が，中

学校社会科の現行版教科書では押谷（2016）の研究などがある。しかし，中学校社会科

の教科書で，過去から「宗教」に関する記述を追跡し分析した研究は，見当たらない。

今回の調査研究は，宗教に関する学習の充実が求められる今日，これまでの「宗教」の

扱いを振り返り，社会科教育が「宗教」とどう向き合うかを考える一助としたい。

本稿では，文部大臣の初の告示で，系統主義が本格化した「昭和33年版指導要領」

から，最新の「平成20年版指導要領」までの6回の改訂について，告示後初版の社会

科の検定教科書計146点を調査対象（告示数年後の改訂版は除外）とした。調査した教

科書の出版社名は，各分野の注を参照されたい。そこで，以下の手順と方法で分析・考

察する。

まず，社会科各分野教科書の本文や注記に見られる「宗教」に関する記述内容・項目

の特徴，記述頻度，それらの変遷から記述傾向を明らかにする。そのうえで，記述傾向

中学校の社会科教科書における「宗教」の扱い
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の背景について，各分野の内容構成や，学習指導要領および指導書・学習指導要領解説

（以下，両者をまとめる場合「指導書等」と略記）の記述との関係などをもとに考察す

る。最後に，分野を総合した社会科での「宗教」の位置づけについて述べ，まとめとし

たい。

なお，記述分析にあたっては，教科書の紙面構成の変化にも考慮が必要である。谷川

（1989�1990）は，小学校の社会科教科書の「教授・学習活動示唆機能」を強調したが，

これは中学校でも同様である（西脇：2009,94�98）。とくに，平成10年版は大判全面

カラーとなり，本文とコラム，図版や学習課題などからなる紙面構成は，「生きる力」

の育成のもとで「学び方」学習に舵を切った「平成10年版指導要領」の趣旨が反映し

ている。「宗教」の記述分析では，本文記述だけでは�み取れない教科書編集の意図に

も迫っていく。

最後に，本稿における「宗教」の定義を示す。よく引用される岸本英夫（1961,17）

の定義は，以下の通りである。・宗教とは，人間生活の究極的な意味をあきらかにし，

人間の問題の究極的な解決にかかわりをもつと，人々によって信じられているいとなみ

を中心とした文化現象である。宗教には，そのいとなみとの関連において，神観念や神

聖さを伴う場合が多い。・しかし，国内の各種世論調査で「信仰がある」と答える日本

人は3割程度でありながら，「初詣」「墓参り」「神棚，仏壇への礼拝」をする人は多い

という実態（石井：2008）があり，岸本の定義では私たちの重層的な宗教意識がとらえ

にくい。本稿では，芳賀（2）のとらえ方を参考に，「宗教とは，人々が人間の力を超えた

存在を信じることによって，人生の意味や世界観を考えたり，行動したりする文化現象」

とする。

Ⅰ．学習指導要領にみる「宗教」

まず，中学校社会科の学習指導要領（4）において，「宗教」がどのように扱われてきた

かを確認する。表1によれば，社会科の「内容」及び「内容の取扱い」（昭和33年版で

は「指導上の留意点」）に表れた「宗教」の記述傾向として，次の2点が読みとれる。

① 昭和33年版から平成10年版まで，「宗教」に触れた箇所が減少している（5）。

② ①の傾向は地理的分野及び公民的分野（昭和33年版は「政治的・経済的・社

会的分野」）に顕著である一方，歴史的分野では「宗教」に関する記述箇所は存

続している。

昭和33年・44年版では，地理的分野「世界地誌」や，公民的分野「社会生活と文化」

の単元にあった「宗教」の用語は，その後消える。また，社会科および各分野の目標に

も「宗教」はほとんど登場しない。唯一，昭和33年版歴史的分野の個別目標において
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表1 学習指導要領の「内容」・「内容の取扱い」にみられる「宗教」

告示年 地理的分野 歴史的分野 公民的分野
※昭和33年まで「政治・経済・社会的分野」

昭
和

�年

� 郷土

� 日本の諸地域

� 全体としての日本

� 世界の諸地域

・住民と人口 各地域における人々

の衣食住，交通手段，宗教，風

習などの生活様式には，それぞ

れ特色のある…

� 全体としての世界

・世界の民族・人口 世界におけ

る人種，民族，言語，宗教，風

習などの分布のあらましや，文

化の地域的差異を知らせ…

� 日本の古代とアジア

・国家の形成とアジア 古典に見える神話や

伝承などについても正しく取り扱い，当時

の人々の信仰やものの見方など…

� 武家社会の形成

・鎌倉・室町時代の文化 鎌倉文化と新仏教，

…

� 武家社会の確立

・ヨーロッパ人の来航 キリスト教のわが国

への伝来とその影響…。この際，ヨーロッ

パ人がイスラム世界との接触などによって，

直接に東洋貿易に目を開き，…

・江戸時代の社会と文化 …儒学を中心とす

る学問・教育

� 近代世界の成立

・近代ヨーロッパへの歩み ルネサンス，宗

教改革…

� 近代社会と民主主義

� 民主政治の組織と運営

� 産業・経済の構造と機能

� 現代の社会生活と文化

・家族生活

・都市と村落の生活

・職業と社会生活

・文化と社会

学問，芸術，宗教，教育などの

社会生活における機能を理解さ

せ，文化は人間の品性を高め，そ

の心を豊かにするもの…同時に，

個人と社会との結びつきを深め，

社会生活を向上させる源泉であ

ることを理解させる。

� 世界と日本

� 現代の諸問題

昭
和

	年

� 身近な地域

� 日本とその諸地域

� 世界とその諸地域

オ 住民と人口

・…生活様式については，衣食住，

交通手段，宗教，風習のような

具体的な事象に着目させ，…

� 世界の中の日本

ア 世界との結びつき

� 古代日本の推移

ア 平安の都と仏教の改革

� 武家政治の成立

ウ 鎌倉時代の文化 新仏教の興隆


 ヨーロッパ世界の発展

ア ヨーロッパの形成 キリスト教文化

イ イスラム世界との交渉

ウ ヨーロッパ人の海外発展 宗教改革

� 天下統一の歩み

ア ヨーロッパ人の来航 鉄砲やキリスト教

の伝来

� 幕藩体制の確立

イ 日本人の海外発展と鎖国 禁教と鎖国

ウ 武士の社会と生活 儒教の奨励

 幕府政治の進展

ア 幕政の推移 儒教の影響などもあって平

穏で安定…

� 家族生活

� 社会生活

ア 職業と生活

イ 地域社会の生活

ウ 地方自治と住民

エ 社会生活と文化

・学問，芸術，宗教などの社会生

活における意義や機能を理解さ

せ，文化が社会生活を向上させ

る源泉であることを認識させる。

� 経済生活

� 国民生活と政治

昭
和

�年

� 世界とその諸地域

ウ 世界の諸地域

� 住民と生活

� 日本とその諸地域

� 世界の中の日本

ア 世界との結びつき

�「宗教」の記述なし�

� 奈良・平安の都と貴族の政治

・…統一国家の形態が整えられ，仏教文化が

栄えた…

� 武家政治の展開と庶民生活の向上

ア 鎌倉幕府と武士の生活 新仏教の興隆

� 天下統一の歩み

ア ヨーロッパ人の来航とその背景

・…ルネサンスと宗教改革を中心に…，ヨー

ロッパ人の海外発展について，イスラム世

界との接触などに触れ…

� 民主主義と現代の社会生活

ア 人間の尊重と日本国憲法

イ 個人と社会

ウ 現代の文化と生活

� 国民生活の向上と経済

� 日本の政治と国際社会

�「宗教」の記述なし�

平
成
元
年

� 世界とその諸地域

ア 多様な世界

イ 様々な地域

� 日本とその諸地域

ア 世界から見た日本

� 国際社会における日本

ア 日本と世界の結びつき

イ 日本と国際社会

�「宗教」の記述なし�

� 古代国家の歩みと東アジアの動き

・…仏教文化が栄えたこと…

＊神話・伝承などの学習を通して当時の人々

の信仰やものの見方などに着目させる…

� 世界の動きと天下統一

ア ヨーロッパ人の来航の背景と影響

・ルネサンスと宗教改革，ヨーロッパ世界と

イスラム世界との接触…

� 現代の社会生活

ア 個人と社会

イ 現代の文化と生活

ウ 情報と社会

� 国民生活の向上と経済

� 民主政治と国際社会

�「宗教」の記述なし�

平
成

�年

� 世界と日本の地域構成

� 地域の規模に応じた調査

ウ 世界の国ぐに

� 世界と比べて見た日本

ア 様々な面からとらえた日本

� 生活・文化から見た日本の

地域的特色

�「宗教」の記述なし�

� 古代までの日本

＊神話・伝承などの学習を通して，当時の人々

の信仰やものの見方などに気付かせる…

エ 国際的な要素をもった文化が栄え…

＊…仏教の影響，文化を担った人々などに

着目して

� 近世の日本

ア 戦国の動乱と…ヨーロッパ人の来航…

＊…宗教改革については深入りしない…

� 現代社会と私たちの生活

ア 現代日本の歩みと私たちの生

活

イ 個人と社会生活

� 国民生活と経済

� 現代の民主政治とこれからの社

会

�「宗教」の記述なし�

平
成

�年

� 世界の様々な地域

イ 世界各地の人々の生活と環境

＊…衣食住の特色や，生活と宗

教とのかかわりなどに着目さ

せる…。その際，世界の主な

宗教の分布について理解させ

るように…

ウ 世界の諸地域

� 日本の様々な地域

イ 世界と比べて見た日本の地域

的特色

� 古代までの日本

ア 世界の古代文明や宗教のおこり，日本列

島における農耕の広まりと生活の変化や当

時の人々の信仰，…

＊「宗教のおこり」については，仏教，キリ

スト教，イスラム教などを取り上げ，世

界の文明地域との重なりに気付かせるよ

うに…

ウ 仏教の伝来とその影響

� 中世の日本

イ …禅宗の文化的な影響…

� 近世の日本

ア 戦国の動乱，ヨーロッパ人来航の背景…

＊宗教改革についても触れる

� 私たちと現代社会

ア 私たちが生きる現代社会と文化

＊「現代社会における文化の意

義や影響」については，科学，

芸術，宗教などを取り上げ，

社会生活とのかかわりなどに

ついて学習できるように…

イ 現代社会をとらえる見方や考

え方

� 私たちと経済

� 私たちと政治

� 私たちと国際社会の諸課題

＊国際社会における文化や宗教の

多様性についても触れること

（注）「内容の取扱い」は＊で示した。歴史的分野の大項目は，紙幅の関係上「宗教」に関連する記述があ
る箇所のみ示した。表中の太字，下線は筆者による。



「�学問，宗教，芸術などの文化遺産を，それらが生みだした時代の学習を通して理解

し，それらのもつ意味を考えてこれを尊重し，新しい文化を創造し発展させようとする

意欲と態度を養う」とあり，「宗教」が文化遺産として例示されている。しかし，昭和

44年版では「先人の業績と現在に伝わる文化遺産」にまとめられ，目標から「宗教」

が消えた。

学習指導要領において「宗教」に関する記述が減少した要因として，学習指導要領の

大綱化・弾力化や授業時数削減の影響は考えられる。「昭和52年版指導要領」の総ペー

ジ数は半減し，明記される指導内容が大幅に簡素化された。授業時数も昭和52年版で

歴史的分野，公民的分野が各35時間削減され，平成10年版でさらに削減されて地理的

分野，歴史的分野各105時間となったのである。そこで，学習指導要領では扱いが軽く

なった「宗教」について，実際の教科書における記述傾向を，分野ごとに確かめたい。

Ⅱ．教科書の記述にみる「宗教」

1．地理的分野教科書における「宗教」

地理的分野における「宗教」に関する記述傾向について，昭和33年版以降の検定教

科書46点を調査した（6）。表 2では，当該期間を通して発行された東書（東京書籍），教

出（教育出版），帝国（帝国書院）3社の教科書に見られる「宗教」の記述を整理・比

較した。他社版には，必要に応じて触れていく。その結果，次の傾向が明らかになった。

① 世界の各地で信仰される「宗教」が地域ごとに個別的に記述されている。

この記述傾向は，「学び方」を学ぶために世界の3か国のみを例示する構成とした平

成10年版を除き，平成20年版まで一貫している。昭和33年・44年版は，東南アジア，

南アジア，西（西南）アジアにおける仏教，キリスト教，イスラム教，ヒンドゥー教の

信仰分布について，その名称だけを挙げて個別，断片的に記述している。欧米地域の

「宗教」への言及は少ないが，平成20年版では世界の各地域で「宗教」が万遍なく記述

された。

また，世界の宗教分布図は，昭和33年版では11点中9点に掲載されている。関連す

る本文でも仏教，キリスト教，イスラム教，ヒンドゥー教を「三大（四大）宗教」とし

て，信仰地域の分布が記述される。日本の「宗教」は，分布図では仏教に分類されてい

るが，本文中には記述はない。分布図そのものも，平成10年版まで減少の一途となる。

② 昭和52年版以降「生活文化」「日本人の暮らし」に関連した「宗教」の記述が増

えた。

昭和52年版では，表 2のように，西アジア・北アフリカにおけるモスクの景観描写

や，イスラム教徒の豚肉忌避や女性のチャドル着用など宗教・生活規範が記述されて，
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表2 地理的分野教科書に記述された「宗教」

告示年 項目名 東書版 教出版 帝国版

昭
和

�年

◎世界

の諸地

域

�東南アジア�「（ビルマ・タイ）仏

教，（インドネシア）イスラム教，

（フィリピン）キリスト教」

�南アジア�「仏教がおこった」「ヒ

ンズー教」「イスラム教」「イスラ

ム教徒の多い…パキスタン」

�西南アジア�「キリスト教もイス

ラム教もこの地方に」「イスラム教

徒」

�中南米�「キリスト教」

（「世界の宗教分布図」＝KIBHJ）

�東南アジア�「（インドネシア）イスラム

教」

�南アジア�「仏教の生まれたところ…い

まはヒンズー教をはじめ主な宗教だけでも

8つ」「ヒンズー教とイスラム教は…イン

ドとパキスタンの分離の大きな原因」

�西南アジア�「イスラム教」

�世界の宗教�「イスラム教はアラブ民族

の諸国をかたく結びつけるきずな…現在

の国際政治の動きに大きな影響…」

（「世界の宗教分布図」＝KIBHJ）

�東南アジア�「（フィリピン）キリス

ト教徒」

�南アジア�
「ヒンズー教かイスラム教を信じ，仏

教は今では南のセイロンだけ」「ヒン

ズー・イスラム両教徒は分離してイ

ンドとパキスタンの2国に分かれ…」

�西南アジア�「キリスト教やイスラ

ム教のおこった」「宗教もイスラム教・

ユダヤ教…があって争いがたえない」

�宗教の分布�「キリスト教，仏教，

イスラム教の分布」

◎全体

として

の世界

昭
和

�年

◎世界

の諸地

域

�南アジア�「仏教がおこった」「ヒ

ンズー教徒とイスラム教徒が対立」

「仏教徒はセイロン」

�西アジア�「イスラム教…，イス

ラエルはユダヤ教信仰」

�ヨーロッパ�「キリスト教」

�さまざまな生活�「3大宗教」「ヒ

ンズー教やユダヤ教のように特定

の民族しか…」

（「世界の宗教分布図」＝KIBH）

�東南アジア�「（マレーシア，インドネシ

ア）イスラム教」「（フィリピン）キリス

ト教」

�南アジア�「仏教も生まれ」「ヒンズー教，

イスラム教…インドとパキスタンに分離す

る大きな原因」「（セイロン）仏教」

�西アジア�「イスラム教」

�北アフリカ�「イスラム教」

�人種と宗教�「世界の四大宗教」「ユダ

ヤ教…結束の強い宗教もある」

（「世界の宗教分布図」＝KIBH）

�アジア�「仏教やヒンズー教がおこ

り」

�南アジア�「ヒンズー教徒の多いイ

ンド，イスラム教徒の多いパキスタ

ン，仏教徒の多いセイロンに…独立」

�西アジア�「ほとんど…イスラム教

徒の国」

昭
和

�年

◎世界

の諸地

域

�東南アジア�「仏教徒…イスラム

教徒やヒンズー教徒，キリスト教

徒も」

�南アジア�「仏教，ヒンズー教の

生まれた地域」「ヒンズー教徒の多

いインド，イスラム教徒の多いパ

キスタン，仏教徒の多いスリラン

カは独立」

�西アジア�「イスラム教」

�ラテンアメリカ�「キリスト教

（カトリック）」

�西アジアと北アフリカ�「イスラム教が

普及…コーランの教えが人々の生活に…。

丸い屋根の礼拝堂と細くとがった白い塔

をもつ寺院…。婦人はベールを…。イス

ラム教徒は日に5回礼拝…断食の月があ

る。食事では豚肉を食べないほか，酒も

飲まない」

�ラテンアメリカ�「カトリック」

（「世界の宗教分布図」＝KIBH）

�南アジア�「仏教もヒンズー教も…

イスラム教徒が侵入…インドは民族

や宗教の分布が複雑…」「イギリスは…

民族や宗教の対立を利用…」「ヒン

ズー教徒を主とするインド，イスラ

ム教徒の多いパキスタン，仏教がお

もなスリランカの3国に分かれて独

立…」

�西アジア・北アフリカ�「町や村に

イスラム教のモスク…。礼拝，断食…。

国は分かれていても精神的な相互の

強い結びつき…」

平
成
元
年

◎人々

の生活

と環境

�さまざまな食事��宗教と食事�
「ヒンズー教徒は…牛，豚，羊な

どを食べない。仏教徒には野菜だ

け食べる人…。イスラム教徒は豚

を食べず酒類を飲まない」

�アラビア半島��イスラム教とイ

スラム教徒の生活（テーマ学習）

（2頁）�「六つの信じること」「礼

拝・巡礼・断食・喜捨・信仰告白」

�東南アジア�「（タイやミャンマー）

仏教，フィリピン）キリスト教

（カトリック），（マレーシア・イン

ドネシア）イスラム教が…マレー

半島ではヒンズー教」

（表紙2頁）�祈る～宗教とくらし（カラー

写真）�

�宗教とくらし��インドにはじまる2つ

の宗教�「ヒンズー教，仏教（2頁）（写

真「沐浴，托鉢僧」」�西アジアにはじま

る2つの宗教�「イスラム教とキリスト教」

（2頁）�調べてみよう世界の食事�（2頁）

「イスラム教のきまりをきびしく守ってい

る人々は…専用食堂に行く」

�東アジア�「仏教・儒教…は，今も生活

に…根付いて」

�アジアの南部�「ヒンズー教のインドと

イスラム教のパキスタンの対立」「マレー

シアでは…宗教上の祝日がちがう」

�西ヨーロッパ�「キリスト教」

�独立国家共同体�「中央アジア…イスラ

ム教徒」

�アメリカ合衆国�「…プロテスタントを

信仰」

�いろいろな衣服��表にまとめる�
「（イラン）女性は宗教上の理由から

チャドルで…」

�世界のさまざまな食事�「イスラム

教では豚肉を，ヒンドゥー教では牛

肉を食べていけない…。仏教でも不

幸のとき精進料理といって肉類をさ

ける」

�オランダの人々のくらし�「キリス

ト教の教会」

�イランの人々のくらし�「チャドル，

礼拝のいのり」

�EC諸国�「キリスト教徒，プロテ

スタント，カトリック」

�東南アジア��生活のなかの宗教�
「イスラム教徒，仏教徒，キリスト教

徒が多数を占める国」（「東南アジア

の宗教分布図」＝KIBH）

◎様々

な地域

平
成

	年

◎世界

の国々

の調査

�アメリカ・フランス�

�マレーシア�（多様な宗教）「（表）

現在…イスラム教が国教。ヒンドゥー

教，仏教，キリスト教の寺院も」

�日本の人々のくらし�（1頁）「神

社参拝，墓参り，クリスマス…。

日本では，自分の宗教が神道か仏

教かわからずに無宗教だと思って

いる人も…。海外で宗教を問われ

てとまどう人が多い…。国際化や

国際理解が進む一方で，日本独自

の文化や習慣を見直す動きも高まっ

ている」

�国旗から各国のことを知ると�「（キリス

ト教圏とイスラム教圏の国々の国旗の由

来を解説）」

�中国・アメリカ・オランダ�

�人々の暮らしと宗教�（本文 2頁）「日

本人の信仰は自然崇拝（アニミズム），

農耕と関わる信仰，仏教，神道など…。

日本には…神社，仏教寺院，キリスト教

会，イスラム寺院…。さまざまな宗教を

暮らしに取り入れているのが日本社会の

特徴である。…年中行事には，宗教や季

節と結びついたものが多く，…」（「世界

の宗教分布図」＝KIBH）（カラー写真

「祈り」「祭り」各 1頁）（表紙折込 2頁）

�祝い（写真「8か国の結婚式」�

�中国�（国内の地域の違い）「ウイ

グル族はイスラム教徒が多く，…チ

ベット族やモンゴル族の多くはチベッ

ト系の仏教を…」

�アメリカ��ドイツ�（まわりの国と

の協力関係）「キリスト教を信仰」

（「ヨーロッパのキリスト教分布図」）

�宗教と言語からみた日本の文化�
「日本は仏教の地域…，しかし結婚

式がキリスト教も…。イスラム教を

信じていて酒を飲まない，豚肉を食

べないなど宗教にもとづく生活習慣

を守っている国も…」（「世界の宗教

分布図」＝KIBH）

◎世界

から見

た日本

生活・

文化・ ・



「宗教」の名称しか記載されなかった従来の状況が一変する。ただし，記述はイスラム

教に偏っており，タイの仏教（清水版，コラム）やインドのヒンズー教（日書版）など

は少ない。

平成元年版で，世界の諸地域に「人々の生活と環境」の項目が設定されると，礼拝な

どの宗教行動や，食事・衣服の規制に関する記述は，教科書全点で詳細になり，仏教，

ヒンドゥー教への言及頻度も増した。また，「課題学習 世界各地の食生活」（6頁）で，

特定の食べ物を忌避する地域があるのはなぜか調べさせようとする教科書（中教版）も

現れた。

また，平成元年版では，「日本とその諸地域」に新設された「世界から見た日本」の

項にも「宗教」が登場した。表2にはないが，他社版に「日本人の生活習慣と行動の特

色」の小見出しで次のような記述が見られる（以下文中「…」部分は省略した）。

・…日本の伝統的な祭りは，田植え，雨乞い，収穫など，稲作にかかわる…。（中略）

日本には各地に神社や寺があるが，宗教と人々の生活とのかかわりかたは，イスラ

ム教を信仰する西アジアの人々やキリスト教信者の多いヨーロッパ人などの場合と

は…どのような点で異なっているか，調べてみよう。・（中教版，p.143）
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平
成

�年

◎人々

の生活

と環境

�イタリア�「キリスト教の大聖堂」

�バンコク�（コラム �生活と密着

した仏教�）

�人々の生活に根差す宗教�（2頁）

「三大宗教」「ヒンドゥー教やユダ

ヤ教」「宗教にはきまりごと…。イ

スラム教徒は…豚…。キリスト教

では日曜日…，イスラム教…金曜

日…，礼拝…，断食…」（写真

「四宗教の祈りや沐浴」）（「世界の

宗教分布図」＝KIBHY）

�アジア州��入り交じる文化�
「西アジア…イスラム教…，礼拝，

断食，酒飲まない，豚肉を食べな

い」�中央アジアの国々�「イスラ

ム教徒」

�ヨーロッパ州��キリスト教の信

仰�「クリスマス，復活祭…。…

イスラム教を信仰する人々も…」

（コラム �キリスト教の地域分布�，

（「ヨーロッパ宗教分布図」）

�アフリカ州�「北部ではイスラム

教…それ以外…伝統的な宗教，キ

リスト教も」

�北アメリカ�「キリスト教」（コラ

ム �多民族多文化社会�「宗教の

対立が起きたり…」）

�南アメリカ州�「キリスト教」

�オセアニア州�「伝統的な宗教…

キリスト教…」

�国旗は語る�「（イスラム教圏の国旗）」

�さまざまな宗教と人々の暮らし�（2頁）

（写真「タイの托鉢僧」）「世界宗教…民族

宗教…」「（タイ）仏教…。僧にカメラを向

けるのは失礼…」「『日本人には宗教心がな

い』…本当か。…神道や仏教などとかかわ

りの深い年中行事…。日本人の自然崇拝…」

「世界の多くの人々にとって『無宗教』とい

うのは人間としてあってはならないことと考

えられ…。…わたしたちにも宗教は決して

無関係なものではない。」

（「世界の宗教分布図」＝KIBH）

�宗教と社会のかかわり�（2頁）「イスラム

教…お祈りや断食，貧しいものへのほどこ

し，法や裁判のあり方も含まれ…」「…パレ

スティナ問題は同じイスラム教徒の苦しみ

として共有され…」「イスラム教の教えが暴

力やテロリズムを生んでいるという考え方…

誤り…」（写真「イスラム教徒女性の服装」）

�アジア�「キリスト教，イスラム教が発祥」

（「東南アジアの宗教分布図」＝KIBH）

「サウジアラビアのイスラム教徒」

�アフリカ�「イスラム教，キリスト教」

�ヨーロッパ�「カトリック，プロテスタント，

ギリシア正教やロシア正教」（「ヨーロッパ

宗教分布図」）

�南アメリカ�「カーニバルは…キリスト教の

祝祭がアフリカ系の祭りや踊りと結びつい

て…」

�オセアニア�「キリスト教徒」

�世界の様々な地域の調査�（南アジアを例

示）「ヒンドゥー教，イスラム教」

�宗教と生活とのかかわり�（2頁）

「（世界に広がる三つの宗教）仏教

は…日本にも文化の面で大きな影

響…。キリスト教にゆかりのある

クリスマスや西暦などは世界各地

の人々の生活や文化に大きな影響…。

イスラム教…きまりはイスラム教

徒の生活に深く影響を…。（写真

「三宗教のいのり」）「ヒンドゥー教

や神道」�学習のまとめ�「三宗教

の分布の地図化」（「世界の宗教分

布図」＝KIBH）

�アジア州�「キリスト教やイスラ

ム教も広まった。」「（日本の文化

からみたアジア）仏教…彼岸や盆

など…日本の生活に定着…」

�ヨーロッパ州�「キリスト教とか

かわる行事は人々の生活に根づい

て…」（「ヨーロッパのキリスト教

の宗派分布図」）

�アフリカ州�「イスラム教，キリ

スト教」

�南アメリカ州�「カーニバルはも

ともとヨーロッパの謝肉祭という

宗教行事…」

◎世界

の諸地

域

※表中「世界の宗教分布図」凡例

Ｋ：キリスト教 Ｉ：イスラム教 Ｂ：仏教 Ｈ：ヒンズー教 Ｊ：儒教 Ｄ：道教 Ｙ：ユダヤ教

※��は地域や項目名を，��は教科書の小見出しを，「…」は省略部分を示す。



「生活と文化」「日本人の暮らし」と「宗教」とを関連づけた記述は，8点中3点の教

科書に登場する。ここでは，日本の「宗教」が，仏教や神道ではなく，日本の生活文化

に関わる習俗として初めて登場した点が特徴的である。さらに，この傾向は平成10年

版の「世界から見た日本」の「生活・文化」において，年中行事や冠婚葬祭を例にした

記述（東書版，教出版）に継承される。また，平成10年版教科書2点に初めて「神道」

が登場した。

③ 平成20年版では地域ごととは別に，新たな「宗教」の項で多彩な記述が増えた。

平成20年版での「宗教」に関する記述は多い。「世界の諸地域」が「復活」し，どの

地域（州）でも「宗教」に触れられている。また，世界各地の「人々の生活と環境」に，

「宗教」を重点的に扱うページが設定された。表 2の通り，世界の諸宗教に見られる食

事や衣服の規制，宗教行事（祝祭）や冠婚葬祭，礼拝や托鉢といった宗教行動，国際政

治への影響力など，各社の「宗教」の記述は多彩になった。ただし，暮らし，生活と宗

教とのかかわり，世界宗教・三大宗教の広がりを記述する点では共通する。大判のカラー

写真も学習効果が大きい。各宗教における「祈り」の写真（東書版，帝国版）からは宗

教の普遍性の一面を，「タイの托鉢僧」の写真（教出版）からは，同じ仏教でも日本と

は異なる社会生活への影響を読みとらせることができる。平成20年版は，生活と密着

した「宗教」のリアルな姿を多面的に描写している。

次に，これまで分析してきた記述傾向の背景を，中学校地理学習の基本構成や，学習

指導要領，指導書等の方針・内容などとの関連から考察する。地理的分野は，昭和33

年版から平成元年版まで，地理的事象を羅列，網羅した静態的な地誌学習を特徴として

きた（社会認識教育学会：2010,36�37）。表 1の昭和33年・44年版のように，大項目

「世界の諸地域」の地域的特色は，位置と歴史的背景，自然環境，住民と人口などの地

理的事象の総和として語られる。「住民と人口」で扱われる「宗教」は，衣食住などと

ともに生活様式の1つの文化指標であり，ここでは宗教の教義ではなく，「どこに分布

しているか」が問われる（日本地理教育学会：2006,86）。この点で，キリスト教，イ

スラム教，仏教などの世界宗教の広がりを個別に記述する手法は，静態的な地誌学習に

適合しているといえる。

昭和52年版以降，「宗教」が「生活文化」や「日本人の暮らし」と関連づけて記述さ

れるようになった背景には，学習指導要領が打ち出した国際理解を重視する方針がある。

この方針は，「昭和52年版指導要領」に盛り込まれ，「平成元年版指導要領」の社会科

の目標が「国際社会に生きる民主的，平和的な国家・社会の形成者として必要な公民的

資質の基礎を養う」とされて明確になった。「平成元年版指導書」では，世界の「人々

の環境と生活」で，「世界の人々の生活や環境の多様性に着目させる」ために「世界の

家，服装，食べ物」を取り上げる指導が例示された。衣食住を中心に人々の暮らしを具

中学校の社会科教科書における「宗教」の扱い
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体的に学ぶ学習は，文化の多様性を学ぶ異文化理解の趣旨を反映しており，「宗教」も

生活文化の多様性を理解させる指標とされたのである。しかし，「宗教」は，生活文化

を通して生徒に身近な学習対象になりうる反面，西アジアなどの文化的特殊性を強調し，

偏見を助長しかねない側面もあり（7），ここに静態的な地誌学習が抱える課題を看取でき

る。

他方，昭和52年版から世界地理先習が始まると，日本地理を学ぶための「前振り」

として世界地理を位置付ける中学校地理学習のねらいがはっきりした。この結果，国際

理解の推進とも深くかかわって「世界の中の日本」という項目が重要度を増し，従来ほ

とんど扱われてこなかった日本の「宗教」が登場する。日本の「宗教」については，

「平成10年版指導書」には何も言及がないが， 日本の文化（自文化）理解を重視した

国際理解の考え方が，各社教科書への記述に広がったものと考えられる。

平成20年版の教科書で，「世界各地の人々の生活と環境」の項目に新設された「宗教」

のページ（4点中3点）は，各社が宗教に関する学習の充実を具現化した部分である。

しかし，多彩な記述内容はほぼこれまでの記述実績を継承している。また，「世界の諸

地域」には主題学習が採用されたが，「宗教」をテーマにした記述はなく，「世界の様々

な地域の調査」でも「宗教」を取り上げて，問題解決的な学習活動を行うことは想定さ

れていない。その点では，平成20年版も「宗教」に関しては静態的な地誌学習の延長

上にある。

このように，地理的分野の教科書における「宗教」に関する記述は，学習指導要領に

見られる扱いとは異なり，量的に増え，内容も生活文化や，日本と世界の視点などから

日常的，具体的に記述されるようになった。これは，各社が社会科の目標や改訂の趣旨

を�みながら，指導書等の記載の有無にかかわらず工夫を凝らした面もある。しかし，

その記述の根底は，社会科の地理学習の基本構造ともかかわって，大きくは変わってい

ない。

2．歴史的分野教科書における「宗教」

歴史的分野の教科書における「宗教」に関する記述傾向について，昭和33年版以降

の計50点の検定教科書（表 3の下段参照）を調査した。学習指導要領の歴史的分野に

は，「宗教」に関する記載が一定程度あるため，表 3に関連事項・内容（儒教も含む）

の掲載頻度を厳選して示す方法をとった。明らかになった傾向は，次の通りである。

① 「宗教」は各時代の文化で括られ，古代・中世は仏教，近世はキリスト教と儒教

を中心に記述されている。神道の記載はほとんどない。

この記述傾向は，過去 50年間ほぼ変わらない。キリスト教の普及，弾圧の過程は，

近世統一政権の成立，完成の政治過程と関連づけて記述されるほかは，近代以前の「宗
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教」は概ね文化の括りで扱われる。近代以降の「宗教」の記述は少なくなり，明治期以

降の国家神道，キリスト教解禁，内村鑑三ら日本人キリスト教徒などが若干記される程

度となる。

また，神道に関する記述がきわめて少ない。多くの教科書では，仏教伝来以前の古代

人の信仰が，自然崇拝や農耕儀礼などに関連づけて取り上げられ，記紀神話にも反映し

たことが記述される。この文脈で「神道」は登場せず，その後の記述は仏教一色になる。

神道の成立時期については，律令祭祀制の確立期から吉田神道登場の15世紀まで諸説

ある（岡田：2010,14�17）とはいえ，教科書では近世にかけて神道という名称も，関

連した記述もほとんど見られない。これは，平成20年版でも同様である。江戸後期に

本居宣長や平田篤胤に関連して神道に触れたものはあるが，平成の教科書では，これも

減少した。

神道は近代以前には登場しないが，近現代の神仏分離，第二次世界大戦後の天皇の神

格否定などに触れる教科書はあった。しかし，これも平成になって減少している。その

点で，コラム「日本人の宗教観」で「神道はわが国固有の民族宗教」であるとして，源

流から1ページを割いて記述する平成20年版教科書（育鵬版）は，稀有な例である。

② 昭和52年版以降「地域」「生活文化」に関連した「宗教」の記述がやや増えた。

昭和52年版では，室町期や化政期で，「宗教」に関わる年中行事や寺社参詣（お伊勢

参り）への言及がやや増加した。また，コラム欄が新設され，各地の地域の歴史や，生

活文化が主題史的に取り上げられるなかで「宗教」に言及する教科書が現れた。

昭和52年版教科書では，各時代のコラムで，室町期の「ひなの節句」，「江戸時代の

民間信仰（庚申講）」（清水版）や，「自由研究のページ」で室町期の「庶民の踊り―盆

踊り」（東書版）が扱われるが，これらは「読み物」資料としての性格が強い。平成10

年版教科書（教出版）になると，「地域の歴史を調べよう」のシリーズにある，近世期

の「庶民の信仰と供養」では，近所の墓地で「江戸時代の年号がきざまれている墓石を

探して」と，調べる手立てにも言及し，より実践的に記述される。

③ 平成20年版は「世界の宗教のおこり」が付加された程度で，大きな変化はない。

配当授業時数の削減などの要因から，学習指導要領，指導書等における文化の扱いは

縮減されてきたが，記述事項・内容には一部を除いて大きな変化は見られない。若干の

変化として，表 3では，昭和52年版から江戸時代の儒学者や国学者の名前の多くが消

えたことのほかに，世界史に関する事項・内容の縮減が挙げられる。

配当授業時数が105時間に削減された平成10年版では， 世界の諸宗教や十字軍など

世界史に関わる項目・内容が縮減されたが，授業時数がやや回復した平成20年版では，

世界史に関する「宗教のおこり」が加わった。この項では，仏教，キリスト教，イスラ

ム教などの成立に関する記述のほかに，文明の混乱や交代の中で人々の生き方や平等を

中学校の社会科教科書における「宗教」の扱い
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表3 歴史的分野教科書における「宗教」関連事項・内容の掲載頻度

学習指導要領の告示年

時代区分
調査対象点数（注）

事項や内容

昭和33年 昭和44年 昭和52年 平成元年 平成10年 平成20年

12 8 7 8 8 7

古代まで

「宗教のおこり」 △ ○

仏教の成立 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

キリスト教の成立 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

儒教の成立 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

イスラム教（イスラーム）の成立 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

縄文時代の人々の信仰（土偶に関する解説含む） ○ ○ ○ ○ ○ ◎

古墳時代・ヤマト政権期の信仰や神話の形成 ○ ○ ○ ○ △ ○

聖徳太子による仏教重視の政治 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

飛鳥文化 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

律令体制下の神祇官 ◎ （○） （○） （◎） （○） （◎）

聖武天皇の仏教に基づく政治 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

天平文化 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

記紀神話（国譲り，国生みなどに言及） △ △ △ ○ ○ ○

平安仏教の成立（従来の仏教との違い） ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

最澄・天台宗 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

空海・真言宗 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

神仏習合 ▲ ▲ ▲ ▲ △

中世

鎌倉仏教の成立（従来の仏教との違い） ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

法然・浄土宗／念仏 ◎／○ ◎／○ ◎／○ ◎／○ ◎／◎ ◎／◎

親鸞・浄土真宗 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

一遍・時宗／踊念仏 ◎／○ ◎／○ ○／○ ◎／◎ ○／○ ○／○

日蓮・日蓮宗／題目 ◎／○ ◎／○ ○／○ ◎／○ ◎／○ ◎／○

道元／曹洞宗 ◎／◎ ◎／◎ ◎／○ ◎／◎ ○／○ ◎／◎

栄西／臨済宗 ◎／◎ ◎／◎ ◎／○ ◎／◎ ○／○ ◎／◎

禅宗／座禅 ◎／○ ◎／◎ ◎／◎ ◎／○ ◎／○ ◎／◎

神仏習合 ▲ ▲

神道の形成 ▲ ▲

室町時代の仏教の動向（禅宗以外） ○ △ △ △ △ ○

年中行事の普及（正月，盆踊り，節句など） ○ △ ○ △ △ ○

十字軍 ◎ ◎ ◎ ◎ ○

近世

宗教改革／イエズス会 ◎／◎ ◎／◎ ◎／◎ ◎／◎ ◎／○ ◎／◎

織田信長によるキリスト教保護 ○ ◎ ○ ○ ○ ◎

豊臣秀吉による宣教師追放 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

江戸幕府によるキリスト教禁止 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

宗門改あるいは寺請制度 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

年中行事の普及（雑煮，雛祭り，鯉のぼりなど） △ △ ○ △ 〇 ○

儒学／林羅山 ◎／○ ◎／○ ◎／○ ◎／○ ○／△ ◎／△

伊藤仁斎 ◎ ○ △ ▲ ▲

荻生徂徠 ◎ ○ ▲ ▲ △ △

中江藤樹 ◎ ○ ○ ○ △ △

賀茂真淵 ◎ ○ △ ▲

平田篤胤／神道 ◎／○ ○／○ ○／○ △／△ △／▲ ▲／▲

本居宣長／国学 ◎／◎ ◎／○ ◎／○ ◎／◎ ○／○ ◎／◎

寺社参詣（伊勢参りなど） ▲ △ ○ ○ ○ ○

近現代

明治新政府のしくみ（神祇省に言及） ▲ ▲ △ （○）

明治期の国家神道，神道保護 ○ ○ ▲ ○ ▲ △

明治期の教派神道の広まり △ ▲ ▲

明治期の神仏分離／仏教排斥（廃仏毀釈） ○／△ △／○ ／▲ △／△ ／▲ △／○

明治期のキリスト教解禁 ○ △ ○ ○ ○ △

大日本帝国憲法での信仰の自由（制限付含む） △ △ ▲ ○ △ ○

教育勅語の発布 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

（日中戦争以降）占領地での神社参拝強制 △ ○ ○

戦後直後に天皇が神であることを否定 △ ▲ ○ ○ ○ △

戦後直後に国家による神社（神道）保護の廃止 ○ △ ○ △ ▲ ▲

戦後直後に思想・信仰の自由の制限廃止 △ △ ▲ ▲

インドとパキスタンの分離独立・対立 ○ ○ ▲

戦後の宗教・民族の違いによる地域紛争 ▲ △

※表中の「時代区分」は,「平成20年版指導要領」による。
※表中の頻度の記号は以下の基準による。
◎ 全点本文に掲載 ◎ 全点に掲載あるが本文掲載は半数以上 （◎）全点に掲載あるが本文掲載は半数未満
〇 掲載は半数未満 〇 半数以上に掲載あるが本文掲載は半数未満 （〇）半数以上に掲載あるが本文への掲載なし
△ 掲載は半数未満 ▲ 掲載は1点のみ

（注） 調査した教科書は以下の通り。昭和 33年版は，東書，教出，帝国，清水，大書，中教，学図，日書，
書院，学研，大日本，三省堂の12点。昭和44年・昭和52年・平成元年版は，いずれも東書，教出，帝国
（昭和52年版は除く），清水，大書，中教，学図，日書の各8点（昭和52年版は7点）。平成10年版は，
東書，教出，帝国，清水，大書，日書，扶桑，日文の8点。平成20年版は，東書，教出，清水，帝国，日
文，自由（自由社），育鵬（育鵬社）の7点。



説く宗教が誕生したとして（日文版），諸宗教成立の背景を記述する教科書も7点中5

点見られる。しかし，古代以降，世界の諸宗教に関連する新たな記述はほとんど見られ

ない。

次に，これまで分析してきた記述傾向の背景を中学校歴史学習の内容構成や，学習指

導要領，指導書等の方針・内容などとの関連から考察したい。歴史的分野では，歴史の

流れと各時代の特色をとらえさせる内容構成を基本としてきた（社会認識教育学会：

2010,80�81）。「昭和33年版指導要領」にある歴史的分野の目標と，これに対応する

「平成20年版指導要領」の目標との間には，歴史の内容を連続的に配列して時代の前後・

因果関係の理解を促し，時代を区切って各時代の特色をとらえさせるねらいに変化はな

い。

鎌倉仏教を例に昭和33年版と平成20年版の教科書を比較すると，鎌倉仏教の誕生の

要因を，乱世への不安，成長した武士や民衆の心のよりどころ，難解な修行などを必要

としないわかりやすさや実践性に求める点で大差はない。「宗教」を文化として，時代

背景のなかで理解させる学習は，歴史的分野の基本的な構成に由来しているのである。

では，教科書の記述傾向と指導書等の記述との相関はどうか。指導書等の「宗教」に

関連する記述箇所は，学習指導要領の大綱化と相俟って少なくなる。また，時代区分と

して「平成10年版指導要領」から古代・中世・近世・近現代が採用されると，指導書

等における文化の扱いも軽くなる。その指導書等には仏教の個別宗派名の記載は禅宗

（昭和33・44年版，平成20年版のみ）以外一度もなく，昭和52年版以降江戸期の項に

は儒教・儒学の名称も登場しない。神道の名称にいたっては，過去一度も記載がない。

以上の事実を表3と照らし合わせると，指導書等の記述の傾向や変更は，江戸の儒学者

を除くと必ずしも教科書記述に反映されていないことが窺える。中学校の歴史学習の基

本構成の枠内で語られる限り，「宗教」の記述傾向は大きく変更されなかったといえる。

その一方で，昭和52年版以降の教科書で「地域」「生活文化」が取り上げられたのは，

従来の政治史中心の学習から脱しようとした「昭和52年版指導書」の方針転換が反映

している。先述したコラムの内容からは，「宗教」を年中行事や祭礼など生活に溶け込

んだ習俗として身近にとらえさせる意図が読みとれる。「宗教」の定義にもかかわる問

題ではあるが，時代ごとに括られる「宗教」と，主題史的学習で扱われる習俗としての

「宗教」とをどう整合させてとらえるかについては，教科書記述は明示していない。

最後に，平成20年版教科書の記述傾向に関連して2点指摘する。第一は，「平成20

年版指導要領」の改訂の柱である「言語活動の充実」の点から見た「宗教」である。教

科書全7点が，歴史的事象の意味・意義や各時代の特色など説明する学習活動として，

各章末に「〇〇とはどんな時代だったか」といった問いを立て，「各時代の特色や移り

変わり」を表現する活動を例示した。しかし，知識を活用する活動の紹介に「宗教」が

中学校の社会科教科書における「宗教」の扱い
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登場することはほとんどない。平成10年版以降「学び方」を学ぶ学習，考え表現させ

る歴史学習を具現化するべく教科書記述も変わりつつあるが，「宗教」の位置づけは明

確ではない。

第二は，昭和33年版から一貫して変わらない，「諸宗教の混淆」の欠落についてであ

る。先に，古代・中世の記述は仏教中心であると述べたが，仏教以外の様々な異なった

思想・信仰との融和・接合（シンクレティズム）こそ，日本の「宗教」の実相であった

（木村：1995,4�14）。盂蘭盆会などの祖霊信仰には儒教の影響があり，神社建立には仏

教の影響があった。とりわけ平安期以降の神仏習合は，中世・近世の「宗教」を理解す

るにも（8），明治期の神仏分離や国家神道化を理解するにも欠かせない。近世期のキリス

ト教も，日本の諸宗教の理論武装に大きな影響を与えたという（末木：2006,133�134）。

シンクレティズムの問題は，現代日本人が初詣，盆参り，クリスマス祝いを違和感なく

経験する思想風土を考えるヒントにもなる（木村：前掲，7）。しかし，教科書はこの点

にほとんど触れてこなかった。古代・中世は仏教，近世はキリスト教・儒教中心という

単純な内容構成からの転換が必要であると考える。

3．公民的分野教科書における「宗教」

公民的分野教科書における「宗教」に関する記述傾向について，昭和33年版以降の

検定教科書50点（9）を調査した。地理的分野と同様，継続発行されてきた3社の教科書

の関連記述を表4に時系列で整理し，必要に応じて他社版にも触れていく。

なお，「宗教」に関連してすべての教科書が，憲法が保障する基本的人権，自由権と

しての信教の自由に言及している。自由権としての信教の自由は指導書等に記載はない

が，他の箇所から「宗教」の記述がほぼ消えた時期であっても，本文中か図表の中に示

されてきた。なかには，戦前の神社神道が国民に強制された経緯に触れて信教の自由を

やや詳しく記述した教科書（昭和52年教出版，平成元年清水版）もあるが，これは少

数派である。本稿では，紙幅の関係で表への掲載を省略した。そのうえで，自由権に関

連する点を除き，表4などから明らかになった傾向は，次の通りである。

① 平成10年版まで「宗教」の記述は減少するなか，扱われる単元は「社会と文化」

から「地域紛争」へ移った。

平成10年版まで「宗教」に関する記述の減少が続いたことは表 4で明らかであり，

表にない他社版の記述でも同様である。昭和33年版では，「社会と文化」に関する単元

に「宗教」の項や小見出しを設け，「宗教」の定義や社会生活における役割を中心に最

大3ページを配して（教出版，書院版，三省堂版）記述していた。しかし，昭和44年

版では「宗教」の小見出しのない教科書も現れ，昭和52年版以降その記述は激減する。

平成に入ると，それまで記述のなかった国際単元の「地域紛争（民族紛争）」におい
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表4 公民的分野教科書に記述された「宗教」

告示年 東書版 教出版 清水版

昭
和

�

年

第2章 わたしたちの生活と文化 1

文化のやくわり �生活を高める精神

文化�「より真実なもの，より美しい

ものを追い求めて心をゆたかにし，

その生活を向上させて…うみだされ

たものが，学問をはじめ，宗教，芸

術などの精神文化である。」「人間に

はなやみが多い。死や病気の不安を

思うとき，人間はいかに自己の力に

限りがあるかを知る。こうしたとき，

人は神を求め，…救いと安心を得よ

うとした。…苦しみなやむ人々に，

救いの手をさしのべるのが宗教であ

る。」「仏教，キリスト教，イスラム

教」

文化と社会生活 1文化の意義と役割 �
学問・芸術・宗教 �宗教と人生�「人間は，

死のおそれから…，人間の悩みを解決して，

人間の心に安らぎ（安心立命）をもたらし

てくれる人間以上の大きな力（絶対者）の

存在を求め，それを信じ，…。人間に信仰

のたいせつさを説き，安心立命の境地にみ

ちびこうとするものが宗教である。…宗教

はまた，人間の生き方を律し，守るべき道

を示し，信仰にもとづいて社会集団の団結

と統一をはかるはたらきをもっている。…」

�信教の自由�「正しい宗教と邪教の判別の

必要」「日本国憲法における信教の自由と

政教分離」（グラフ「我が国のおもな宗教の

信者数」）

第3編 私たちの社会生活と文化 第4

文化と社会 2．宗教と芸術「宗教は死の

おそれとか，生きていく苦しみのなかで，

人間の力をこえる大きな支配力（神・仏）

のあることを信じて，その力に救いを求

める心（信仰）を中心に発達したもので

ある。」「民族宗教と世界宗教，仏教・キ

リスト教・イスラム教」「信仰の自由は基

本的人権の1つ。科学を無視し社会の秩

序を乱すような宗教を信仰することは正

しい信仰とはいえない。（「世界の宗教分

布図」＝KIBH，ラマ教）

昭
和

�

年

第4章 社会生活と文化 1文化と

生活 �いろいろな文化�「学問，芸

術，宗教のような…精神的文化は…，

人々の心にやすらぎと，うるおいを

与える。…人間の精神生活の向上の

しるし…」�日本の文化�「…日本人

は神も祭れば，仏もあがめ，キリス

ト教に由来する行事もさかん…。仏

教にしても…日本人が受け入れやす

いような多くの宗派が生まれた。…

仏教の精神が，民衆の生活にしみと

おっていった」

社会生活 3社会生活と文化 � 人間と

文化「人間は自分の心を豊かにし，より正

しいもの，よりよいもの，より美しいものを

探求する…。…人間の探求心は学問になり，

宗教になり，芸術になった。」

� 文化と教育「科学がいくら発達しても，

人間は死に対する不安，生きていくことの

意味についての不安になやまされがちである。

人間のおよばない…，人間の運命を支配し

ている絶対的なものを信じ，…信仰をつう

じて救いを求めようとする。ほとんどの民族

が，…宗教をもち，…。現代の宗教は，死

後の世界における救いを説くだけではじゅう

ぶんではない。…人類がいかに生きるべきか

を教えることが必要であろう」「日本国憲法

の信教の自由」

第2編 私たちの社会生活 4社会生活

と文化 �現代社会と文化�「…人間は万

能ではない。…心の欲求は無限に満たさ

れるものでもなく，永遠の肉体的生命を

保つこともできない。宗教心はこのよう

な人間の限界，有限性を自覚するところ

から…」「信教の自由，政教分離」

昭
和

�年

第2編 政治と国民生活 ［1］わた

したちの生活と法 1．くらしのなか

の法「きまりは，ならわし（慣習），

道徳や宗教にもとづくいましめ（戒

律）などさまざまなかたちで存在す

る。」

第2章 人間の尊重と社会生活 � 人間

社会と文化 �生活のなかの文化�「未知の

世界を開き，人々の心にやすらぎやうるお

いをもたらす学問や宗教，芸術は精神的文

化といわれる。」

第1編 人間尊重と私たちの生活 3章

2．現代社会と文化 �私たちの生活と文化�
「より人間らしい生活をするために，…学

問，宗教，社会のしくみなど，…文化と

よばれる…」

平
成
元
年

第4章 地球社会とわたしたち 第

2節 平和と相互協調をめざして

�なぜ第三世界に地域紛争が集中す

るのだろうか�「国内の民族対立や宗

教対立，政治勢力の対立による内戦

は各地で残っている。」

�「宗教」の記述なし�

第1編 私たちの生活と政治 3章 平和

主義 3国際政治と日本 �国際紛争の解

決�「…大国の利害，近接した国家や民

族のあいだの宗教的・人種的対立，発展

途上国の経済的貧困などがこうした紛争

の解決を困難に…」

平
成

�年

第 5章 地球社会とわたしたち 2

地域紛争と民族問題

「民族紛争はその背後にある宗教

の違いも大きな原因となっており，

その解決は大変むずかしいものになっ

ています」

第4章 �地球社会とわたしたち�はじめに

「（生徒作文）異なる民族同士，どうして仲

良くできないのでしょうか。…宗教の違い，

人種の違い，経済的な格差。乗り越えられ

ない壁は，ないはずです」

第3編 国際社会を生きる 第1章 こ

んにちの国際社会 1国際政治のしくみ

「独立国のあいだでは…民族や文化・宗

教などのちがいから争いがおこることもあ

る。争いは，…武力をともなう戦争にい

たるばあいも…」

平
成

�

年

第1章 わたしたちの生活と現代社

会

2節 現代社会における文化の意義

�科学・宗教・芸術�「人間は日々の

生活の中でなやみや不安をかかえて

生きています。そのような不安から

のがれ，心のいやしを願い，生きる

意味を求めて，神や仏などの聖なる

ものへの信仰を…それが宗教です。」

（グラフ「日本人の宗教心」年齢別）

第1章 わたしたちの暮らしと現代社会

2現代につながる伝統と文化

2芸術や宗教のもつ力 �日本人の宗教観と

宗教のもつ意味�「日本では古くから自然崇

拝（アニミズム）や祖先信仰が神道や仏教

などと結びついて…。一方で現代の日本人

のなかには，信仰にあまり関心がない人も

いるなど宗教とのかかわりの深さは個人によっ

てさまざまです。」「（初詣やお盆の墓参り，

クリスマス）これは宗教の多様性を認める

日本人の寛容な宗教観の1つの表れともい

えます」「世界にはさまざまな宗教があり，

信仰する人々にとっては生きていくうえでの

指針や心の支えに…。」「わたしたちが異文

化と接するときや，世界の政治・経済の問

題を考えるとき，その背景にある要素の一

つとして宗教に着目することはとても重要

に…」（図「日本の主な年中行事と季節の

暦」）

序章 私たちと現代社会

2私たちの生活と文化 �文化の継承と創

造�「人間はみは，固有の文化をもってい

り。人はそれぞれの母語を話し，みずか

らの信じる宗教にも導かれて，よりよく

生きる道を探し求め，かけがえのない文

化をはぐくんできた。ときに，文化のち

がいや宗教のちがいは，人々の不信や対

立をまねき，民族や国家間の紛争を引き

おこす原因ともなる。しかし，それぞれの

文化の間には優劣はない。」



て，紛争の背後にある「宗教の違い」に言及する教科書（平成10年版，8点中6点）

が増える。ただ，その扱いは，紛争のあった旧ユーゴ，ルワンダなどの名称だけを挙げ

て地域紛争を概括的に記述し，原因の1つとして「宗教の違い」に触れるといった程度

である。

② 平成20年版の「現代社会と文化」「国際社会」の単元で「宗教」の記述は増えた。

表4の通り，平成20年版では，2つの単元で「宗教」関連の記述が拡充する。社会

単元では，現代社会における文化としての「宗教」の意義や影響などが次のように多彩

に記述される。第一は，「人間の力を超えた存在を信じる」などと定義される宗教の起

こりについてである（教科書7点中4点）。第二は，身近な日本の宗教へのいざないで

ある（同5点）。ここでは，仏教や神道などや，宗教性のある（あった）年中行事や通

過儀礼のほか，おみくじを引く，お守りを身につけること（宗教的行動，帝国版）が紹

介される。寺社で祈り，クリスマスも祝う日本人の寛容性などに触れる教科書もある。

第三は，豊かな生活や心の支えになりうる反面，対立や紛争の原因ともなる宗教の二面

性である。

また，図版の効果も期待できる。6枚の写真がキリスト教，イスラム教，仏教のどれ

と深く関係するかを問う教科書（帝国版）からは，教会，モスクでの礼拝に縁はなくて

も，墓参りの写真を見れば自分も「宗教」に無関係ではないと気づかせる意図が読みと

れる。

もう1つの国際単元では，国際社会における文化や宗教の多様性が取り上げられる。
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平
成

�

年

第5章 地球社会とわたしたち

1節 国際社会と世界平和

5新しい戦争 �地域紛争�「地域紛

争は民族紛争の形をとって起きるこ

とが多い…。異なる文化や宗教，言

語などを持つ民族（部族）がいっしょ

にくらしている地域において，優位

に立つ人々の集団が少数の立場にあ

る人々の集団を弾圧したり，排除し

たり…」�テロリズム�「宗教のちが

いや貧しさなどを背景にして起きて

いるといわれ…」

2節 国際問題とわたしたち 1文

化の多様性 �宗教の多様性�「世界

ではキリスト教，イスラム教，仏教

の三大宗教のほか，ヒンドゥー教，

ユダヤ教など様々な宗教が信仰され

ています。世界では，教えのちがい

や相互理解の不足などにより，異な

る宗教や宗派の間で対立が続いたり，

テロが発生したりしています。今日，

宗教観の対立を解決し，平和を推進

していくために，宗教間の対話や和

解の努力も進められています。」

第6章 国際社会に生きるわたしたち

1 国際社会がかかえる課題

4 多様性のなかで生きる �多様な考え方

が支える社会�「世界にはさまざまな人種や

独自の言語・文化・宗教をもつ多くの民族

が…。特に宗教は人間の力や自然の力を超

えた存在を信じ，…救いや幸福を得ようと

いう信仰…。そのため，人々の生き方や，

社会の変化・発展にも大きな影響を与え，

国のあり方や政治とも深くかかわって…。」

�「違い」を認めること�「…多様性は，社

会にとってとても大切…。しかし，ある集

団が別の集団の文化や宗教などを否定し，

受け入れないことによって，戦争や紛争と

いう悲しいできごとも…」�寛容な世界を目

ざして�「（ユネスコ憲章前文）…お互いの

もつさまざまな違いを知り，学んでいく際に

は，異文化や自分と違う考え方を前向きに

受け入れるという姿勢が重要です。」

5終わらない地域紛争「…民族や宗教間の

対立から起こる地域紛争は世界各地で増え

続けています。」

第3編 国際社会を生きる

第1章 こんにちの国際社会

第1節 国際政治のしくみ

1国際政治と法 �国際政治と国際法�
「独立国の間では…民族や文化・宗教な

どのちがいから争いがおこることもある。…」

第2節 国際社会の課題 2現代世界と

あらたな紛争 �民族間の紛争�「民族の

あいだで宗教や文化などにちがいがあって

も，また，民族がまとまりを強めても，

それだけでは暴力紛争の原因にはならな

い。…ひとつの民族が多民族国家から独

立しようとするばあい，また支配的な地

位にある民族が少数派の民族を迫害する

ばあい，…暴力紛争に発展することが多

い。」「イスラーム世界では，多くの政治

的な抵抗運動が宗教運動のかたちをとっ

ておこなわれている。（9.11事件）それが

イスラーム宗教運動の色彩を帯びている

などの理由から，現代の紛争が宗教対立

と受けとられる原因となっている。」�紛

争をふせぐために�「…外交による調停や

平和維持活動が必要である。…紛争の温

床となっている貧困と不安を緩和するた

め…」

※昭和33年版の分野の正式名称は「政治・経済・社会的分野」である。表中の ��は教科書中の小見出し

を,「…」は省略部分を示す。文章中の太字，下線は筆者の加筆による。

※表中「世界の宗教分布図」凡例

Ｋ：キリスト教 Ｉ：イスラム教 Ｂ：仏教 Ｈ：ヒンズー教 Ｊ：儒教 Ｄ：道教 Ｙ：ユダヤ教



宗教の二面性に関連して，文化や宗教の違いを肯定的にとらえて多様性のなかで人々が

生きるアメリカなどの事例と，違いが対立，紛争に至っている旧ユーゴ紛争などの事例

が記述されている。両方に触れる教科書（東書版，教出版含む3点）と，対立・紛争に

焦点を当てるもの（清水版など4点）とがあるが，両者とも対立・紛争は宗教対立と見

えて，背後に経済格差や資源獲得，民族集団間の力関係などが複雑に絡んでいると，半

数以上が記述する。また，コラムでパレスティナ問題を詳述する教科書が多い（同6点）。

次に，これまで分析してきた記述傾向を踏まえ，その背景を考察していく。まず，平

成10年版まで「宗教」の教科書記述が減少する傾向と，学習指導要領や指導書等の記

述の傾向との相関は，かなり高いことが窺える。表 1によれば，「昭和33年・44年版

指導要領」では「宗教」は社会単元に位置づけられ，学問，芸術とともに社会生活を向

上させる文化の1つとされた。「昭和33年版指導書」は，不安や悩みを抱える人間が自

らの力を超えた存在に救いを求めるのが「宗教」であるとし，「宗教」の機能や信教の

自由から迷信の及ぼす悪影響にまで言及していた。しかし，「昭和44年版指導書」では

学問，芸術，宗教を個々に詳しく取り扱うのを戒め，「昭和52年版指導書」からは「宗

教」の2文字すら消えるのである。「宗教」の記述がより多かった昭和20年代社会科の

学習指導要領から見ると，「宗教」は社会単元から排除されていったというのがふさわ

しい。

「昭和52年版指導書」から「宗教」が完全に消えたのには，小・中・高等学校の社会

科が内容の一貫性を図った事情も考えられる。高等学校低学年に共通必修科目「現代社

会」が新設され，中学校社会科公民的分野の「原理的かつ高度な内容は高等学校に譲」

る（「昭和52年版指導書」）との原則が示された。また，中学校では，現代社会におけ

る文化の働きを，日本人の生活に根ざした風俗，慣習などから理解させる一方，高等学

校「現代社会」の大項目「現代社会と人間の生き方」では，生き方の基盤となる文化に

信仰も含め，人生における宗教の意義や，芸術と人生を学ぶこととした（10）（斎藤：

1991,232�259）。こうして，公民的分野の社会単元から抽象度の高い宗教，芸術などが

除外されたものと考えられる。

他方で，平成元年版以降の教科書記述には「地域紛争」の項で「宗教」が登場するが，

学習指導要領，指導書等には「宗教」の文字はない。冷戦終結後世界各地で地域紛争が

表面化するなか，各社が国際単元で「宗教」に言及する必要性を判断したことが考えら

れる。

平成20年版教科書で「宗教」に関する記述が一番増えたのが，公民的分野である。

その記述が集中する2つの項目「現代社会における文化の意義と影響」，「国際平和と人

類福祉の増大」は，表1にある学習指導要領の記載通りである。また，「平成20年版指

導要領解説」には，公民的分野だけ「宗教に関する一般的な教養」に関する内容の改善

中学校の社会科教科書における「宗教」の扱い
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を図ったと具体的に明記されており，これが教科書記述に影響を与えたことが窺える。

「現代社会と文化」は，社会単元にあった「社会と文化」の「復活」であり，国際単

元でも，平成10年版教科書の「地域紛争」が公式に採用されたととらえることができ

る。しかし，教科書の記述内容を見ると，これは単なる復活・継承の域を超えている。

昭和33年版教科書の「宗教」の記述は，抽象的で宗教学の概説を思わせ，平成10年版

の「地域紛争」の記述も，時事的な現象の概説に留まっていた。これに対して，平成20

年版教科書では，文化を構成する「宗教」を現代社会の日常生活から国際社会までを貫

く今日的な原理・問題として具体的に理解させようとしている。多くの教科書は，「現

代社会と文化」冒頭の，グローバル化に関する項で，日本の多文化社会化に言及し（同

5点），異文化理解を寛容の態度で共存・共生する「生き方」の問題としてとらえよう

としている（同5点）。

ただし，「平成20年版指導要領」の改訂点に即して見ると，「宗教」の扱いには課題

も残る。言語活動の充実に関連した学習課題では，「宗教」と「生き方」を結び付けた

問いかけは少ない。国際単元では，紛争の原因を挙げる，考える，調べるといった課題

が多い（同4点）が，自分たちに向き合わせる課題はほとんどない。また，現代社会を

とらえる見方や考え方の基礎を養うために，対立と合意，効率と公正などの概念が提示

されているが，そこに「宗教」が登場する教科書もない。以上から，公民的分野でも，

知識としての「宗教」をどう活用するかは，模索の段階にあるといえる。

おわりに まとめと課題

これまで，昭和33年版から平成20年版までの社会科教科書における「宗教」の記述

傾向を分野ごとに分析・考察し，以下の点を明らかにした。

① 平成10年版まで各分野とも配当授業時数が減少するなか，「宗教」に関する記述

は，公民的分野では減少し，地理的分野ではむしろ増加した。歴史的分野では世界

史に関する事項などを除いて一定程度記述され続けた。

② 三分野とも，「宗教」は文化として扱われたが，教義への言及はあまりない。地

理的分野では分布との，歴史的分野では時代背景との，また公民的分野では社会生

活との関わりを中心に記述されてきた。

③ 学習指導要領や指導書等には「宗教」への言及が少なく，これらと教科書との記

述の相関は，公民的分野を除くと弱い。むしろ，地理的分野の静態地誌的な学習や，

歴史的分野の，歴史の流れと時代の特色の学習といった，分野の学習の基本構成が，

「宗教」に関する記述傾向に大きな影響を与えている。

④ 学習指導要領の目標に国際理解の視点が加わった昭和52年版，平成元年版では，
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「生活文化」が重視されるようになり，地理的分野では各地の暮らしと結びつく

「宗教」が，歴史的分野では日本の習俗の中に見出される「宗教」が登場した。

⑤ 平成20年版の「宗教」に関する記述は量的に増えたが，地理的，歴史的分野の

内容はほとんどが従来の記述実績の延長上にある。ただし，公民的分野は，グロー

バル化した現代社会における異文化理解を重視した記述が中心になった（11）。

ここからもわかるように，三分野での「宗教」の扱いには一定の棲み分けがあるが，

三分野を総合した社会科として見た場合，各分野の記述に関連性はあるだろうか。まず，

「ザブトン型」を基本とした昭和33年版では，各分野間の記述には明確な関連性は見出

せない。昭和52年版からは，地歴並行の完全「・型」学習が始まり，社会科の目標に

「公民的資質の基礎を養う」という文言も入って，三分野相互の関連を一層図られた。

そこでは，世界地理先習となった地理的分野で，各地域の生活文化を学習する時期に，

歴史的分野でもキリスト教，イスラム教，仏教などの世界宗教の成立が並行して扱われ

た。しかし，公民的分野での記述がほとんどない以上，三分野の関連づけは不可能であ

る。

平成20年版では，古代文明の「宗教の起こり」とほぼ並行して，地理的分野では

「世界の人々の生活と環境」で「宗教」を学ぶ。公民的分野の導入単元でグローバル化

した現代社会における「宗教」を，後半部では国際社会における「宗教」を学ぶ。この

ように「宗教」は，社会科の各分野間で若干は関連づけられたが，学習指導要領も，教

科書記述も，分野を超えて「宗教」を位置づける理念や方向性は定まっていないのが現

状である。

今後の課題としては，文部科学省（文部省）による教科書の検定過程の検証や，学校

現場での実践研究の追跡がある。また，中・高の教育課程の一貫性の視点から，高等学

校の公民科教科書でも記述分析を行い，中学校のそれとの関連性も考察したい。さらに，

社会科の目標である「公民的資質」の育成の視点から，教科書記述の分析・考察を一層

深める必要がある。「公民的資質」は「平成20年版指導要領」まで文言を変えないで，

国際理解や「生きる力」などが掲げられる改訂の度に，その内実が変容してきた（唐木：

2016,21�22）。急速にグローバル化する今日の世界と日本
（12）にあって，異なる文化，宗

教や価値観を互いに認めて生きる多文化共生が現実のものとなるなか，知識理解に留ま

らない資質の考察や，資質育成の視点からの教科書記述の分析・考察が重要となる。

これまでの宗教知識教育では，社会科の「宗教」に関する記述は，個別的な知識理解

の域に留まってきたが，それも限界である。異文化理解の対象となる文化的多様性も，

文化を静態的にではなく，交流し変容するダイナミックな動きの中で理解する視点が欠

かせない。また，多文化共生に必要な寛容の態度の育成を意図した記述をどう図るかも

問われている。しかし，一番の問題は教科書の記述ではなく，今後の宗教知識教育の方

中学校の社会科教科書における「宗教」の扱い
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向性である。これについて，宗教学者（藤原：2011）だけでなく，教育関係者も積極的

に提案すべきである（野口：2010）。本稿が，今後に向けて一石を投じることができた

ならば幸いである。

（1） 教育基本法第15条の全文は以下の通り。「宗教に関する寛容の態度，宗教に関する一般的

な教養及び宗教の社会生活における地位は，教育上尊重されなければならない。2 国及び

地方公共団体が設置する学校は，特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはな

らない。」

（2） 芳賀（2016）は，1990年代以降のインターネットを活用した有名寺社の参詣や新霊性運

動など個人的な宗教的行為拡大を挙げ，人生に意味を与え世界観を提供する広義の宗教は衰

えていない，と説く。

（3） 本文の2つに「教科書とその他の教材を半々」22％を加えると，9割の教員が教科書を使

用していることになる。ただし，現場の教員が教科書の編集意図をどこまで読みとって使用

しているかまでは不明である。�教科書研究センター『義務教育教科書に関する教師の意識

及び保護者の要望についての調査結果報告書 �最終報告�』（平成20年9月）

（4） 学習指導要領については，国立教育政策研究所「学習指導要領データベース」から引用し

た。（https://www.nier.go.jp/guideline/）

（5） 貝塚は，平成10年版までの小・中学校の学習指導要領における宗教に関する規定から，

宗教教育の衰退に関する文部科学省（旧文部省）の責任を指摘している。杉原・大崎・貝塚

『日本の宗教教育と宗教文化』（文化書房博文社，2004）pp.222�223

（6） 6回の改訂年すべてで教科書を発行したのは東書，教出，帝国の3社のみであるが，その

他に以下の教科書を調査した。昭和33年版は清水（清水書院），大書（大阪書籍），中教

（中教出版），学図（学校図書），日書（日本書籍），書院（日本書院），三省堂，大日本の計

11点（冒頭の3社含む）。昭和44年・52年，平成元年版は清水，大書，中教，学図，日書

の各計8点（同上）。平成10年版は清水，大書，日書，日文の計7点（同上）。平成20年版

は日文（日本文教出版）の計4点（同上）。

（7） 例えば，ラマダーンは，禁欲を通してムスリム共同体の一員としての認識を新たにする。

宗教も食もともに社会性があり，食のタブーについては，原因論より，広く食に関わる規制・

規範として社会のあり方と関連づける視点が必要だという改善提案は，興味深い。南直人編

『宗教と食』ドメス出版，2014

（8） 弥永は，近世期の民衆レベルでは，神道と仏教の区別さえ意識されなかったことや，参詣

や巡礼も，観光，苦行や修行など多様な面をもっていたことを指摘する。現代的な「宗教」

理解で過去の現象をとらえることの問題点は，今後の授業構成を考えるうえで検討される論

点となろう。弥永信美「日本の『宗教』はどんなものだったか・近世編」（『春秋』2017年5

月号）

（9） 東書，教出，清水の3社版に加えて，以下の教科書を調査した。昭和33年版は帝国，大

書，中教，学図，日書，書院，三省堂，大日本，学研の計12点（冒頭の3社含む）。昭和44

年版は帝国，大書，中教，学図，日書の計8点（同上）。昭和52年版は大書，中教，学図，

日書の計7点（同上）。平成元年版は帝国，大書，中教，学図，日書の計8点（同上）。平成

10年版は帝国，大書，日書，日文，扶桑（扶桑社）の計8点（同上）。平成20年版は帝国，

日文，育鵬，自由の計7点（同上）。

（10） 高等学校「現代社会」の教科書（昭和53年版）における「宗教」の扱いは，各社多様で

ある。宗教の定義や意義に触れたあとで，キリスト教や仏教の教えから生きることの意味を
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考えさせたり（清水版，東書版），宗教の成立の背景や，現代社会における宗教の意義を理
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1．問題の設定

本稿の目的は，通常の高校における特別支援教育コーディネーター（以下，コーディ

ネーター）が，発達障害の生徒に対する支援において，どのような支援を「望ましい支

援」と考えているのかを把握・整理し，その実現に向けた前提を検討することにある。

障害者の権利に関する条約（2006年に国連総会で採択，日本は2014年に批准）を受

けて，日本でもインクルーシブ教育（inclusiveeducation）（1）が推進され，その構築を

めざし障害者に関する制度改革が進められてきた。例えば，発達障害に関する主な制度

改革をあげれば，2005年4月施行の発達障害者支援法では，発達障害児者が十分な教
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発達障害生徒に対する「望ましい支援」の検討

高校における特別支援教育コーディネーターへの調査分析から

海 口 浩 芳

Discussionon・DesirableSupports・forStudents

withDevelopmentalDisabilities:

BasedontheSurveyandAnalysisofSpecialSupport

EducationCoordinatorsinHighSchools

HiroyoshiUMIGUCHI

要 旨

高校における特別支援教育コーディネーターが，発達障害生徒の支援において念頭に置く

「望ましい支援」観を明らかにするため，筆者が2013～2015年に行った石川県高校全数調査

のデータをM�GTAを用いて分析した。分析の結果，特別支援教育コーディネーターが考

える「望ましい支援」には，大別して3つのカテゴリーがあることが明らかとなった。一つ

は当事者である生徒本人および保護者（を含めた家族）の立場に立った望ましい支援，二つ

目は教師および教育行政の立場からみた望ましい支援，三つ目は当事者の社会的自立を支え

るために企業など社会に求める望ましい支援である。発達障害生徒が，在学中だけでなく卒

業後の社会生活においても安定した生活を過ごせるよう社会的包摂の観点から，望ましい支

援の実現に向けた措置が求められる。

キーワード：特別支援教育コーディネーター，発達障害，ASD,インクルーシブ教育，社会

的包摂



育を受けるための適切な教育的支援や支援体制の整備を国や地方自治体に求め，2006

年 4月の学校教育法施行規則の改正では，学習障害（LD）・注意欠陥多動性障害

（ADHD）が通級指導の対象に加えられた。また2007年4月には学校教育法が改正さ

れ，特殊教育が特別支援教育へと転換し，発達障害を含めた特別支援教育が法的に位置

づけられた。その後2011年8月には，障害者基本法が改正され，障害者の定義に「発

達障害」，「その他の心身の機能の障害」が付加され，2013年には「障害を理由とする

差別の解消の推進に関する法律（通称，障害者差別解消法）」が公布（2016年4月施行）

され，2016年4月からは国・地方自治体および学校等に「合理的配慮」の提供が義務

づけられた。さらに施行から10年を経て，時代の変化に対応したきめ細かな支援の必

要性から2016年6月1日には，改正発達障害者支援法が公布（同年8月1日施行）さ

れた。

このように発達障害児者に対する法整備が進められてきたものの，基礎的環境整備（2）

については未だ十分ではない。とりわけ高校において，それは顕著である。現行の高等

学校学習指導要領に「特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ，例えば指導につい

ての計画又は家庭や医療，福祉，労働等の業務を行う関係機関と連携した支援のための

計画を個別に作成することなどにより，個々の生徒の障害の状態等に応じた指導内容や

指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと」が新たに規定されたにもかかわらず，平

成28年度特別支援教育体制整備状況調査によれば，学校が個別の指導計画や教育支援

計画の作成が必要だと判断した生徒のうち，実際に計画が作成された生徒の割合は，

「個別の指導計画」が63.2％（小学校84.9％，中学校80.4％），「個別の教育支援計画」

は56.9％（小学校78.9％，中学校75.5％）でしかない（3）。その背景には，高校が小中学

校までと異なり，全日制・定時制・通信制と課程が分かれ，学科も普通科・専門学科

（職業学科）・総合学科と多様化していることや，いわゆる「適格者主義」（4）の立場から

高校での特別支援教育に否定的な意識の教員が未だ多数いることがあげられる。その証

左として，国立特別支援教育総合研究所が，特別支援教育の開始から4年後の2011年

に5つの都道府県の高校教員517名を対象に行った調査では，「高等学校で特別支援教

育はできるか。また，現状では難しい又はできない理由は何か」との問いに「工夫すれ

ばできる」が42％に対して，「現状では難しい」が40.2％と拮抗している。さらに高校

進学率が98％を超え，高校教育はもはや準義務教育化した状態であるにもかかわらず，

「現状では難しい」の理由に「高等学校の目的に合わない」と回答した教員が108人と

調査対象者の5人に1人にのぼる（5）。

しかしながら，高校教員の意識に関わらず，発達障害児の高校入学そして在籍は実態

として存在しており，適切な対応が求められる。卒業後の進路選択をどうするのか，と

いった重い課題もある。就労支援に関してみれば，障害者雇用促進法が2013年6月に
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改正され，2018年4月から法定雇用率の算定基礎の対象に「精神障害者（発達障害を

含む）」が新たに追加されるとともに，民間企業における障害者の法定雇用率が2％か

ら2.2％（6）へと引き上げられることも，今後の指導・支援に影響するだろう。

そこで本稿では，発達障害の生徒が高校生活を送るうえで，あるいは卒業後の進路を

描くうえで，どのような支援を「望ましい支援」とコーディネーターは考えているのか

を筆者が行った調査データの分析をとおして検討していく。

2．先行研究の検討

発達障害児に対する支援のあり方については，これまで小中学校といった義務教育段

階を中心に多くの研究が蓄積されてきた。主なものを列挙すれば，特性に応じた個別的

な指導と学習環境にも配慮した集団における個に応じた指導の両面から支援のあり方を

検討した笹森ら（2012）の研究。ある自治体の全小中学校32校を「発達障害の専門家」

として巡回指導した経験から「（問題行動への）対処が中心の段階」，「支援が中心の段

階」，「（当事者が自分で支援を考え初期対応する方法を冷静に見つけ出すことができる）

自覚が中心の段階」の3つの段階を設定し，それぞれの年齢段階で意識して取り組むこ

との重要性を指摘した橋本（2014）の研究。さらには自閉スペクトラム症と診断された

男児について小学校6年間を継続的に観察し，その間年2回のアセスメントを実施した

結果から，保護者や教師が生活全般をとおして当事者が自己選択・決定できるよう心掛

けることで，自己コントロール感が高まり自尊感情を高めることに効果があるとする東・

武田（2017）の研究がある。

一方，高校を対象とした支援のあり方を検討した研究では，公募によって選定された

研究協力校6校での実践をとおして，生徒の実態に応じた授業づくりを中心に指導や支

援のあり方を検討した笹森ら（2014）の研究。発達障害児者を支援した経験のある外部

機関の専門家を対象にした調査結果から「高等学校における発達障害の生徒に対する望

ましい支援の在り方」として，①生徒・保護者から信頼される教師の姿勢，②（当事者

の）バランスの良い自己理解，③「支援体制整備」から「支援機能強化」への転換，④

指導や評価等の在り方の改善，の4つが重要であることを指摘した藤井（2014）の研究。

さらには，進路多様校における発達障害等の困難を抱える卒業生・その保護者・教師そ

れぞれへの調査から，多様な支援や配慮を必要とした生徒でも丁寧な支援を行い自己の

特性を理解して進路先を決定した場合は，卒業後の定着率も高いことなどを明らかにし

た髙橋（2017）の研究がある。

これら先行研究での知見を踏まえつつ，本稿では高校における「望ましい支援」を検

討するにあたり，支援の中核を担うコーディネーターの意識に注目する。通常の高校で

発達障害生徒に対する「望ましい支援」の検討
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は，ほとんどの場合一般教諭がコーディネーターに指名される。発達障害をはじめとす

る各種の障害に関する専門的な知識が無いか有っても乏しい状態で，校内支援体制の中

核を担うがゆえに，専門家であれば自明視し，看過してしまうことにも注意が向く可能

性がある。そうしたいわば一般的な感覚も専門家による指摘と同様に，適切な支援を行

ううえでは重要である（7）。こうした問題意識の下に，本稿ではコーディネーターの口述

／記述の分析によって「望ましい」支援のあり方を探る。

ところで本稿で考察する「望ましい支援」の「望ましい」とは，どのような状況を念

頭に置いているのかを述べておきたい。問題行動を示す発達障害児者への対応に関する

文脈では，PositiveBehaviorSupport（PBS）（8）の観点から「望ましい行動とは，問

題行動が生じている文脈において，本来であれば生起しているはずであった典型的な行

動であり，時間的・物理的に問題行動と両立しない競合行動」（末永・小笠原2015,

p.43）をいう。つまり，ここでいう「望ましい」とは，通常の状況・状態において当

然とられるべき対応のことであり，定型発達児者が通常とっている対応をさす。だが，

本稿で使用するデータを収集した調査では，こうした厳密な枠組みを当てはめず，コー

ディネーターが考える「望ましい」支援について自由口述・記述してもらった。その理

由は調査者が「望ましい」の概念を措定することで，日常的に発達障害等の困難を抱え

る生徒に関わるなかでコーディネーターが思い至った「望ましい支援」観を阻害するこ

とを避けるためである。この手法によってコーディネーターが，どのような支援を「望

ましい」支援と考えているのかを明らかにし，その内容を整理することで，今後の支援

のあり方に貢献できると考える。

3．使用するデータと研究の方法

3．1．データの概要

本稿では，平成25～27年度科研費基盤研究�「大学における自閉症スペクトラム支

援体制モデル構築のための臨床社会学的研究」（代表：俵希實）の一環として実施した

「石川県高校調査」（2013～2015年）で収集したデータを使用する。石川県高校調査は，

①2013年8月および2014年1～3月に，公立高校のコーディネーターを対象に半構造

化インタビューによる聞き取り調査を18名，調査票による回答を希望したコーディネー

ター7名には郵送による調査を実施した。さらに調査対象を公立高校から石川県内の国

公私立すべての高校に拡大して，②2014年11月～2015年1月に，①調査の実施校を除

く32校のコーディネーターを対象に調査票による郵送調査を実施し，24校のコーディ

ネーターから回答を得た。①および②調査をあわせた回答／回収率は85.9％である。な

お，調査協力者の属性は表1のとおりである。
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表1 調査協力者のプロフィール

調査対象 特別支援教育コーディネーターの属性

高 校 学 科 性別 教員歴 コーディネーター歴 担当教科

H 1高校 普通 M 29 3（2） 国語

H 2高校 普通・総合 F 35 6（6） 音楽

H 3高校（私立） 普通・調理 F 8 2（2） 家庭科

H 4高校 普通・総合 F 26 5（4） 国語

H 5高校 看護・福祉 F 34 4（2） 国語

H 6高校 普通・理数 F 25 1年未満 地歴・公民

H 7高校 総合・工業・演劇 M 32 2（2） 工業

H 8高校 普通・総合 M 32 5（5） 保健体育

H 9高校 普通 F 26 2（1） 国語

H10高校 工業 M 30 8（8） 家庭科

H11高校 普通（定時制昼間制） F 35 2（1） 養護

H12高校 普通 F 16 5（5） 理科

H13高校 普通 F 33 5（2） 国語

H14高校 普通・総合 F 31 6（5） 保健体育

H15高校 普通 F 22 3（3） 国語

H16高校（私立） 普通 M 19 9（9） 地歴・公民

H17高校（私立） 普通 M 34 3（3） 理科

H18高校 普通 F 36 2（2） 英語

H19高校 普通（通信制） M 27 6（2） 国語

H20高校 普通 F 29 3（3） 地理・公民

H21高校 普通 F 27 1（1） 国語

H22高校 商業 M 30 6（2） 国語

H23高校 工業 M 32 6（6） 地歴・公民

H24高校（国立） 普通 F 2 1（1） 養護

H25高校 普通・芸術 F 28 4（1） 英語

H26高校 普通（定時制昼間制） F 37 7（4） 保健体育

H27高校 普通 F 26 1（1） 美術

H28高校 普通 F 35 1（1） 英語

H29高校 普通 F 23 4（2） 国語

H30高校 総合 F 36 6（4） 商業

H31高校 工業 M 27 2（2） 工業

H32高校（私立） 普通 M 20
コーディネーターの指名無し
（教育相談担当として回答）

公民

H33高校 総合・体育 F 25 4（4） 国語

H34高校 普通 F 24 1（1） 英語

H35高校（私立） 普通 M 41 6（6） 音楽

H36高校（私立） 普通 F 14 8（8） 国語

H37高校 総合 F 20 6（4） 家庭

H38高校 普通（定時制夜間制） F 32 2（2） 家庭

H39高校 普通・理数 M 30 4（4） 国語

H40高校 普通（定時制昼間制） F 35 6（3） 英語

H41高校 商業 M 31 1年未満 商業

H42高校 普通 F 3
1年未満（赴任前2年間は
特別支援学校勤務）

国語

H43高校 普通 F 26 1（1） 英語

H44高校 農業 F 14 2（2） 福祉

H45高校 普通 M 30 1（1） 地歴・公民

H46高校 工業・商業 F 32 1年未満 保健体育

H47高校 普通 F 14 2（2） 国語

H48高校 総合 F 33 4（3） 国語

H49高校 普通・総合 F 26 4（4） 商業

注1）学科で（ ）の無いものは全日制。

2）学科区分は学校名の特定を避けるために一般的な区分名による表記とした。

3）コーディネーター歴の（ ）内は現任校（調査時点）での年数。



3．2．分析の方法

本稿では分析方法に，木下（2003）にもとづく修正版グラウンデッド・セオリー・ア

プローチ（以下，M�GTAと略）を採用する。M�GTAはグレーザー（Glaser,B.G.）

とストラウス（Strauss,A.L.）が提唱したデータに密着した分析から独自の理論を生

成する研究法であるグラウンデッド・セオリー・アプローチ（GTA）の修正版である。

グレーザーとストラウスによるオリジナル版のGTAには，特定の領域に関する領域密

着型理論（substantivegroundedtheory）と領域を越えたところで成立するフォーマ

ル理論（formalgroundedtheory）の 2つのタイプが示されているが（Glaser&

Strauss訳書，pp.44�48），「コーディングなどの具体的な分析方法は十分に明らかにさ

れたわけではなかった」（木下2003,p.37）ため，オリジナル版ではコーディング方法

において課題がある。オリジナル版以降，グレーザー版，ストラウス版，ストラウス・

コービン版／ストラウス（・コービン）戈木版，チャマーズ版とコーディング方法を中

心に分化してきたが，原点に立ち返りオリジナル版の未解決課題を検討し，オリジナル

版が提起した可能性を，質的研究が専門領域を横断して研究領域化した現在の状況にお

いて具体化したものがM�GTAである（木下2014）。さらにM�GTAは，医療・看護・

福祉・臨床心理・教育といったヒューマンサービス領域の分析に適した手法であること

から，本稿での分析に最適と判断して採用した。

3．3．分析の手順

石川県高校調査で得られたデータのうち，「コーディネーターが考える望ましい支援」

に関する部分に注目し，発達障害生徒の指導／支援を日常的に行っているコーディネー

ターが，生徒本人にとって望ましい支援とは，どのような支援と捉えているのかを明ら

かにするため，概念の生成を以下の手順で行った。まず，分析ワークシートを作成し，

そこに概念名，定義（自分が解釈した意味），具体例（概念生成の元になったデータ），

理論的メモ（解釈の際に浮かんだ疑問やアイデアなど）を記入した。新しい概念の生成

は，すでに生成した概念との差異を検討したうえで決定した。併せて他の概念との重複

や統合が適当と判断される部分がないかを確認した。最終的に新たな概念が生成されな

い段階に達したため，理論的飽和に達したと判断した。この結果を踏まえ，概念やカテ

ゴリー間の関係にもとづいて結果図を作成した（図1）。
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4．結果と考察

4．1．望ましい支援に関する概念，カテゴリー

調査協力者であるコーディネーター49名のデータから概念を生成し，カテゴリーを

作成した。「カテゴリー」，「概念」，「定義」は表2のとおりである。分析の結果，12の

概念，3つの上位カテゴリー，7つの下位カテゴリーが生成された。これら概念および

カテゴリー間の関係を結果図にまとめたものが図1である。以下，上位カテゴリーは

��，下位カテゴリーは ��，概念は ��，概念の定義は［ ］で記す。また各概念に含

まれる具体例からの引用は文字をゴシック体とし「 」で記す。

1） 望ましい支援についてのカテゴリー間の関係・結果図

カテゴリーと概念との間の関係にもとづいて作成した結果図（図1）について，ストー

リーライン（9）を用いて説明する。

コーディネーターは，発達障害生徒に対する支援において，様々な �働きかけ�を行っ

ている。それらの行為の背景には，コーディネーターの考える望ましい支援観が反映さ
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表2 生成したカテゴリー，概念，定義の一覧

上位カテゴリー 下位カテゴリー 概 念 定 義

働きかけ

本人への働きかけ

自立を促す
将来，自立して生活できるように，あえて

手厚い支援をしないこと

自己選択・自己決定の重視
生徒本人の自己理解を促し，そのうえで自

己選択・自己決定させること

自尊心を高める
自分の長所や出来る事柄に気づかせ，自信

につなげること

支援要請発信能力
自分の得手不得手を把握し，必要に応じて

支援を求められるようにすること

保護者への働きかけ

保護者の視野拡大
適切な支援を受けるために，保護者が視野

を拡げるように働きかけること

保護者との相互理解
保護者と相互の理解を深めながら，連携し

て支援すること

理解・協力

周囲の理解・協力

周囲への理解を拡げる
周囲への理解を拡げ，発達障害児者が生き

やすい環境を整えること

さりげないサポート
サポートする側もされる側も意識せず，自

然と助け合う状態のこと

職場の理解・協力 職場の確保とその後の定着
就職先の確保だけでなく，その職場に定着

できるようにすること

体制の充実

安心 安らぎの場の提供
心配事／困り事を吐露する場，安心して過

ごせる場を提供すること

組織づくり
個に応じた指導のための組

織づくり

個に応じた指導のために当該生徒に関する

情報を教員間で把握・共有すること

専門家 専門家の活用
いつでも専門家の適切なアドバイスを受け

られる仕組みを整えること



れている。例えば，生徒本人の �自立を促す�ために，あえて手厚い支援をしないこと

や，�自己選択・自己決定の重視�の立場から本人の自己理解を促す。また生徒の中に

は，これまで褒められた経験がほとんどなく自己肯定感が低い者も多くいるため，�自

尊心を高める�取り組みや必要に応じて生徒自身が周囲に援助を求めるスキルとしての

�支援要請発信能力�の育成など �本人への働きかけ�が行われる。同時に �保護者へ

の働きかけ�として，保護者が子どもの実態を直視し，現状を正しく把握できるように

�保護者の視野拡大�をサポートしたり，これまでに受けてきた支援に関する情報を学

校と共有し，今後の支援を円滑にするための �保護者との相互理解�も重視している。

ここで �本人への働きかけ�を円滑に行うためには，発達障害生徒が �安心�して過

ごせる �安らぎの場の提供�や �個に応じた指導のための組織づくり�が重要な意味を

もつ。そのとき必要に応じて �専門家�からアドバイスを得られるように，外部の専門

機関との連携や校内支援 �体制の充実�を図ることが求められる。

また支援は学校を離れた後も必要なため，発達障害について �周囲の理解・協力�を

得ながら，支援する側／される側双方が支援を意識しない �さりげないサポート�が社

会に広がり定着することが望ましい。社会において発達障害児者への �理解・協力�が

広がることは，学校における就労支援とともに企業等による �職場の理解・協力�を進

め，発達障害生徒の �職場の確保とその後の定着�を促すことにもなる。
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図1 コーディネーターの考える「望ましい支援」の連関図



2） カテゴリーおよび概念の具体例による分析

ここでは課題をより詳細に検討するために，ストーリーラインの中核に位置づけられ

る上位カテゴリー �働きかけ�，�体制の充実�，�理解・協力�について事例分析を行う。

2�1） �働きかけ�の事例分析

このカテゴリーは，社会的自立に向けて生徒本人および保護者が，いま（在学中に）

しておくべき視点から説明している。そこでは �本人への働きかけ�と �保護者への働

きかけ�という二つの視点が析出された。下位カテゴリー �本人への働きかけ�では，

［将来，自立して生活できるように，あえて手厚い支援をしないこと］で �自立を促す�

ことや，自立に向けた �自己選択・自己決定の重視�を望ましい支援と考えている。そ

れを示すのが，次の語りである。「親がいつまでも生きているわけではないですし，う

ちの学校だと家庭環境がすごく複雑な生徒さんがいらっしゃって，そういう意味では親

御さんの関わりとか，サポートが逆に期待できなかったり，マイナスな場合もあったり

して，そうなってくるとやっぱり本人次第なんですよね。『お母さんに言ってもらいな

さい』というわけにはいかなくて」（H44），「『自分で考えて決める』ということを促す

ような支援ですね。こちらから『こうしなさい』とか『しなければいけないよ』とかで

はなくて，…現状を考えたときに『あなたはどうしたいんですか？ 分らなければ一緒

に考えましょう』という，そういう支援」（H48）。これらの事例から，いま支援をして

くれている教師や親といった存在が，永続的に保障されているわけではないため，将来

本人が困ることのないように在学中から自立に向けた取り組みをしていくことが，望ま

しい支援にあたると捉えていることが明らかとなった。

さらにこのカテゴリーでは，傷ついた �自尊心を高める�ことや，困ったときに必要

に応じて周囲に支援を求めることができる �支援要請発信能力�も重要な要素であるこ

とが示された。その証左が，次の事例である。「やっぱり格段に自尊感情がもう（＝ず

たずたになっています）…本当に怒られて怒られて勉強もできず，で，ここ（＝H33高

校）に�り着いてるんですよね。困難を抱えながら，ときにはいじめられたりしてるの

で」（H33），「その子に仕事を紹介したときに，もうこちらは『勤まってくれれば，何

でもいいや』ぐらい（＝の気持ち）で持っていくんですけど，（＝その子は）『やりがい

が欲しい』って，『それじゃ，やりがいがない』って言われて。『何にも出来ないくせに，

やりがいって言いやがったな』って思ったんですけど，でもその ・やりがい・っていう

か ・生きがい・っていうか，要するに『何が出来ないから（＝無理）』とか，『これが苦

手だからダメだ』じゃなくて，普通の人と同じように ・やりがい・や ・生きがい・を持

たせてあげられるところまで，持っていってあげなくてはいけないのかなって反省して…。

何かその ・やりがい・って言葉が自分の頭の中にすごく残っています」（H39）等から

発達障害生徒に対する「望ましい支援」の検討
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は，［自分の長所や出来る事柄に気づかせ，自信につなげること］で �自尊心を高める�

取り組みが必要だと考えていることが明らかになった。また，「自分は何が出来て何が

出来ないのかを自分から発信できない子もいますから，その道筋を示せるような支援」

（H34），「生徒自身が自分の能力の凸凹について知っていて，弱点を補う方法を知って

いるように，また強みを生かす方法を知っているようになるための支援」（H7）等の事

例からは，生徒本人が必要に応じて支援を求められる �支援要請発信能力�の育成が重

要だと考えていることも明らかとなった。

一方，�保護者への働きかけ�では，［適切な支援を受けるために，保護者が視野を拡

げるように働きかけること］の重要性や，�保護者との相互理解�が望ましい支援につ

ながると考えている。それを示すのが，次の語りである。「意外に保護者の方はオンリー

ワンで自分のお子さんだけをみているので，『相対的にどうか』って言うところの視点

はなかなか持ちにくい。そういうところに目を開いていただくためには，お子さんだけ

ではなくて，おうちの方も色々と知る機会を持ったり，連れ出すみたいな働きかけは要

るだろうなと（＝思っています）」（H4），「保護者（＝も生徒同様に発達障害の傾向が

みられても保護者に）は絶対診断が付いていないので，（＝だからこそ）保護者を支援

していかないとうまくいかない。その生徒が良くなっていく方法とか，生徒が望んでい

く方法とか進路を考えさせるとかっていうのが，すごく難しい」（H29），「発達系の子

に関しては，ほとんど親子関係が上手くいっていないということです。育児に疲れ果て

て少し引いている部分がある親御さんばかりなので。また診断を受けても1回ぽっきり

しか通院しない。結局診断を受けただけ。親御さんもどう関わっていけば良いか，分っ

てらっしゃらないんだろうと思います」（H49）等の事例からは，保護者がこれからの

支援のあり方や方法について具体的な展望を描けない様子が示され，だからこそ様々な

支援の方法があることを保護者に示す必要性をあげている。

また，�保護者との相互理解�の重要性については，次の語りがあげられる。「高校（＝

卒業後）は，大学に入れるとは限らないですよね。就職があったりとか，とにかく社会

に出すことを凄く考えてみていかなければいけなくなるんです。学校では，先生がいる

ので何とか適応出来るけど，この子を社会に出すときには，どうしても手帳がいるとか，

もっと（ソーシャル・スキル・）トレーニングがいるという子が，そのまま来てしまう。

学校ではきっちり支援しているので，保護者もそれで安心していて社会に出ていくって

ことに関して保護者のフォローが全く（＝ない）。保護者の意識づけが全く出来ていな

くて高校に入ってから，そこからスタートっていうこともすごく出てくるので…，（＝

保護者は）ここがゴールという感覚はあるなと思います。うち（＝H29高校）に入っ

たからギリギリラインみたいな感じで。普通高校に入ったから安心みたいな感覚で親御

さんが来られてしまうので。実はそこから先の方が大変なんだっていう話をするところ
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からスタートになってくるので…」（H29），「子どもだけの支援で済むとは思っていな

くて，必ず保護者の方を含んで家庭でもいろんなスキルを身につける。学校でもそうし

た方向で支援しているんですが…。みんなで分ったうえで支援しないとダメだと思うの

で，その家庭を含めてトータルの支援が大事だと思います」（H6）等の事例からは，生

徒本人への適切な支援のためには，学校と保護者とが相互に理解を深めながら，連携し

て支援することの大切さをあげている。

2�2） �体制の充実�の事例分析

このカテゴリーは，コーディネーターが所属校（および前任校）での経験をとおして

実感した学校における支援体制への要望や教員の姿勢について説明している。ここでは，

�安心�，�組織づくり�，�専門家�の3点が析出された。下位カテゴリー �安心�は，

生徒に �安らぎの場を提供�することを意味する。困りごとや不安を表出する場がある

だけで生徒は情緒的に安定することを次の語りが示している。「常に相談に乗ってくれ

る先生の存在は大きいようです。とにかく話を聞くことだけでも本人たちは気持ちが楽

になっているようです。気軽に話を聞けるような環境と人員の確保を望んでいます」

（H17）。下位カテゴリー �組織づくり�は，望ましい校内支援体制として �個に応じた

指導のための組織づくり�を意味する。「個に応じた指導」の必要性が言われるものの，

様々な事情によって低調なことを次の語りが示している。「やっぱり個によって様々な

んですよね。どういう形態の支援を要するのかっていうのを，それを見極めながら手立

てをしていかなきゃならないんですけれども実際はね（＝難しい）…。学校長を頂点に

して，ちゃんと土台がしっかりするような，そういう学校づくり，職場づくり（＝が必

要）。仲のいい先生に腹を割って話しをするとか，時間かけて話しをするとか，そういっ

たのも（＝いまは）非常に少なくなって，皆追われて追われてって。だからやっぱりそ

ういう環境を整える必要があるかな」（H8）。また下位カテゴリー �専門家�は，校内

支援体制の充実には �専門家の活用�が欠かせないことを意味し，次の語りがそれを示

している。「専門家のアドバイスを必要なときに，いつでも受けられるような支援でしょ

うか。やはり，（＝自分たち教師だけでは）十分に（＝支援）出来ないので，受け入れ

てもその子にも可哀そう。その子の特徴とか，その子が苦しいのも分るんですけど，自

分も（＝支援）してあげたいのは山々なんですが，でも出来なくて，その子にも可哀そ

うだなって気がするので」（H25）。これら3つの視点を統括すると，校内支援体制を

「機能する」組織として充実させることが望ましい支援につながると考えていることが

明らかとなった。

発達障害生徒に対する「望ましい支援」の検討
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2�3） �理解・協力�の事例分析

このカテゴリーは，発達障害児者が働きやすい環境を得るために，発達障害が社会に

おいて正しく理解され，定型発達児者と同じように社会生活を過ごすための要素につい

て説明している。ここでみられた下位カテゴリーは，�周囲の理解・協力�と �職場の

理解・協力�である。

�周囲の理解・協力�は，発達障害の特性について �周囲への理解を拡げる�ことで，

発達障害児者が生きやすい環境を整えることや，支援をする側もされる側もそれを意識

せずに，自然と助け合う状態が生まれる �さりげないサポート�からなる。これらを示

すのが，次の事例である。「障害を『個性』と捉える周囲の目の温かさが本校にはあり

ます。しかし，前任校では発達障害のある生徒が仲間外れにされることも少なくありま

せんでした。私は本人への支援はさることながら，周囲への支援・指導をとおして，発

達障害のある生徒が生きやすい環境をつくってあげることが大切だと思います」（H24），

「やっぱりたくさんの人間が関わっていく形が一番望ましいと思いますね。…とくに進

学する子は，社会に出るのを先送りするような形ですよね。」（H30）等の語りからは

�周囲への理解を拡げる�ことの重要性が語られ，「その子らは自分らが特別なんだとい

うことを周りに知られるのが嫌なんだと思いますので，さりげなく支援してくれるのが，

ありがたいかなと思います」（H28），「周りの生徒から自然とサポートの手を借りるこ

とができるスキルを身につけるような支援」（H47），「周囲の理解のもとに発達障害の

生徒が普通クラスに所属し，ボーダーレスに過ごせるように（＝する支援）」（H16）等

の語りからは �さりげないサポート�の意義が語られている。

�職場の理解・協力�は，［就職先の確保だけでなく，その職場に定着できるようにす

ること］を意味する。それを示すのが，次の事例である。「やっぱり社会に出られるよ

うな，食べていけるような人間に育つような支援じゃないですかね」（H15），「卒業し

た後，うまく人生送れるか，働いて収入を得てっていう社会生活ができるかどうかって，

それができるように支援したいというふうに考えています。たとえ発達障害があって生

き辛さがあっても，その子が働けるっていうことが大事かな。引きこもりになったら困

るわけですよね。社会的にも困るし，本人も困るし，親御さんだって困るし。社会と関

わって生きていけるような支援が望まれてる支援かな」（H12），「ただ何とか問題なくっ

てことばかり思ってますが，実際クビになる子もいるんで，そうならないように」

（H39），「（＝定年の）60歳まで（＝仕事を）続けられる職場の支援」（H10）等からは，

発達障害児者が社会とつながりをもち，安定した生活を送るためには本人の努力だけで

なく周囲の理解，とりわけ職場の理解や協力が不可欠であり，そのための支援を望まし

い支援と考えていることが浮き彫りとなった。
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5．総 括

本稿ではコーディネーターの語りなどを分析することで，コーディネーターが発達障

害生徒の支援において念頭に置く「望ましい支援」観を明らかにした。本稿で得られた

知見を整理すると次のようになる。

コーディネーターの考える「望ましい支援」には，大別して3つのカテゴリーがある。

それは，①当事者である生徒本人および保護者（を含めた家族）の立場に立った望まし

い支援，②教師および教育行政の立場からみた望ましい支援，③当事者の社会的自立を

支えるために企業など社会に求める望ましい支援である。それぞれを詳述すれば，①は

当事者である生徒本人が自尊心を高めて自信をつけ自立して生活できる能力を育むこ

と（10），保護者は現状に安心せず生徒が社会により適応できるよう学校や専門機関と連

携して支援のあり方・方法について理解を深めることが，望ましい支援につながる。②

は校内支援体制の中核を担う立場から，校内支援体制が画�にとどまらず組織として

「機能する」ために教員間で情報を共有し，教員一人ひとりが意識を高め支援にあたる

こと，さらにそのために必要な人的支援を教育行政が行うことが望ましい支援と捉えて

いた。③は当事者を取り巻く周囲の環境が発達障害の特性について理解を深め，発達障

害児者が働きやすい環境を構築すること，そしてそうした理解が広く浸透することで職

場への定着が促進されることを望ましい支援と捉えている。

各カテゴリーで示された「望ましい支援」の実現に必要な前提を検討すれば，①はコー

ディネーターはじめ各教員が発達障害に関する専門知識を身につけ，専門機関との連携

を進めることで可能となる。専門知識の有無を判断する一つの指標として「特別支援教

育に関する教員研修」を取りあげると，平成26年9月1日までに受講済の者の割合が

74.1％（全国平均）と数年前に比べて格段に上がってきている（平成27年度特別支援

教育体制整備状況調査，以下，H27特支教整備調査）。したがって，少なくとも以前に

比べれば高校教員の支援に対する意識・姿勢は向上しつつある（11）と考えられる。また

専門機関との連携については，小中学校に比べ十分に生かされていない特別支援学校の

センター的機能の活用が高校には望まれる。

②については，すでに高校においても「校内委員会」の設置が86.1％（国立100％，

公立99.7％，私立48.7％，H27特支教整備調査）に達しているものの，実態として機能

している学校は少ないのが実情である。機能する組織にするためには，既述したように

教員の意識改革によって一人ひとりが高い意識をもって支援にあたること，さらには海

口（2017）が指摘するように専門家や加配教員の手配など人的資源のサポートを教育行

政が行うことで，充実した支援体制の構築が期待できる。

発達障害生徒に対する「望ましい支援」の検討
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③は，いわば発達障害児者を社会に包摂し，定型発達児者と同様に扱うことをめざす

インクルーシブ教育の具現化にあたる。マイノリティの社会的包摂をめざすインクルー

ジョンの日本での取り組みについては，2007年以降の特別支援教育体制においても普

通教育と特別支援教育という「別学体制は放置したまま，普通学級から新たに障害児を

発掘して『特別な支援の手を差し伸べる』点だけが強調され」ている（森田・進藤

2006,p.71）との批判もあるが，発達障害児については在籍する場の多くが通常学校で

あることから，これらの批判はあたらない。

日本における社会的包摂について酒井は，不登校や中途退学などの理由によって十分

な教育を受けられないまま社会に送り出されている子どもたちの存在を例に，それらの

子どもに関する情報の収集と共有を行うことで，「社会的包摂において教育は重要な戦

略拠点」（2015,p.18）になり得ることを指摘する。むろん，発達障害もこの対象に含

まれるので，教育による社会的包摂として学校における支援がより一層重視されるのは

望ましいことである。だが問題は，学校卒業後つまり社会に出たあとの包摂が現状では

不十分ということにある。企業等の雇用主に障害者の雇用枠拡大を求めるだけでなく，

就職した発達障害児者の定着を促す取り組みを社会全体で考え，包摂していく必要もあ

る（12）。これについては，2016年に改正された発達障害者支援法で新たに加えられた就

労支援への国の関与や事業主への雇用安定化への努力等（第10条第1項および第3項）

がどこまで実行されるかが鍵となろう。
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きたマイノリティを社会の中に包摂（inclusion）し，多数派と同じ教育を受ける仕組みを

いう。インクルーシブ教育が国際的に注目され，流布したきっかけは，1994年6月にスペ

インのサラマンカで開催された「特別なニーズ教育に関する世界会議」で採択された「サラ

マンカ声明と行動大綱」に求められる。

（2） 基礎的環境整備とは，「合理的配慮」の基礎となる環境整備であり，必要な財政措置を国

は全国規模で，都道府県は各都道府県内で，市町村は各市町村内で執って，教育環境の整備

をそれぞれ行うことを指し，中央教育審議会初等中等教育分科会「共生社会の形成に向けた

インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」（2012年7月23日）

で示された。

（3） ただし，この数値は実態よりも高い値を示している（実際よりも作成率が高くなっている）

可能性も否めない。なぜなら高校の場合，学習面や行動面そして対人関係面で課題を抱えて
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いる生徒のなかに発達障害の生徒が含まれていたとしても，それを学校として大きな問題と

捉えていない場合，指導や支援の対象にならず，特別な支援を受けることなく過ごすことに

なるからである。

（4） 適格者主義とは，高校進学率が66.8％だった1963（昭和38）年に出された文部省初等中

等教育局長通知「公立高等学校入学者選抜要項」において，「高等学校の教育課程を履修で

きる見込みのない者をも入学させることは適当ではない」としたうえで，「高等学校の入学

者の選抜は，…（略）…高等学校教育を受けるに足る資質と能力を判定して行なうものとす

る」という考え方をいう。その後，高校進学率が94.0％に達した1979（昭和54）年に，文

部省初等中等教育局長通知「公立高等学校の入学者選抜について」では，「高等学校の入学

者選抜は，各高等学校，学科等の特色に配慮しつつ，その教育を受けるに足る能力・適性等

を判定して行う」として，高校の入学者選抜は設置者および学校の責任と判断で行うもので

あることを明確にし，一律に高校教育を受けるに足る能力・適性を有することを前提とはし

ない方針へと転換している。

（5） こうした状態は2011年から現在でも，それほど変わっていないといえる。筆者は教職課

程科目「介護等体験」の事前事後指導を担当しており，授業の中で特別支援学校教諭（特別

支援教育コーディネーター）を外部講師に招いた折に，授業前の会話においてコーディネー

ターから，「（小中高大のなかで障害児者に対する理解・対応が）未だに高校が一番遅れてい

る。いまは大学の方が積極的で進んでいる。高校は『来たければ来れば』といった姿勢のと

ころが多く，（学生確保の影響から）大学の方が今は進んでいる」との言質を得た。

（6） 厚生労働省は，さらに2021年3月までに2.3％まで引き上げるとしている。

（7） むろん専門家の見解が重要なのは言うまでもない。実際コーディネーターが教育行政に求

める支援の一つに，心理・福祉的対応ができる専門的人材の拡充をあげている（海口2017）。

（8） PositiveBehaviorSupport;PBSは，1990年にHorner,Dunlap,Koegel,Carr,Sailor,

Anderson,O・Neillによって提唱され，行動の機能にもとづいて問題行動を逓減するだけで

なく，生活の質の向上や適応行動の増加をめざした包括的な支援策がとられる。

（9） ストーリーラインとは，M�GTAにおける分析結果を生成した概念とカテゴリーだけで簡

潔に文章化することをいう。

（10） 専門家もこの視点での支援を指摘している。例えば，平岩は「社会的自立をするために何

より欠かせないのは，セルフエスティームを下げないで生活するということと，社会生活習

慣を獲得すること」（2017,pp.2328�2329）の2点をあげている。

（11） むろん，研修を受ければ専門知識が身につくという保障はなく，その内容や受講者の意識

の高さが重要であることは言うまでもない。しかし，たとえ受動的な受講であっても何か得

るものはあるはずである。多くの都道府県および政令指定都市の教員の受講率が上昇傾向に

あるなかで，都道府県では東京都の36.0％，指定都市ではさいたま市の7.7％が突出して低

い値であり，都市部の教員の意識の低さが目立つ。

（12） 社会的包摂の「あり方」については，専門家の中でも意見が統一されているわけではない。

専門家による座談会において，平岩や神尾は早期から社会適応を視野に入れてしっかりと支

援計画を立てる必要性（インクルージョンの推進）を指摘する一方で，中邑はASDの人に

は優れた才能をもつ人が少なくないにもかかわらず，ASDの特性をなくそうとする集団療

育に疑問を呈し，「これから発達障害を教育的に考えていかなければいけないのではないで

しょうか，何かユニークで，いわゆるセルフエスティームが低い子どもたちを切り離して，

分離教育をすればいいと私は提案します。…この考えはインクルージョンという国の政策に

ある意味反しますが，インクルーシブ教育が向かない子どももいるということを，われわれ

は強く主張していかなければいけないと思っています」と異なる立場を示している（2017，

p.2331）。
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は じ め に

現在，日本経済史と開発経済学のボーダーレス化が進展している。同時にグローバル

経済史の登場により，経済史においてもボーダーレス化が同時に進行中である。拙稿

（2016a）で明らかにしたように，日本経済史＆開発経済学とグローバル経済史の説明

体系は全く異なるが，分析理論の出発点は共通している。「市場（market）」か「企業
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制度的アプローチの再検討

ダグラス・ノースの国家論を中心に

小木田 敏 彦

要 旨

地域経済史とグローバル経済史は国家論を媒介として有機的に接合し得る。そこで，本稿

ではその手掛かりをノース（2013）の国家論に求めた。ノース（2013）の国家論の最大の特

徴は「契約説」と「収奪・搾取説」を融合している点にあり，近代日本における在来部門と

移植部門の併存関係を説明するのに有効な視角となる。また，明治維新の歴史的意義を再検

討するに際しても財産権の調整という壮大な展望が拓ける。

ノース（2013）は新古典派経済学批判を通じて歴史的展望のインプリケーションを得てい

る。資源の希少性という古典派経済学の前提を無批判にアメリカ史にも適用しているが，ハ

バカク・テーゼはこの考え方が事実誤認であることを示唆している。この点を修正すること

で，新古典派経済学への理解が深まるだけではなく，イギリス産業革命とアメリカ産業革命

において国家が果した役割についての壮大な展望が拓ける。

ハバカク・テーゼはイギリスとアメリカとで軸となる産業組織や技術進歩の方向性に違い

があったことをも示唆している。「工場制」を軸としていたアメリカでは，各産業が共通の

技術的課題を抱えており，産業の壁を超えて連続的に技術のスピルオーバーが生じた。そし

て，イギリスを凌駕するスピードで成長を遂げ，新たな財産権の体系を生み出した。この結

果，日本の輸出向在来産業は財産権の効率化を迫られた。

キーワード：ダグラス・ノース，国家論，財産権，ハバカク・テーゼ，技術進歩の方向性

InstitutionalApproachReconsidered:

FocusingonDouglassNorth・sTheoryoftheState

ToshihikoKOGITA



（firm）」かという観点に立った場合，前者が「市場」，後者が「企業」の立場を代表し

ているからである。よって，双方のボーダーレス化は実現可能であり，日本の近代化は

双方の架け橋となる「知」のフロンティアたり得る。同様の問題意識の下，拙稿

（2016b）では「適正技術（appropriatetechnology）」に注目することで比較経済史的

な検討を行った。これに対して，本稿では生産組織と生産技術の双方を包摂し得る歴史

分析の枠組みについて検討してみたい。

日本経済史＆開発経済学は地域に「市場」の原風景を求める点に方法論的な特徴があ

る。しかし，拙稿（2016b）で「反発型ナショナリズム（reactivenationalism）」の問

題を取り扱うことができなかったことに象徴されるように，地域経済と世界経済を無媒

介に接合するアプローチには限界がある。この限界を超えるには，明治維新に関する新

たな解釈も必要になる。そこで，本稿が注目したいのがノース（2013）の国家論である。

拙稿（2016a）で指摘したように，たしかにグローバル経済史はノース＆トーマス

（1980）やノース（2013）の制度的アプローチに批判的である。しかし，蒸気機関，お

よびこの技術に立脚した欧米の国民経済に対して，日本がどのように対抗しようとした

のかという視点が，日本の近代化研究には不可欠なはずである。従来，この問題は自由

貿易帝国主義的な観点に立った「外圧」の問題とされてきたが，本稿ではノース

（2013）の国家論の観点から別の見解を提示してみたい。

ノース＆トーマス（1980）は財産権理論を西欧経済史に応用した研究書であるが，財

産権理論そのものの日本経済史への応用は別稿での課題としたい。これに対して，ノー

ス（2013）は研究書というよりも，明らかに玉石混交の雑な講義ノートの体をなしてい

る。しかし，その �玉�の部分のみを抽出すれば，まさに �知的冒険�と呼ぶにふさわ

しい内容となっている。そこで，その �玉�の特徴と本稿での注目点について簡単に説

明しよう。まず，本稿が注目する国家論であるが，ノース＆トーマス（1980）は財産権

における効率性の違いを国家の限定合理性によって説明している。これに対して，ノー

ス（2013）は効率性の異なる財産権が生成される理由を検討するために，新古典派経済

学とマルクス経済学の2つの国家論を折衷した独自のアプローチを提示している。そこ

で，まずはこのアプローチを概観し，日本の近代化への適用可能性について展望する。

ノース（2013）を �知的冒険�と呼び得る第2の理由は，古典派経済学と新古典派経

済学，マルクス経済学を理論的に再検討し，そこから得られたインプリケーションから

歴史を展望しようと試みている点にある。筆者も含めて地理学者や歴史学者は経済学理

論に疎いのが常なので，日本においてノース（2013）の追随者が少ない最大の理由は恐

らくここにある。しかし，極めてユニークな着想であるだけではなく，理論が生み出さ

れた当時の社会的状況を反映しているとすれば，ある意味で理にかなった手法だと言う

こともできる（1）。ただし，追随しない側にも一定の理があって，理にかなった手法でも
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度が過ぎれば収穫逓減の法則に囚われる。本稿ではイギリス産業革命とアメリカ経済史

に関するノース（2013）の分析を地理学の立場から批判的に検討することで，以上の点

を明らかにし，修正を試みたい。

ノース（2013）を �知的冒険�と呼び得る第3の理由は，自己否定につながり得る議

論をも果敢に展開している点にある。ノース＆トーマス（1980）は知的財産権がイギリ

ス産業革命を惹き起こすインセンティヴとなったことを示唆している。これに対して，

ノース（2013）は技術進歩のペースが加速化した理由をより重視し，知的財産権が先か

技術進歩が先かといった議論を展開している。言い換えれば，知的財産権が経済発展に

果たす役割は，社会経済的状況により異なるということでもある。そこで，本稿ではこ

の議論を批判的に検討することによって，日本の近代化を検討する上で有効なインプリ

ケーションを導き出したいと考えている。以上のテーマ選定に関しては恣意性が強く一

貫性に欠けるとする批判もあろうかとは思うが，各テーマの内的連関性は個別の検討内

容と深く関係するため，一貫した戦略性があることは「おわりに」で簡潔に説明する。

Ⅰ．国家と財産権のダイナミズム 新たな「外圧」観

1．新古典派経済学における2つの国家観 明治維新の見直しに向けて

ノース（2013:51）によれば，新古典派経済学には「契約説（acontracttheory）」

と「収奪・搾取説（apredatoryorexploitationtheory）」という2つの国家観が併存

している。このうち新古典派経済学の主流派は「契約説」の立場に立っている。「契約

説」において，国家は「社会の富を最大化する役割（theroleofwealthmaximizerfor

society）」を果たす存在とされている（ノース2013:51）。そして，「経済成長を実現す

るためには，他人との関係で個人の行動を制限する契約（acontractlimitingeach

individual・sactivityrelativetoothers）が不可欠である」という理由から，ノース

（2013:51�52）は「契約説」的な国家において「経済成長を促す効率的な財産権（effi-

cientpropertyrights）が発達する」と指摘している。

これに対して，「収奪・搾取説」はマルクス主義者に代表されるが，一部の新古典派

経済学者もこの立場に立っている。「収奪・搾取説」において，国家は「独占利潤

（rents）」の搾取を目的とした「集団・階級の代理機関（theagencyofagroupor

class）」とされる（ノース2013:52）。このため，国家は「そうした集団・階級のため

に他の構成員から利益を搾り取る（extractincomefrom therestoftheconstitu-

ents）」ために，「社会全体の富への影響を考えずに，支配集団の収入最大化につながる

財産権を設定する（specifyasetofpropertyrights）」とされる（ノース2013:52）。

ノース（2013）は言及していないものの，この状況でも恣意的な収奪を阻止する財産権

制度的アプローチの再検討
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が確立されていれば，経済成長の十分なインセンティヴになることを付け加えておこう。

注目されるのは，新古典派経済学的に「契約説」を突き詰めると「収奪・搾取説」に

なるという指摘である（ノース2013:95）。ここに国家論におけるノース（2013）の独

創性が凝縮されている。「国家はすべての契約について第三者的な立場（thethird

partytoeverycontract）にあると同時に，強制力の源（theultimatesourceofcoer-

cion）でもある」（ノース2013:52）。このうち，強制力を発揮した国家は「ホッブズ型

国家モデル（theHobbesianmodelofthestate）」と呼ばれている（ノース2013:95）。

問題は「新古典派の個人にとってはルールに背くことも利益になる」ということである

（ノース2013:96）。この場合，特定の集団利益のために強制力を発揮して，一部の集団

に不利益を強要したとすれば，たしかに国家は容易に「契約説」モデルから「収奪・搾

取説」モデルに変貌し得る。

ただし，ルールに従うことが利益になる場合はこの限りではない。「支配者の規定す

る所有構造（ownershipstructure）が，新古典派の成長モデル（neoclassicalgrowth

models）で想定されうるような効率性の基準（efficiencystandards）に合致するとい

う特殊な場合」には，「純粋な契約説（thepurecontractcase）」が成立し得る（ノー

ス2013:62）。つまり，「私的な収益率（theprivatereturn）を社会の収益率（theso-

cialreturn）に近づけ，経済成長に必要なインセンティヴを働かせること」ができた

場合である（ノース2013:21）。しかし，「純粋な契約説」モデルの国家は稀有な事例だ

とされているため，具体的な検討は後段に譲り，ひとまず一般に国家は「収奪・搾取説」

を基調としつつ，「契約説」的な側面をも兼ね備えた存在だとするノース（2013）の国

家論の検討を優先しよう。

以上の状況を，ノース（2013:57）は「二律背反（dichotomy）」の関係と捉えてい

る。つまり，国家はまず「支配者に入る独占利潤（therentsaccruingtotheruler）

を最大化する」ために，「生産要素・生産物市場（factorandproductmarkets）の双

方で所有構造（theownershipstructure）を明確にし」なければならない（ノース

2013:55）。そして，この目的の範囲内で「取引コストを引き下げ，社会の生産（output

ofthesociety）を最大化し，国家に入る税収（taxrevenuesaccruingtothestate）

を増やす」必要もある（ノース2013:55）。しかし，本来「支配者（と支配集団）の独

占利潤を最大化する所有権構造（theownershipstructure）」と「取引コストを引き

下げて経済成長を促す効率的な制度（anefficientsystem）」は根底において対立関係

にある（ノース2013:57）。このように，国家は構造的な危機を内包しているという見

方が，ノース（2013）の最も独創的な部分である。
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2．国家的危機の構造 歴史分析の枠組としての「国家」

この場合，「契約説」的な側面が発達すると，必然的に国家は政治的に不安定化する

ことになる。そして，不安定化に伴う政治過程は，財産権に関する国家の「調整過程

（theadjustmentprocessofthestate）」（ノース2013:63）と規定されている。たと

えば，ノース（2013:62）は国家的危機の本質を「支配者（もしくは支配階級）の独占

利益を最大化する財産権構造（propertyrightsstructure）」と「経済成長を促す財産

権構造」の対立状況と捉えている。つまり，旧い財産権と新しい財産権との間に調整が

必要になっている状況である。このため，「マルクスの生産様式の矛盾という概念（the

Marxiannotionofthecontradictionofthemodeofproduction）」の本質も，「所

有構造（ownershipstructure）と，技術革新（anevolvingsetoftechnological

changes）に伴う潜在利益（potentialgain）の実現が両立しない状況」と規定されて

いる（ノース2013:62）。

技術革新により新たな財産権が発生したことが示唆されていることから，以上の図式

では明らかにイギリス産業革命が念頭に置かれている。しかし，経済的な停滞もまた国

家の不安定要素だと，ノース（2013:63）は指摘する。この問題に関する分析から得ら

れるシナリオは，日本の幕末期を想起させるものとなっている。ノース（2013:63）に

よれば，「経済が停滞した国家（stagnantstates）でも，構成員の機会費用に変化がな

い場合（aslongasthereisnochangeintheopportunitycostofconstituentsat

home）」は「存続が可能」である。訳書では ・athome・が訳出されていないが，「自

国内」という条件を加味すれば，鎖国下の日本はこのケースの典型にあたる。そして，

開国・開港により，幕府による独占的な海外貿易の枠組みが崩壊したため，「機会費用」

に大きな変化が生じていた。

この変化によって，新たな財産権が生じれば国家的な危機が生じる得る。この危機に

関して，ノース（2013:63）は「周囲に効率的な国家があるという意味で（inthecon-

textofmoreefficientneighbors）財産権が相対的に非効率な国は存続が危うくなる

（relativelyinefficientpropertyrightsthreatenthesurvivalofastate）」と指摘し

ている。幕末の日本にとって，欧米列強はまさに「効率的な国家」に他ならなかった。

問題は各藩がそれぞれ単独で国際市場に参入する制度が，「効率的な国家」の礎を構築

し得たかどうかである。ここには従来の自由貿易帝国主義に基づく「外圧」観とは全く

異なった新たな「外圧」の問題が示唆されている。その上でさらに，ノース（2013:63）

は「支配者は国が滅びる（extinction）のを待つか，基本的な所有権構造（thefunda-

mentalownershipstructure）の見直しを通じて社会の取引コストを下げ，経済成長

を促すかの選択に迫られる」とまで指摘している。引用中の「国」を「藩」に置き換え

制度的アプローチの再検討
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れば，国際市場に参入する中で各藩が生存競争を繰り広げるという一種の地獄絵図が思

い浮かぶ。この国家的な修羅場を回避すべきだとする政治的判断がこの当時にあったと

すれば，ここから明治維新を「基本的な所有権構造の見直し」の観点から再検討すると

いう壮大な展望が拓けてくる。

また，貿易面のみならず，「武装した騎士が槍で戦う（thearmedknightwith

lance）騎士道の時代は終わりを告げ」，「訓練の行き届いた規律のある実戦部隊（a

trained,disciplinedfightingforce）と，大砲やマスケット銃など高コストの装備が

不可欠になった」（ノース2013:253）という中世末期の西欧に関する指摘は �黒船来航�

を連想させ，想像力をさらに掻き立てる。そして，この指摘に続けて，ノース（2013:

253）は経済理論を用いて「類推（ananalogy）」を行っている（2）。中世末期に西欧で

軍事費が膨れ上がった状況を，「多数の中小企業が競争している産業（acompetitive

industrywithalargenumberofsmallfirms）」において「効率的な企業の規模（effi-

cient-sizefirm）が拡大した」状況になぞらえているのである。たしかに作業仮説にす

らほど遠いが，この「類推」には「財産権の保護が地方の領主（locallords）や自主組

織（voluntaryassociations）から国家に移行する」（ノース2013:259）過程に関する

大きなヒントも隠されている。

3．日本の近代化研究へのインプリケーション

以上の「類推」は戦前期における日本の紡績業の状況をもよく説明する。いわゆる

「二千錘紡績」は政府主導の下で普及が図られた。その発端は1878（明治11）年2月に

政府がイギリスに二千錘紡績2基を発注したことに始まる（古島1966:195�198）。うち

1基は官営愛知紡績所が使用することとなり，1881（明治14）年12月に本格的な操業

を開始した。また，もう1基は広島紡績所が使用することとなったが，官費での建設工

事が終了する前に広島県に払い下げられた。さらに，1889（明治12）年には10基を追

加発注し民間に払い下げることが決定され，いわゆる「十基紡」の計画が始まった。こ

れとは別に，1890（明治13）年には大阪と宮城に「別途払下紡績機械場」と呼ばれる

二千錘紡績が開設されている。しかし，二千錘紡績はこの当時のグローバル経済におけ

る「効率的な企業の規模」に達していなかったのである。

「効率的な企業の規模」に関して，たとえばインドのムンバイでは95工場の平均規模

が2万 3,800錘であった（古島1966:262�265）。このため，大阪紡績会社は1893（明治

16）年7月に1万 500錘で操業を開始し，3年後には3万 1,600錘に規模を拡張してい

る。また，明治20年代には紡績工場の増資と規模拡大が進展し，いわゆる「一万錘紡

績」が各地で設立された。後述するように，こうした巨大資本が加盟する紡績連合会は

「支配集団」の一翼を担っており，インド原綿の輸入に対する輸入関税免除の運動を展
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開していった。さらに「紡績連合会は渋沢栄一を介して，日本郵船会社と交渉し，1カ

年5万俵の輸送を連合会が保証することによって，日本郵船はボンベー・日本間の新航

路を開くことを決定」し，1899（明治22）年11月より就航を開始した（古島1966:

325）。この結果，インド原綿の輸入は急増の一途を辿ることとなる。

こうした動向に対して，綿作農民は1896（明治29）年まで反対運動を繰り広げた。

しかし，結局，関税撤廃を阻止するには至らず，綿作の衰退を食い止めることはできな

かった。このように，明治政府は紡績連合会という「支配集団」の収入を最大化させる

ような財産権の設定を行ったのである。「支配集団」に関して，たとえば創業時の大阪

紡績会社の出資金25万円のうち10万6,500円は17名の「華族資金」であり，渋沢栄

一が「華族を説得しての大口出資」に成功したことで「各界の有力者が動かされ」て追

加の出資が実現している（古島1966:364）。政府が中立的な「第三者」であるためには，

「政治システムの利用コストを極めて高いものにする」（ノース2013:342�343）以外に

方策はない。しかし，その利用コストは綿作農家にとって負担し得ない費用だったのに

対して，「支配集団」の利益を代表する紡績連合会には容易に負担できるものであった。

ノース（2013）の国家論に立てば，有閑階級である「華族」こそ「支配集団」と呼ぶ

にふさわしい。「華族」のうち大名華族は旧支配階級であったが，そもそも「華族」と

いう身分は版籍奉還に対する見返りであって，この改革の本質な部分は種々の特権の交

換取引にあったと考えられる。また，中央集権化の過程で，明治政府は「競争上の制約

（acompetitiveconstraint）」（ノース2013:61）に直面せざるを得なかった。旧大名

は多くの家臣を抱えており，明治政府にとってこうした家臣団は「別の支配者への鞍替

えが可能な集団（groupswithcloseaccesstoalternativerulers）」（ノース2013:61）

だった。したがって，もし旧大名に「富や利益の面で不利な財産権を設定すれば，支配

者は立場が危うくなる（therulerwillbethreatened）」（ノース2013:61）。つまり，

特権の交換取引は不成立に終わったと考えられる。したがって，権力基盤を安定化させ

るために，財産権構造に旧大名への配慮を反映させる必要があったことは確かであろう。

大阪紡績会社は一例に過ぎないが，「華族」が経済的な面で財産権に依存している状

況は国家の安定性に大きく寄与したと考えられる。他方で明治30年代に入ると紡績会

社の吸収・合併が本格的に進展する。まさに「生存競争が激化し，必然的に企業が減り，

適正規模の大企業（largefirmsofoptimum size）が生き残る」のだが，「この新たな

均衡状態も不安定（unstable）であ」った（ノース2013:254）。この結果，紡績資本

は政府との結びつきをさらに強めていった。しかし，この間，在来産業の大半は依然と

して「多数の中小企業が競争している産業」のままであり，同業組合などの「自主組織」

による「財産権の保護」が効率的であった。このため，在来部門に眼を向けると，明治

政府の「契約説」的な側面が際立つことになる。このように近代部門と在来部門は好対
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照をなしており，明治政府もまた「収奪・搾取説」を基調としつつ，「契約説」的な側

面をも兼ね備えた存在であったと見ることができる。

ただし，ノース（2013）の国家観では，「自主組織」による「財産権の保護」の問題

が死角に入っている。国家と「自主組織」との間の「交渉過程（thebargainingproc-

ess）」（ノース2013:239）という発想はあっても，「自主組織」内の「交渉過程」，ある

いは自生的ルールの効率性という発想に欠けるからである。このため，ノース（2013:

82）は「権限を駆使しない形態の組織（non-authoritative,organizationalforms）」

と「統制の取れた階層的な企業構造（thedisciplinedhierarchicalfirm）」の効率性を

問題視し，「米国の経済史（Americaneconomichistory）を振り返」った時，「ユー

トピア的な組織，協同組織など，実験的な形態の組織（utopian,cooperative,and

otherexperimentalorganizationalforms）」は数多あるが，「普通の企業（thetradi-

tionalfirm）と競争して生き残っている」例は多くないと批判的である（3）。したがって，

今後は近代日本の豊富な事例をもとにして，この自生的ルールの効率性という死角を補っ

ていく必要がある。

Ⅱ．経済学理論からのインプリケーション 国家と技術進歩について

1．「純粋な契約説」の具体例 新古典派経済学誕生に関する制度派的見解

19世紀初頭のアメリカは「契約説」が妥当する国家の典型であった。「マルサス的制

約（theMalthusianchecks）」に直面していない社会に関して，ノース＆トーマス

（1980:31）は「豊富な土地があるところでは，私的および社会的な利益と費用とは大

体において等しかった（inaworldofabundantland,privateandsocialbenefitsand

costswereapproximatelyequal）」と述べている。しかし，人口増加とともに土地と

いう資源は希少化する。そして，「すべての優良地が耕作され，収穫逓減が始まると，

私的および社会的費用・便益（privateversussocialcostsandbenefits）は急速な乖

離（asharpdivergence）を経験する」（ノース＆トーマス1980:31）。以上は中世の

西欧に関する記述であるが，19世紀初頭のアメリカは近代国家でありながら，豊富な

土地や森林，水力といった資源に恵まれていた。

また，建国当時の合衆国憲法は，イギリスの伝統である「強大な国家への根深い不信

感（thedeepdistrustofapowerfulstate）」を受け継いでいた（ノース2013:340）。

このため，国家による財産権の侵害を厳しく制限していた。こうした態度は「対立する

集団（conflictinggroups）に財産権を再編する政治権限（accesstopoliticalrestruc-

turingpropertyrights）を認めれば，他の集団やシステムの存続（theviabilityof

thesystem）を犠牲にして，富と所得の再分配（redistributewealthandincome）
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に乗り出す」という現実主義的な懸念に起因していた（ノース2013:341）。つまり，集

団間の収奪・搾取による社会的な混乱が懸念されていたのである。このため，こうした

混乱を回避するために，憲法によって「社会集団が政治過程を通じた富と所得の再分配

を目指しても（effortstowardredistributingwealthandincomethroughthepoliti-

calprocess），利益が得られない構造をつくろうとした」のであった（ノース 2013:

342）。これは政治的不安定性の火種を抱えていたからであった。

アメリカは独立戦争時代から，北部と南部とで異なる財産権構造が政治的な潜在的不

安定要素になっていた。北部では「個人の土地所有（individuallandholdings）」を

特徴としていたのに対して，南部では奴隷を使用するプランテーション大農園が発達し

ていた（4）ためである（ノース2013:266）。このため，ノース（2013:343）は「奴隷制

の廃止（theabolitionofslave）」を「19世紀の大きな財産権の変更（theonemajor

changeinpropertyrights）」だと述べている。しかし，建国当初，北部と南部の対立

は豊富な土地資源のために回避されていた。合衆国憲法で財産権を安定化させ，その構

造の効率性を競うことなく双方が経済成長を実現したのである。しかし，成長の結果，

資源の希少化が危惧され始め，財産権の調整が政治問題化した。これが財産権理論の観

点から見た「南北戦争（theCivilWar）」の歴史的意義であり，この調整後に政治過程

を媒介とした「富の再配分（redistributionofwealth）」が実現される国家へと変貌を

遂げていったのであった（ノース2013:343）。

新古典派経済学は財産権の安定化によって誕生した。財産権が安定し「市場が何の制

約も受けずに拡大していた時代（ahistoricalcontextofgrowing,unfetteredmar-

kets）に，私有権システムの中で行われる交換取引（exchangewithinasystem of

privatepropertyrights）を土台（cornerstone）に理論を構築した」のであった（ノー

ス 2013:345）。このため，新古典派経済学者の「最大の関心事（mainconcern）」は

「経済効率（economicefficiency）」にあった（ノース2013:345）。注目されるのは，

憲法解釈そのものが新古典派的であったという事実である。たとえば，憲法解釈におい

て「どのような権利侵害が法的に正当と認められるのか（whatconstituteslegally

justifiableinjury）は対立する財産権の利用（conflictingpropertyuses）で相対的

にどちらが効率的かを最大の判断基準（paramounttest）とすべきだ」とする考え方

に基づいていた（ノース2013:344）。したがって，南北戦争も「新古典派の理論と同じ

効率基準（thesameefficiencycriteria）」（ノース2013:344）に基づいていたことに

なる。そして，前述のように，南北戦争を機に国家は次第に様々な利益団体の代理機関

と化していったのであった。

以上の制度的条件の下でアメリカ資本主義が成長軌道に乗ったことは，「コストゼロ

で執行できる完璧に規定された所有権（perfectlyspecifiedandcostlesslyenforced
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propertyrights）」（ノース2013:21）の存在を示唆している。この問題に関しては，

恐らくは各州が大きな役割を果たしたものと推察されるが，残念ながら「十三州連合時

代（theperiodofconfederation）の各州の行動（thebehavioroftheindividual

states）」（ノース2013:340）に関する詳細な検討は割愛されている。その代わりに，

ノース（2013:122）は「古典派の陰鬱な理論（thepessimisticmodel）」と「新古典

派の明るい理論（theoptimisticmodel）」の対照性に「経済史を考える上で」の「大

きなヒント（powerfulinsights）」を求めている。この「陰鬱な理論」とは「マルサス

的制約」下の状況を示唆している。しかし，直観やアナロジーに過度に頼った分析は危

険をも伴う。たとえば，植民地時代のアメリカでは「労働力不足（thescarcityof

labor）」と「資源状況（theresourceendowments）」が「様々な結果を招い」ていた

（ノース 2013:266）。こうした状況を前提にすれば，「明るい理論」に関してノース

（2013）とは異なる解釈が得られる。

2．技術進歩に関するオルタナティヴな視点 新古典派批判の新たな展開

ノース（2013）の議論を注意深く検討すると，ある興味深いインプリケーションが得

られる。地理学的に言えば，古典派経済学と新古典派経済学の違いは地理学における地

人相関論の領域に属する。新古典派経済学は南北間の潜在的な政治的緊張関係のみなら

ず，人口に対して豊富な土地や森林という資源，あるいは豊富な水力資源を背景として

誕生した。つまり，新古典派経済学は「マルサス的制約」という前提を取り払い，古典

派経済学をアメリカ化することによって誕生したと見ることができるのである。ノース

（2013）による新古典派経済学批判にはこの解釈を裏づける指摘がある。「個人が選択す

ると，望んだ通りの結果が出ている（coincidencebetweenpeople・schoicesandthe

desiredresults）」（ノース2013:21）という前提への批判である。ノース（2013:22）

は「至るところでモノが不足している状態（ubiquitousscarcity）では，競争を通じ

て非効率的なものが消え，相対的に効率の良い制度・政策・個人行動が存続する」とい

う基本認識に立っている。しかし，新古典派経済学がモノ不足や「マルサス的制約」を

想定していないとすれば，この前提はまさに �アメリカン・ドリーム�を指していると

解釈することができるのである（5）。

そこで以上の反批判を前提として，ノース（2013）が「明るい理論」の核心部分であ

ると規定する技術進歩の問題について検討しよう。人類は技術進歩によって「マルサス

的制約」を克服したという揺るぎない信念の下で，ノース（2013:312）は「新古典派

の薔薇色の理論（optimisticassumption）」に説得力が生まれた原因が「科学と技術

が融合（theweddingofscienceandtechnology）」したからだと指摘している。そ

して，この融合を後押ししたのが「財産権の進化（theevolutionofpropertyrights）」
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であり，「私的な収益率（theprivaterateofreturn）を社会の収益率（thesocial）

に近い水準にまで引き上げた」と議論を展開している（ノース2013:314）。この場合の

「私的な収益」とは発明家の収益を指し，「社会の収益」とはその発明によって社会にも

たらされた収益を指す。そして，「財産権」とは「社会の収益」の一部が発明家に還元

される仕組みであって，実はここで財産権理論という切り札を展開しているのである。

そして，以上のような前提に立って，ノース（2013:293）は「なぜほとんどの古典

派経済学者は周囲で起きている産業革命を見逃したのか（Whydidmostclassical

economistsmisstheIndustrialRevolutionwhilelivingthroughit?）」という刺激

的な問いかけを行っている。この問題に対する解答は急激な変化ではなかったという凡

庸で自由主義的な産業革命観の繰り返しであって，読者の期待を完全に裏切る結果となっ

ている。しかし，ノース（2013）に代わって，この問題を掘り下げて検討すれば，次の

2つの要因が決定的に重要であったと考えられる。要因のひとつは，明らかに当時のイ

ギリスの財産権構造にあった。産業革命によって新たな財産権が発生し，アダム・スミ

スは重商主義批判という形で財産権を調整する必要を訴えていた。しかし，航海法に象

徴されるように，当時のイギリス国家は地主や商業資本家の歴然たる代理機関であって，

経済成長を促す効率的な財産権への調整に消極的であった。加えて，ナポレオン戦争終

結後には穀物法も制定され，旧い財産権が強化されることとなった。以上のような政治

的状況を勘案すれば，イギリスの産業資本家が技術進歩による発展という未来を夢想し

得る状況にはなかったように思われる。

この見解を裏づけるように，マーシャル（1965:147）は「新しい組織とともに大き

な弊害が起こった（theneworganizationwasaccompaniedbygreatevils）」と指

摘している。たとえば，「アメリカ植民地の独立にすぐつづいてフランスとの戦争（the

greatFrenchwar）が起こり，この開戦時にイギリスの蓄積された富の総額以上の戦

費（morethanthetotalvalueoftheaccumulatedwealthshehadatitscommence-

ment）を消耗することになった」（マーシャル1965:148）。また「未曽有の一連の凶作

（anunprecedentedseriesofbadharvests）が起こってパンの価格をおそろしくつり

あげ」，「救貧法関係の行政（amethodofadministrationofthepoorlaw）」が「人々

の独立心と活気（theindependenceandvigourofthepeople）をむしばむ」結果に

なった（マーシャル 1965:148）。そして，こうした災禍の原因が「無制限な競争の急

激な導入（thesuddenoutbreakofunrestrainedcompetition）」に帰せられていた

ため，イギリスの「自由企業（freeenterprise）」は十分に活躍できる社会的環境にな

かったのである（マーシャル1965:148）。

もうひとつの要因は技術進歩の方向性が予測不能であったことである。知的財産権は

確かに技術開発のインセンティヴとなるが，技術進歩の方向性は社会経済的状況により
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大きく左右される。たとえば，人類史に多大な影響を及ぼした発明に鉄道がある。しか

し，交通革命は予測不能であった。周知のようにその偉大な足跡は，1825年にジョー

ジ・スティーブンソンがロコモーション（Locomotion）号を開発したことに始まる。

しかし，レールの強度不足のために実用化は見送られたものの，それに先立つ1804年

にリチャード・トレビシックは鉄製レール上を走行する蒸気機関車ペナダレン

（Penydarren）号を発明している。この両者の明暗を決したのは穀物法であった。産

業革命期のイギリスでは輸送用に広く馬が使用されていたため，穀物高騰のしわ寄せは

飼料代や輸送費にまで及んだ。この結果，「安い石炭と高い飼料」という相対価格の変

化が生じ，「機械力による畜力の代替を刺戟した」のである（シヴェルブシュ1982:6）。

皮肉にも新しい未来は旧い財産権の強化により切り拓かれたのであった（6）。

アメリカにおける技術進歩にも方向性が存在した。しかし，イギリスとは異なり，そ

の方向性はいわば �技術開発というフロンティアにおけるマニフェスト・デスティニー�

と呼び得るものであった。グローバル経済史のアレン（2012:110）は，アメリカでは

「フロンティアに自由にできる土地が潤沢に存在したことが実質賃金を高めることになっ

た（theabundanceoffreelandonthefrontiergeneratedhighrealwages）」とい

う「ハバカク・テーゼ（Hubakkukthesis）」（7）を論拠に，「1人あたりのGDPを引き

上げ，賃金をさらに押し上げることになる労働節約型技術を創出するビジネスを誘発し

た（inducedbusinessestoinventlabour-savingtechnologythatpushedupGDP

perheadandultimatelyraisedwagesevenfurther）」と指摘している。つまり，土

地と労働力の相対価格を比較した場合，イギリスでは �高い土地と安い労働力�という

状況であったのに対して，アメリカでは �安い土地と高い労働力�という状況であった。

�安い土地と高い労働力�という状況であろうと，大半が自営業者であれば私的収益

率と社会的収益率はほぼ一致するため，イギリスとの間に大きな違いは生じない。しか

し，労働者を雇用して生産規模を拡大しようと試みた瞬間に状況は一変する。仮に労働

者「1人あたりのGDP」の上昇率を私的収益率とし，この労働者を雇用する工場や農

園の合計的な収益率を社会的収益率としよう。この場合，�安い土地と高い労働力�と

いう状況であるため，必然的に私的収益率が上昇するのに対して，社会的収益率は下落

する傾向にある。一般に私的収益率と社会的収益率の乖離は「外部性（externalities）」

と呼ばれるが，この「外部性」は「労働節約型技術」を導入することによって容易に内

部化され得る。このため，アメリカでは市場が技術開発の牽引役となって，技術進歩に

「労働節約型技術」という方向性が定められていた。このように，イギリスとは対照的

にアメリカでは「技術的発展の方向（thedirectionoftechnologicaldevelopment）」

（ピオリ＆セーブル1993）が明確であった。
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3．産業革命論に対する批判的検討 アメリカとイギリスの比較経済史

アメリカでは「技術的発展の方向」が生産組織をも規定していた。「労働節約型技術」

を導入すれば，必然的に「工場制（thefactorysystem）」が成立するからである。イ

ギリス産業革命に関して，ノース（2013:304）は「作業場の集約に向けた緩やかな動

き（thegradualmovetocentralworkplaces）は，中央動力源（acentralpower

source）の開発では説明できない」と指摘している。「緩やかな動き」とされているの

は，「家内制手工業（handicraft）→問屋制家内工業（putting-outsystem）→工場制」

への移行に300年以上を要したからである。たしかにこの緩やかさには前述の財産権構

造が少なからず関係しているかも知れない。しかし，より重要なのはアメリカの綿工業

がこうした発展段階を辿らずに，短期間で「家内制手工業」から「工場制」への移行を

遂げたこと，そして「工場制」の成立が「中央動力源の開発」，つまり豊富な水力資源

を求めて立地選択で説明できることである。そして，この2点はさらに南北戦争後にお

けるアメリカの急成長をもよく説明し得るのである。

「労働節約型技術」を使用し，商業的に成功した最初の工場は，1793年にサミュエル・

スレーターが設立した紡績工場であった（アレン2012:111）。スレーターは「アークラ

イト工場に徒弟として雇われていたイギリスの青年」であり，ロードアイランド州パウ

タケット（Pawtucket）のブラックストーン河畔（BlackstoneRiver）にアークライ

ト型紡績機を備えた工場を建設した（小原1965:167�168）。その後，パウタケットには

1800年までの間に新たに29工場が設立され，1810年にはニューイングランド全体に広

まって，既設工場が62，建設中のものが25を数えるに至った。ただし，綿工業は農村

工業として普及し，「初期の木綿工場は紡績だけであって，織布はまったく手織の方法

によった」だけではなく，「木綿工場はしばしば，製粉，毛織物，製靴等の他の工場と

共通に使われていた」（小原1965:168）。したがって，豊富な水力資源は必要とされて

おらず，基本的には「家内制手工業」の段階にあった。

しかし，ナポレオンによる大陸封鎖への対抗措置として，イギリスが海上封鎖を行っ

たことが，アメリカ綿工業にとって大きな転換点となった。多くの商船を軍事転用せざ

るを得なかったために対米輸出が滞り，イギリスではラダイト運動が発生したのに対し

て，アメリカは輸入代替工業化が本格化した。転機の先駆けは1813年にマサチューセッ

ツ州ウォルサム（Waltham）に設立されたボストン製造会社（theBostonManufac-

turingCompany）であり，この会社は「紡績と織布の一貫工場（anintegratedspin-

ningandpowerweavingmill）」を経営していた（アレン2012:111）。この結果，工

場の立地傾向にも変化が生じ，「従来のような小工場を動かしていた細流は，もはや，

新しい大工場の動力源として不適当になり，工場は，ますます大河川の沿岸に集中する
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傾向が生じた」（小原1965:169）。たとえば，ボストン製造会社はチャールズ川（Char-

lesRiver）の水力では不十分となったため，山間地の豊富な水力資源を求めて「1820

年にメリマック川流域の地に工場敷地を買い入れ，かつての僻村から，ローウェル

Rowellという工場町を発生せしめた」（小原1965:169）。

ローウェルは1850年にはローウェル運河沿いに38の大規模工場が立ち並ぶアメリカ

綿工業の中心都市に成長していた。そして，成長の結果，再び水力不足に陥ったために，

1845年にメリマック川（MerimackRiver）の下流にローレンス（Lawrence）という

工業都市も建設されている。このように，アメリカ綿工業は，水力という「中央動力源」

を工場立地により「開発」することによって，「技術変化が工場制の導入につながった

（from technologicalchangetothefactorysystem）」（ノース2013:305）典型例な

のである。力織機化による労働生産性の向上によって労働者の収入が上昇すれば，労働

市場において「金銭的外部性（pecuniaryexternality）」が生じる。「労働節約型技術」

は「高賃金経済（high-wageeconomy）」（アレン2012）の所産であるが，技術導入に

より「高賃金経済」化に拍車がかかったことになる。アメリカ資本主義はまさにこのよ

うな循環の中で成長を遂げたのである。このため，もともと「低賃金経済（low-wage

economy）」を存立基盤とする「問屋制家内工業」は，アメリカにおいて優位性を保ち

得なかったのである。

Ⅲ．イノベーションと財産権の関係性

1．分業のメリットとイノベーション

イギリス産業革命とアメリカ産業革命の違いは，イノベーション過程を検討する上で

も重要である。イギリス産業革命におけるイノベーション過程に関して，ノース（2013:

306）は「分業が進んだ（increasedspecialization）結果，組織・機構のイノベーショ

ン（organizationalinnovations）が起き，それが技術変化（thetechnicalchange）

を促した」と分析している。分業がイノベーションを促進するという考え方は古くから

存在する。たとえば，アダム・スミス（2000:31）は「労働がそれほどにも容易になり

短縮されるようなすべての機械の発明が，もともとは分業に起因するものであったよう

に思われる（theinventionofallthosemachinesbywhichlabourissomuchfacili-

tatedandabridgedseemstohavebeenoriginallyowingtothedivisionoflabour）」

と述べている。また，そうした機械の多くが「ふつうの職人の発明であった（thein-

ventionsofcommonworkmen）」とも述べている（スミス2000:32）。

工場制手工業の記述として名高い「ピン製造の職業（thetradeofthepin-maker）」

に関しても，「そこで使用される機械（themachineryemployedinit）」の「発明も
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おそらく同じ分業が引き起こしたもの（totheinventionofwhichthesamedivision

oflabourhasprobablygivenoccasion）」だと述べている（スミス2000:24）。この

ため，分業のメリットのひとつとして，アダム・スミス（2000:29）は「労働を容易に

し，省略し，一人で多数の仕事ができるようにする多数の機械の発明（theinvention

ofagreatnumberofmachineswhichfacilitateandabridgerlabour,andenable

onemantodotheworkofmany）」をあげている。マーシャル（1966:235）もこの

見解を支持している。彼は，このように市場の拡大によって「分業の進展（subdivi-

sionoflavour）」が生じ，「機械の改良（theimprovementofmachinery）」につな

がるイノベーション過程を「一般的な準則（ageneralrule）」とまで呼んでいる。

ノース（2013:305）はイギリス産業革命が「問屋制家内工業」から「工場制」への

移行を通じて生じたと考えている。しかし，産業革命は必ずしも「問屋制家内工業」の

終焉を意味しなかった。イギリスにおけるイノベーション過程を検討する上でより重要

なのは，「問屋制家内工業」もまた分業のメリットを享受し得たということである。た

とえば，スミス（2000:32）は「機械を造ること」を「特定の職業（thebusinessofa

particulartrade）」とする「機械製作者（themakersofthemachines）」について言

及している。つまり，社会的分業が進展し，機械の市場も成立していたのである。この

ため，「きわめて遠隔な地方に住んでいる他の職人の所へ原料を輸送する（transport-

ingthematerials）」状況にあった毛織物業に関して，羊毛を刈る鋏のような「ごく単

純な機械（verysimplemachine）」から，船や水車，織機といった「複雑な機械

（complicatedmachines）」に至るまで様々な機械が使用されている状況にも言及して

いる（スミス2000:34）。このように，「問屋制家内工業」においても，イノベーション

は着実に進展していたのである。

このため，イギリス産業革命期にすべての産業分野が「工場制」に移行したわけでは

なかった。ノース（2013:304）も「イギリスでは1820年代になっても，まだ問屋制が

主流だった」と指摘し，その産業分野のひとつとして「小さな金属製品（smallmetal

wares）の生産」をあげている。スティグラー（1975:177）によれば，「金属業の中心

地であるバーミンガム（Birmingham）では，特化（specialism）が信じられないほど

に進んでいた」。1860年頃の銃器製造業者の大半は小さな区域の中で働いており，産業

集積により最先端の地位を築いていた。このうち，「鉄砲作りの親方（themastergun-

maker）」が「工場や作業場を所有することはまれであ」り，通常は「倉庫（aware-

house）を持っているだけ」であった（スティグラー1975:178）。そして，その主な仕

事は銃の各部品を「材料製作人（material-makers）」から購入し，購入した部品を一

連の「組立人（setters-up）」に手渡すことであった（スティグラー1975:178）。「材料

製作人」は各部品とも独立した生産者であり，組立人も工程別にそれぞれ専門の職人が
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存在していたのであった。

これは見事な「問屋制家内工業」である。しかし，こうした分業体系は旧い財産権の

体系になりつつあった。たとえば，スティグラー（1975:178）はその後の銃器製造業

では「アメリカの生産技術革新（Americaninnovationsinproductiontechniques）

が革命的であ」り，「バーミンガムにおいて採用されていた組織（theorganizationin

Birmingham）が，技術革新のための実験を行わしめる条件（provisionfortechnical

experimentation）に欠けていた」と指摘している。ここで何より重要なのは，イギリ

スとアメリカとで産業組織の設計アーキテクチュアに根本的な違いがあったということ

である。1854年に設置されたイギリス議会の小委員会に対して，アメリカの銃器製造

業者サミュエル・コルトは「機械で生産できないものは何もない（thereisnothing

thatcannotbeproducedbymachinery）」と断言している（ハウンシュエル1998:

28）。この言葉は製造業が「労働節約型技術」に依存せざるを得なかったアメリカ経済

の状況を表現しているが，それ以上に「工場制」と「問屋制家内工業」との間にある決

定的な違いをも反映しているのである。

2．イノベーションの加速化について

分業に伴って技術進歩は専門化・細分化の方向に向かう。技術進歩もこの方向に沿う

ため，発明される機械は基本的に汎用性に乏しいものとなる。これに対して，アメリカ

で発達した工作機械は逆に汎用性の高さを特徴としていた。いわゆる「アメリカ式製造

方式（theAmericanSystem）」として結実する継続的な技術進歩の特徴は「技術的収

斂（technologicalconvergence）」（Rosenberg1976）にあった。アメリカではあら

ゆる製造業の分野において「労働節約型技術」に対する社会的需要が大きく，多くの製

造業が金属加工部門において共通の技術的課題を抱えていた。このため，ある産業分野

において何らかの技術的課題が解決されると，その技術を具現化した工作機械が他の産

業分野にも急速に普及した。この結果，技術進歩が目的論的に展開したかのように思え

るのである。たとえば，アメリカは1830年代半ばには既に蒸気機関車の輸入代替工業

化を果たした。しかし，1820年代当時，アメリカに工作機械産業は存在しなかったの

であって，当初，蒸気機関車を製造していたのは紡織工場に併設され，紡績機や力織機

を製造・販売していた機械製造工場であった（8）。つまり，紡績機や力織機製造で蓄積さ

れた技術を蒸気機関車の製造に応用したのである。

銃器製造業で開発された工作機械も，縫製用ミシンや自転車，自動車産業の発展を技

術的に後押しすることになった。したがって，「新技術の開発に伴う社会的な収益率

（thesocialrateofreturnfrom developingnewtechniques）」（ノース2013:298）

は非常に高かったことになる。しかし，「技術的収斂」は「工場制」が普及し，技術的
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課題を共有する中で生じており，分業の結果ではない。この意味において，特殊アメリ

カ的な技術進歩であった。また，「技術的収斂」は知的財産権の設定に起因するもので

はなく，Rosenberg（1976:18）は技術進歩が「無料の技術的投入（freetechnological

inputs）」，つまり「公共財（publicgoods）」となったと指摘する。新開発の技術が他

の産業に急速に普及することによって，「技能と技術的知識の共有資源（thepoolof

skillandtechnicalknowledge）」（Rosenberg1976:19）が誕生し，共有資源を拡大

する過程で産業間に技術面での活発な相互作用が見られたのである。このように，「技

術的収斂」は国民的規模での技術的な「学習過程（learningprocess）」（Rosenberg

1976:17）でもあった。

南北戦争後のアメリカは，イギリス産業革命と同様に，「技術変化のペース（therate

oftechnicalchange）がなぜこの時代に加速したのか」（ノース2013:300）という問

題を検討する好材料を提供していると言える。過去の「景気拡大の時代（erasofeco-

nomicexpansion）」における「急激な技術変化（anincreaseintherateoftechnical

change）」に関して，ノース（2013:299�300）は仮に「イノベーションに財産権が設

定されない場合（intheabsenceofpropertyrightsoverinnovation）」であろうと，

「市場規模が拡大すれば（withlargermarkets），イノベーションの私的な収益率（the

privatereturnuponinnovation）が増す」と指摘している。イギリス産業革命を牽

引したのが輸出市場の拡大であり，「問屋制家内工業」は分業を拡大することで対応し

た。この結果，イノベーションも進展したが，特定の工程に特化し，汎用性に乏しい工

作機械が開発されていった（9）。これに対して，南北戦争後のアメリカにおいては鉄道建

設を起爆剤として拡大した国内市場が牽引役を果たした。また，経済発展の初期段階か

ら「工場制」が普及し，各産業分野間で技術的課題が共有されていたため，アメリカで

開発された工作機械は汎用性が高かった。

アメリカが急成長を遂げることができたのは，このように「技術変化のペース」の点

で「工場制」が「問屋制家内工業」より優れていたからである（10）。そして，急速な技術

進歩によって，新しい財産権も誕生した。「大量生産と大量流通の統合（theintegra-

tionofmassproductionwithmassdistribution）」が企業にとって死活問題となっ

たため，「アメリカ企業の経営革命（themanagerialrevolutioninAmericanbusi-

ness）」が生み出された（ノース2013:319）。この変革の本質は一連の「ルールとルー

ルを守らせる手続き（asetofrulesandcomplianceprocedures）」とを編み出し，

「新しい技術に付随する取引コスト（thetransactioncostsattendantonthenew

technology）を削減しょうとした」点にあった（ノース2013:319）。こうした新しい

財産権が求められていたのは「新しい技術の潜在力（theproductivepotentialofthe

newtechnology）を活かす」ために，「職種・地域の両面で未曽有の規模の特化と分
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業（bothoccupationalandterritorialspecializationanddivisionoflabor）」が必

要とされていたからであった（ノース2013:319）。そして，この結果，国家の経済政策

は市場合理的な性格を強めていくこととなった（11）。

3．近代日本との接点 技術進歩から制度的進化へ

このように，アメリカでは市場の拡大が技術進歩のペースを牽引すると同時に，技術

進歩が市場の拡大を後押ししていた。つまり，「新たな技術の登場で輸送コストと情報

コスト（transportationandinformationcosts）が下がるにつれ，地方や国内にとど

まらず，世界的規模で特化（regional,national,andworld-widespecialization）が

進んだ」（ノース2013:324）。交通革命の時代を代表する「新たな技術」は鉄道と通信

の技術であった。この「新たな技術」の歴史的意義を検討するに際しては，日米間にお

ける同時代的な相互作用という観点が不可欠となる。たとえば，一方で日本の側から見

た場合，1869年にアメリカ初の大陸横断鉄道が完成したことによって，輸出品に関す

る「輸送コストと情報コスト」を大幅に軽減された。他方でアメリカ側から見た場合，

大陸横断鉄道が国内において西部開拓を本格化させただけではなく，実は日本・中国か

ら大量に輸出された生糸の輸送費がもともと人口希薄な地域に建設された鉄道を �ドル

箱�路線に変えてもいた。この結果，アメリカでは大陸横断鉄道建設ラッシュが起こり，

シルク・トレインが誕生する一方でフロンティアの消滅が急速に進展していった。そし

て，アメリカ資本主義の発達に刺激され，日本では各地に製糸業や羽二重等に「特化」

したマーシャル的な「産業地域（industrialdistrict）」の形成が促され，そうした在来

産業が日本社会の「離陸（take-off）」を牽引したのであった。

ここで肝心なのは，この「離陸」を実現するために，日本の在来産業が「アメリカ企

業の経営革命」の要請に応える市場制度を整備しなければならなかったということであ

る。具体的には製品の均質化に対する要請であって，この点は従来から指摘されてきた

問題ではある。前述のように，ノース（2013）は「自主組織」の役割を考察の対象外と

しているが，均質化による市場の効率化という問題に新たな可能性を切り拓き得る視点

も持ち合わせている。たとえば，ノース（2013:299）は「商標（trademark），著作

権（copyright），企業秘密（tradesecret），特許法（patentlaw）は発明者や刷新者

（theinventorandinnovator）に一定の独占権（somedegreeofexclusiverights）

を与える」ものであるが，その意義については100年以上も論争が続いていると指摘し

ている。ノース（2013）はこれらのうちで特許権を最も重視しているのだが，同時に特

許法そのものよりも「非人格的な法体系を確立・執行（thedevelopmentandenforc-

ingofabodyofimpersonallaw）して，財産権を規定する契約を保護・執行するこ

と（protectingandenforcingcontractsinwhichpropertyrightsarespecified）」
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の方が重要だとも述べている（ノース2013:299）。ここには「自主組織」による「財産

権の保護」の問題も含まれ得る。

この観点に立った場合，日本の在来産業の発展に対して「商標」による財産権の確定

が果した役割が注目される。ひとつには各地の同業組合がそれぞれの「商標」を用いて

いたからであり，もうひとつにはアメリカにおける急速な技術進歩が日本にとっては技

術格差の拡大を意味していたからである。当面の間，日本には �しなやかな近代化�の

選択肢しか残されておらず，同業組合政策は �技術後進国�である日本の近代化の成否

を大きく左右した。実際，準則組合である福井県絹織物同業組合は，「商標」制度に品

質検査体制を組み合わせることで，輸出羽二重市場で高い信頼を獲得することに成功し，

1897（明治30）年に制定された重要輸出品同業組合法のモデルになった。その後も品

質改善の試みが継続的に行われ，1909（明治42）年に福井県絹織物同業組合は羽二重

の等級検査を県に移管し，生糸の品質検査に着手した。生糸の品質は「肉眼鑑定に至難」

であって「器械鑑別に依るの外なし」の状況であった（川俣絹織物同業組合1910:99）。

このために不正取引が横行し，地域的な対応が求められていたのである。

生糸の品質検査により，不正取引が抑制され財産権の効率性が高まる。ある地域が粗

製濫造という手段によって私的な収益率を上げようとしたために，その製品市場の縮小

という形で産業全体の収益率が低下し得る。こうした「外部性」を「内部化」する制度

的な仕組みが，同業組合による「商標」の使用であった。したがって，「商標」制度が

円滑に機能することにより，産地間での財産権の効率性の違いが市場メカニズムを通じ

て顕在化する状況が生まれた。羽二重産業の先進地は桐生・足利地方であったが，後進

地である福井・石川両県が市場におけるシェアにおいて大きく凌駕する結果になった。

この理由に関しては環境可能論（12）や近代化への志向（13）の強弱といった解釈が試みられ

てきたが，財産権の効率性における地域差という説明が最も説得的であるように思われ

る。このように，日本の輸出部門は需要の拡大期にあってモノ不足の状態にはなかった

が，「相対的に非効率な制度が消え，効率的な制度が残る（moreefficientorganiza-

tionalformswillreplacelessefficient）」（ノース2013:88）ことになった。

お わ り に

表面上，ノース（2013）とグローバル経済史は方法論的に対立している。しかし，日

本の近代化は双方を媒介し得る「知」のフロンティアであり，媒介に際してはノース

（2013）に立脚しつつ，グローバル経済史と方法論上の接点を模索する必要がある。こ

うした問題意識から，本稿ではまずノース（2013）の国家論に注目した。一般的な状況

として，新古典派経済学では「契約説」が主流であるが，一部ではマルクス経済学的な

制度的アプローチの再検討
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「収奪・搾取説」も支持されている。ノース（2013）は財産権理論を応用することで，

「収奪・搾取説」を旧い財産権によって支配集団の利益最大化を最優先している側面と

捉えると同時に，「契約説」を新たな財産権が発生しつつある状況と捉えた。そして，

本稿では以上の両面性を有する国家論は明治期の日本や産業革命期のイギリスをよく説

明することを明らかにした。

経済学の諸理論を批判的に検討することで，歴史分析へのインプリケーションを得よ

うとする試みにおいて，ノース（2013）は19世紀初頭のアメリカが「マルサス的制約」

にあったことを大前提としていた。しかし，グローバル経済史のアレン（2012）と同様

に，ハバカク・テーゼに立脚してこの前提を覆し，ノース（2013）の新古典派批判を再

検討すると，イギリス生まれの古典派経済学をアメリカ化することで新古典派経済学が

誕生したというインプリケーションを導き出すことができた。また，イギリスとアメリ

カにおける土地と労働力の相対価格の違いは，両国における技術発展の経路だけではな

く，生産組織の発展経路をも大きく規定するものであった。そして，こうした違いから，

イギリスとアメリカにおける技術進歩のペースに大きな違いが生じたことも説明できた。

急速な技術進歩によって，企業は大量生産と大量流通を統合する必要に迫られた。こ

の結果，19世紀後半にアメリカでは新たな財産権が誕生した。一方で技術後進国となっ

た日本において，この財産権は在来産業の近代化を規定する役割を果たした。在来産業

の近代化において中心的な役割を果たしたのが同業組合であり，新たな財産権の要請に

応えるべく製品の均質化に取り組んだ。この取り組みの中で同業組合が用いた商標によっ

て，産地ごとの財産権の効率性が浮き彫りになり，この結果，財産権が非効率な産地は

財産権が効率的な産地によって市場で淘汰されていった。そして，アメリカと日本が急

成長を遂げる際に，その起爆剤となったのがアメリカ大陸横断鉄道であった。

以上がノース（2013）を批判的に検討した結果である。冒頭で地域経済と世界経済を

無媒介に接合するアプローチには限界があると述べたが，国家を介在させる際に本稿が

通目したのは「相対的に非効率な制度が消え，効率的な制度が残る」という命題である。

本稿ではこの命題をまず幕末の日本に適用し，最後に羽二重産業に適用した。しかし，

モノ不足を前提とした命題であったため，イギリスとアメリカを対比させてこの制約を

解除する作業が，本稿の批判的検討に不可欠であった（14）。以上のように，本稿はノース

（2013）を忠実に概説するのではなく，発展的に継承することを目的としている。経済

学偏重の傾向が著しいため，地理学的な知見を加味することで歴史学との �均衡�を図

ろうと考えたのである。そして，モノ不足の前提を解除することで，ノース（2013）と

グローバル経済史が理論的に交差し得ることは十分に論証し得たと考えている。
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（1） 知的環境の違いも指摘しておかなければならない。日本の経済史学界では長らく唯物史観

が支配的だったため，理論経済学との学術交流は不活発であったと言える。これに対して，

アメリカでは経済史と理論経済学との間に大きな垣根が存在しない。たとえば，コース

（1992:42）は1920年代の「ランカシャーの綿工業においては，織工（aweaver）は，動

力と作業場を借り（rentpowerandshoproom），織機と糸を信用で入手する（obtain

loomsandyarnoncredit）ことができる」と述べている。家内工業の復活を示唆してい

るが，「動力」を使用している以上，「織機」は明らかに力織機である。明治期の日本でも電

力会社が電動機を賃貸しており，力織機も分割払いで購入可能だったのであり，ここには日

本の力織機化研究が学ぶべき豊かな知見が含まれている。

（2）「類推」を用いた理由は，「国家規模と軍事技術の関係に関する研究（thestudyofmili-

tarytechnologyinrelationshiptothesizeofstates）」が「経済史で特に手薄になって

いる分野（oneofthemostneglectedpartsofeconomichistory）」であり，「軍事技術

（militarytechnology）が政治構造に及ぼした影響（itsimplicationsforpoliticalstruc-

ture）を論じたものは非常に少ない」からである（ノース2013:59）。

（3）「協同組織」への評価はイデオロギー性が濃厚である。「企業」の本質に関しても，「企業

が権限によって統治されている（thefirmisgovernedbyauthority）」と指摘するコース

（1992）を「新左翼（NewLeftcritics）」呼ばわりしている（ノース3013:81）。

（4） 小原（1965:168）によれば，ニューイングランドでは「特殊の相続法によって，土地を

子供に均等に分配したために，多数の小農が発生し，副業をもたなければ生活ができない」

状況であった。このような相続法の下で，大土地所有制度は存続し得ない。

（5） この点以外に，①「私的な収益率と社会の収益率が一致する（privateandsocialreturns

areequated）」，②「収穫逓減を想定しない（assumesnodiminishingreturns）」，③「子

供を産むコストが個人と社会で同じ（theprivateandsocialcostsofhavingchildrenare

equated）」，④「貯蓄の収益率がプラスになる（apositivereturntosavings）」という批

判がある（ノース2013:20�21）。しかし，このうち①～③は「マルサス的制約」を想定して

いないという批判である。また，④も「市場が何の制約も受けずに拡大していた時代」であ

れば，条件として問題なく成立する。このように，新古典派経済学はまさに「アンテベラム

（antebellum）・エコノミクス」であった。

（6） 相対価格の変化によって新しい財産権が発生し，旧い財産権との調整が行われる。1840

年代の自由主義的諸改革は以上の観点から説明し得る。そして，自由主義的諸改革の発端は

明らかに鉄道投資ブームであった。これに対して，アメリカでは交通革命がある程度予測可

能であった。たとえば，鉄道投資ブームが伝播する以前から，西部開拓のために，蒸気機関

の船舶への応用が進んでいた（Rosenberg1976:179）。

（7） オックスフォード大学教授の H.J.ハバカク（1915�2002）が ・AmericanandBritish

Technologyinthe19thCentury・（Cambridge1962）で提起した問題である。「ハバカク・

テーゼ」の意義に関して，Rosenberg（1976:43）はアメリカ人が「技術開発のフロンティ

ア（technologicalfrontier）」を，労働力ないし資本の代わりに「豊富な天然資源（abun-

dantnaturalresources）」を利用することが可能な方向に推し進めたことを示唆している

と指摘している。アメリカで開発された技術は「労働節約型（labour-saving）」にして，

「資源集約型技術（resource-intensivetechnology）」，つまり「豊富な天然資源」を「浪費

（wastefulness）」する技術であったことを特徴としていた（Rosenberg1976:43�44）。ノー

ス（2013）はRosenbergのいくつかの研究を引用しており，明らかに以上の指摘を意図的

に無視している。ここまでしてモノ不足に固執する理由は，経済学的に「発生する制度の形
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態が予測可能」（ノース2013:88）だからの一点にあるように思われる。

（8） スティグラー（1975:172�173）は「綿業用機械産業（thecottontextilemachinery

industry）」における紡織機の自社製造を「垂直統合（verticalintegration）」と把握し，

産業の初期段階に見られる組織的な特徴と規定した。そして，産業の成長・拡大期に「垂直

非統合（verticaldisintegration）」が起こるとして，「垂直非統合」を地理的集中に伴う中

規模工場化の事実と関連づけようとした。これに対して，Rosenberg（1976:15）は地理的

集中に伴う中規模工場化と関連づける発想がマーシャル的集積論を下地にしていることを鋭

く見抜き，マーシャル的集積論では「技術的収斂」を把握し得ないと批判している。優れた

才能は分野を超えて響き合うものらしい。

（9） この場合，必然的に「技術的発展の方向」は不明瞭にならざるを得ない。前述のように，

1820年代においても「問屋制家内工業」が主流であったとすれば，古典派経済学に「科学

と技術が融合した（scienceandtechnologyhavebeenwedded）」（ノース2013:21）と

いう認識，あるいは産業革命によって「マルサス的制約」を脱却したという認識に欠けてい

ても全く不思議ではない。

（10） 双方の国において，技術進歩には「経路依存性（path-dependency）」が見られた。この

「経路」は地理的条件に大きく規定されており，イギリスが �高い土地と安い労働力�とい

う条件だったのに対して，アメリカでは �安い土地と高い労働力�が条件であった。このよ

うに，技術発展の「経路」は地理的条件に大きく規定されていた。

（11）「技術的収斂」におけるように，市場が「技術的発展の方向」を規定している場合，必然

的に国家が果し得る役割は限定的にならざるを得ず，外交政策によって「アメリカ企業の経

営革命」を援護射撃する程度に限られる。このため，日本の開発主義的な産業政策とは異なっ

た性質の経済政策となる。

（12） 山本（2005:7）は「自然的条件に基づく生産力の優位性」を環境可能論と呼んでいる。

羽二重産業に関して，数量経済史の牧野（1997:239）は「元々桐生が輸出向羽二重生産技

術の発祥の地であった」が，「羽二重の原料生糸は湿度に対する要求度が高く，そのため生

産の中心は高湿度の北陸地方へ移動した」と指摘している。しかし，こうした環境可能論的

な分析は，保湿性を高めるために福井県の織物業者が先糊という下拵の技術を開発し，その

技術が石川県にも伝播したという重大な事実を看過している。

（13） 牧野（1997:35）は桐生では「工場への指向を持たない賃機業を基礎に発展したために力

織機の普及が遅れ，輸出向羽二重のマーケットを石川，福井に奪われた」と指摘している。

しかし，福井・石川両県は力織機化の遥か以前に桐生・足利地方を凌駕している。北陸地方

ではバッタンを使用していたため，そもそも労働力を内部化せざるを得なかった。また，品

質管理制度が整備されたことで需要が拡大したことが，経営規模の拡大を促したのであって，

「工場への指向」は原因ではなく，結果に過ぎない。

（14） 資源が豊富なため，非効率的な財産権と効率的な財産権が併存する状況は，南北戦争以前

のアメリカを想起させる。この意味で，この命題は資源配分における市場メカニズムの淘汰

圧という新古典派的なシェーマに還元し得ない問題をも含んでいる。言い換えれば，ノース

（2013）は新古典派経済学を批判しているが，新古典派経済学を乗り越えることには成功し

ていない。

アレン，R.C.著，グローバル経済史研究会訳 2012．『なぜ豊かな国と貧しい国が生まれたのか』

NTT出版．

小原敬士1965．『近代資本主義の地理学』大明堂．
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は じ め に

本論文では，高校入試が初めて実施された1949年から講和条約発効前の1952年まで

の4年間におこなわれた全国都道府県の公立高等学校の社会科入試問題の中から，地理

と歴史の設問の出題傾向をあきらかにすることを目的とする。

入試問題の出題傾向の分析は，学習参考書やテキストを中心に数多くなされているが，

それらはあくまでも「最近の傾向」であり，長期的な分析をおこなったものはほとんど

みられない。また，学術的な分析の多くは，特定の設問をとりあげて考察を加えるもの

が中心であり，定量的に分析するものは少ない。上田（1950）の研究は戦後の高校入試

の社会科の設問を定量的に分析した最初のものであり，1949年に実施された全国31府

県の社会科の設問404問について，学習指導要領の単元別に集計し，民主的な生活など

の政治に関する設問と文化に関する設問を中心に出題がなされていることをあきらかに

している。また，全国教育研究所連盟（1981）は，小問を分析単位として，社会科の入

試問題を日本地理，世界地理，日本史，世界史，政治，経済，社会などに分類し，出題

の意図から設問の分類をおこなっている。さらに，日本私学教育研究所（1997）は，都

立高校と私立高校の社会科入試問題について分野別の設問構成を分析している。

これらの研究を参考にし，神林（2012,2015）では地理分野，神林（2016a）では歴

史分野，神林（2016b）では公民分野について，単年度ごとの傾向を分析し，神林
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（2013,2016b）では，社会科の全分野について過去数年分の記述形式と論述形式を対象

にして分析をおこない，神林（2016c）では，1961年から2010年までの記述形式と論

述形式の設問について10年ごとの出題傾向を分析した。さらに，神林（2017）では，

分析期間をさかのぼって，現行の高校入試が始まった占領期における出題傾向を分析し

た。この分析は1949年から1952年までにおこなわれた入試問題について，のべ169都

道府県（1）の5,753の小問を分類したものである（2）。設問の分析にあたっては，現在の試

験問題と同系統のものと，占領期特有の設問とに分け，地理分野を①世界地理，②日本

地理，③郷土地理の3つに分け，④歴史分野は時代ごとに分類し，公民分野は⑤公民，

⑥民主化，⑦倫理社会に分類し，当時の出来事に関するものを⑧時事問題として集計し

た（3）。

現在の入試では，地理・歴史・公民の出題割合は，それぞれ3分の1ずつであるが，

最初に入試が行われた1949年では，公民が全体の46％を占めており，地理は22％，歴

史は20％，時事問題他が11％であった。この傾向は年が進むにつれて現行の出題比率

に近づき，1952年には地理34％，歴史29％，公民29％，時事問題他が9％であった。

また，分野別の出題割合は，①世界地理が659問（全5,753問中11％），②日本地理が

634問（11％），③郷土地理が330問（6％），④歴史が1,504問（26％），⑤公民が1,069

問（19％），⑥民主化が534問（9％），⑦倫理社会が541問（9％），⑧時事問題が418

問（7％），⑨その他が64問（1％）であった。

ただ，この分析では設問構成を定量的に集計することに終始したため，具体的なイメー

ジがつかみにくいという欠点があった。そこで，本研究では，地理と歴史を対象として，

地理では地域区分ごとの傾向，歴史では政治・経済・文化などの分野別の傾向をみてい

くこととする。

1．世界地理

表1は，世界地理の出題状況をまとめたものである。世界地理からは659問出題され

ており，これは全設問5,753問の11％にあたる。

年度別にみると，世界地理は1949年には79問出題されており，これは全体1,106問

の7％にあたる。1950年は173問（1,569問中11％），1951年は189問（1,723問中11

％），1952年は218問（1,355問中16％）となっており，年が進むにつれて出題の割合

が増加傾向にある。

テーマ別にみると，世界地理では③産業からが最も出題されており，これは659問中

337問で全体の51％にあたる。次いで，①基本情報に関するものが191問（29％），②

自然と気候が131問（20％）となっている。

占領期の高校入試の社会科
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現在の出題状況と比較するために2010年の傾向をみる（神林2012）。2010年は，①

基本情報が36％，②自然と気候が19％，③産業が17％，④諸問題が2％，⑤他国との

関係が6％，⑥資料・総合問題は20％となっており，占領期は③産業の割合が今以上に

高く，資料問題はあまり出題されなかったことがわかる。

これは当時の教科書の構成と深く関わっている。当時は地理としての教科書ではなく，

テーマ別に編集されたものであった。世界地理に関するものは，『7．世界諸地域の自然

と農牧生活』と『8．天然資源―利用と愛護―』が対応しており，これらは現在ではと

もに③産業に分類されるものである（4）。特に，世界のどこでどのような産業が盛んなの

かを知ることが主たる目的であったため，前提知識として地名などの①基本情報の理解

に重点が置かれていたと考えられる。

以下では複数回の出題がなされたものを中心に紹介していく。なお，（ ）内の実数は

出題された設問数を示す。

アジア

アジアからは29問出題されており，これは世界地理で出題された659問の4％にあ

たる。基本情報からは，地域区分としてのアジアが4問出題され，自然と気候（10問）

からは季節風（9），産業（15問）からは米（13）などが出題されている。

日 本

世界地理の設問として日本からは14問（世界地理の2％）出題されている。基本情

報では東京（1），自然と気候では季節風（1），産業（12問）からは日本の農業の特徴

（5）や製糸業（3）が出題されている。

東アジア

東アジアからは45問（世界地理の7％）出題されている。基本情報（16問）からは

上海（4）や香港（3）などの都市の他に華北（4），自然と気候（11問）からは揚子江

（3）や黄河（2）と季節風（2），産業（18問）からは米（8）や小麦（5）などが出題さ

れている。

東南アジア

東南アジアからは74問（世界地理の11％）出題されている。基本情報（21問）から

はシンガポール（7），ラングーン（4），マニラ（5）などの都市，自然と気候（12問）

からはマレー半島（3）やジャワ島（2）などの地名の他に，この地域の気候が熱帯（3）

に属していること，産業（41問）からはタイやビルマなどの米（22）と英領マレーの

天然ゴム（17）などが出題されている。

南アジア

南アジアからは33問（世界地理の5％）出題されている。基本情報（14問）からは
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インド（4），綿工業の盛んなボンベイ（4），セイロン自治領のコロンボ（2），ヒンズー

教（2），自然と気候（2問）からはインダス川と季節風，産業（17問）からはインドの

綿花栽培（10），綿工業（3），米（3）などが出題されている。

西アジア

西アジアからは6問（世界地理の1％），イラン（3）の石油（3）に関するものが出

題されている。

中央アジア

中央アジアからは，ステップ地域で遊牧（3）がおこなわれていることなどが4問

（世界地理の1％）出題されている。

ヨーロッパ

ヨーロッパからは90問（世界地理の14％）出題されている。基本情報（30問）から

はフランス（4），イギリス（3），スイス（2），ノルウェー（2）などの国名や，ロンド

ン（3），ローマ（3），マンチェスター（2），ポツダム（2），パリ（2）などの都市名，

自然と気候（13問）からは地中海性気候（8）や西岸海洋性気候（3），産業（47問）か

らは地中海式農業（7），デンマークの酪農（7），北海漁場（4），イギリスの綿工業（9），

スウェーデンの製紙・パルプ業（5），スイスの精密機械工業（4）などが出題されてい

る。

ソ 連

ソ連からは34問（世界地理の5％）出題されている。基本情報（12問）からはソ連

（5）とモスクワ（4），自然と気候（3問）からは冷帯（2），産業（19問）からはウクラ

イナ地方の小麦（14）などが出題されている。

東ヨーロッパ

東ヨーロッパについてはポーランドが1問（世界地理の0.2％）出題されている。

北アメリカ

北アメリカからは128問（世界地理の19％）出題されている。基本情報（44問）か

らはニューヨーク（7），ワシントン（5），ニューオリンズ（3），サンフランシスコ（2），

アメリカの成り立ち（4），東海岸の人口集中（2）などが出題され，自然と気候（8問）

からはカナダやアラスカが寒帯（2）で，五大湖周辺が冷帯（2）に属していることが出

題されている。産業（76問）については，農林水産業が54問，アメリカ南部の綿花

（15），中央平原の小麦（6），機械導入による大規模農業（9），五大湖周辺の酪農（2），

カナダの小麦（4）やニューファンドランド沖の漁場（2），キューバの砂糖（2）などが

出題されている。鉱工業からはピッツバーグの製鉄業（6），カナダの製紙・パルプ業

（6），T.V.A.（テネシー川流域開発公社）（2）などが22問出題されている。

占領期の高校入試の社会科
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表1 世界地理

設問 1．基本情報 2．自然と気候 3．産業（農林水産業） 3．産業（鉱工業）

ア ジ ア 29 アジア（4） 季節風（9），ヒマラヤ（1） 米（13），茶（1） 製糸業（1）

日 本 14 東京（1） 季節風（1） 日本の農業の特徴（5），

米（2），北海道沖の

漁場（1）

製糸業（3），アジア

の工業国（1）

東 ア ジ ア 45 モンゴル（1）

上海（4），香港（3），南

京（1），華北（4），華南

（1），人口集中地域（1），

人口希薄地域（1）

揚子江（3），黄河（2），

渤海湾（1），海南島

（1）

季節風（2），冷帯（1），

温帯（1）

米（8），小麦（5），こ

うりゃん（1），台湾

の砂糖（1），満洲の

大豆（1），中国の農

業の歴史（1）

上海の綿工業（1）

東南アジア 74 フィリッピン（2），ビル

マ（1）

シンガポール（7），マニ

ラ（5），ラングーン（4），

バタビア（1），サイゴン

（1）

マレー半島（3），ジャ

ワ島（2），イラワジ

川（1），スマトラ島

（1），ボルネオ島（1），

熱帯（3），季節風（1）

天然ゴム（17）， 米

（11），ビルマの米（6），

タイの米（5），フィ

リッピンの石けん（1），

フィリッピンの麻（1）

南 ア ジ ア 33 インド（4）

ボンベイ（4），コロンボ

（2），カルカッタ（1）

ヒンズー教（2），仏教

（1）

インダス川（1），季

節風（1）

綿花（10），米（3），

茶（1）

綿工業（3）

西 ア ジ ア 6 イラン（3） イランの石油（3）

中央アジア 4 人口希薄地域（1） 遊牧（3）

ヨーロッパ 90 ヨーロッパ（1）

フランス（4），イギリス

（3），スイス（2），ノル

ウェー（2），スウェーデ

ン（1），デンマーク（1），

ドイツ（1），ベルギー

（1）

ロンドン（3），ローマ

（3），パリ（2），マンチェ

スター（2），ポツダム

（2），マルセイユ（1），

日本からの方角（1）

地中海（2）

地中海性気候（8），

西岸海洋性気候（3）

地中海式農業（7），

デンマークの酪農（7），

デンマークの耕地利

用（3），スイスの牧

畜（1），北海漁場（4），

ノルウェーの捕鯨（1）

イギリスの綿工業（9）

と毛織物（1），スウェー

デンのパルプ（5），

スイスの精密機械工

業（4），発電の統計

の読み取り（5）

ソ 連 34 ソビエト連邦（5）

モスクワ（4），バクー

（1）

冷帯（2），寒帯（1） 黒土地帯で小麦（14），

農業経営の統計（1），

小麦（2）

石油（1）

サントニン（1）

東ヨーロッパ 1 ポーランド（1）

北アメリカ 128 アメリカ合衆国（3），

カナダ（2），メキシコ

（2），キューバ（1）

�アメリカ�ニューヨー

ク（7），ワシントン（5），

サンフランシスコ（2），

ニューオリンズ（3），シ

カゴ（2），ホノルル（1），

レークサクセス（1），ロ

スアンゼルス（1）

�カナダ�ウィニペグ（1），

オタワ（1）

�その他�新大陸アメ

リカ（3），メルカトル

図法（2），東海岸の様

子（2），日本からの方

角（1），時差（1），西部

の開拓（1），エスキモー

（1）

五大湖（1），ミシシッ

ピー川（1），キュー

バ島（1）

寒帯（2），冷帯（2），

温帯（1）

�アメリカ�綿花（15），

大規模農業（9），小

麦（6），酪農（2），果

実（1），農業の中心

の中央平原（1），春

小麦（1），適地適作

（1），とうもろこし

（1）

�カナダ�小麦（4），

農業経営の統計（3）

�キューバ�砂糖（8）

ニューファンドラン

ド沖の漁場（2）

石油（1），石炭（1）

�アメリカ�ピッツバー

グの製鉄業（6），東

海岸の工業地帯（2），

T.V.A.（2），世界最

大の工業大国（1），

製鉄が中心（1）

�カナダ�パルプ（6），

水力発電（1）

�メキシコ�銀（1）



中央アメリカ

中央アメリカではパナマ運河が4問（世界地理の1％）出題されている。

南アメリカ

南アメリカからは38問（世界地理の6％）出題されている。基本情報（12問）から

はブラジル（5）とアルゼンチン（2），リオデジャネイロ（2），自然と気候（6問）か

らはアマゾン河（2）と熱帯（2），産業（20問）からはブラジルのコーヒー（11），ア

ルゼンチンの羊毛（5）と小麦（2）などが出題されている。

アフリカ

アフリカからは22問（世界地理の3％）出題されている。基本情報（6問）からはア

フリカ（4）という地域名，自然と気候（11問）からはナイル川（6），サハラ砂漠（2），

スエズ運河（2），産業（5問）からはエジプトの綿花（2）などが出題されている。

オセアニア

オセアニアからは32問（世界地理の5％）出題されている。基本情報（3問）からは

ニュージーランド（2）やオーストラリアの国名，自然と気候（2問）からはオースト

ラリアの東部盆地や乾燥帯，産業（27問）からはオーストラリアの羊毛（18）や小麦

（3），掘り抜き井戸による農業用水の利用（2），ニュージーランドの羊毛（2）が出題さ
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中央アメリカ 4 パナマ運河（4）

南アメリカ 38 ブラジル（5），アルゼン

チン（2）

リオデジャネイロ（2），

サンパウロ（1），ブエノ

スアイレス（1）

日本人移民（1）

アンデス山脈（1），

アマゾン川（2）

熱帯（2），高山気候

（1）

�ブラジル�コーヒー

（11），天然ゴム（1）

�アルゼンチン�羊

毛（5），小麦（2），牧

牛（1）

ア フ リ カ 22 アフリカ（4）

カイロ（1），ヨハネスブ

ルク（1）

ナイル川（6），サハ

ラ砂漠（2）

熱帯（1），スエズ運

河（2）

エジプトの綿花（2），

エジプトの米（1）

ヨハネスブルクの金

（1）

エジプトの塩（1）

オセアニア 32 ニュージーランド（2），

オーストラリア（1）

東部盆地（1）

乾燥帯（1）
�オーストラリア�
羊毛（18），小麦（3），

掘り抜き井戸（2），

農業経営の統計（2）

�ニュージーランド�
羊毛（2）

極 地 1 南氷洋の捕鯨（1）

地域区分なし 104 メルカトル図法（15），

回帰線（2），緯線（1），

距離の計算（1），時差

（1），回教（1）

地図帳の調べ方（1）

人口統計の読み取り（1）

大西洋（2），メキシ

コ湾流（2）

寒帯（9），熱帯（9），

乾燥帯（7），温帯（2），

冷帯（2）

自然環境総論（6），

気候統計読み取り（4），

季節風（3），気候統

計の取り扱い（2），

気候総論（1）

米（6），小麦（3），じゃ

がいも（1），天然ゴ

ム（1），ライ麦（1），

三大漁場（7），漁業

と海流（1） 統計の

読み取り（4），栽培

方法を決めるもの（2），

統計利用の目的（2）

石油（2），鉄鉱石（1）

工業の立地（1），塩

（1）

合 計 659 191 131 270 67

（注） 地名は出題された設問の表記のままである。



れている。

極 地

極地からは南氷洋の捕鯨が1問（世界地理の0.2％）出題されている。

地域区分なし

対象が複数の地域にわたるものや，特定の地域を対象としていない設問は104問（世

界地理の16％）出題されている。基本情報（23問）からはメルカトル図法の地図の特

徴（15）と回帰線（2），自然と気候（48問）からは寒帯（9），熱帯（9），乾燥帯（7）

温帯（2），冷帯（2），季節風（3），大西洋（2），メキシコ湾流（2），産業（33問）か

らは米（6），小麦（3），世界の三大漁場（7），石油（2）などが出題されている。

2．日本地理

日本地理からは634問出題されており，これは全設問5,753問の11％にあたる。

年度別にみると，日本地理は1949年には65問出題されており，これは全体1,106問

の6％にあたる。1950年は163問（1,569問中10％），1951年は213問（1,723問中12

％），1952年は193問（1,355問中14％）となっており，年が進むにつれて出題の割合

が増加傾向にある。

テーマ別にみると，日本地理は世界地理と同様に，③産業からが最も出題されており，

これは634問中272問で全体の43％にあたる。次いで，②自然と気候に関するものが

168問（26％），①基本情報が87問（14％），④諸問題が49問（8％），⑤地図が48問

（8％），⑥資料・総合問題が10問（2％）となっている。年度別にみると，②自然と気

候と⑤地図が増加傾向にあり，④諸問題が減少傾向にある。

現在の出題状況と比較するために2014年の傾向をみる（神林2015）。2014年は，①

基本情報が17％，②自然と気候が25％，③産業が29％，④諸問題が6％，⑤地図が14

％，⑥資料・総合問題は7％となっており，占領期は産業の割合が今以上に高かったこ

とがわかる。

日本地理に関するものは，当時利用されていた教科書の『1．わが国土』，『4．日本の

いなかの生活』，『5．日本の都市』の他に，世界地理と同様に『8．天然資源―利用と愛

護―』が対応している。

日本地理で③産業からの出題割合が高いのは世界地理と同様であるが，第2位は世界

地理では①基本情報だったのに対して，日本地理では②自然と気候となっている。日本

地理は世界地理よりも，より身近であることから，位置関係や単なる地名よりも高度な

情報が問われていると考えられる

表2は，日本地理の設問中で地方区分や都道府県が示されている282問について出題
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状況をまとめたものである。

北海道地方

北海道からは28問（日本地理の4％）出題されている。基本情報（3問）からは釧路

市，苫小牧市，根室市などの都市名，自然と気候（5問）からは北海道の気候（3），産

業（20問）からは米（3），酪農（3），農業の特徴（2），苫小牧の製紙・パルプ業（8）

が出題されている。

東北地方

東北地方からは33問（日本地理の5％）出題されている。基本情報（10問）からは

仙台市（2），秋田市（2）などの都市名，自然と気候（10問）からはリアス式海岸の三

陸海岸（2），産業（13問）からは米（4），釜石の製鉄業（3），東北本線（2）などが出

題されている。

関東地方

関東地方からは25問（日本地理の4％）出題されている。基本情報（5問）からは神

奈川県の地名（3）などが出題され，自然と気候（10問）からは太平洋側の気候（3），

内陸部の気候（2），利根川（2），産業（10問）からは米（2），足尾銅山（2），桐生の

絹織物（2），羽田空港（2）などが出題されている。

中部地方

中部地方からは65問出題されており，これは日本地理の10％にあたる。内訳は，基

本情報が17問，自然と気候が19問，産業が29問となっている。中部地方については

地域を，北陸地方（新潟県・富山県・石川県・福井県），中央高地（山梨県・長野県），

東海地方（岐阜県・静岡県・愛知県）に分けて集計する。

北陸地方

北陸地方からは28問（日本地理の4％）出題されている。基本情報（6問）からは北

陸地方（2）の地域区分や各都市名，自然と気候（11問）からは日本海側の気候（7）

や越後平野（2），産業（11問）からは米（5），水力発電（4），新潟の石油（2）などが

出題されている。

中央高地

中央高地からは15問（日本地理の2％）出題されている。基本情報（4問）からは松

本市（2）などの都市名，自然と気候（2問）からは中央高地の気候など，産業（9問）

からは米（3）や岡谷・諏訪の製糸業（5）などが出題されている。

東海地方

東海地方からは21問（日本地理の3％）出題されている。基本情報（7問）からは愛

知県（2）や名古屋市（2）などの地名，自然と気候（6問）からは太平洋側の気候（3），

占領期の高校入試の社会科
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表2 日本地理（地方や都道府県が示されているもの）

設問 1．基本情報 2．自然と気候 3．産業（農林水産業） 3．産業（鉱工業）

北 海 道 28 釧路市（1），苫小牧市

（1），根室市（1）

石狩川（1），旭川盆

地（1）

北海道の気候（3）

米（3），酪農（3），北

海道の農業（2），じゃ

がいも（1）

にしん（1），鮭（1）

炭田（1）

苫小牧の製紙業（8）

（東北地方） 12 東北地方の様子（1） 三陸海岸（2），奥羽

山脈（1），北上泡（1），

八幡平（1），冷害（1）

炭田（1）

水力発電（1）

奥羽本線（1），東北

本線（2）

青 森 県 1 青森市（1）

岩 手 県 3 釜石の製鉄業（3）

宮 城 県 4 仙台市（2），塩釜市（1） 米（1）

秋 田 県 5 秋田市（2） 田沢湖（1）

東北地方の気候（1）

米（1）

山 形 県 4 山形県（1）

山形市（1）

米（2）

福 島 県 4 福島市（1） 猪苗代湖（1），只見

川（1）

炭田（1）

（関東地方） 6 利根川（2），関東平

野（1）

内陸部の気候（1），

太平洋側の気候（1）

京浜工業地帯（1）

� 城 県 2 �城県（1） 米（1）

栃 木 県 2 足尾銅山（2）

群 馬 県 4 内陸部の気候（2） 桐生の絹織物（2）

埼 玉 県 1 農業経営の課題（1）

千 葉 県 2 太平洋側の気候（1） 米（1）

東 京 都 4 政治の中心地（1） 太平洋側の気候（1） 羽田空港（2）

神 奈 川 県 4 神奈川県（1）

鎌倉市（1），横浜市（1）

箱根（1）

（中部地方） 1 水力発電（1）

（北陸地方） 3 北陸地方（2） 水力発電（1）

新 潟 県 14 新潟市（1） 越後平野（2）

日本海側の気候（3）

米（5） 石油（2）

水力発電（1）

富 山 県 2 神通川（1） 水力発電（1）

石 川 県 8 石川県（1）

金沢市（1）

能登半島（1）

日本海側の気候（4）

輪島塗（1）

福 井 県 1 福井市（1）

（中央高地） 1 中央高地の気候（1）

山 梨 県 4 富士五湖（1） 米（2），ぶどう（1）

長 野 県 10 松本市（2），岡谷市（1），

長野市（1）

米（1） 岡谷・諏訪の製糸業

（5）

（東海地方） 8 東海地方（1） 天竜川（1），木曽川

（1），濃尾平野（1）

太平洋側の気候（1）

茶（1），みかん（1） 東海道本線（1）

岐 阜 県 2 岐阜県（1） 多治見の陶器（1）

静 岡 県 4 熱海市（1） 太平洋側の気候（1） 酪農（1）

焼津港（1）



産業（8問）からは米（2）などが出題されている。

近畿地方

近畿地方からは30問（日本地理の5％）出題されている。基本情報（13問）からは

京都府（2）や大阪市（2）などの地名，自然と気候（5問）からは若狭湾や潮岬などの

地名や太平洋側の気候，産業（12問）からは阪神工業地帯（3）や和歌山県のみかん
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愛 知 県 7 愛知県（2）

名古屋市（2）

太平洋側の気候（1） 米（1） 中京工業地帯（1）

（近畿地方） 7 近畿地方（1） 若狭湾（1），山地と

盆地（1），龍野川（1）

阪神工業地帯（3）

三 重 県 2 三重県（1） 真珠（1）

滋 賀 県 1 米（1）

京 都 府 7 京都府（2）

京都市（1）

茶（2） 伝統工芸（1）

名勝史跡（1）

大 阪 府 3 大阪府（1）

大阪市（2）

兵 庫 県 3 兵庫県（1）

神戸市（1）

標準時子午線（1）

奈 良 県 1 奈良県（1）

和 歌 山 県 6 和歌山県（1） 潮岬（1）

太平洋側の気候（1）

みかん（3）

（中国地方）

島 根 県 1 大山（1）

岡 山 県 1 岡山県（1）

広 島 県 4 広島県（1）

広島市（2）

太田川（1）

山 口 県 3 下関市（1） 錦川（1） 炭田（1）

（四国地方） 1 四国地方（1）

徳 島 県 3 徳島県（1） 那賀川（1） 水力発電（1）

香 川 県 2 高松市（2）

高 知 県 4 高知市（1） 室戸岬（1）

太平洋の気候（2）

（瀬戸内地方） 30 瀬戸内地方（3） 小豆島（1）

瀬戸内式気候（11）

瀬戸内の国立公園（2）

ため池（1）

鯛の養殖（1）

製塩（10）

地形と産業の関係（1）

（九州地方） 7 九州地方（2） 有明海（1），阿蘇山

（2）

米（1） 火力発電（1）

福 岡 県 32 福岡県（2）

北九州市（2），福岡市

（1）

農業経営の資料（1），

米（1）

炭田（15）

北九州工業地帯（9）

海底トンネル〔関門

トンネル〕（1）

長 崎 県 4 長崎市（2） 対馬（2）

熊 本 県 3 熊本県（1） 太平洋側の気候（1） 農業経営の資料（1）

大 分 県 2 大分県（1） 別府温泉（1）

鹿 児 島 県 4 鹿児島市（2） 太平洋側の気候（1） 農業経営の資料（1）

合 計 282 74 77 46 85



（3）などが出題されている。

中国・四国地方

中国・四国地方からは49問（日本地理の8％）出題されている。基本情報（13問）

からは瀬戸内地方（3），広島市（2），高松市（2）などの地名，自然と気候（21問）か

らは瀬戸内式気候（11）や太平洋側の気候（2），産業（15問）からは瀬戸内の製塩業

（10）などが出題されている。

九州地方

九州地方からは52問（日本地理の8％）出題されている。基本情報（13問）からは

九州地方（2），福岡県（2），北九州市（2），長崎市（2），鹿児島市（2）などの地名，

自然と気候（7問）からは阿蘇山（2），対馬（2），太平洋側の気候（2）が出題され，

産業（32問）からは九州地方の炭田（15），北九州工業地帯（9），農業経営の資料の読

み取り（3），米（2）などが出題されている。

地方区分なし

対象が複数の地方にわたるものや，特定の地域を対象としていない設問は352問出題

されており，これは日本地理の56％にあたる。352問の内訳は，基本情報が12問（3％），

自然と気候が91問（26％），産業が133問（38％），諸問題が58問（16％），地図が48

問（14％），その他が10問（3％）となっている。

なお，地方区分が明らかになっている282問の内訳は，基本情報が74問（26％），自

然と気候が77問（27％），産業が131問（46％）となっており，都道府県名や都市名を

答える基本情報と産業からの出題が多くなっている。自然と気候については地方区分の

有無に関わらず出題割合はほぼ同じになっており，諸問題，地図，その他については地

方区分が明らかになっていない場合のみ出題されている。

表3はこれらの地方区分が明確にされていないものを出題分野別にみたものである。

① 基本情報

基本情報（12問）からは，日本の都道府県の数（2），田舎と比較した都市の特徴（5），

経線や緯線の読み取り（3）などが出題されている。

② 自然と気候

自然と気候からは91問出題されている。このうち，自然（16問）からは千島海流

（親潮）（4），日本海流（黒潮）（3），火山（2）や山地（2）の多い日本の地形，気候（57

問）からは，日本海側の気候（20），太平洋側の気候（14），雨温図などの統計の読み取

り（11），台風（6），季節風（4），その他（18問）からは日本の衣服（4）や家屋（4）

の特徴，水害（3），防災の心構え（2）などが出題されている。
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③ 産 業

産業からは133問出題されている。このうち，農林水産業（56問）からは日本の農

業の特徴（9），米の栽培条件（6），米の統計の読み取り（6），りんご（5）とみかん（3）

の栽培状況，農業経営の統計の読み取り（3），国全体の食糧不足（2）と都市部での米

不足（2），畜産の統計（2），大麦・小麦・裸麦の地域差（2），森林資源の利用（2）な

どが出題され，鉱工業（77問）からは工業の立地条件（13），水力発電（7），綿工業

（6），日本の輸入品（6），発電の総合問題（6），繊維工業の分類（4），輸出品としての

綿製品（4），観光業振興策（4），貿易統計（3），化学工業（3），鉱業統計（2），製紙・

パルプ業（2），森林資源と繊維（2），輸出品としての繊維（2），道路の整備状況（2）

などが出題されている。
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表3 日本地理（全国単位の設問）

① 基本情報 都道府県 日本の都道府県の数（2），海のない県（1）

都市名 貿易港の分布（1），都市の特徴（5）

その他 経線緯線の読み取り（3）

② 自然と気候 自 然 千島海流（親潮）（4），日本海流（黒潮）（3），潮目（1），津軽海峡（1），対馬

海流（1），干拓（1）

日本は火山が多い（2），日本は山が多い（2），三角州（1）

気 候 日本海側の気候（20），太平洋側の気候（14），気候統計の読み取り（11），台風

（6），季節風（4），平地の気候（1），四季（1）

その他 衣服（4），家屋（4），水害（3），防災の心構え（2），冷害（1），火災統計の読み

取り（1），日本は災害が多い（1），病虫害（1），雨量と森林の関係（1）

③ 産 業 農 業 日本の農業の特徴（9），米の統計の読み取り（6），米の栽培条件（6），りんご（5），

みかん（3），農業経営の統計の読み取り（3），食糧不足（2），都市部の米不足（2），

畜産の統計の読み取り（2），大麦・小麦・裸麦の地域差（2），甘�（1），季節

風と米（1），日本海側が米を移出（1），日本海側は二毛作ができない（1），西南

日本で促成栽培が盛ん（1），西南日本の牧畜業（1），豚（1），農閑期の収入増

加のために（1）

林業/水産業 森林資源の利用（2）/漁業が盛んな日本（1），東シナ海の漁場（1），世界三大

漁場（1），遠洋漁業（1），カツオやマグロ（1），水産資源の保護（1）

鉱 業 統計の読み取り（2）

工 業 工場の立地条件（13），綿工業（6），繊維工業の分類（4），化学工業（3），製紙

業（2），森林資源と繊維（2），繊維製品を輸出（2），統計の読み取り（1），中部

と関東で絹織物（1），工業地帯（1），製糸業（1）

エネルギー/

その他

水力発電（7），発電の統計（6），火力発電（4）

輸入品（6），綿製品は輸出（4），貿易統計（3），毛織物は国内消費へ（1），輸入

超過の状態（1）

観光国のために（4）

道路の普及状態（2）

産業統計の読み取り（1）

④ 諸問題 産業別就業人口（13），人口動態の統計（12），都市化の統計（8），都市の特徴

（6），人口構成の変化（6），出生率と死亡率（5），統計の読み取り（2），田舎の

特徴（2），人口集中の理由（2），人口不均衡の解消方法（1），地域開発の方法

（1）

⑤ 地 図 等高線（17），縮尺と距離（10），方位（7），地形図の読み取り（5），略地図の読

み取り（4），水田の地図記号（2），距離（1），雑木林の地図記号（1），果樹園の

記号（1）

⑥ その他 統計の使い方（7），グラフの表し方（3）



④ 諸問題

諸問題（58問）からは，産業別就業人口（13），人口動態の統計（12），都市化の統

計（8），人口構成の変化（6），都市の問題（6），出生率と死亡率の変化（5），統計の読

み取り（2），田舎の問題（2），人口集中の理由（2）などが出題されている。

⑤ 地 図

地図（48問）からは，等高線の読み取り（17），縮尺から距離を求めるもの（10），

方位（7），地形図の読み取り（5），略地図の読み取り（4），水田の地図記号などが出題

されている。

⑥ その他

この他に，統計の利用方法（7）とグラフの表し方（3）が10問出題されている。

3．歴 史

歴史からは1,504問出題されており，これは全設問5,753問の26％にあたる。年度別

にみると，歴史は1949年には230問出題されており，これは全体1,106問の21％にあ

たる。1950年は425問（1,569問中27％），1951年は455問（1,723問中26％），1952

年は394問（1,355問中29％）となっており，年が進むにつれて出題の割合が増加傾向

にある。

設問を分類すると，日本史から1,098問（1,504問中73％），世界史から315問（21％），

その他（5）が91問（6％）出題されており，日本史の出題割合が高いことがわかる。

日本史について，時代区分別にみると，古代が306問と最も多く（20％），次いで近

代が293問（19％），近世が231問（15％），中世が209問（14％），原始が35問（2％），

現代が24問（2％）となっている。時代区分を前近代と近現代にわけてみると，前近代

が781問（52％），近現代が317問（21％）となっている。

世界史については，近代が233問（15％），近世が61問（4％），古代が11問（1％），

中世が7問（0.5％），原始が3問（0.2％）となっており，前近代が82問（5％），近現

代が233問（15％）となっている（6）。

以上から，日本史は現代と原始以外は各時代から平均的に出題されており，世界史で

は近代からの出題が多いことがわかる。

現在の出題状況と比較するために時代区分ごとに2015年の傾向をみる（神林2016a）。

2015年は，歴史全体で原始・古代が19％，中世が15％，近世が18％，近代が22％，

現代が12％となっている。占領期は，原始・古代が21％，中世が14％，近世が20％，

近代が34％，現代が2％となっている。占領期は現代の割合が低くなっているが，これ

は同時代の出来事のうち歴史の並べ替え問題などで出題されたものだけを集計し，同時
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代の出来事の大半は時事問題として分類しているためである。このように，近代と現代

の割合は異なるものの，両者を合計して近代以降として集計すると，占領期は36％，

2015年は34％となり，時代別の構成割合についてはほとんど違いがないことがわかる。

続いて歴史の1,504問のうち，その他を除いた1,413問について，出題分野を政治・

経済・文化・その他に分けてみていくと，政治からは490問（1,413問中35％），経済

から250問（18％），文化から539問（38％），その他から134問（9％）出題されてお

り，文化と政治の割合が高いことがわかる。

日本史の1,098問については，政治から403問（37％），経済から151問（14％），文

化から411問（37％），その他から133問（12％）出題されており，世界史の315問に

ついては，政治から87問（28％），経済から99問（31％），文化から128問（41％），

その他1問（0.3％）出題されており，日本史では政治と文化が同程度出題され，世界

史では文化に次いで経済からの出題が多いことがわかる。

時代をさらに分けてみると，日本史の前近代（781問）の内訳は，政治248問（32％），

経済89問（11％），文化342問（44％），その他102問（13％），日本史の近現代（317

問）は，政治 155問（49％），経済 62問（20％），文化 69問（22％），その他 31問

（10％）となっており，日本史の前近代では文化の割合が高く，日本史の近現代では政

治の割合が高いことがわかる。

世界史の前近代（82問）の内訳は，政治32問（39％），経済2問（2％），文化47問

（57％），その他1問（1％），世界史の近現代（233問）は，政治55問（24％），経済97

問（42％），文化81問（35％）となっており，世界史の前近代では日本史と同様に文化

の割合が高く，世界史の近現代では経済の割合が高いことがわかる。

これらをまとめると，前近代（863問）の内訳は，政治280問（32％），経済91問

（11％），文化389問（45％），その他103問（12％）となっており，近現代（550問）

は，政治210問（38％），経済159問（29％），文化150問（27％），その他31問（6％）

となっており，前近代では特に文化の割合が高く，近現代では各分野から平均的に出て

いることがわかる。

3�1．日本史

原 始

原始からは35問出題されている。この時代の出来事は多くが考古学的資料によるも

のであるため，分野を明確に分類することは難しいがここでは，政治が1問（3％），文

化が14問（40％），その他が20問（57％）と分類しておく。

時代別にみると，原始時代全体にわたるものが6問（歴史1,413問中0.4％），縄文時

代が15問（1％），弥生時代が14問（1％）出題されている。

占領期の高校入試の社会科
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縄文時代からは縄文式土器（8）と生活の様子（5），弥生時代からは稲作の開始（5），

弥生式土器（3），生活の様子（3），青銅器（2）などが出題されている（7）。

古 代

古代（306問）の内訳は，政治が91問（30％），経済が36問（13％），文化が157問

（51％），その他が19問（6％）となっている。

時代別にみると，古代全体にわたるものが13問（歴史1,413問中1％），古墳時代が

32問（2％），飛鳥時代が120問（8％），奈良時代が36問（3％），平安時代が105問

（7％）出題されている。

古代全体にわたるものについては，大陸文化の影響（7）と建築様式（4）が出題され

ている。

各時代についてみていくと，古墳時代からは，仏教伝来（11），大和朝廷（6），氏姓

制度（4），時代の説明（3），漢字の伝来（3），はにわ（2），古墳（2）などが出題され

ている。

飛鳥時代からは，法隆寺（41），大化の改新（20），大宝律令と律令制度（18），公地

公民と班田収授法（17），十七条の憲法（10），聖徳太子（4），和同開珎（4），遣唐使

（3）と遣隋使（2）などが出題されている。

奈良時代からは，時代の説明（8），正倉院（8），万葉集（8），天平文化（4），遣唐使

（3），行基（2）などが出題されている。

平安時代からは，紫式部の『源氏物語』（23），荘園（18）の拡大，時代の説明（9），

仮名文字（7），清少納言の『枕草子』（7），国風文化（6），平安京（5），遣唐使の廃止

（5），寝殿造（5），貴族の役割（4），小野道風（3），空海と真言宗（2），当時の服装（2）

などが出題されている。

中 世

中世（209問）の内訳は，政治が77問（37％），経済が13問（6％），文化が100問

（48％），その他が19問（9％）となっている。

時代別にみると，中世全体にわたるものが5問（歴史1,413問中0.4％），平安時代末

期（8）が7問（0.5％），鎌倉時代が88問（6％），南北朝時代が4問（0.3％），室町時代が

60問（4％），戦国時代が45問（3％）出題されている。

中世全体にわたるものについては，封建社会の説明が5問出題されている。

各時代についてみていくと，中世に分類した平安末期の武士の台頭については，武士

のおこり（2），平清盛（2），保元平治の乱（2）などが出題されている。

鎌倉時代からは，源頼朝（13），鎌倉時代の説明（9），守護と地頭（9），鎌倉幕府（7），

運慶の仁王像（7），貞永式目（御成敗式目）（7），親鸞と浄土真宗（6），栄西と臨済宗

（5），法然と浄土宗（3），禅宗の伝来（3），封建制度（3），蒙古来襲（3），武家造（3），
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表4 歴史（日本史）

政治・外交 経 済 文化・科学技術
その他

（生活・時代）

原始（日本） 6 生活の様子（6）

縄文時代 15 縄文式土器（8） 生活の様子（5），

縄文時代（1），

貝塚（1）

弥生時代 14 金印（1） 弥生式土器（3），青銅器

（2），登呂遺跡（1）

稲作の開始（5），

生活の様子（2）

古代（日本） 13 大陸文化の影響（7），建

築様式（4）

生活の様子（1），

社会制度（1）

古墳時代 32 大和朝廷（6），氏姓制

度（4）

仏教伝来（11），漢字の伝

来（3），古墳（2），はにわ

（2），儒教伝来（1）

時代の説明（3）

飛鳥時代 120 十七条の憲法（10），聖

徳太子（4），遣隋使（2），

百済（1）

大化の改新（20），大宝

律令・律令制度（18），

遣唐使（3）

班田収授法（17），和

同開珎（4）

法隆寺（41）

奈良時代 36 遣唐使（3），聖武天皇

（1）

正倉院（8），万葉集（8），

天平文化（4），行基（2），

阿倍仲麻呂（1），鑑真（1），

国分寺（1），日本書紀（1）

奈良時代の説

明（6）

平安時代 105 平安京（5），桓武天皇

（1）

遣唐使の廃止（5），貴

族（4），菅原道真（1），

摂関政治（1），渤海（1）

荘園（18） 空海・真言宗（2），最澄・

天台宗（1）

紫式部『源氏物語』（23），

仮名文字（7），清少納言

『枕草子』（7），平安時代

の文化（国風文化）（6），

小野道風（3），古今和歌

集（1），鳥獣戯画（1），土

佐日記（1）

寝殿造（5），平等院鳳凰

堂（1），服装（2）

平安時代の説

明（9）

中世（日本） 5 封建社会の説

明（5）

平安時代末期 7 武士のおこり（2），平清

盛（2），保元・平治の乱

（2）

平泉の文化（1）

鎌倉時代 88 源頼朝（13），守護と地

頭（9），鎌倉幕府（7），

貞永式目（御成敗式目）

（7），封建制度（3），蒙

古来襲（3），北条氏（1）

親鸞・浄土真宗（6），栄

西・臨済宗（5），法然・

浄土宗（3），禅宗（3），道

元・曹洞宗（2），日蓮宗

（2），鎌倉仏教（1）

運慶・仁王像（7）

金沢文庫（1）

吉田兼好『徒然草』（1）

武家造（3）

時代の説明（9），

民主化と幕府

（2）

南北朝時代 4 建武の中興（2），南北

朝の対立（1），天竜寺

船（1）

室町時代 60 土一揆（5），勘合貿易

（4），守護大名（2），応

仁の乱（2）

銅銭の流通（3），定

期市・市場町（3），

商業の発達（2），鉱

山開発（1），関所（1），

瀬戸焼（1）

足利義満と金閣（10），雪

舟と墨絵（9），書院造（7），

足利義政と銀閣（2），能

楽（2），金閣と銀閣（1），

太平記（1），茶の湯（1），

東山文化（1）

室町時代の説

明（2）
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戦国時代 45 鉄砲伝来（6），ヨーロッ

パ人の来航（3），城下

町（2）

堺（2） キリスト教伝来とザビエ

ル（29），活版印刷の伝来

（2）

戦国時代の説

明（1）

近世（日本） 10 活版印刷が盛んにならな

かった理由（1）

封建制度の説

明（9）

安土桃山時代 11 織田信長（2），豊臣秀

吉（1），刀狩（1），大阪

城（1），天正遣欧使節

（1），支倉常長（1）

検地（3） 狩野派（1）

江戸時代 210 �幕府体制�徳川家康

（2），老中と若年寄（2），

武家諸法度（2），参勤

交代（11）

�対外政策�朱印船貿

易（4）/鎖国（14），長

崎・オランダ人（13），

禁教（5），鎖国の評価

（5），徳川家光（2），島

原の乱（2）

�三大改革�徳川吉宗

（1），松平定信・寛政

の治（4）

�江戸時代後期�間宮

林蔵（4），蝦夷地探検

（1）

�社会�農民の生活

（6）

経済�五街道（4），

関所（2），門前町（2），

宿場町（1），大阪（1），

飛脚（1）

�社会の変化�町人

の地位（6），武士の

生活の困窮（3），貨

幣制度（2），新田開

発（2），農村の工業

（2），青木昆陽・さ

つまいも（2）

江戸時代の文化の説明（4）

�学問�本居宣長の国学

（7），佐藤信淵の農学（6），

儒教を奨励（1），石田梅

岩の心学（1），徳川光圀

（1）

�西洋文化�杉田玄白ら

と『解体新書』（23），蘭

学（7），西洋文化（2）

�文学�松尾芭蕉と『奥

の細道』（4）

�芸術�浮世絵（3），安藤

広重（2），喜多川歌麿（1）

�その他�関孝和（1），二

宮尊徳（1），伊能忠敬（1），

塙保己一と『群書類従』

（1），寺小屋（1），東照宮

（1），服装（1）

江戸時代の説

明（21），封建

制度・身分制

度（14）

近代（日本） 1 近代の説明（1）

幕末 43 ペリー（18），日米和親

条約（4），外国船来訪

（2）

日米通商条約（日米修

好通商条約）（2），ハ

リス（1）

安藤信正（3），尊王攘

夷運動（2），公武合体

（1）

松平容保（3），戊辰戦

争（1）

幕末の説明（6）

明治時代 223 �明治維新�明治維新

（8），廃藩置県（4），北

海道の開拓（4），東京

を首都に（1），版籍奉

還（1）秩禄処分（1）

�自由民権運動�西郷

隆盛と西南戦争（2），

板垣退助（15），自由民

権運動（12）

�立憲政治�大日本帝

国憲法（14），伊藤博文

（5），帝国議会（2），元

老（2），内閣制度（1）

�対外政策�日露戦争

とポーツマス条約（5），

条約改正（2），岩倉使

節（1），日英同盟（1）

�明治維新�地租改

正（3），鉄道開通（3），

貨幣制度（1），土地

の私有（1）

�産業革命�日本の

産業革命の説明（9），

繊維工業中心（9），

日本の産業革命の問

題（8），豊田佐吉・

織物機械（8），日本

の産業革命の時期（4），

炭田（2），八幡製鉄

所（1），鉄鉱石の輸

入（1）

�文明開化�福沢諭吉

『学問のすすめ』（35），

学制（3），文明開化（2）

�科学技術�野口英世（10），

北里柴三郎（4），高峯譲

吉（2），鈴木梅太郎（1）

�文学�小泉八雲（ラフ

カデイオ・ハーン）（2），

�口一葉（1），夏目漱石

（1），島崎藤村（1）

�芸術�横山大観（2）

�その他�新島襄（1），石

井十次（1），活版印刷の

広がり（1）

四民平等（11），

明治時代の説

明（9），封建

制度の廃止（2），

政府について

の考察（2）



道元と曹洞宗（2），日蓮宗（2）などが出題されている。この他に，幕府が「民主的で

ない」ことを選択する設問も2問出題されている。

南北朝時代からは，建武中興（2）などが出題されている。

室町時代からは，足利義満と金閣（10），雪舟と墨絵（9），書院造（7），土一揆（5），

勘合貿易（4），銅銭の流通（3），定期市（3），足利義政と銀閣（2），能楽（2），応仁の

乱（2），守護大名（2），商業の発達（2），時代の説明（2）などが出題されている。

戦国時代からは，フランシスコ�ザビエルとキリスト教伝来（29），鉄砲伝来（6），

ヨーロッパの来航（3），堺の発展（2），城下町（2），活版印刷の伝来（2）などが出題

されている。

近 世

近世（231問）の内訳は，政治が79問（34％），経済が37問（16％），文化が71問

（31％），その他が44問（19％）となっている。

時代別にみると，近世全体にわたるものが10問（歴史1,413問中1％），安土桃山時

代が11問（1％），江戸時代が210問（15％）出題されている。

近世全体にわたるものとしては，封建制度の説明が9問出題されている。

各時代についてみていくと安土桃山時代からは，豊臣秀吉の検地（3）や織田信長

（2）などが出題されている。

江戸時代については分野ごとにみていく。

江戸時代初期の政治からは，参勤交代（11），禁教（5），徳川家康（2），老中と若年

寄などの幕府の機構（2），徳川家光（2），武家諸法度（2）などが出題されている。初

期の対外政策からは，鎖国（14），長崎とオランダ人（13），「世界の進歩からとざされ

た」と考える鎖国への評価（5），朱印船貿易（4），島原の乱（2）などが出題されてい

る。江戸時代中期以降の政治からは，松平定信の寛政の治（4）が出題され，江戸時代
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大正時代 21 �政治�政党政治（2），

尾崎行雄（1），関東大

震災（1），普通選挙法

（1），社会主義運動（1）

�外交�国際連盟（6），

パリ講和会議（2），第

一次世界大戦（1），二

十一か条の要求（1），

ベルサイユ条約（1），

ワシントン会議（1）

大戦景気（1），労働

運動（1）

ラジオ放送（1）

昭和

（戦前・戦中）

5 満洲事変（2），国際連

盟脱退（1），原子爆弾

（1）

仁科芳雄（1）

現代（日本）

昭和（戦後）

24 ポツダム宣言（6），民

主化（4），日本国憲法

（4）

農地改革（7），労働

基準法（2），石炭と

石油（1）

合 計 1,098 403 151 411 133



後期の対外政策は，間宮林蔵（4）の北方探検などが出題されている。

経済・社会については，農民の生活（6），町人の地位（6），五街道（4），武士の生活

の困窮（3），関所（2），門前町（2），新田開発（2），貨幣制度（2），農村における手工

業の発達（2），青木昆陽とさつまいも（2）などが出題されている。

文化からは，杉田玄白らによる『解体新書』（23）と蘭学（7）の興隆の他に，本居宣

長と国学（7），佐藤信淵の農学（6），松尾芭蕉の『奥の細道』（5），江戸時代の文化の

説明（4），浮世絵（3），西洋文化のとりあつかい（2），安藤広重（2）などが出題され

ている。

その他については，江戸時代の説明（21）と封建制度と身分社会（14）が出題されて

いる。

近 代

近代（293問）の内訳は，政治が141問（48％），経済が52問（18％），文化が69問

（24％），その他が31問（11％）である。

時代別にみると，近代の説明にあたるものが1問（日本史1,413問中0.1％），幕末が

43問（3％），明治時代が223問（16％），大正時代が21問（1％），戦前が5問（0.4％）

出題されている。

各時代についてみていくと，幕末からは，ペリー来航（18），時代の説明（6），日米

和親条約（4），安藤信正（3），尊王攘夷運動（2），日米通商条約（日米修好通商条約）

（2）などが出題されている。

明治時代については分野ごとにみていく。

明治初期の政治改革については，明治維新（8），廃藩置県（4），北海道の開拓（4）

などが出題されている。立憲政治への道については，西郷隆盛と西南戦争（2），自由民

権運動（12），板垣退助と自由党（15），大日本帝国憲法（14），伊藤博文（5），元老の

役割（2），帝国議会（2）などが出題されている。

対外関係については，日露戦争とポーツマス条約（5）と条約改正（2）などが出題さ

れている。

経済・社会については，明治初期の地租改正（3）と鉄道開通（3）の他に，日本の産

業革命の全体的な説明（9），繊維工業中心に発達したこと（9），産業革命の問題点（8），

産業革命の時期（4），豊田佐吉と織物機械（8），炭田（2）の開発などが出題されてい

る。

文化については，福沢諭吉が民主主義の先駆者として重視されており，『学問のすす

め』とともに35問出題されている。この他に学制（3）と文明開化（2），野口英世（10），

北里柴三郎（4），小泉八雲（ラフカデイオ・ハーン）（2），高峯譲吉（2），横山大観（2）

らが出題されている。
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その他に，四民平等（11），明治時代の説明（9），封建制度の廃止（2），明治政府と

終戦後の政府の比較（2）が出題されている。

大正時代からは，国際連盟の発足（6），パリ講和会議（2），政党政治の開始（2）な

どが出題されている。

昭和（戦前）からは，満洲事変（2）と国際連盟からの脱退などが出題されている。

現 代

現代からは 24問（日本史 1,413問中 2％）出題されている。内訳は政治が 14問

（58％）で経済が10問（42％）である。政治からは，ポツダム宣言（6），民主化政策

（6），日本国憲法（4），経済では農地改革（7）と労働基準法（2）などが出題されてい

る。

3�2．世界史

世界史（315問）の内訳は，政治が87問（28％），経済が99問（31％），文化が128

問（41％），その他が1問（0.3％）である。

表5は世界史の出題状況をまとめたものである。

世界史（原始）

原始で石器を利用していたことが3問（歴史1,413問中0.2％）出題されており，こ

れは文化として分類しておいた。

世界史（古代）

古代は11問（1％）出題されており，ナイル川（2）や黄河（2）と古代文明の関係，

キリスト（2），紙の発明（2）などの文化からの出題が中心である。

世界史（中世）

中世は7問（0.5％），マルコ・ポーロ（3）やギルド（2）などが出題されている。

世界史（近世）

近世は 61問（4％）出題されており，内訳は政治が 32問（52％），文化が 29問

（48％）である。政治では，ルターの宗教改革（9），コロンブスのアメリカ発見（9），

マゼランの航海（9），新航路の発見（3）が出題され，文化ではグーテンベルクと印刷

機（22），ガリレオ・ガリレイ（2）などが出題されている。

世界史（近代）

近代は233問（16％）出題されており，これは世界史315問の74％にあたる。内訳

は政治が55問（24％），経済が97問（42％），文化が81問（35％）である。

政治については，市民革命に関する設問が合計で24問，アメリカへの入植（5），フ

ランス革命と人権宣言（5），アメリカの独立（4），アメリカの発展（3），ワシントン

占領期の高校入試の社会科
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（2），ルソー（2），フランクリン（2）などが出題されている。

19世紀の欧米諸国の出来事としては，リンカーンと奴隷解放（15），スエズ運河（2），

20世紀の出来事としては，第一次世界大戦（8）とニューディール政策（3）が出題さ

れている。

経済については，産業革命についての設問が中心であり，産業革命の定義（21），産

業革命がイギリス（17）で18世紀（5）に始まったことや，労働問題などのマイナスの

影響（13），生活水準の向上などのプラスの影響（5）が出題されている。この他にも，

資本主義の発展（8），蒸気機関（7），交通の発展（6），都市の発展（6），社会改良家の

ロバート・オーエン（4），家内手工業から工場制手工業への移行（3），人口増加（2）

が出題されている。

文化については，科学技術の発展が中心であり，ワットの蒸気機関（23），ジェンナー

と種痘（14），マルコーニの無線（7），アークライトの紡績機（7），キュリー夫人（4），

スティーブンソンの蒸気機関車（4），コッホ（3），ノーベル（3），フルトンの蒸気船

（2），ライト兄弟（2），エジソン（2）などが出題されている。この他にゲーテ（3）や
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表5 歴史（世界史）

政治・外交 経 済 文化・科学技術 その他

原始（世界史） 3 石器（3）

古代（世界史） 11 ナイル川（2），黄河（2），

シルクロード（1）

キリスト（2），紙の発明

（2），仏教（1），アリスト

テレス（1）

中世（世界史） 7 ギルド（2） マルコ・ポーロ（3），活

字（1）

蒙古草原遊民

と馬（1）

近世（世界史） 61 ルター・宗教改革（9）

マゼラン（9），コロンブ

スのアメリカ発見（9），

新航路の発見（5）

グーテンベルクと活字印

刷機（22），ガリレオ・ガ

リレイ（2），ルネサンス（1），

ダンテ（1），ダ・ビンチ

（1）バッハ（1），シェー

クスピア（1）

近代（世界史） 233 �市民革命�アメリカ

入植（5），フランス革

命と人権宣言（5），ア

メリカ独立宣言（4），

アメリカの発展（3），

ルソー（2），ワシントン

（2），フランクリン（2）

イギリスの大憲章（1）

�19世紀後半�リンカー

ンと奴隷解放（15），レ

セップスとスエズ運河

（2）

�20世紀�第一次世界

大戦（8），ニューディー

ル政策（3），ベルサイ

ユ条約（2）

�産業革命�産業革

命の説明（21），産業

革命はイギリスで始

まる（17），産業革命

のマイナス要素（13），

資本主義（8），蒸気

機関（7），交通の発

展（6），都市の発展

（6），産業革命は18

世紀に始まる（5），

産業革命のプラス要

素（5），人口増加（2）

�その他�ロバート・

オーエン（4），家内

手工業から工場工業

へ（3）

�科学技術�ワットの蒸

気機関（23），ジェンナー

と種痘（14），アークライ

トの紡績機（7），マルコー

ニの無線（7），スティー

ブンソンの蒸気機関車（4），

キュリー夫人（4），コッ

ホ（3），ノーベル（3），フ

ルトンの蒸気船（2），ラ

イト兄弟（2），エジソン

（2），ニュートン（1），飛

行機（1）

�近代文化�ゲーテ（3），

ベートーベン（1），ミレー

（1），ロダン（1）

�その他�ヘレン・ケラー

（2），ナイチンゲール（1）

合 計 315 87 99 128 1



ヘレン・ケラー（2）も出題されている。

お わ り に

本論文は，占領期における全国公立高等学校の社会科の入試問題のうち，地理と歴史

をとりあげ，地理では地域区分ごとの傾向，歴史では政治・経済・文化などの分野別の

傾向をみていくことを目標においた。

世界地理からは659問出題されており，産業に関する出題が多い。特に地名と特産品

を結びつけるものが中心であり，東アジアや東南アジアの米，マレーの天然ゴム，イン

ドの綿花，イランの石油，イギリスの綿工業，デンマークの酪農，ソ連のウクライナ地

方の小麦，ブラジルのコーヒー，アルゼンチンの小麦，オーストラリアの羊毛などがセッ

トで出題されている。また，アメリカ合衆国については，農業と工業について詳細に理

解することが必要であることがわかった。

日本地理からは634問出題されており，世界地理と同様に，産業から最も出題されて

いる。ただ，第2位は世界地理では基本情報からの出題が多かったのに対して，日本地

理では自然と気候からの出題が多く，身近な地域である分，より高度な情報が問われて

いることがわかった。産業では，苫小牧の製紙・パルプ業，釜石の製鉄業，桐生の絹織

物，北陸地方の米と水力発電，岡谷や諏訪の製糸業，瀬戸内地方の気候や製塩業などを

セットで理解する必要がある。工業については，現代は中京工業地帯に関する出題が最

も多いが，当時は北九州工業地帯の位置づけが今以上に高かったことがわかった。この

他，当時の食糧事情への関心を反映して，農業統計や気候の統計を読み取るもの，経済

復興のための工業化の立地条件などに関するものからの出題も多い。

歴史からは1,504問出題されており，日本史は各時代から平均的に出題されており，

世界史では近代からの出題が多いことがわかった。出題分野を政治・経済・文化・その

他に分けてみていくと，日本史の前近代では文化の割合が高く，日本史の近現代では政

治の割合が高く，世界史の前近代では日本史と同様に文化，世界史の近現代では経済の

割合が高いことがわかった。

以上を概観すると，現代の入試問題でも出題されるテーマと基本的には大きな違いは

ないことがわかる。ただ，高度経済成長を迎える前の時代であるため，地理については

現在のように環境問題に関する視点は皆無である。また，歴史については政治よりも文

化が重視されていることなど，地理と歴史を見る視点が現代とは差があることが指摘で

きる。今後はこの面にも分析を加えていきたい。

占領期の高校入試の社会科
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（1） 対象となる都道府県数は，1949年が40,1950年が44,1951年が42,1952年が43,合計

169都道府県となる。試験問題が欠落しているのは，1949年は群馬県，千葉県，神奈川県，

富山県，石川県，山梨県，沖縄県，1950年は愛知県，広島県，沖縄県，1951年は神奈川県，

愛知県，広島県，神奈川県，沖縄県，1952年は神奈川県，山梨県，広島県，沖縄県である。

（2） 当時の入学試験は必ずしも科目ごとにおこなわれていたわけではないので，社会科の設問

の他に，綜合問題や適性問題の中で社会科の知識に対応するものも合わせて分析した。綜合

問題は複数の教科をまとめた設問であり，適性問題は知能分野と知識分野をあわせた設問形

式である。

（3） 設問数の集計にあたっては，以下の基準に基づいた。

・問いと答えを一問一答の形式で覚えておけば得点できるものは1問として数える

・複数の解答を組み合わせた選択肢を選ぶものについては，個々の解答ごとに集計する

たとえば，選択肢が「選択番号（A―解答候補，B―解答候補）」という形で構成されてい

る場合は小問としては1問になるが，解答欄Aと解答欄Bは個別の設問とみなし，設問数

は2問として集計する。

（4） 1950年度利用の教科書の構成は以下の通り（出典：文部省の昭和二十五年度使用中学教

科書目録）。

〔第7学年・中学1年〕

1．わが国土

2．家庭と社会生活

3．学校生活（未発行）

4．日本のいなかの生活

5．日本の都市

6．余暇の利用

〔第8学年・中学2年〕

7．世界諸地域の自然と農牧生活

8．天然資源―利用と愛護―

9．近代工業の発展と現状

10．交通通信機関の発達

11．天災とその軽減法（未発行）

12．生命財産の保護

〔第9学年・中学3年〕

13．文化遺産

14．イ．社会施設による生活の美化

14．ロ．宗教と社会生活

15．社会の政治

16．消費の問題（未発行）

17．職業指導（職業指導協会発行）

18．個人と集団生活

〔補充教材〕

『あたらしい憲法のはなし』

『くにのあゆみ（上下）』

『農地改革』

『民主主義（上下）』
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（5） その他としては，テーマを設定した通史（88問）と分類が困難なもの（3問）が出題され

ている。

（6） 日本史については近代と現代の出来事を集計しているが，世界史については近代のみを集

計している。戦後の世界史の出来事は日本史とは異なり，歴史の並べ替え問題などで出題さ

れていないため，時事問題として分類する。

（7） 旧石器時代については，当時は岩宿遺跡の発見直後で学説が不確定であったため出題はさ

れていない。

（8） 中世には平安末期の武士の台頭を含む。

上田忠雄「昭和24年度高等学校入学試験問題の批判―社会科―」（奈良女子大学奈良女子高等師

範学校附属中学・附属高等学校教育研究会『中学教育』第2巻第2号 1950）pp.20�24

神林邦明「高校入試の世界地理にみる地域イメージ 知識としての欧米，関係性のアジア 」

（拓殖大学『国際開発学研究』第11巻第2号 2012）pp.25�39.

神林邦明「高校入試の社会科における記述・論述形式の傾向 地理・歴史・公民の基礎知

識 」（拓殖大学『国際開発学研究』第13巻第1号 2013）pp.39�60.

神林邦明「高校入試の日本地理にみる自国イメージ 風土と産業 」（拓殖大学『国際開発
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ordenalfab�etico,loprimeroquesemencionaenmuchosdeelloseselapodoasus

habitantes.Algunostienenunpeque�nocomentarioyotrossonapenasenuncia-

dos.Antetanpocainformaci�onelaboramosunam�asampliarelaci�on,igualmente

ordenadosalfab�eticamenteporsuspueblos,enlaqueindagamoselorigendeestos

apodos3.Ellonoshaservidoenestaocasi�onparaagrupardichosapodosenun

glosariocatalogadoenelquesepuedenversustemasrecurrentesdemaneram�as

palpable.Basadosenlacatalogaci�onsemi�oticadeesosapodos,trataremosde

haceralgunasreflexionesquesindudanoshandeayudaraexplicarladiversa

idiosincrasiadecadapuebloylosmotivoscomunesquesereflejanenellos.El

intentonoesotroquetranscribiresahistorianoescritasobrelaformadeviviry

lasrelacionesdeconvivenciadenuestrosantepasadosenestospueblosrurales

riojanos.

Basadosenelan�alisisdesuorigen,desumayoromenoruso,podremossacar

algunalecci�onquenosindicar�alaprocedenciaoriginariadelaspersonasdecada

puebloonosmostrar�aalgot�picodesuproducci�on,dedicaci�on,toponimia,lugares

yhastacreenciaslegendariasarraigadasenlatradici�ondesuspueblos.Deese

sentidooriginarioydesusconstantesysimilaresvariacionespodr�amoscolegirsu

car�acter,mododevidaysobrevivencia,ytambi�ennospodr�andarpautassobrela

formaderelacionarselosvecinosydeellosconlosdelospuebloslim�trofes.

Hemoshechounestudiosem�anticodelasignificaci�onverbalensuorigendeestos

apodosdepueblosriojanos.Esprecisohacertambi�enunestudioonom�astico

（comoramadelaLexicograf�a）viendoelprocesoderesemantizaci�on,estoes,el

cambiodesignificaci�onquehanadquiridoconeltiempoalhaberlosaplicadootra

interpretaci�ondiferentealaquenacieron.

Estosapodossonm�aspropiosdelaslocalidadesruralesquedelascapitalesde

provincia.Sonm�asproclivesaaparecerenpueblosymenosenciudades.Por

tantonosonexclusivosdelmundoruralperos�dondem�assonusadosporquela

relaci�onentresusvecinosesm�asf�acildeconseguirqueentrelaingentey

variopintagentequehabitaenciudadesysueleprovenirdepoblaciones,casi
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innecesariamentenialterarenabsolutosudeterminaci�on.Tambi�ensehautilizado
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gentilicios,aunqueenlapr�acticalagentedelospueblosllegaaconfundirloscon

ellos,nitampocoenlamayor�adeloscasossonburlescos,oaunquelopudieranser

algunosensuorigen,hoyd�anoselospercibeconaquelsentidorectopeyorativo
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pueblo,mientrasqueelapodoalosnacidosenunlugar,noregistradoenla

gram�atica,notienerelaci�onling�u�sticaconelnombredelpueblo.Aunquese

llegueaentenderlaideaquesequiereexpresar,m�ascorrectopodr�ahabersido

decir・apodoscorrespondientesalosgentilicios・perocaer�amosdenuevoentener

quedefinirelt�erminonoregistradoeneldiccionarioporelderivadodirectamente

delnombredelpueblo,quees,aprimeravista,ladiferenciam�asnotable.Tratando

deevitarunayotradenominaci�ondicha,propondremoslaquellevaport�tuloeste

tratadooeldelt�tulodeestecap�tulo.

Decualquierforma,seha tratado debuscaruna denominaci�on para

diferenciarlosdelosapodosalaspersonasoalasfamiliasoaotrosgrupossociales.

Ladefinici�ondeestosapodosapersonasogruposs�apareceenlosdiccionarios.

Enresumen,ser�aelsobrenombredadoaunapersonaoconjuntodepersonaspara

identificarlasaludiendoaalgunacualidadosemejanzaconalgo.Elnombreoficial

puedesercom�unaotrosysurgelanecesidadnaturaldeprecisarlaidentificaci�on

delapersonaconunsobrenombremotivado.Ensentidofiguradoelverboapodar,

dellat�ntard�o・apputare・,esponerenlimpio,aclarar.Ensentidousualesvalorar,

estimar,pensar,considerar,tenerpor,creer,suponer.Implicapuesunjuicio

motivadoalaplicarunapalabraaalguien,oaalgunos,paraidentificarlos;esuna

valoraci�on,suposici�on,juiciocomparativoconalg�unelementopeculiaroconuna

an�ecdotadeunaovariaspersonas.
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Elapodosedaentodoelmundo,esuniversal,yhanacidopreviamentealos

nombres.Despu�es,hasidonecesarioreinventarlocomoidentificadordelasperso-

nascuandoelnombresehizocom�unynobastabacomotal,dandoocasi�onde

equ�vocos.Enprincipiofueronapellidososobrenombresdelosvaronesque

deseabandistinguirsedelosqueten�anelmismonombreporalg�unrasgo.As�

vemosalg�uncognomenlatinocomoCaesar（elmelenas）,Nasus（elnarigudo）,

Barbatus（elbarbudo）,Cicer�onoCicerone（elgarbanzo）.Aunquealg�uncogno-

mentoeraunsobrenombresarc�astico,otroseranreflejodealgunavirtudo

haza�nab�elica,porloqueeranadjuntadosconhonoralpraenombreromano（hoy

nombredepila）,yalnomen（hoynombrefamiliar）yaveceshastaaotrocogno-

men（nombrea�nadidoparacaracterizarauno）.As�,PubliusCorneliusEscipio

Africanus,agnomen（cuartonombre）,estede・Africanus・,portomarCartagoypor

otrasvictoriascontraloscartagineses. Tambi�enselea�nadi�o・Major・para

distinguirledeotrodescendiente,・Minor・.Avecesestosrenombresproced�andel

lugardeorigen:Tiberius（decercadelr�oT�ber）;JuniusJuvenalisAquinate（de

Aquino）.

Esatendenciasigui�oconreyesypersonajesc�elebres:losReyesCat�olicos,el

Greco,elMancodeLepanto...Tambi�enelpueblohausadoapodosparapersonas

yfamiliasconocidossoloensulugar.

Losapodosapersonasparticularessuelentransmitirseengranpartedepa-

dresahijosoapartedelosdescendientes.Engeneralnosonofensivos,aunque

algunosconsucargaadjetivaltanir�onicaydenigrativaprocuranevitarseen

presenciadelinteresado,quelospudieraconsiderarnodeseablesporofensivos,a

noserquehayaunarelaci�onfuertedecomplicidadointimidad.

Paraelcometidoquenosata�ne,denombrepostizocalificativo（nogentilicio）

alosnacidosenunpueblo,habr�aquea�nadirataldefinici�onqueserefierenalos

individuosencuantoformanpartedelgruposocialquesequieredistinguirde

otrosporhabernacidoenunadeterminadalocalidadoaldea. Aunquees

interesanteestudiarlosapodosindividualesruralesporsuvaloryporqueadem�as

sevanperdiendo,nuestrocometidoaqu�estratarlosapodosaplicadosencom�un

atodosloslugare�nosnacidosenpueblosdeLaRioja,Espa�na,quea�unsepierden

conm�asceleridad.

Losapodosalos�ncolasdelospueblos,sonindicadorescreadosdeforma

motivadadelorigendenacimientodelaspersonaseneselugarconcreto.Se

aplicanalosnacidos,residentesonodeunpuebloynoalosoriundosdeotrolugar

porm�astiempoquellevenviviendoendichalocalidad.Estaindicaci�onesun

sobrenombreinventadoexpresamenteparaellosporalg�unmotivoparticulary

quenadatienequeverconelnombredelpueblo,comoeselcasodelosgentilicios.

Entendemosqueestosapodosexistenmuyposteriormentealnombredelpuebloy

portantotambi�enaldesugentilicio.Elserhumanodecualquierpuntodel

planetaydelahistoria,nocontentoconeseapelativogentilicio,hasentidola

necesidaddenominaralos�ncolasoriginariosdecadapuebloconotroapelativo

original,llamativoyconairesdeesaexpresividadquelefaltaalconvencional
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gentilicio,ysobretodopensadoporalgunareferenciaasuorograf�a,asuhistoria,

asuprocedenciaoriginaria,asudedicaci�on,asut�picazoolog�a,plantaso

producci�on,aalgunaan�ecdota,leyenda,construcci�on,oaunnombretopon�mico

dellugar.

Estanuevaapelaci�ondelapodoalaspersonasdeunlugarest�ataninsertaen

susrelacionesalquererindicarded�ondeesunonaturalquesellegaasentircon

talcercan�a,deformatanentra�nableycomopropiedadpersonalnacidadeuno

mismoqueenlamayor�adelasocasionesllegaausarseconm�asfrecuenciaqueel

gentilicio,elcualresultaserunsimplederivadoling�u�sticodelnombredelpueblo

yportantounfr�otecnicismocultural.Enelusocom�un,elapodoalosnacidosen

unpueblollegaconfrecuenciaasuplantaralgentilicio,sinti�endolocomotal

gentilicioporquieneslousan,aunquenollegueaserlote�oricamente.

Enbuscadeunadefinici�on,diremosquelosapodosalosnaturalesdelos

pueblos son unidades l�exicas,nombres o adjetivos descriptivos postizos,

concebidosparaidentificarmotivadamentealosindividuosnacidosenunlugar

（habitantesenlaactualidadoemigrados）,condensandoalg�unrasgoidentitario

com�unaellosdeformaexpresiva:suorigen,algunapeculiaridadtopogr�afica,

disputahist�orica,sucesoanecd�oticooleyenda,productos,animalesoprofesiones

t�picasdellugaryhastaalg�unedificioolugarp�ublico.Sonas�reflejodela

ling�u�sticapopularyportantoexpresi�onvivadelaidiosincrasiadecadapueblo.

Estemotivodeidentificaci�onsueleseralgopeculiardelpuebloquetambi�enpuede

coincidir,comohemosvistoenelglosariomencionado（nota3）,conotrospueblos

delaprovinciaydeotrasprovinciascercanasym�asalejadasyhastaconotros

pueblosdediferentenaci�on.

Eserasgot�picoesloquehacequeelsentimientohumanohayaquerido

aplicarleseserenombredemaneramotivada,resultandounapelativooriginal,con

chispa,congracejoydesenfadollamativoqueadem�asesf�acildememorizarypor

ellosehaceperdurabledurantegeneraciones.Hemosdepensarque,enlagran

mayor�adeloscasos,lamotivaci�onhapartidodelospueblosvecinosalquerefiere

elapodo.Ser�anportantoalgoas�comoundicterio,paremiaconunaconno-

taci�ondespectivaque,comotal,notieneporqu�enisueleexpresarunarealidad

objetiva.Porelcontrario,estosapodoss�suelenserse�narealporloquesepodr�a

caracterizaralosindividuosnacidosenunpueblo,quenormalmenteesmerase�na

descriptiva,sinserdecargapositivaninegativa,aunqueencontadoscasosseade

rechazoporpartedealg�unpueblovecino.

Elapodoalaspersonasnacidasenunpueblopretenderesumirenunapalabra

informaci�onquehabr�adedarseenunassentenciasodiscursoslargos.Esas�la

condensaci�ondeunabrevenarrativamediantelaf�ormulasint�acticadels�milcon

algot�picoycom�unaellos.Vienenasercomounflashfotogr�aficodegran

informaci�onsobrealg�unelementot�picodelosnacidosencadapueblo.Sonalgo

similaralosmemesdeinternet4,unidadesm�nimasdeinformaci�onculturalusados
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paradescribirunaidea,concepto,situaci�on,expresi�ony/opensamiento,muchas

vecesconcontenidohumor�stico,manifestadoencualquiertipodemediovirtual

（imagen,v�deo,texto）,quesecomparteviralmenteduranteunper�odobreveen

lasredessocialesdeformaconcisa,impactanteyefectiva.

Enmuchoslugaressuusoesmayorqueeldelgentilicioporqueadem�asde

reflejaralgoquelesespropioasusnativos,sellegaasentirm�asprofundamente

comos�mbolodesumismoorigen,experienciacom�unyconvivenciaentrevecinos

yconotrospueblos.Porotrapartetambi�enesm�asf�acildememorizarqueel

gentilicioque,porsu complejidaddeformaci�on,su larguray susposibles

variantesconsufijos,llegaadisminuirenelusocotidianoporsudificultadpara

recordarloyporlafaltadeconfianzaqueelloproduceenlaspersonasaltratarde

usarloconsudenominaci�onapropiada.

Estosapodosalgrupodepersonasnacidasenunlugar,aligualquelos

gentiliciosqueetimol�ogicamente（gens）noshablanderaza,familia,tribu,son

tambi�enadjetivosquerefierenellugardeorigen,patriachicaolocalopa�sdelos

nacidosall�.Sinembargonohandeconfundirseconlosgentilicioscomosuele

ocurrircon frecuenciaen el�ambitopopular. Comoprincipiodiferenciador

digamosquelosgentiliciosest�anreconocidosporlagram�aticaespa�nolaenla

categor�adenombresoformasadjetivasparadenominarelorigendelaspersonas

ylosapodosalosoriundosdeunlugarnoest�anincluidosenella,porloquenose

hantransmitido,sinoapenasdeformaoral.

Losgentiliciosdesignan caracter�sticasgeogr�aficas,�etnicas,pol�ticasy

religiosas.Sonpalabrasderivadasdelnombredelpuebloociudad,compuestas

porunnombreyunaterminaci�onmorfol�ogicademuyvariadacomposici�onyque

indicalapertenenciaaunlugar.Aligualquelanacionalidad,quepuedevariar,el

gentilicio,aunquesuelereferirellugardenacimiento,tambi�enenocasionesse

llegaaaplicarenlapr�acticaapersonasquehanadquiridoeldomicilioenun

municipio,portantoatodoslosregistradoscivilmenteenunayuntamiento.

Delnombredelpuebloseformanlosnombresadjetivadosdesusnacidosque

conocemoscomogentilicios,porderivaci�onmorfol�ogicadesunombreactualodel

antiguo.As�,elgentiliciosebasaenlara�zdelnombredelpuebloypuedehaberse

originadoalmismotiempoqueladenominaci�ondelpueblooconpr�oxima

posterioridad.Seformanconlossufijos-a,-aco,-aino,-�an,-alo,-ano,-ar,-ario,-aso,

-eco,-eno,-ense,-e�no,-ejo,-eo,-ero,-�es,-esco,-�,-iego,-ino,-isco,-ita,-o,-ol,-ota,-uco,

-uz,ysusfemeninos.Laense�nanzaescolarhatratadoderecuperarestaadjeti-

vaci�oncultistade�epocaspasadasdelosnacidosenpueblos.As�deCalahorra,

calagurritanos;deSantoDomingodelaCalzada,calceatenses;deAnguciana,

castre�nos.Eseempe�nodedarcontinuidadalonom�asticoantiguohadejadoen

segundoplanoaotrosgentiliciosm�aspopularesysindudatambi�enalosapodos,

queapenashansobrevividooralmente.

Losapodosalosnacidosencadapuebloson,aligualquelosapodosa

―105―

1.2.Criteriosdediferenciaci�onconlosgentilicios



particulares,indicadoresdealgunanotaopeculiaridadcom�unalgrupodeperso-

nasnacidasenunlugar,biensealocalidad,regi�ononaci�on.As�,estosapodos

describen,ensuorigen,unrasgoorasgosparticularesdeesaspersonasoriginarias

deall�.Quesehayanidoheredandodeunageneraci�onaotra,noquieredecirque

talesrasgossiganpermaneciendoentresusnacidoshoyd�a.Enlagranmayor�a

delasocasionespierdensusentidooriginarioyporempat�alleganasentirsepor

losapeladoscomoundistintivounificadordelgrupoquetieneelmismoorigen

natal.

Estosapodossonavecesdeaprecio,formadepiropo,otrassencillamente

indicanladedicaci�ondesusvecinos,profesi�onoafici�onyotras,quiz�aensuorigen,

ensusentidorectoydirectosonofensivosydespectivos.Comoesobvio,depende

dellugardondesehayanoriginado.Sisetratadeunnombreaceptadoporsu

valorpositivo,alse�nalaralgunadesusvirtudes,esmuyprobablequesehaya

originadoenelmismopueblodondeseaplica.Sisetratadeunnombrenotan

aceptadoporcontenerunvalornegativooporserofensivoodespectivoalse�nalar

algunodesusdefectosovicios,habr�aquepensarquesehaoriginadoenalgunode

lospueblosvecinosdelqueseaplica.Estos�ultimos,porsucargahirienteysu

intencionalidad denigrativa son losqueconocemosen paremiolog�a como

dicterios.Suelenrecurrirtambi�enadescribiralgopeculiardelpueblosiempre

desdeelpuntodevistadelapodadorqueportantosondedudosacredibilidaden

sucorrespondenciaconlarealidad,aunqueenelcasodeestosapodos,con-

trariamente,nopocasvecesaciertaensuindicaci�on,comodescripci�ondirectao

figuradaaquienesseaplican.

1. Estosapodosalos�ncolasdeunn�ucleohabitadosondistintivoscreados

demaneramotivadaqueindicanelorigenlocaldelaspersonasyseconsiderana

lavezse�nadesuidentidadcomogruposocial.Indicanunapeculiaridad,an�ecdota,

datohist�oricoorasgocom�undelosnacidosenunlugar.Entrandentrodelgrupo

de・dictadost�opicos・queabarcatambi�enotraseriedeadjetivacionesydichos

sobrelaspersonasdeunlugar.Elautorvoluntariodeelloseselpuebloengeneral.

Pensemosquelaautor�adesuorigenespopular,sonlospuebloscercanosaldelos

apodadoslosinventoressubjetivosdelapodo.

2. Permaneceneneltiempodeformamuyprolongada,duranted�ecadasy

hastacenturias.Adiferenciadelosapodosaindividuos,estossuelenserdem�as

largavida.Decualquierforma,lamayor�adeestosapodosnotienencientosde

a�nosdevidaopermanencia.Probablementebienpudohaberotrosqueya

desaparecieronyestosquehoyd�aseusanpuedanenelfuturosersustituidospor

otros.Entrelosquenohemospodidocatalogarestar�antambi�enlosaplicadosa

losnacidosdepueblosdeshabitadosquesehabr�an perdido alirsiendo

abandonados.

3. Suelenperdersusignificaci�onoriginalyensuusosesientencomo

vocablosquesonse�nadeidentidadparalosnacidosdellugar,residanall�osean
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oriundosde�el.Elsentidorectodelt�erminoqueesconelquenacieronestos

apodosesimportanteparapoderentresacarinformaci�ondesuhistoria,desus

an�ecdotas,desucreencia,desudedicaci�on,desuflorayfauna,ydesusproductos

ygastronom�a.Sonidentificadoresdeesegrupodepersonasevocandoloque

sirvi�odemotivocreador.Ser�apuesinteresantehacerunestudiointerdisciplicar

entreotroscamposdelsaberparapoderentresacarlariquezadelosapodosalos

habitantesdecadapueblo.Sinembargo,hoyd�a,paralosapodados,suvalor

residem�asbienensusentidofiguradocomocalificativounitivodelosnacidosen

unmismolugar.Aunqueseannombrespluralescomunesusadoscomosifueran

propios,elpueblolosusaypercibecomotalesnombrespropiosparasingularizar

alosnacidosenunlugaralhaberperdidosusignificadooriginal.Aligualquelos

apodosalaspersonasconcretas,losaplicadosalosnacidosenunlugarnosdan

informaci�onsobresuscaracteres,costumbres,creencias,formasdetrabajoyde

vida,suorganizaci�on,convivenciaytambi�ensobreellugardeorigenprimariode

losprimerospobladoresdellugar.

4. Aunquelatendenciadeapodarseaunatendencianaturaldelserhumano,

lacreaci�ondeestosapodosnoesunfen�omenouniversalpuesnotodosloslugares

habitadoslotienen.Esm�aspropiodeambienteruralquedeciudadportener

m�asocasi�onderelacionarseentres�.Lanormaesqueam�asrelaci�onsocialentre

lospueblosm�asaumentasuuso.Y,am�asuso,aumentatambi�enlacomplicidad

entrelosusuarios.

5. Laestructuragramaticalsueleserdeun�unicovocabloaunqueen

ocasionesson un grupodevocablosqueforman unaoraci�on. Suelen ser

comparacionesconalgosemejanteycom�undelosnacidosenunlugar.Entrar�an

dentrodeloqueseentiendepormet�afora,ensuintentodeexpresarunarealidad

conotraconlaqueserelaciona.

EnLaRiojahay174municipiosconunapoblaci�onde312.641habitantes

（datosde2016,puesen2014lleg�oa319.000）.Lamayor�adelosmunicipios,131,son

detama�noreducidopuesnosuperanlos500habitantes,quesonel6,8％ dela

poblaci�ontotal.De500a2.000habitanteshay5,conel6,7％ delapoblaci�ontotal.

De5.000a10.000hay5,conel12,1％ delapoblaci�on.De10.000a50.000habitantes,

hayapenas3partidosjudiciales,Calahorra,ArnedoyHaro,queconstituyenel14％

deltotal.Lacapital,Logro�no,re�uneacasilamitaddeltotaldelapoblaci�on,que

llegabaen2014a151.962.Vioc�omosupoblaci�onaumentabaalincrementarsesu

funcionalidadtraslaconstituci�ondeLaRiojacomoComunidadAut�onoma

aprobadaenelEstatutodeSanMill�anen1982.Eldinamismodecrecimientodela

capital,sobretodoenloquevadesigloXXI,sehaextendidoconfen�omenosde

periurbanizaci�onalaspoblacionesdesuentornoinmediatograciasaquelos

preciosdelaviviendasonm�asecon�omicosqueenlacapital.As�Villamedianade
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Iregua（170％）yLardero（141％）.Estohacequeelcrecimientopoblacionaldela

capitalsevayaralentizando.Tambi�enhancrecidoconsiderablemente,adem�asde

lospartidosjudiciales,puebloscomoAutol,lejosdelacapital,quehaduplicadosu

poblaci�on（113％）.

Lasestad�sticasnosmuestranquelaemigraci�ondelospueblosalacapitaly

centrosurbanosgrandesiniciadaenlosa�nossesentadelsigloXXcontin�uahoy

d�a,sobretodoenelentornodelacapital,Logro�no.Porotraparte,estosn�ucleos

urbanoshanvistoaumentadatambi�ensupoblaci�onconextranjerosquellegaron

a46.931en2009yen febrerode2016todav�acontabacon36.816,not�andoseun

descensodem�asde3.000enlos�ultimosdocea�nos
5.Enlos�ultimoscincoa�noshan

descendidoenun21％,osea,quesehareducidounodecadacinco,reducci�onque

hayqueachacaralosquesehanidoaotraregi�onoalosquesehannacionalizado

peropermanecencomoresidentes. Losrumanos,con10.000,eselcolectivo

inmigrantem�asnumeroso.Lesiguenlosmarroqu�es,con5.499ylospaquistan�es,

con2.452.

Desus10pueblosm�aspoblados,apenasuno,VillamedianadeIregua,ha

quedadosinserregistradoelapodoasusdescendientes.Hemosdepensarquela

poblaci�ondeestalocalidadsehaquintuplicadoenapenaslosdiecis�eisa�nosque

vandesiglo,yportantounagrand�simapartedesushabitantesnosonoriginarios

deellanisiquieradescendientesdelos�ncolas.Delos30municipiosm�ashabitados

deLaRioja,hemoscatalogado25pueblos,exceptuandolacapital,conapodosasus

habitantes.Observandoqueentrelospueblosm�ashabitados,deln�umero31al50,

son9lospueblosdelosquenohemosregistradoelapodoasusnacidos,podemos

colegirqueamenospoblaci�onhayunaumentodep�erdidadeconocimiento,al

menospornuestraparte,deestosapodos.

Considerando quedesdela�epoca bajomedievalson 98laslocalidades

despobladasenLaRioja6,vemosqueelcorpusquehemoscompiladodelos82

pueblosriojanosm�as2delaRiojaalavesay1delaRiojaburgalesahacenuntotal

inferioren n�umero a lospobladosdesaparecidos. Elmayorn�umero de

despoblacionesocurri�oenelsigloXX,con40poblacionesquetuvieronque

emigrarporlaspenuriasdelcampotraslaPrimeraGuerraMundialy,sobretodo

duranteelfranquismo,yporelcrecimientoindustrialyecon�omicodelasciudades.

Muchasdeellaseranaldeasdelasierrariojanaquepermanecieronhabitadashasta

hacetreintaocuarentaa�nos.Citaremoscomoejemplo,ochoaldeasdelasierrade

laDemandadelvalledelOja:Anguta（deValga�n�on）,Altuzarra,Bonicaparray

Cilbarrena（deEzcaray）,Ollora,TurzayVillanuevadePazuengos（dePazuengos）

oZab�arrula（deOjacastro）entreotras
7.Notenemosnoticiadelapodoque

recibieronloshabitantesdeestaspoblaciones.Nodudamosquea�unalguien

tendr�aquerecordaralguno.Estedesconocimientonuestronosconfirmaunavez

m�aselquesevanperdiendolosapodosalosnacidosenlaspoblacionesm�aspeque-

�nasysobretodoenlospueblosserranosylasaldeasaisladasenelmonteysin

accesodecarreteraquesehanidodespoblando.
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Losapodosnosebasanenlaetimolog�adelpueblo,comolosgentilicios.Son

nombresoadjetivosnominalesquecondensanalg�unrasgoidentitariodesus

habitantesdeformam�asexpresivaqueelgentilicio:origen,peculiaridadtopo-

gr�afica,disputahist�orica,sucesoanecd�oticooleyendas,productos,animaleso

profesionest�picasdellugaryhastaalg�unedificioolugarp�ublico.Sonas�reflejo

delaling�u�sticapopularyportantoexpresi�onvivadelaidiosincrasiadecada

pueblo.Despu�esdelarelaci�onquehemoshechoporpueblosloscatalogamos

ahoraportemas.

Deformaarbitrariay siguiendonuestropropiocriterioescogemoslos

siguientestemasparalacatalogaci�onsem�antica:car�acter,etimolog�a,fauna,flora

（productosy gastronom�a）,f�sico,jud�os,procedencia originaria,profesi�on,

sucesos,toponimia.Paraunam�asampliainformaci�onsobreelsentidooriginario

deestosapodosaloshabitantesdeLaRiojaremitimosalescritoantescitadoen

notatres.

Car�acter

Pachosovagos:CerveradelR�oAlhama.Porsudejadezydescuidoquesenota

hastaensuhabla:pare,mare,labraor（sind）,Celvera（lenvezder）.

Aldeanos:AldeanuevadeEbro.Aldeahasta1633.Tambi�enensuhabla,pierden

lad:Trabajaor;hacenlenvezder:il,venil;orenvezdel:arba�nil,barc�on.

Cabezones:MurodeAguas.Porsurudezayterquedad（comomuros）.

Faroles:Sajazarra.Porjactarsedesucastilloiluminadodenoche,visibledelejos.

Galochos:Santurdejo.Delvascogalots:ruidodelcencerro,mon�otono,sordoy

desacompasado（consentidodepesado,fastidiosoaalguienqueesunplastao

pe�nazo）.Secorresponder�aconelonomatop�eyicoruidodelasgalochas（albarcas,

almadre�nas,zuecos）usadasparaeltrabajoconelganado.Enestecasotambi�en

aplicadoaunapersonamolesta,atosiganteeinaguantable,loquesedice

vulgarmenteunpalizas.Opodr�aprovenirdelfranc�esgaluts:p�caro,brib�on.El

adjetivogaluchosignificaigualmentegranuja,tunante,pillo,perill�an.

Raposos:VillalbadeRioja.Portaimadosyastutos.Seveenpueblosdelos

MontesObarenses,alnorte,ytambi�enenVillalbadeRioja,sierradelaDemanda,

alsur.

Olegarias:alasmujeresdeVillosladadeCameros.Dera�zgermana:invulnerable

porsulanza.Denotasalud,noblezaybuentratoconotros.Tienesentidode

suavidad,portantocomoel�oleo.Seg�unsuorigenlatinosignifica・preparadopara

lalucha・,comolosagerridosguerrerosqueseembadurnabandeaceiteparala

lucha.Susmujeresviv�ansolasellargoinviernoalserpueblodetrashumantes.

Fanfarrones:CanalesdelaSierra.Porserelpueblom�aselevadodelvalledel

Najerilla.

Porsuignorancia:
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Catones:Autol.Porquenohab�anpasadodelcat�on:librob�asicodelectura,

urbanidad,caligraf�ayotrascosas.・Hombresdebien・dicelaparemiadeAutol.

Se�nalasunobleza.

Palurdos:Ba�nosdeRioja.Alestarretiradoselestratadetoscos,groserosy

paletos.

Cortezudos:BrievadeCameros.Porserr�usticos,incultos,alestaralejadosdeotros

pueblos.Hasidopueblodetrashumantes.Deah�,ladurezaqueexpresasuapodo.

Etimolog�a

Castre�nos:Anguciana.Desunombreantiguo,Augustiana-Castra.Siguesiendosu

gentilicio.Enestecaso,elgentilicioderivaenapodo.

Ojoculos:Casalarreina.Delvascooxoxulo（bellovalle）cambiadoaPasalarreina

porlareinaIsabelIqueporall�pas�oydespu�esvariadoenCasalarreina.

Fauna

Sardineros:Ba�nosdeR�oTob�ayHormilla:Porlapescadetrucha.Dicela

paremia:

LosdeMatutesonpinches,/losdeBa�nossardineros

losdePedrosohocicones/ylosdeAnguianoretoceros.

Caracoleros:EntrenayTricio.EnTriciohacencarrerasdecaracolesdesde1985.

Raposos:VillalbadeRioja,Fonzaleche（SierradeBilibioyTolo�no,Montes

Obarenses）yVillarejo（SierradelaDemanda）.Porastutos.

Lobos:VillardeTorreyViniegradeAbajo.Porserpueblostrashumantes.

Zorrines:MontemedianodeCameros（pedan�adeNievadeCameros）.

Ratones:NievadeCameros（neverosessugentilicio）.

Chinches:Hormilleja.Porserchinchosos,molestos,pesados.Hor（l）maespared

secaenlat�n.

Cucharones:Pradillo.Dicenqueporqueten�anbajaestatura.

Gatos,CuditosyGuritos:Quel.Porescalarcomogatossuspe�nas:Picuezoy

Picueza.

Gatos:AlbeldadeIregua.PorlasescarpadasCuevasdelaPe�nayotrashabitadas

enlaEdadMedia.

Cabriteros:Terroba.Porhacerquesodelechedecabra.Y Hueveros.Por

dedicarsealacompraventadehuevos（adem�asdepieles,pollos...）.Ten�an

industriadeheladosygalletas.

Cig�ue�nas:Lardero.Asusmujerespormirardesdesuprivilegiadaalturaelvalle.

Cig�ue�neros:Uru�nuela.Enelvalledelr�oYalde,peronoest�asobremontecomo

Lardero.

Gallotes:VillardeTorre.Beberagalloteesbeberamorrodelporr�onodela

botella（formadegallocantando）.Espueblovitivin�cola.

Lechoneros:Ventosa.Porsertratantes（deganadoporcino）.Sonventosinos

（gentilicio）.

Pirinos:VillanuevadeCameros.Porelpirino,untipodeardillaqueproliferaba.
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Mochuelos:ElCortijo.Porsusvistassobrelosgalochos（meandros）delr�oEbro.

Flora（Productos,Gastronom�a）

Lironeros:Briones.Porel�arbollironero（almez,almezal,latonero,lodo�no,lod�on）.

Desolivaos:Pr�ejano.Porquesequejandelapocaproducci�ondesusolivos.

Cebolleros:Herce.Porsuscebollasyotrosproductoshort�colasdelr�oCidacos.

Pellosos:Anguciana.Porsuspellas（riojanismodecoliflores）desuricahuerta.

Champi�noneros:Pradej�on.Porsuproducci�on（・pueblodelchampi�n�on・）.

LechuguinosoLechugueros:N�ajera.Porsusbuenaslechugasyricahuerta.

Fajolos:Ba�nares.Porelalforf�onoalforj�on（trigonegroosarraceno）quediera

nombreaAyuela,pobladodesaparecidodelquesediceprocedeBa�nares.

Escoberos:SantaColoma.Porsumanufacturadeescobas.

Pajeros:SantoDomingodelaCalzada.Porhacerobjetosdepaja,comosillasy

emboltoriosparalasgarrafasdevino.

Patateros:SantoDomingodelaCalzada（eljard�n）.Porsusalmacenesdepatatas.

Colodros:VillosladadeCameros.Porelcolodro（abarca）queusabanlospastores.

Corominasdicequeesuna・vasijaorecipienteparal�quidos・,sobretodoparavino.

Tieneelsentidodeborracho.Deah�eldicho:borrachocomouncolodro（como

unacuba）.

Borrachos:BerceoyCalahorra.

Vinateros:Cenicero.

Jarreros:Haro.Porsusjarrosdebarroconpico,paramejorservirelvino.

Macanes:SanVicentedelaSonsierrra.Porlamacana:mazaconlaquesesoltaban

lostravesa�nosdelaprensadelvino.

Soperos:Badar�an.Porquecadafamiliaten�asusopaespecial.・Badar�an,vino,

chorizoypan・,diceunaparemia.Tambi�en,conapodosaotrospueblos:

・LosdeBadar�an,soperos/losdeBerceo,borrachos,

losdeEstolloySanMill�an,/sonunosbuenosmuchachos.

Sardineros:Ba�nosdeR�oTob�ayHormilla.Porsustruchas.

Pellosos:Anguciana.Porsuspellas（riojanismodecoliflor）.

Chocolateros:Munilla.Porlaf�abricadechocolate,yainactiva.

Pucheros:MurillodeR�oLeza.Porsuspucherosconlosquehac�anlavativascon

plantasmedicinales.Lospuebloscameranosten�anmuchalongevidadporsus

remedioscaseros,antelafaltadem�edicosysudif�cilacceso.

Peroleros:SanAsensio.Porllevarelperolalcampo.YPotajos,porsuscaldosy

guisosdeverduras（potajes）.

F�sico

Brutos:Alfaro.・M�asbrutosquelosdeAlfaro・.Brutuseraenelarc�aicoosco

indoeuropeounapersonagrandeydepesoounanimaldetiroycargaqueera

lentoytestarudo,irracional.Connotaas�unesp�ritupesado,torp�on,incapazy

tambi�enviolento,necio,toscoydesarreglado.FuecognomennobiliariodeLucius

Junius（fund�olaRep�ublicaromanaen509a.C.）ydeMarcus（85a.C.）famoso
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asesinodeCesar.

Ojinches:CanillasdeR�oTuerto.Porsusp�arpadoscontra�dos,quiz�acomodicterio

deN�ajera.

Narigones:Nalda.Porsuabultadanariz.

Orejudos:Sorzano.Porsusprominentesorejas.

Hocicones:Pedroso.Porsubocasaliente.

CocotudosoCogotudos:RasillodeCameros.Porseraltivosydestacarseporsu

cogote.

Lega�nosos:SanVicentedelaSonsierra.

ZancarronesoVaritas:ArenzanadeAbajo.Porsuslargaspiernas.Veren

・Sucesos・.

Zarrios:Anguiano.Queindicasudescuidadoaspectof�sico yfaltadehigiene.

Zarrioestrastoviejoeinservible,yporesoselesaplicaporserdespreciablesyde

nulautilidad.

Jud�os

QuinquillerosoQuincalleros:Arnedo.Porcomerciarconobjetosdemetal,bisute-

r�a（deestraperlo）.Dicelaparemia（dicteriodelosdeAutol）:

LosdeArnedosonjud�os/ylosdeQuelunosgatos,

losdeAutol,hombresdebien/losdeCalahorra,borrachos.

Jud�os:ArnedoyLabastida.Dicelaparemia:

Jud�osdeLabastida,/novay�aisporBri�nasaHaro,

porqueossaldr�analcamino/yospodr�ancortarelrabo.

Chuetes:Ezcaray.Porlosjud�osconversosqueconelfueroqueotorg�oFernando

IV en1312habitaronelvalledelOja. Esdiminutivodexuet�o,juen,jueto

（jud�o）.Lapronunciaci�ondechuetaochuyetaesxuete,quepodr�aderivarde

xuiaochuya（tocino）.

CochinosyMarranos:Calahorra.Poreltocino,conelsentidodexuete:jud�o.

Pilongos:Haro.De・pilonicus・,pila.Paradistinguiraloscristianosviejosdelos

convertidostraslaReconquista.

Diablos:�Abalos.Aplicadoalosjud�osdelavertientedelEbro.Porasonancia.

Gatos:Ales�on.Quiz�aporlosjud�osquehab�aporelr�oYalde,cercadeN�ajera.

Raposos:Cellorigo.Porsuraboaligualqueelpeculiardelraposo.Yaligualque

loten�aeldiablo,seg�unlasuperstici�on.

Rabudos:Enciso,Viguera,FuenmayoryLapuebladeLabarca（RiojaAlavesa）.

Porlacreenciamal�evoladequelosjud�osten�anrabo（ap�endicecut�aneocaudal）.

Marmotinas:Labastida.Dichoporlosdescendientesdemorosyjud�osqueal

igualquelosgatosimitabanalasmarmotas. Marmotearesrefunfu�nary

murmuraramediavoz.Eseser�aelsentimientodelconvertidoenaparienciay

seguirsiendoconsideradocomorazamaldita.

Procedencia

Navarros:Alesanco.PordonarelreynavarroSanchoGarc�esIunafincaal
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MonasteriodeSanJuandelaPe�na.ElreynavarroGarc�arecibi�olastierrasy

casasdelpresb�terodelpueblo,��nigo.

Navarrosalsurco:SanturdedeRioja.Porhabersidorepobladapornavarros

entre923y924conelreySanchoGarc�esI.Navarrosetomaahoracomofor�aneo,

usurpador,invasor.

Cordoveses:Islallana.Porqueproven�andeC�ordoba.

Olivenses:Leiva.DelantiguopoblamientoromanoLibia,OlivauOliba,pueblo

ber�on,vecinodelosautrigones.Poresosugentilicioesolivenses.

Bilibienses:Haro.PorlosriscosdeBilibio,deSanFelices,suantiguopoblamiento.

Profesi�on

Pelaires:Ezcaray.Pelaireeselquepreparalalanaparatejer.Sontrashumantes.

Caparra:Ezcaray.Porlasgarrapatasadheridasalvell�ondelalanayalapielde

losperros.

Pel�u:AguilardelR�oAlhama.Porsudedicaci�onalganadolanar.Cerr�osuf�abrica

textilen1959.

Peludos:Alberite.Porproducirmelocotones,quetienenpielvellosa.Tienef�ertiles

huertasba�nadasporelr�oIregua.

Peluchos:BobadillayCabez�ondeCameros.Porsudedicaci�onaltejidodelana.

Vienedepeluche.

Galochos:Santurdejo. Porusargalochas（albarcas）enlaslaboresconlos

animales.

Pinches:Matute.Comodicterioparaminusvalorarlos,pordedicarseaservicios

auxiliares.

Lechoneros:Ventosa.Porsertratantesdelechonesquellevabanensustartanas

（carrosdecaballosomulas）aCamerosyhastaBurgos.

Cisqueros:Ventosa.Porhacercisco（carb�onvegetal）.

Noguerones:ViniegradeArriba.Porqueten�amuchasnogueras.Hoynoseven

ya.

Morteros:ViniegradeArriba.Porelmortero（hormig�on）utilizadoensudedica-

ci�onalaalba�niler�a.

Hueveros:Terroba.Pordedicarsealacompraventadehuevos（adem�asdepieles,

pollos...）.Ten�anindustriadeheladosygalletas.

Sucesos

Pelagallos:Cuzcurrita.PorrobarelgallodelatorredeTirgo.

Torcidos:Rodezno.Porqueunrayotorci�olatorredesuiglesia.

Gallos:SantoDomingodelaCalzada.Porelmilagrodelgalloylagallina.

Matacuras:Rabanera.Porquealcaldeyconcejalesmataronauncura.

ZancarronesoVaritas:ArenzanadeAbajo.Porcorrerm�asquelosdeCamprov�n

paracogerlaabubillayas�quedarseconeldisputadocampodeValdecardiel.

Bubillosoabubillos:Camprov�n. Porquedarseconlaabubillatraslaque

corrieron compitiendocon losdeArenzanadeAbajopensandoqueerala
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reencarnaci�ondelaVirgenMar�a.Perdiendolacarrera,tuvieronquecederel

campoendisputa.

Toponimia

Avioneros:Agoncillo.PorsuaeropuertomilitardeRecajo（1924-1928）.Lo-

gro�no-Agoncillo,desde2003.

Cagosos:AvellanosadeRioja.Porestarenlapartem�asaltadelR�oRel�achigo.

Pochangueros:Hu�ercanos.PorlaPochanga,embalsequepermiti�oconstruirla

reinaJuanaporsiocurr�aotroincendiocomoelde1506queacab�oconlascasas.

Laguchinos:LagunadeCameros.Porsuantiguolago.

Hemoshechoestaagrupaci�onsem�anticapersonaldeapodosconelfinde

poderlosapreciardeunaformaconjunta.Hemosdeconsiderarquehayalgunos

apodosquebienpodr�anaparecerendiferentesapartados.Iremosenumerandolos

apodosquehemosrecogidodemayoramenorcantidadenqueaparecendentrode

estosenunciadosm�asrecurrentes.

Deflora（productosygastronom�a）hay23.Deanimales,20.Delcar�acterde

laspersonas,17.Deprofesiones,13.Dejud�os,12.Delf�sico,12.Desucesoso

leyendas,6.Desuprocedenciaoriginaria,6.Detoponimia,5.Desuetimolog�a,2.

Defloraengeneral,productosygastronom�a,eselmayorn�umerodeestos

apodosalosnacidosenlospueblosriojanos,23.Entreellos,lechuguinoso

lechugueros,cebolleros,champi�noneros,desolivaos（porquejarsedelaescasa

recolecci�ondeoliva）,escoberos,pajeros,patateros,colodros,borrachos,vinateros

yjarreros,macanes,fajolos（porelalforf�onoalforj�onotrigosarraceno:・soba・

japonesa）ylironeros（�arbol）,soperos,sardineros（porlastruchas）,pellosos（por

lascoliflores;pellaesriojanismodecoliflor）,chocolateros（porsuf�abrica,notanto

parasuconsumo,cuantoconfinesdeexportaci�onapueblosyregioneslim�trofes）,

pucheros（tienefinesmedicinales,peronospermitimosincluirloenesteapartado

porserutensiliodecocina）,peroleros（delperol,queesollademetal8）,porlos

buenoscocidosquetienenunagranvariedaddealubiasentrelasquesedestacan

loscaparrones,especiedealubiapintaypotajos（porsuspotajes）.Noshablande

labuenacocinariojanaydesubuencomerybeber. Esunase�naldela

importanciaquesedaalmedioruralqueseautoabastececonsuspropios

productosagr�colasyhort�colas.Relacionadosconlosapodosdeproductos,est�an

losreferidosaprofesiones,quemencionamosm�asabajo.

Defaunahay20.10sonanimalessalvajes:raposos,lobos,zorros,zorrines,

ratones,chinches,cucharones,cig�ue�nas,pirinosymochuelos.4deellosson

animales para elconsumo humano:sardineros,caracoleros,cabriteros y

lechoneros;2deanimalesdom�esticos:gatos,gatu�nososussimilarescuditoso

guritosyelrelacionadoconelgallo,gallote.Elapodoraposos,conlaconnotaci�on
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deastutosotaimados,tambi�enseencuentraenelapartadodecar�acter.Elgran

n�umerodepueblosconnombredelobo,zorro,raposo,aplicadosapueblossituados

enestribacionesdemonta�na,tantodelnortecomodelSistemaIb�ericodelsurde

laregi�on,nosindicasuorograf�ayladedicaci�ondesusantiguoshabitantesal

ganado,conpreferenciaallanar,queeraelm�asvulnerableasusataques.

Los17apodossobreelcar�acterdelaspersonashacenreferenciaunasveces

asuprofesi�on:galochos（porloszuecosoalmadre�nas,conelsentidodeestarcomo

uncencerro,quesuenadeformaloca,sordaydesacompasada,yelsentidodedar

latabarrasiendopesadoymolesto）,otrasasufuerteesp�rituserrano:olegarias

（aceite）,otrasasucerraz�onyrudeza:cabezones,asualtaner�a:fatos,fanfarrones

yfaroles.Cuatrodeellossonclaramentereferidosasuignoranciaquiz�acomo

dicteriodesuspueblosvecinos:catones,palurdos,cortezudosyaldeanos.Otrosse

refierenasuindolencia:pachosovagos,zaguaneros.Retoceros,nosindicael

car�acterinquietoyrevoltosoquetieneelverbotravesear,sin�onimodebrincary

enredar（propiodelosdanzadoresdeAnguiano）.Taca�nos,sonlosgalileoso

galileanos;gorretas,losdeHerv�as,pensemosquecomodicterio.Y raposos,

referidoalcar�acterladino,recelosoysolapado.

Delos13sobreprofesioneshay6queserefierenalganadolanardelasierra

ynoshablandesudedicaci�onalganadoovinoyalatrashumancia:pelaires,

caparras,pel�us,peluchos,galochosypinches.Galochosnosindica,adem�asdesu

ganader�alanar,labovinaylaporcina.Pinches（deserviciosauxiliares）.Otrode

sudedicaci�onalosmelocotones:peludos.Lechoneros,nosindicasudedicaci�ona

laganader�aporcinaysobretodoasucomercio.Otrossoncisqueros,escoberos,

noguerones,morteros（construcci�on）yhueveros（porsuavicultura）.

Dejud�oshay12:quinquillerosoquincalleros,chuetes,cochinoymarrano,

pilongos,diablos,gatos,raposos,rabudos,jud�osymarmotinas,quenosdaidea

claradesuabundanciaenlavegadelr�oEbroyafluentes.EnelsigloXIIIhab�a

juder�asenHaro,Albelda（yeldespobladoAlfagel）,Logro�no,Calahorra,Arnedo,

AlfaroyCerveradelR�oAlhama,peroalfinaldelsigloXIVsedocumentanen

m�asde40pueblos.Sonvariaslascausasdesumigraci�ondevillasderealengoa

n�ucleosrurales.Enprincipioelasaltodelasjuder�asdeN�ajerayMirandadeEbro

porlastropasdeEnriquedeTrast�amaraen13609.Susdefensoresfrancesesylos

cristianosquesegan�oparasucausa,reprodujeronlosataquesytropel�as,sobre

todoenlapartedeLaRiojayelnortedelaactualBurgosyPalencia.Continuaron

losataquesporCastillayLe�onde1366a1369alosjud�osporirencontradel

filosemitareyPedroI.ConEnriqueII,proclamadoreydeCastillaenCalahorraen

1366,sigui�oelantisemitismoporlosreinoshispanosara�zdelpogromo,los

violentosataquesalasjuder�asdeSevillaen1391.As�,eseveranoquemaronen

Logro�nosujuder�a.A�nosantes,el29demayode1369,mor�aenSantoDomingo

delaCalzadaEnriqueII,・elFraticida・,seg�uncrey�oelpuebloatribuidaaunos

borcegu�esenvenenados.

Enesaspeque�naspoblacionesrurales,losjud�osdisfrutabandelaprotecci�on

se�norial.Selocalizanenlosvallesdelr�oEbro:Oja,Tir�on,Najerilla,Iregua,Jubera,

―115―



CidacosyAlhama.EnlaRiojaBajaenmenospoblacionesqueenlaRiojaAlta,en

quetambi�enfueronfavorecidasporelCaminodeSantiago（Logro�no,Navarrete,

N�ajera,Gra�n�on）quefueunaexcelentev�adepenetraci�ondemodernast�ecnicas

mercantilesyfinancieras.Fueronlosjud�osdeesaspoblacioneslosdinamizadores

desurepoblaci�onydesuvidaecon�omica,amparadostambi�enporelpoderregio

queconcedi�ofuerosparaprotegerlosylesdiocastillosyfortalezas.Susaptitudes

artesanales,mercantilesysobretodofinancierashicieronflorecerburgosenla

rutajacobea.Sondedestacarsuscr�editos・deconsumo・,pr�estamosconintereses

depeque�nascantidadesacampesinosarruinadosporlamalacosecha. Se

concertabanenmayo,junioyjulio,mesesdem�asescasezantelafaltadecosecha

delest�o. Juder�asdegrandespoblacionescomoHaro,Logro�no,N�ajeray

Calahorrasevieronrevitalizadasporgruposjud�osandalus�es.

Losjud�osfavorecieronelprocesodeproducci�onvin�colajuntoconlos

se�noreslaicosyeclesi�asticos
10.DesdeelsigloXIyhastasuexpulsi�onfueron

propietariosdevi�nedos,perofueamediadosdelsigloXV,conlaprogresiva

capitalizaci�onagraria,cuandoinvirtierongrancapitalenlaproducci�ondevino,

quesiendodeprimeranecesidadymuydemandadoporlosse�noresylasciudades

cadavezm�asgrandes,comprendieronser�adesegurarentabilidad.Consiguieron

concesionesmuyfavorablesparaimportarsu・vinojudiego・deotrascomarcas.

Fuetambi�enpromovidoporlosjud�osriojanoslaproducci�onhort�colaensus

valles.Igualmentesuactividadartesanalenelsectortextil,metal�urgico,alfarero

ydecuerofuemuysignificativa.Laindustriadelastener�as（curtiembre,curti-

dur�a）fueunadesusaportaciones.As�sepuedeverporlasquehab�aenlazona

delaVegadeHaro.

EnelsigloXIVsedaunahuidadegruposjud�osalreinodeNavarramotivada,

adem�asdeporlapersecuci�onde1391,porlaspestesylasmalascosechas.A

mediadosdelsigloXV,trasunalentarecuperaci�on,sellegaaunapogeodesus

comunidades,apesardeserminor�adiscriminadaporlasautoridadeslocales.En

1492,unosjud�osdeestaspoblacionesriojanas,quenoeransinoel5％ deltotalde

lapoblaci�on,seterminaronconvirtiendoalcristianismo.Otrosseexiliaronhacia

lavecinaNavarraoaPortugal11.

Def�sico,12.Apartede・brutos・,quetambi�enpodr�areferirsealcar�acter,

otrosmuchosreflejanunrasgosobresalientedesucuerpo:ojinches,narigones,

orejudos,hocicones,cocotudosocogotudos,zancarronesovaritasylega�nosos.

Zarrios,indicasuaspectof�sicodesaseado,ysuvestirharaposoydesmadejado.

Sayones,porlat�unicadeloscofrades.

Sobresucesosoleyendashay 6:pelagallos,matacuras,gallos,torcidos,

zancarronesyabubillas.

Delaprocedenciaoriginariahay6:Navarros,Navarrosalsurco（deNavarra）.

Cordoveses（porlosjud�osandalus�esquerepoblaronLaRiojaen�epocamedieval）.

Olivenses（deLibiauOliva,pueblober�onyadesaparecido;hoyaplicadoala

cercanaLeiva）.Bilibienses,delpoblamentocercanodeHaro,SanFelices,enlos

riscosdeBilibio,yadeshabitadodesde1996.Gitanos,porunafamiliagitana,de
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entrelasqueformaronelpueblodeC�ardenas.

Sobretoponimiatenemos5:Pochangueros（porlacharcaPochanga）,cagosos

（delr�oRel�achigo）,avioneros（porsuaeropuerto）ylaguchinos（porlalagunaya

inexistente）.

Desuetimolog�ahay2:Ojoculos（delvasco:・bellovalle・）ycastre�nos（del

antiguonombre,Augustiana-Castra）.

Conclusiones

1. Elinfinitivolatinotard�o・apputare・ensusentidousualsugiereunavalora-

ci�onoestimaci�on,unacreenciaosuposici�on,unjuiciocomparativoconalg�un

elementopeculiaroconunaan�ecdotareferidosaunoovariosindividuos.Dentro

delconjuntodeapodos,hemoscatalogadoalgunosdelosapodosreferidosalos

�ncolas（encuantonacidos）deunospueblosdeLaRioja,Espa�na.Sondeuna

inventivavariopinta:connotaci�onsociol�ogica,gastron�omica,hist�orica,zool�ogica,

cineg�etica,topon�mica,ling�u�stica,religiosa,agron�omica...Danideadelgran

ingenioruralparacrearlos.

2. Sehantransmitidoscompletamenteportradici�onoral.Entrandentrodelos

llamados・dictadost�opicos・（lodichodeunlugar）queabarcanadem�asanombres

depueblos,calificativosenunapalabraoenunlexemayparemiasenformade

d�sticos（m�asconocidoscomopareados）yhastacoplasencuatroom�asversos,

quenosdanpistasparavislumbrarlascaracter�sticasyrelacionesentreunosy

otrospueblosriojanosentiempospret�eritos.PorprimeravezBonifacioGil

enumer�otreceapodosalosnacidosenpueblosriojanosen1953enunarevistalocal

（nota2）yen2009lostranscribimosjuntoconotrosdichosnuncahastaentonces

divulgadosenlibro（nota1）.En2016hicimosuncorpusm�asamplio（nota3）con

laexplicaci�onsobresusentidooriginarioconelquesecrearon.Nuestroobjetivo

enestaocasi�onhasidodarunprimerpasointentadosistematizardemanera

cient�ficaladefinici�ondeestosapodosyejemplarizardichoconceptoconelcorpus

delosapodosalosnacidosenpueblosdeLaRioja,Espa�na,agrup�andolosporsus

temasm�asrecurrentes.

3. Suelenpermanecereneltiempo,engeneral,perosepierdenenpueblos

deshabitadosydepocapoblaci�onycambiansusignificadooriginalqueenrara

ocasi�onerandenigrativosporsurgirdedisputasperoqueyanoofenden.Su

sentidorectooriginalpierdevalorparalosapeladosenfavordelsentidofigurado

comonexodeunidadporserse�nadesuidentidadcomo�ncolasdellugaryel

habertenidounasexperienciascomunesyconvivenciaentreellosmismosycon

pueblosvecinos.Ellohacequelosapodadosaceptenyluzcanconbuenhumorsu

propioapodo.Enestesentidoesprecisohacerunestudiosem�anticodesu

significaci�onverbalensuorigen,comoyahicimoseneltrabajoderecogiday

catalogaci�onyhacertambi�enunestudiodelprocesodesignificaci�onquese
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adquiereconeltiempoalaplicarseotrainterpretaci�ondecar�actersimb�olico.De

elloseencargalaOnom�astica,ramadelaLexicograf�a.Poresacapacidadde

permanencia,estosapodos,deformam�aspalpablequelosaplicadosapersonas

particulares,conservanlamemoriadelmododeculturadelospueblosalosquese

aplican.

4. Sonusadosm�asqueelgentilicio,avecesconfundidoenlapr�acticacon�el.Se

recuerdanmejoryporesoaparecenconmayornaturalidadyespontaneidadque

losgentilicios.Hansidomalllamadosseudogentilicios,apodosgentilicioso

gentiliciosburlescos,pornosergentiliciosyencasining�uncasoburlescosnimal

intencionadospuessolopretendendistinguirellugardenacimientoconunrasgo

identitarioydeterminante,alavezqueingeniosoygracioso,quenoprocedelin-

g�u�sticamentedelnombredelpueblo.

Losapodosfueronlosnombrespropiosantiguosqueporresemantizaci�onse

hicieronnombresoficialesdepersonas.Losapodosalosnacidosenlospueblos

hansurgidodespu�esdetenernombreygentilicioelpueblo,perosinderivardesu

nombre（anoserparaasonantarcon�el）.Nosebasan,comoelgentilicio,enla

etimolog�adelnombredelpueblo,puesse�nalanunanotapeculiarypropiadel

pueblo（avecescoincidenteconotrosperif�ericosolejanos）,nosdanaconocer

sucesosanecd�oticosydisputashist�oricas,reflejanlaling�u�sticapeculiary,enfin,

describenysonexpresi�onvivadelaidiosincrasiadecadapueblo,enestecasode

lospueblosdeestaregi�ondelnortedeEspa�na,LaRioja.Losgentilicios（dellat�n

・gentilitius・）sonpalabras,nominalessobretodo,construidasconlara�zdel

nombredelpueblom�asunaterminaci�onmorfol�ogicaqueledaelcarizadjetivador,

quedenotanelorigen（avecespertenenciaorelaci�on）,ellinajeofamilia,delas

gentesdeunpueblo,regi�ononaci�on,consideradoscomopatria.

5. Estel�exicoeslaexpresi�onm�asbreveyecon�omicadelamemoriayrasgos

culturalesyvaloresdelospueblosriojanosyporellosonse�nadesuidentidady

desuidiosincrasia.Funci�onidentitariaoriginaldelos�ncolasdeunpueblo,en

cuantodescendientesde�el,indicandounacualidadosucesocurioso,quenunca

pretendeexpresarelgentilicio,resumiendounaideaenunagranmayor�adecasos

enunasolapalabra.

Nopodemosenmarcarestrictamentelosapodosdehabitantesdeunpueblo

dentrodelasparemiasencuantoestassonenunciadosbreves,sentenciosose

ingeniosos,queincitanalareflexi�onyque,porelloy,porsernemot�ecnicos,suelen

permanecerestablesconelpasodeltiempo.Estosapodos,alnoserenunciadosni

llegarasersentenciasgramaticales,noquedar�an,estrictamentehablando,

abarcadosenesaconcretadefinici�ondeparemias.Esos�,estamosconvencidosde

queseintegrandentrodelmarcode・dictadost�opicos・queabarcatodotipode

dichospopularesconreferenciaaunlugaryportantosonpartedelestudio

paremiol�ogicoconcebidoscomoadjetivossobreelorigennatalicio,quecondensan

alg�unrasgoidentitariodelosnacidosencadapueblo,bienresumiendosuorigen

geogr�afico,algunapeculiaridadtopogr�afica,alg�unrasgodelorigendesusvecinos,
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algunacaracter�sticahist�oricaquelosune,alg�unhechoohechosquerecogenlas

leyendasdelpueblocomopropiasdeellos,oporanalog�areflejanalg�unproducto

t�picodelazonaoalg�unanimalqueabundaenella;otrasvecesserefierena

algunaprofesi�onqueenotrostiemposfuecaracter�sticadelpuebloyaveceshasta

algunaf�abricaoespaciooinmueblep�ublicoedificadonohacemuchotiempo.

Esteestudionosdapistasparaproponerlazosentreestosapodosalosnacidos

enpueblosriojanos,quesonrecursosorales,yalgunostop�onimosdeesoslugares,

quetambi�ensonf�ormulasbrevesnarrativasmedianteunaf�ormulasint�actica.

Ambosson elementoscon quelosnaturalesdecadalugarinterpretan su

existenciacotidiana.Loscompuestosverbales,porsuexpresividad,seprestana

engendrartop�onimosyapodos.Sepuedeapreciarc�omoestosapodoshanpodido

serconstruidoscontop�onimosyantrop�onimos,perohemosdepensartambi�enque

estossehanfraguadotambi�enenunaoralidadprimigenia,yaenlaEdadMediay

antes,enunrepertoriooralqueser�abiendif�cildedescifrarafalta,precisamente,

dedocumentaci�onescrita
12.

6. Sonpatrimonioinmaterialeintangibledelaculturapopularriojana,de

Espa�naque,denosertranscrito,seguir�aperdi�endoseconelpasodeltiempoen

tantoencuantoaumentaladespoblaci�onyeldesarraigoculturaldelapatria

chica.Estehasidonuestroempe�no:preservarestosbrevesretazosdevivenciasde

riojanosde�epocaspasadasque,apenastransmitidosoralmente,nofueron

estudiadoscient�ficamentenidivulgadosporescritoparaelconocimientogeneral,

pudiendoas�coadyuvarasupermanencia.Podremosreconstruirmedianteestas

huellasoralesdelosapodosalos�ncolasdelosdistintospueblosriojanoselpensar

ysentirdenuestrosantepasadosparaquequedeenlamemoriadelospresentes

vecinosyquieneshabitenesospueblosdespu�es.Elsabernoquedaabarcadocon

ladocumentaci�onescrita.LaHistoria,ensentidoamplio,hadehacersetambi�en

conlatrasmisi�onoralque,aunquenofueraescrita,encierraens�muchossaberes

yacontecimientospopularesdelosquehemosdehacermemoria.

Pensamosprecisoestudiarlosehicimosuninventarioporordenalfab�eticode

lospueblosriojanosdandounaexplicaci�ondesuorigen.Enestaocasi�onadem�as

dehaceruncorpussem�anticoporlosasuntosquetratan,hemoshechounas

observacionesdelasquehemossacadounasconclusiones.Deseamosqueseanun

acicateparaseguirrecopilandoyestudiandoestericoyvaliosotemaanivel

acad�emicoparapoderapreciarladiversidaddelospueblos,susrelacionesde

convivencia,suhistorianoescrita,geograf�aydedicaci�onycrearlazosdeamistad

yunidadentreellos.Tambi�enmedianteestosapodosalosnacidosenpueblosde

LaRioja,restosdelartepopular,desussaberesycultura,podremosvolvera

nuestrasra�cesydescubrirnuestrospueblosparaas�m�asquererlos.

1 OscarJavierMendozaGarc�a,Pueblosriojanosenromances,coplasydichosrecogidospor

BonifacioGilGarc�a,IER,Logro�no,2009.
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Mart�nez,Despoblaci�onymarginaci�onenlasierrariojana.IER,Logro�no,2001.

7 Seg�un datos en l�nea:https://es.wikipedia.org/wiki/Despoblados_de_La_Rioja_

(Espa�na)

Otrasaldeascercanasdesaparecieronyaen�epocamedieval,as�SantaMar�ade

Carrasquedo,enGra�n�on,yenelsigloXVIII,SantaMar�adeLoena,aldeadeEzcaray,

cercadePazuengos.Sinpoderubicareltiempodesudespoblamientosonlasaldeasde

Ezcaray:Espurga�na,LazalayaySurabura;ydelt�erminodeZarrat�on:Zaballa.

8 Elt�erminodelplatojapon�es・olliya・,derivadelapalabraolla.

9 PeroL�opezdeAyala,CoronicadelreydonPedro,Edici�onyestudioporConstanceL.

WilkinsyHeanonM.Wilkins,Madison,1985,p.113:・［E］lreydonPedroestandoen

BurgossopocommoelcondedonEnrique,edonTello,eelcondedeOsona,elosotros

cauallerosqueconellosvenian,eranyaentradosenCastilla,ecommollegarona

Najera,efizieronmatarlosjud�os.Eestamuertedelosjudiosfizofazerelcondedon

Enrique,porquelasgenteslofaciandebuenavoluntad,eporelfechomesmotomauan

miedoere�elodelrey（donPedro）etenianconelconde（donEnrique）・.

Con・buenavoluntad・enelasaltoalajuder�anajerina,elcancillerL�opezdeAyalanos

muestrac�omolosnajerinosodiabanalosjud�os,loqueaprovechaelcondeEnrique

paraqueseponganafavorde�elycontrasuhermanastroPedroIqueproteg�aalos

jud�osynodejabaimpunestalesataques,consideradoscomorebeld�a.As�ocurri�o

pocodespu�esenMirandadeEbro・porquantoauianallirobadolosjudios,etenianla

partedelconde,efizoyjusti�iadeomnesdelavilla・（p.114）.

10 EnriqueCantera,・Losjud�osriojanosyelcultivodelavid・,Cuadernosdehistoriade

Espa�na,InstitutodeHistoriadelaCulturaEspa�nolaMedievalyModerna.n�.84,

UniversidaddeBuenosAires,2010,pp.39�59.・Losjud�osdeLaRiojamedieval,elvino

ylavid・.ConferenciapronunciadadentrodelcursoElvinoenlareligi�onylacultura

jud�as.VJornadasSefard�esenLaRioja.Fundaci�onSanMill�andelaCogolla,2006.

11 EnriqueCantera,・Laaportaci�onhebreaalasociedadriojanamedieval・,enAntonino

Gonz�alezBlanco（Coordinador）,LaRioja,tierraabierta. Fundaci�on Cajarrioja,

Logro�no,2000,pp.249�262.Puedeversetambi�enenl�nea,marzo,2016:http://www.

vallenajerilla.com/berceo/rioja-abierta/cantera/cantera.htm

12 Rodr�guezdeLama,I.,Colecci�ondiplom�aticamedievaldelaRioja:923�1225.Serviciode

Cultura,Diputaci�onProvincial,Logro�no,1979.Enp.62nosdicequeeltop�onimo

PasadadeHartalobos（294）・respondeaunhechohist�oricooenelespaciohiperb�olico

delasnarrativas,queloslobosdepredanhastahartarse・.Enp.63dicequeDominico

FartaLobos（162）esun・apodomedievaldebidoalaan�ecdotamaliciosaquese�nalaa

unganaderonegligentequepermit�aalosloboscomersesusovejas・.
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平成29年4月1日

拓殖大学研究所紀要投稿規則

（目的）

第1条 拓殖大学（以下，「本学」という。）に附置する，経営経理研究所，政治経済研究所，言語

文化研究所，理工学総合研究所及び人文科学研究所（以下，「研究所」という。）が刊行する紀要

には，多様な研究成果及び学術情報の発表の場を提供し，研究活動の促進に供することを目的と

する。

（紀要他）

第2条 研究所の紀要は，次の各号のとおりとする。

� 経営経理研究所紀要『拓殖大学 経営経理研究』

� 政治経済研究所紀要『拓殖大学論集 政治・経済・法律研究』

� 言語文化研究所紀要『拓殖大学 語学研究』

� 理工学総合研究所紀要『拓殖大学 理工学研究報告』

� 人文科学研究所紀要『拓殖大学論集 人文・自然・人間科学研究』

２ 研究所長は，次の事項について毎年度決定する。

� 紀要の『執筆予定表』の提出日

� 投稿する原稿（以下，「投稿原稿」という。）及び紀要の『投稿原稿表紙』の提出日

� 投稿原稿の査読等の日程

（投稿資格）

第3条 紀要の投稿者（共著の場合，投稿者のうち少なくとも1名）は，原則として研究所の兼担

研究員および兼任研究員（以下「研究所員」という。）とする。

２ 研究所の編集委員会が認める場合には，研究所員以外も投稿することができる。

（著作権）

第4条 投稿者は，紀要に掲載された著作物が，本学機関リポジトリ（以下「リポジトリ」という。）

において公開されることおよび当該著作物の著作権のうち複製権・公衆送信権の権利行使を研究

所に委託することを許諾しなければならない。

２ 共同執筆として紀要に掲載する場合には，共同執筆者全員がリポジトリにおいて公開されるこ

とおよび当該著作物の著作権のうち複製権・公衆送信権の権利行使を研究所に委託することにつ

いて承諾し，投稿代表者に承諾書を提出しなければならない。投稿代表者は，共同執筆者全員の

承諾書を投稿する原稿と一緒に研究所に提出しなければならない。

（執筆要領および投稿原稿）

第5条 投稿原稿は，研究所の紀要執筆要領の指示に従って作成する。

２ 投稿原稿は，図・表を含め，原則として返却しない。

３ 学会等の刊行物に公表した原稿あるいは他の学会誌等に投稿中の原稿は，紀要に投稿すること

はできない（二重投稿の禁止）。
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（原稿区分他）

第6条 投稿原稿区分は，次の表1，2のとおり定める。

２ 投稿原稿区分は，投稿者が選定する。ただし，紀要への掲載にあたっては，査読結果に基づい

て，編集委員会の議を以て，投稿者に掲載の可否等を通知する。

３ 紀要への投稿が決定した場合には，投稿者は600字以内で要旨を作成し，投稿した原稿のキー

ワードを3～5個選定する。ただし，要旨には，図・表や文献の使用あるいは引用は，認めない。

４ 研究所研究助成を受けた研究所員の研究成果発表（原稿）の投稿原稿区分は，原則として論文

とする。

５ 研究所研究助成を受けた研究所員が，既に学会等で発表した研究成果（原稿）は，抄録として

掲載することができる。

（投稿料他）

第7条 投稿者には，一切の原稿料を支払わない。

２ 投稿者には，紀要3部を贈呈する。

３ 投稿者が研究所員の場合には，掲載の抜き刷りを50部まで無料で贈呈する。50部を超えて希

望する場合は，超過分について有料とする。

（リポジトリへの公開の停止及び削除）

第8条 投稿者よりリポジトリへの公開の停止及び削除の申し出があった場合または編集委員会が

リポジトリへの公開の停止及び削除が必要と判断した場合には，リポジトリへの公開の停止及び

削除をおこなうことができる。

（その他）

第9条 本投稿規則に規定されていない事柄については，編集委員会の議を以て決定する。

（改廃）

第10条 この規則の改廃は，研究所運営委員会の議を経て研究所運営委員会委員長が決定する。

附則

この規則は，平成29年4月1日から施行する。
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表1 投稿原稿区分：経営経理研究所，政治経済研究所，言語文化研究所及び人文科学研究所

�論文
研究の課題，方法，結果，含意（考察），技術，表現について明確であり，独創

性および学術的価値のある研究成果をまとめたもの。

�研究ノート
研究の中間報告で，将来，論文になりうるもの（論文の形式に準じる）。新しい

方法の提示，新しい知見の速報などを含む。

�抄録
経営経理研究所，政治経済研究所，言語文化研究所，人文科学研究所の研究助成

要領第10項（2）に該当するもの。

�その他

上記区分のいずれにも当てはまらない原稿（公開講座記録等）については，編集

委員会において取り扱いを判断する。また，編集委員会が必要と認めた場合には，

新たな種類の原稿を掲載することができる。

表2 投稿原稿区別：理工学総合研究所

�論文，�研究速報，�展望・解説，�設計・製図，�抄録（発表作品の概要を含む），�その

他（公開講座記録等）



平成29年4月1日

拓殖大学人文科学研究所紀要

『拓殖大学論集 人文・自然・人間科学研究』執筆要領

1．発行回数

紀要『拓殖大学論集 人文・自然・人間科学研究』（以下，「紀要」という）は，原則として年

2回発行する。原稿提出期日および発行は，次のとおりとする（厳守）。

2．執筆予定表

投稿希望者は，研究所が定めた日までに，紀要の執筆予定表に必要事項を記入・捺印し，学務

部研究支援課（以下，「研究支援課」という。）に提出する。

3．使用言語

使用言語は，日本語又は英語とする。ただし，これら以外の言語での執筆を希望する場合は，

事前に人文科学研究所編集委員会（以下，「編集委員会」という）に書面にて申し出て，許可を

受ける。

許可を受けた原稿は，必ず外国語に通じた人の入念な校閲を受けたものに限る。

4．様式

投稿する原稿は，完成原稿とし，原則としてワープロ原稿2部を，編集委員会に提出する。

� ワープロを使用する際は，A4判の白紙片面を縦長に用い，横書きで，1行39文字，1ペー

ジ34行で印字する。その際，天地，左右各30mm程度の余白をとっておく。縦書きの場合

もこれに準ずる。

� 欧文による原稿の場合は，A4判の白紙片面を縦長に用い，天地左右の余白を30mm程度

とり，1行78文字，1ページ34行で印字する。外国語の要約の原稿もこれに倣う。

� 原稿の分量は，本文と注及び図・表を含め，原則として，A4縦版・横書で次のとおりとす

る。なお，日本語以外の言語による原稿の場合もこれに準ずる。

① 日本語および全角文字で記す場合，原則として24,000字以内。

② 欧文の場合，原則として48,000字以内

� 投稿者は，紀要の複数の号にわたり，同一タイトルで投稿を希望することはできない。

ただし，「資料」の場合は，同一タイトルの原稿を何回かに分けて投稿することができる。

その場合は，最初の稿で，記載原稿の全体像と回数を明示しなければならない。

5．原稿

� 原稿区分は，「拓殖大学研究所紀要投稿規則」に記載されているとおりするが，「その他」の

区分，定義については付記のとおりとする。

� 原稿の受理日は，研究支援課に到着した日とする。

� 投稿は，完成原稿の写しを投稿者が保有し，原本を編集委員会宛とする。

� 投稿する原稿とあわせて，「拓殖大学論集 人文・自然・人間科学研究」投稿原稿表紙に必要

事項を記入，「拓殖大学機関リポジトリへの公開等の許諾」に捺印し，原稿提出期日までに添

付する。
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� 原稿は， 6月末日締切 － 10月発行

� 原稿は， 10月末日締切 － 3月発行



6．本文表記

� 本文の構成を章・節・項のように分ける場合，それぞれの表記の仕方は，例えば，章はⅠ・

Ⅱ……，節は1.・2.……，項は1）・2）……などの表記方法があるが，本紀要の場合，執筆者

の研究分野が多岐にわたることを考慮し，とくに定めない。各執筆者が所属する学会の学会誌

などの表記方法に準ずること。

� 数字は算用数字を用いる。数字や欧字は，1字のみの場合を除き，半角とする。

ただし，縦書きの場合に限り，数字は原則として漢数字を用いる。

� 特殊な字体（イタリック・ボールド・ギリシャ文字など）・紛らわしい文字（l�エル�・1

�イチ�・i�アイ�・0�ゼロ�・O�オウ〉など）や大文字・小文字（W とwなど）は，明瞭に

区別できるよう指定する。また，添え字も，上付き・下付きを明瞭に指定する。

� 本文中に文献・資料を引用・参照する場合は，下記の例のように，文献・資料の著者名（姓

のみ）と発表年を示し，必要に応じて関連ページも示す。

青木（2001）は……，上村（2002：50�61）は……，青木・上村（2003）によれば……，…

という説がある（大山 1998：43�52）。……という見解もある（飯田 2003；太田 1999）。青木

ほか（2004）は……，など。

� 本文中に文献・資料の一部を引用する場合は，引用部分を，「 」でくくる，字下げする，活

字ポイントを小さくする，などの方法で表す。

7．図・表・数式の表記および作成

� 図（図には写真も含む）および表は必要最小限にとどめる。とくに，同じデータに関する図

と表の重複は避ける。

� 図および表は，各図・各表ごとに別紙とし，それぞれ，図1・図2… 表1・表2…のように

通し番号を明示し，執筆者名を記入する。

� 図および表のタイトル・説明文・出典などの原稿は，別紙にまとめる。外国語の要約をつけ

た場合は，図・表のタイトルと説明文は，外国語を併記することができる。

� 本文中の図および表の挿入希望位置は，本文原稿の右側余白に記入する。また，図・表の大

きさや体裁について希望がある場合は，本文原稿上に枠で指定するか，おおよその大きさなど

を右側余白に記入しておく。なお，図・表の大きさや体裁は，編集委員会で決める。したがっ

て執筆者の希望に添えない場合もある。

� 図および表を本文中に引用する際は，「図1によれば……」「……は表3に示される」などの

ように示す。

	 図は，黒インクで明瞭に描いたものか，ワープロあるいはコンピューターソフトを使用して

描いたもので，そのまま写真製版が可能なもの（版下原稿）に限る。


 表は，ワープロあるいはコンピューターソフトを使用して作成する。

� 図中や表中の文字や数字の大きさ，図の表現の細かさについては，刷り上がりの大きさで明

瞭に読みとれるよう，縮小率を十分考慮して決める。

� 数式は専用ソフトなどを使用して正確に表現する。数式の上下は1行ずつあける。

8．注とその記載方法

� 注は，本文内容の補足説明を行う場合と，引用・参照した文献・資料の出所を明示する場合

に用いる。

� 本文中の当該箇所の右肩に（ ）でくくった通し番号をつけ，注の内容は，本文のあとに，

通し番号順にまとめて記す。
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9．文献・資料の表示方法

本文で引用・参照した文献・資料を表示する方法としては，本文中には著者の姓と発表年のみ

を記し〈これについては，前ページの本文表記4を参照のこと�，原稿末尾の文献・資料表に詳

しく表示する方法と，本文中には記さず，本文のあとの注に詳しく表示する方法の二つが一般的

である。

� 文献・資料表に表示する場合

① 文献・資料表に，下記の要領で記載する。なお，文献・資料表は，原稿の末尾（注の後ろ）

に掲載する。

a． 学術雑誌など定期刊行物の場合は，著者名・発表年・文献名・定期刊行物名・巻または

号番号・文献の最初と最後のページを明記する。単行本の場合は，著者名・発表年・書名・

出版社（出版所）名を明記する。

b． 著者が複数の場合も，全著者名（姓名）を列記する。

c． 定期刊行物の巻・号番号およびページについては，巻ごとの通しページがある場合は，

巻番号（ゴシック）と通しページを記す。巻ごとに通しページがない場合は，巻番号（ゴ

シック）のあとに号番号を（ ）でくくって示し，号ごとのページを記す。号番号のみの

場合は，（ ）でくくった号番号とページを記す。

② その他の書式（記載順序や方法）については，本紀要の場合，執筆者の研究分野が多岐に

わたることを考慮し，とくに定めない。各執筆者が所属する学会の学会誌などの要領に則っ

て，統一した形式で記すこと。

③ 文献・資料の並べ方は，下記の要領による。

a． 日本語文献・資料，アジア地域言語文献・資料，欧語文献・資料の順に並べる。

b． 日本語文献・資料は，著者名の五十音順に並べる。アジア地域言語文献・資料はそれぞ

れの著者名の当該言語の固有の配列順（あるいはカタカナ表記の五十音順）に並べる。欧

語文献・資料は著者名（姓が先）のアルファベット順に並べる。

c． 同じ著者の文献・資料は発表年の順に並べる。同じ発表年のものが複数ある場合は，本

文の引用順に，a・b……を発表年のあとにつけて並べる。

� 注に表示する場合

① 注の該当箇所に著者名・文献・資料名などを詳しく表示する方式で，この場合は，文献・

資料表を省くことができる。

② 表示例は，以下の通り。

�日本語文献・資料�

小林政吉『宗教改革の教育史的意義』（創文社 1960）p.12. �単行本の場合�

林 泰成「ピーターズのコールバーグ批判」（佐野安仁，吉田謙二編『コールバーグ理論の

基底』世界思想社 1993）p.34. �単行本所収の論文の場合�

石井雅史「コミュニケーションと規則」（日本哲学会編『哲学』第51号 2000）pp.270�272.

�学術雑誌等の掲載論文の場合�

G.ドゥルーズ『ベルクソンの哲学』宇波彰訳（法政大学出版局 1974）p.25.

�和訳書の場合�

�英文文献・資料�

AlexanderC.Judson,TheLifeofEdmundSpencer（Baltimore:TheJohnsHopkins

Press,1945）,p.145. �単行本の場合�

A.H.Bullen（ed.）,TheWorksofFrancisBeaumontandJohnFletcher（Variorum ed.;
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LondonLondon:GeorgeBellandSons,1908）,pp.49�53.�論文集の編者表記の場合�

G.M.Dutcheretal.,GuidetoHistoricalLiterature（NewYork:TheMacmillanCo.,1931）,

p.50. �著者が3名以上の場合�

F.A.Moe,・SchoolRetrenchment,・SchoolReview,XLII（May1934）,p.40.

�学術雑誌等の掲載論文の場合�

JohnCalvin,TheInstitutesoftheChristianReligion,trans.HenryBeverridge（2nded.;

Edinburgh:T.&T.Clark,1895）,Ⅰ,pp.40�45. �英訳書の場合�

�欧文文献・資料の略語の用法�

欧文文献・資料の引用・参照の際によく使われる略語（ loc.cit.,ibid.,op.cit）の用法

を，以下に記す。

loc.cit.同じ文献・資料の同じ箇所を連続して引用する場合に用いる。

ibid. 同じ文献・資料から連続して引用する場合に用いる。その際，前と引用ページが異

なる場合には，当該ページを表示する。

op.cit. 前に挙げた文献・資料に，いくつかの注を隔てた後に，再び言及する場合に用いる。

したがって，この場合は，著者名（姓のみ）とページ数とを必ず表示する。

上記の略語は，単行本と学術雑誌の場合はイタリック体で，論文の場合はローマン体で表

記する。

［ 使用例 ］

� T.M.ParrotandR.H.Ball,AShortViewofElizabethanDrama（NewYork:Charles

Scribner・sSons,1943）,p.190.

� loc.cit.

� ibid.,p.325.

	 E.H.C.Oliphant,ThePlaysofBeaumontandFletcher（NewHaven:YaleUniversity

Press,1927）,p.67.


 ParrotandBall,op.cit.,p.198.

� Oliphant,op.cit.,pp.89�91.

…

その他のよく用いられるページ表記略号（ただし，英文文献・資料の場合）

p.5.＝page5の意味

pp.17f.＝pp.17etseq.とも表す。これはpage17andthefollowingpageの意味

pp.20ff＝pp.20etseq.とも表す。これはpage20andthefollowingpagesの意味

＊欧文文献・資料では，注に示す場合と，文献・資料表に示す場合とでは，著者名などの

表記の仕方が異なる。これについては，以下の例を参照のこと。

�注に示す場合 〉

AlexanderC.Judson,TheLifeofEdmundSpencer（Baltimore:TheJohnsHopkins

Press,1945）,p.145.

�文献・資料表に示す場合 〉

Judson,AlexanderC.,TheLifeofEdmundSpencer.Baltimore:TheJohnsHopkins

Press,1945．

＊なお，インターネット上の文献・資料を引用・参照する場合は，文献・資料表あるいは

注に，原則として下記の事項を記載する。

執筆者・タイトル・年月日（掲載年月日あるいは更新年月日あるいは取得年月日）・URL
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10．原稿の審査

編集委員会が審査し決定する。その手続きは次の通り。

� 原稿の内容に応じて編集委員以外の査読者を選び，査読を依頼する。それとともに編集委員

の中から担当委員を選ぶ。査読者および担当委員は，原則として各1名とするが，場合により

複数名とすることもある。

� 査読者および担当委員は，論文・研究ノート・抄録・その他については，以下の11項目に

ついて原稿を検討し，査読結果（掲載の可否・原稿種類の妥当性についての意見や原稿に対す

るコメントなど）をまとめ，それを編集委員会に報告する。

① タイトルは内容を的確に示しているか

② 目的・主題は明確か

③ 方法・手法は適切か

④ データは十分か

⑤ 考察は正確かつ十分か

⑥ 先行研究を踏まえているか

⑦ 独創性あるいは学術的価値（資料的価値）が認められるか

⑧ 構成は適切か

⑨ 文章・語句の表現は適切か

⑩ 注や参考文献の表記は，執筆要領に添ったものになっているか

⑪ 図・表の表現は適切か

� 編集委員会は，これらの報告に基づいて，委員の合議により，掲載の可否，原稿種類の妥当

性および次項の「審査結果のお知らせ」に添える文書の内容などを決定する。なお，掲載の可

否については，①このままで掲載，②多少の修正の上で掲載，③大幅な修正が必要，④掲載見

送りの4段階で判定する。③については，執筆者の修正原稿を査読者と担当委員が再査読し，

その結果に基づいて，編集委員会が掲載の可否等を決定する。

� 研究会記録および公開講座記録の原稿については，原則として掲載する。ただし，この場合

も編集委員の中から担当委員を選び，担当委員は上記項目の9）等を検討する。その結果，執

筆者に加筆修正を求めることがある。

11．原稿の審査結果・変更・再提出

� 投稿の採否は，編集委員会の指名した査読者の査読結果に基づいて，編集委員会が紀要への

掲載を決定する。その際に編集委員会は，原稿区分の変更を投稿者に求める場合もある。

� 編集委員会は，査読に基づき，若干の訂正，あるいは書き直しを要請することができる。

また，上記判定を受けた投稿者は，その趣旨に基づいて，原稿を速やかに修正し，再度，編

集委員会に提出する。ただし，査読結果の内容に疑問・異論等がある投稿者は，編集委員会に

その旨を申し出ることができる。

� 投稿者は，投稿を許可された原稿（査読済）を，編集委員会の許可なしに変更してはならな

い。

� 査読の結果，大幅な修正がある場合には，投稿者の修正原稿を編集委員会が再査読し，その

結果に基づいて，編集委員会が紀要への掲載の可否等を決定する。

� 編集委員会が，紀要に掲載しない事を決定した場合は，人文科学研究所長（以下「所長」と

いう）より，その旨を投稿者に通達する。

12．投稿原稿の電子媒体の提出

投稿者は，編集委員会の査読を経て，修正・加筆などが済み次第，A4版用紙（縦版，横書き）
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にプリントした完成原稿1部と電子媒体を提出する。電子媒体の提出時には，使用OSとソフ

トウェア名を明記する。

なお，手元には，必ずオリジナルの投稿原稿（データ）を保管しておく。

13．校正

投稿した原稿の校正については，投稿者が初校および再校を行い，所長，編集委員長が三校を

行う。

この際，投稿者がおこなう校正は，最小限の字句に限り，版組後の書き換え，追補は認めない。

また，投稿者は，編集委員会の指示に従い，迅速に校正を行う。

投稿者が，期日までに校正が行われない場合には，紀要への掲載はできない。

14．その他

本執領に定められていない事項については，投稿者（執筆者）と協議の上，編集委員会が判断

する。

15．改廃

本執筆要領の改正は，編集委員会が原案を作成し，本研究所会議の議を経て，所長が決定する。

附則

この要領は，平成18年4月以降に投稿される原稿から適用する。

附則

この要領は，平成26年4月以降に投稿される原稿から適用する。

附則

この要領は，平成29年4月以降に投稿される原稿から適用する。

以 上

―128―

付記：「その他」の区分・定義について

① 研究動向：
ある分野の研究成果を総覧・整理しまとめたもので，研究史・研究の現

状・将来への展望などを論じたもの。

② 調査報告：
ある課題についての文献・アンケート・聞き取り調査などの報告で，調

査の意義が明確なもの。

③ 資 料：
文献・統計・写真など，研究にとっての資料的価値があると思われる情

報を吟味し，それに解説をつけたもの。

④ 討 論：
本紀要に掲載された論文等に対する批判・質問および執筆者からの反論・

回答。

⑤ 研究会記録： 本研究所主催の研究会の講演内容および質疑の概要。

⑥ 公開講座記録： 本研究所主催の公開講座の講演内容の詳細な記録あるいは概要。





（
16）

島
村
史
郎
「
森

�外
と
衛
生
統
計
」（『
日
本
統
計
史
群
像
』
平
成
二
一
年
一
二
月
、

日
本
統
計
協
会
）

（

17）
山
下
政
三
『

�外
森
林
太
郎
と
脚
気
紛
争
』（
平
成
二
〇
年
一
一
月
、
日
本
評
論
社
）、

白
崎
昭
一
郎
『
森

�外
も
う
一
つ
の
実
像
』
（
平
成
一
〇
年
六
月
、
歴
史
文
化
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ー
）、
板
倉
聖
宣
『
脚
気
の
歴
史
日
本
人
の
創
造
性
を
め
ぐ
る
闘
い
』（
平
成

二
五
年
一
一
月
、
や
ま
ね
こ
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
）
な
ど
。

（

18）
坂
内
正
『

�外
最
大
の
悲
劇
』
（
平
成
一
三
年
五
月
、
新
潮
選
書
）
、
小
堀
桂
一
郎

『
森

�外
』（
平
成
二
五
年
一
月
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
な
ど
。

（

19）
石
黒
忠
悳
『
懐
旧
九
十
年
』（
昭
和
五
八
年
四
月
、
岩
波
文
庫
）

（

20）
松
田
誠
「
脚
気
論
争
に
み
る
高
木
兼
寛
と
森

�外
（
林
太
郎
）
の
医
学
思
想
」（『
高

木
兼
寛
の
医
学
』
平
成
一
九
年
七
月
、
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学
）

（

21）
陸
軍
軍
医
団
編
『
陸
軍
衛
生
制
度
史

付
録
陸
軍
衛
生
部
旧
事
談
』
（
大
正
二
年
六

月
、
陸
軍
軍
医
団
）

（

22）
呉
秀
三
「
統
計
ノ
語
ハ
終
ニ
我
ヲ
機
辟
ニ
セ
リ
」（『
経
済
及
統
計
』
九
、
明
治
二
二

年
八
月
）

（

23）
足
利
末
男
『
社
会
統
計
学
史
』（
昭
和
四
一
年
一
〇
年
、
三
一
書
房
）
は
、「
統
計
学

を
独
立
の
社
会
科
学
と
み
る
か
、
方
法
論
と
み
る
か
と
い
う
、
そ
の
成
立
以
来
あ
ら
そ

わ
れ
て
い
る
問
題
は
、
結
局
、
実
体
に
つ
い
て
の
知
識
を
そ
の
体
系
の
な
か
に
い
れ
る

か
、
そ
の
領
域
か
ら
排
除
し
て
し
ま
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
前
者
が
独
立
の
科
学
＝

実
体
科
学
と
し
て
の
統
計
学
で
あ
り
、
後
者
が
方
法
論
と
し
て
の
統
計
学
に
な
る
」
と

述
べ
て
い
る
。

�外
や
呉
に
よ
っ
て
扱
わ
れ
て
い
る
問
題
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会

統
計
学
の
成
立
以
来
、
結
論
の
出
な
い
「
社
会
統
計
学
の
宿
命
と
い
っ
て
よ
い
難
問
」

で
あ
っ
た
。

（

24）
橋
本
明
「
呉
秀
三
」
（
竹
内
瑞
穂
＋
「
メ
タ
モ
研
究
会
」
編
『

�変
態

�二
十
面

相
も
う
ひ
と
つ
の
近
代
日
本
精
神
史
』
平
成
二
八
年
九
月
、
六
花
出
版
）

（

25）
呉
秀
三
『
精
神
病
学
集
要
前

�

第
二
版
』（
大
正
五
年
三
月
、
吐
鳳
堂
書
店
）

（

26）
引
用
は
、『
富
士
川
游
著
作
集

６
』（
昭
和
五
六
年
三
月
、
思
文
閣
出
版
）
に
よ
る
。

（

27）
富
士
川
游
、
淀
野
耀
淳
著
『
医
科
論
理
学
』（
明
治
四
四
年
一
二
月
、
南
江
堂
）、
引

用
は
、
前
掲
『
富
士
川
游
著
作
集

６
』
に
よ
る
。

（

28）
富
士

川
游
「

諸
家

追
憶
文
」
（
呉

博
士

伝
記
編

纂
会
編
『
呉
秀
三
小

伝
』
昭
和
八
年

三
月
、
呉

博
士

伝
記
編

纂
会
）
、
引
用
は
『
精
神
医
学

古
典

叢
書

３
呉
秀
三
小

伝
』

二
〇
〇
一
年
一
二
月
、
創
造
出
版
）
に
よ
る
。

（

29）
ち
な
み
に
、

�外
が
医
務
局
長
就
任
後
、
明
治
四
一
年
に
発
足
し
た
陸
軍
に
よ
る
臨

時
脚
気
病
調
査
会
の
委
員
と
し
て
、
当
時
東
京
帝
国
大
学
医
科
大
学
助
手
だ
っ
た
富
士

川
游
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。

（

30）
前
掲
、
富
士
川
游
「
諸
家
追
憶
文
」

（

31）
ウ
ィ
ル
ヒ
ョ
ウ
に
つ
い
て
は
、
Ｅ

�Ｈ

�アッ
カ
ー
ク
ネ
ヒ
ト
著
、
館
野
之
男
ほ
か
訳

『
ウ

ィ
ル

ヒ
ョ

ウ
の
生

涯
』
（
昭
和
五
九
年
三
月
、

サ
イ

エ
ン

ス
社
）
、

市
野

川
容

孝

「「
社
会
科
学
」
と
し
て
の
医
学
（
上
）（
下
）

一
八
四
八
年
の
Ｒ
・
ヴ
ィ
ル
ヒ
ョ
ウ

に
よ

せ
て

」
（
『
思
想
』
九
二
五

・
九
三
九
、
平
成
一
三
年
六
月

・
平
成
一
四
年
七

月
）、

野
田
真
衣
「
三
月
革
命
期
に
お
け
る
医
学
と
政
治

ル
ド
ル
フ
・
フ
ィ
ル
ヒ
ョ

ウ
の
『
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
レ
ジ
エ
ン
で
流
行
中
の
発
疹
チ
フ
ス
に
関
す
る
報
告
』
を
中
心

に
」（『

西
洋
史
学
論
集
』
五
〇
、
平
成
二
五
年
三
月
）
な
ど
参
照
。

（

32）
川
喜
田
愛
郎
『
医
学
概
論
』（
平
成
二
四
年
八
月
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）

�付記

�引
用
に
際
し
て
旧
字
体
を
適
宜
新
字
に
改
め
た
。
な
お
、
本
稿
は
平
成
二
八
年
度

拓
殖
大
学
人
文
科
学
研
究
所
個
人
研
究
助
成
、
な
ら
び
に
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研

究
費

補
助

金
（
平
成
二
八
年
度
研
究

活
動

ス
タ
ー
ト

支
援

	15H
06630）

に
よ
る

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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す
る
学
問
分
野
は
多
岐
に
わ
た
り
、
「
彼
は
病
理
学
者
で
あ
り
、
公
衆
衛
生
学
者
で

あ
り
、
人
類
学
者
で
も
あ
っ
た

が
、
そ
の
中
心
が
病
理
学
に
あ
っ
た
こ
と
は
問

題
が
な
い （

�）」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
活
動
の
基
底
に
は
、
統
計
に
よ
っ
て
分
析

し
た
り
、
過
去
の
歴
史
を
認
識
し
た
り
す
る
こ
と
が
、
医
学
ひ
い
て
は
「
国
家
に
効

用
あ
る
」
と
す
る
認
識
が
見
て
取
れ
る
。

こ
う
し
た
十
九
世
紀
後
半
の
近
代
ド
イ
ツ
医
学
を
直
接
学
ん
だ

�外
や
富
士
川
ら

が
、
医
学
か
ら
歴
史
へ
と
向
か
っ
て
い
く
こ
と
は
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。

�外

の
統
計
観
は
、
彼
独
自
の
も
の
で
は
な
く
、
近
代
ド
イ
ツ
医
学
と
い
う
明
確
な
ル
ー

ツ
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は

�外
の
み
が
受
容
し
た
も
の
で
は
な
く
、

�外
の
周
辺
に
い
た
ド
イ
ツ
留
学
経
験
者
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
た
。

�外
の
統

計
観
を
陸
軍
内
部
の
人
間
関
係
の
み
で
考
え
て
い
く
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
。
統
計

論
争
の
中
で
展
開
さ
れ
る

�外
の
様
々
な
思
考
が
、
陸
軍
と
の
関
係
性
に
絡
め
取
ら

れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
は
、
ド
イ
ツ
統
計
学
の
日
本
に
お
け
る
同
時
代
的

な
広
が
り
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

�外
の
統
計
観
の
一
端
を
論
じ
て
き
た
。
統

計
学
論
争
は
、
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
、
医
学
の
近
代
化
と
い
う
大
き
な
枠
組
の
中

で
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（

1）
ド
イ
ツ
渡
航
を
記
し
た
『
航
西
日
記
』
に
は
、
「
徳
国
に
赴
き
て
衛
生
学
を
修
め
、

兼
ね
て
陸
軍
医
事
を
詢
る
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（

2）
小
川
鼎
三
『
医
学
の
歴
史
』（
平
成
二
〇
年
五
月
、
中
公
新
書
）

（

3）
伊
達
一
男
『
医
師
と
し
て
の
森

�外
』（
昭
和
五
六
年
二
月
、
績
文
堂
）

（

4）
丸
山
博
「
統
計
学
者
・
森

�外
と
そ
の
周
辺
」（『
森

�外
と
衛
生
学
』
昭
和
五
九
年

七
月
、
勁
草
書
房
）
に
よ
る
と
、

�外
文
庫
に
は
エ
ス
テ
ル
レ
ン
の
著
書
が
『
M
ed
i-

cin
isch
e
L
o
g
ik
』
（
1852）

、
『
H
a
n
d
b
u
ch
d
er
m
ed
icin
isch
en
S
ta
tistik

2
』

（
1874）

な
ど
四
冊
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

（

5）
前
掲
、
丸
山
博
『
森

�外
と
衛
生
学
』

（

6）
宮
本
忍
『
森

�外
の
医
学
思
想
』
（
昭
和
五
四
年
二
月
、
勁
草
書
房
）
、
福
井
幸
男

「
森

�外
・
統
計
訳
字
論
争
・
疫
学
統
計
」
（
『
商
学
研
究
』
四
二
―
二
、
平
成
六
年
一

二
月
）
、
岡
田
靖
雄
「

�統
計
論
争

�を
と
お
し
て
み
た
森
林
太
郎

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

へ
の
導
入
を
か
ね
て

」
（
『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
五
五
―
一
、
平
成
二
一
年
三
月
）

な
ど
。

（

7）
河
合
利
安
編
『
杉
亨
二
自
叙
伝
』（
大
正
七
年
五
月
、
杉
八
郎
）

（

8）
メ

チ
ニ

コ
フ
『
近
代
医
学
の

建
設
者
』
（
宮

村
定
男
訳
、
昭
和
四
三
年

八
月
、

岩
波

文
庫
）

（

9）
前
掲
、
メ
チ
ニ
コ
フ
『
近
代
医
学
の
建
設
者
』

（

10）
梶
田
昭
「

�外
の
『
題
言
』
か
ら
見
え
て
く
る
も
の

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
エ
ス
テ

ル
レ
ン
を
中
心
に
」（『
医
学
史
研
究
』
六
八
、
平
成
七
年
三
月
）

（

11）
「
D
ie
n
u
m
erisch

e
M
eth
o
d
e
（
S
ta
tistik

u
n
d
W
a
h
rsch

ein
lich
k
eits-

rech
n
u
n
g
）
m
it
b
eso
n
d
erer

B
eru
eck
sich
tig
u
n
g
ih
rer
A
n
w
en
d
u
n
g
a
u
f

M
ed
ien
.」（
一
八
八
一
）

（

12）
「
D
ie
H
y
g
ien
e
u
n
d
d
ie
M
ed
icin
.
Z
eitsch

rift
fu
r
H
y
g
ien
e,
m
ed
i-

cin
isch
e
S
ta
tistik

u
n
d
S
a
n
ita
etsp
o
lizei.」（

一
八
六
〇
）

（

13）
前
掲
、『
杉
亨
二
自
叙
伝
』（
大
正
七
年
五
月
、
杉
八
郎
）
に
「
明
治
七
八
年
頃
と
思

ふ
、
海
軍
の
赤
松
則
良
氏
が
欧
羅
巴
か
ら
帰
つ
て
『
御
前
に
好
物
の
土
産
物
を
持
つ
て

来
た
』
と
て
、
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ヘ
ル
の
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
一
冊
を
恵
ま
れ
た
。
こ
れ
は
有

難
い
と
貰
つ
て
、
其
本
を
字
引
を
引
き
引
き
読
ん
だ
所
が
、
誠
に
結
構
な
本
で
、
余
の

学
力
を
強
め
た
」
と
あ
る
。

（

14）
杉
亨
二
「
「
ス

タ
チ
ス

チ
ッ

ク
」
の

話
」
（
『
ス

タ
チ
ス

チ
ッ

ク
雑
誌
』
一
、
明

治
一

九
年
四
月
）

（

15）
前
掲
、
杉
亨
二
「「
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
」
の
話
」

森�外，統計学論争のプロブレマティーク
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い
え
よ
う
。
こ
こ
で
両
者
に
共
通
す
る
の
は
、
歴
史
へ
の
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。
富
士

川
や
呉
は
若
き
日
よ
り
歴
史
史
料
の
蒐
集
に
奔
走
し
、
い
ず
れ
歴
史
を
著
す
こ
と
を

志
し
て
い
た
。
一
方
、

�外
は
陸
軍
退
官
後
、
歴
史
小
説
、
史
伝
を
発
表
し
始
め
る
。

そ
こ
で
は
、
原
典
に
あ
た
り
、
史
実
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
歴
史
史
料
を
探
し
求

め
る
「
わ
た
く
し
」
の
姿
が
作
中
に
描
か
れ
る
。

�外
と
富
士
川
に
早
く
よ
り
交
流

が
あ
っ
た
こ
と
は
、『
日
本
医
学
史
』
に
序
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る （

�）が
、

「
歴
史
」
と
い
う
場
に
お
い
て
両
者
が
交
錯
す
る
の
は
、『
渋
江
抽
斎
』
執
筆
に
お
い

て
で
あ
る
。
『
渋
江
抽
斎
』
「
そ
の
一
八
」
は
、
「
わ
た
く
し
」
が
江
戸
時
代
の
医
家

池
田
京
水
の
事
跡
を
調
べ
る
場
面
で
あ
る
が
、
そ
の
調
査
は
途
中
で
行
き
詰
ま
っ
て

し
ま
う
。
「
京
水
の
身
上
に
関
す
る
疑
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
史
料
が
、
不
足

し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
「
わ
た
く
し
」
の
呼
び
か
け
に
対
し
、
史
料
を
寄
せ
て
く

れ
た
一
人
が
、
富
士
川
で
あ
る
。
富
士
川
自
身
が
「
或
は
古
碑
を
訪
ひ
、
或
は
名
家

の
跡
を
尋
ね
て
、
資
料
の
採
集
に
努
力
し
ま
し
た （

�）」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
う

し
た
地
道
な
史
料
採
集
の
中
に
、
富
士
川
が
抄
記
し
た
池
田
京
水
の
墓
誌
銘
の
一
部

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
富
士
川
の
史
料
提
供
に
よ
り
、
池
田
京
水
の
事
跡
の
一
端
が

明
ら
か
と
な
り
、
『
渋
江
抽
斎
』
の
は
大
き
く
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
出

会
い
は
、
二
人
の
近
代
医
学
者
が
た
ま
た
ま
歴
史
に
関
心
が
あ
り
、
そ
の
知
識
を
共

有
し
た
と
い
う
説
明
で
片
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
既
に
見
て
き
た

よ
う
に
、
医
学
に
お
い
て
歴
史
学
と
統
計
学
は
、
共
に
学
問
の
発
展
を
支
え
る
重
要

な
方
法
と
し
て
、
富
士
川
や

�外
に
認
識
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
呉
秀
三
や
富
士
川

の
周
辺
に
い
た
、
芸
備
医
学
会
の
人
々
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
彼
ら
の

共
通
点
は
、
留
学
に
よ
っ
て
学
修
し
た
ド
イ
ツ
医
学
と
い
う
、
共
通
の
知
の
基
盤
を

持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
彼
ら
が
、
例
え
ば
コ
ッ
ホ
の
細
菌
学
を
学
び
、
エ

ス
テ
ル
レ
ン
の
医
科
統
計
学
を
学
び
、
ウ
ィ
ル
ヒ
ョ
ウ
の
病
理
学
や
公
衆
衛
生
を
学

ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
医
学
界
に
は
な
か
っ
た
新
し
い
認
識
を
も

た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

既
に
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
医
学
に
お
い
て
は
、
細
菌
学
や
衛
生
学
、
病

理
学
は
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
学
問
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
密
接
に
関
わ
り
合
っ

て
い
る
。
例
え
ば
、
ウ
ィ
ル
ヒ
ョ
ウ
に
よ
る
派
遣
調
査
『
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
レ
ジ
エ
ン

で
流
行
中
の
発
疹
チ
フ
ス
に
関
す
る
報
告
』
（
一
八
四
八
）
で
は
、
統
計
学
的
な
発

生
率
、
拡
大
状
況
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
と
も
に
、
個
別
の
発
生
状
況
や
生
活
条
件
、

人
種
な
ど
様
々
な
観
点
か
ら
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
本
報
告
は
、
オ
ー
バ
ー
シ
ュ

レ
ジ
エ
ン
に
お
い
て
大
発
生
し
た
チ
フ
ス
の
原
因
解
明
の
た
め
に
行
わ
れ
た
統
計
的

調
査
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
調
査
の
結
果
は
、
チ
フ
ス
の
原
因
解
明
に

と
ど
ま
ら
ず
、
プ
ロ
シ
ア
の
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
レ
ジ
エ
ン
に
対
す
る
植
民
地
政
策
の
問

題
点
ま
で
を
も
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
う
し
た
調
査
を
経

て
、
国
家
に
対
す
る
ウ
ィ
ル
ヒ
ョ
ウ
の
激
し
い
批
判
意
識
は
、
彼
を
政
治
的
活
動
に

駆
り
立
て
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
「
医
学
は
一

つ
の

社
会
科
学
で
あ
り
、

政
治

は
医
学
を
大
き
く
し
た
も
の
に
す
ぎ
ぬ
」
と
い
う
考
え
の
も
と
、
公
衆
衛
生
の
改
善

な
ど
を
唱
え
続
け
た （

�）。
ウ
ィ
ル
ヒ
ョ
ウ
は
、「

題
言
」
で
は
コ
ッ
ホ
や
ペ
ッ
テ
ン
コ
ッ

フ
ェ
ル
と
共
に
「
実
験
的
医
学
研
究
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
対
象
と
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「
さ
う
し
て
、
医
史
の
研
究
に
就
て
、
両
人
が
相
談
し
て
、
或
は
古
碑
を
訪
ひ
、
或

は
名
家
の
跡
を
訪
ね
て
、
資
料
の
採
集
に
努
力
し
ま
し
た （

�）」
と
、
後
に
述
べ
て
い
る
。

そ
う
し
た
志
が
結
実
し
、『
日
本
医
学
史
』（
明
治
三
十
七
年
一
〇
月
、
裳
華
房
）
は

刊
行
さ
れ
た
。
序
論
に
お
い
て
富
士
川
は
、「
医
学
史
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

此
書
題
シ
テ
医
学
史
ト
イ
フ
ハ
普
通
ノ
称
呼
ヲ
襲
用
セ
ル
ナ
リ
。
著
者
ノ
意
ハ

医
学
ノ
歴
史
ヲ
科
学
的
ノ
方
法
ニ
依
リ
テ
研
究
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
リ
、
単
ニ
医

事
ノ
歴
史
ヲ
叙
述
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ガ
故
ニ
、
寧
ロ
之
ヲ
医
史
学
ト
名

ヅ
ク
ベ
シ
、
或
ハ
フ
ォ
ッ
セ
ル
等
ニ
従
ヒ
、
別
ニ
歴
史
医
学
（
D
ie

h
isto

risch
e
M
ed

icin
）
ノ
名
目
ヲ

�ビ
用
フ
ル
モ
可
ナ
リ

医
学
の
歴
史
は
、
西
洋
に
お
い
て
は
十
八
世
紀
頃
に
現
れ
る
が
、
「
其
初
メ
ハ
単

一
経
験
的
タ
リ
シ
所
ノ
モ
ノ
」
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
か
ら
変
遷
を
経
て
、
医
学
の

歴
史
を
「
批
判
的
」「
客
観
的
」
に
叙
述
す
る
も
の
が
登
場
し
、「
今
日
ニ
及
ビ
テ
遂

ニ
科
学
的
タ
ル
ニ
至
リ
シ
」
と
い
う
状
況
を
迎
え
た
と
い
う
。
富
士
川
の
述
べ
る

「
科
学
的
」
な
医
学
史
と
は
、「
医
学
的
知
識
ノ
歴
史
」「
医
家
ノ
地
位
ノ
歴
史
」「
疾

病
ノ
歴
史
、
殊
に
国
民
病
の
歴
史
」
を
「
史
料
ノ
蒐
集
及
ビ
選
択
」
に
基
づ
き
、

「
客
観
的
ノ
観
察
ヲ
主
ト
シ
、
実
験
（
E
x
p
erim

en
t）
ニ
代
ユ
ル
ニ
内
省
的
ノ
批

評
ヲ
以
テ
ス
ベ
ク
」
も
の
で
あ
る
。
富
士
川
は
、
「
西
洋
ニ
ア
リ
テ
、
学
者
ガ
医
学

ノ
歴
史
ニ
就
キ
テ
ノ
研
究
ヲ
始
メ
シ
ハ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
医
学
の
「
歴
史
」
を
著

す
方
法
を
積
極
的
に
吸
収
し
、
日
本
で
は
じ
め
て
の
「
医
史
学
」
の
確
立
を
目
指
し

た
。

富
士
川
は
、
医
史
学
を
単
に
医
学
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、

「
国
民
ノ
文
化
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
も
捉
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、「
医
史
学
」

を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
、
「
文
化
史
」
「
医
家
ノ
地
位
ノ
歴
史
」
「
疫
病
、
殊
ニ
国

民
病
ノ
歴
史
」
を
挙
げ
、
時
代
順
に
医
学
の
歴
史
を
追
い
な
が
ら
、
そ
の
学
問
を
修

め
た
人
々
の
伝
記
を
併
記
し
て
い
く
記
述
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
日

本
医
学
史
』
に
は
、
富
士
川
の
医
学
史
に
対
す
る
見
解
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
披
瀝
さ

れ
て
い
る
。

�外
は
『
日
本
医
学
史
』
に
序
を
寄
せ
、
こ
う
し
た
富
士
川
の
「
科
学
的
」
な
姿

勢
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
「
編
年
ト
云
ヒ
列
伝
ト
云
フ
縦
ヒ
材
ヲ
取
ル

コ
ト

博
ク

事
ヲ
叙
ス
ル
コ
ト
詳
ナ
ラ
ン
モ
輓
近
ノ
史
眼
ヨ
リ
シ
テ
観
レ
バ
単
ニ
史
家
ノ
前
業
タ

ル
ニ
過
ギ
ズ
」
と
述
べ
た
上
で
、
こ
う
し
た
「
満
足
セ
シ
ム
ル
ニ
足
ラ
ザ
ル
」
従
来

の
医
学
史
と
比
べ
、
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。

其
機
関
的
構
造
ノ
精
巧
ナ
ル
譬
ヘ
バ
次
ヲ
逐
ヒ
テ
草
木
ノ
芽
ヲ
抽
キ
枝
葉
ヲ
茂

生
シ
花
ヲ
開
キ
子
ヲ
結
ブ
ヲ
観
ル
ガ
如
シ
。
独
逸
ニ
史
ヲ
行
（

G
esch

ich
te）

ト
名
ヅ
ク
行
ハ
事
物
ノ
生
ヨ
リ
異
、
異
ヨ
リ
滅
ニ
之
ク
ヲ
謂
フ
。
史
ノ
物
タ
ル

読
者
ヲ
シ
テ
物
ノ
発
生
変
異
衰
滅
ノ
循
環
ヲ
明
ラ
メ
シ
ム
ル
ガ
故
ナ
リ
。
学
者

若
シ
此
書
ヲ
繙
キ
テ
富
士
川
氏
ノ
真
ノ
良
史
タ
ル
所
以
ヲ
知
ラ
バ
又
奚
ゾ
其
ノ

医
界
ニ
貢
献
シ
タ
ル
コ
ト
ノ
大
ナ
ル
ヲ
疑
ハ
ン

『
日
本
医
学
史
』
を
「

我
国
医
学
ノ
発
生
開

展
ノ
跡
ヲ
歴
叙
ス
」
と
評
価
す
る

�

外
は
、
富
士
川
の
目
指
す
「
医
学
史
」
の
叙
述
方
法
に
共
感
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
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増
す
こ
と
を
期
す
る
の
学
科
な
り （

�）。

富
士
川
は
医
学
を
「
治
療
の
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
」
の
み
な
ら
ず
、
「
人
類
の

幸
福
を
増
す
こ
と
を
期
す
る
の
学
科
」
と
捉
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
医
学
を
修
め

る
に
は
、
理
学
や
化
学
な
ど
の
学
科
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
心
理
学
、
論
理
学
、
及
び

医
史
学
の
如
き
、
従
来
医
学
を
研
究
す
る
も
の
の
重
く
視
ざ
り
し
所
の
も
の
」
も
必

須
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
こ
れ
ら
の
科
目
は
す
で
に
課
程
に

組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
現
状
が
述
べ
ら
れ
る
。
「
医
科
統
計
学
」
も
、
そ
の
必
要
と

さ
れ
る
科
目
の
一
つ
で
あ
る
。
統
計
学
は
既
に
十
七
世
紀
中
頃
か
ら
そ
の
歴
史
の
あ

る
学
問
で
あ
る
が
、
「
た
だ
病
理
的
現
象
を
数
的
に
記
載
す
る
の
み
に
止
ま
ら
ず
し

て
、
尚
お
進
ん
で
此
の
如
き
病
理
的
現
象
の
頻
度
に
差
異
あ
る
の
原
因
を
探
究
す
る

を
以
て
其
目
的
と
す
る
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
疾
病
の
原
因
を
明
ら
か
に

し
、
予
防
す
る
こ
と
に
効
果
的
で
あ
る
と
い
う
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
「
疾
病
の
原
因
を
査
究
す
る
は
病
理
学
、
黴
菌
学
、
医
化

学
、
其
他
諸
科
の
本
領
に
し
て
、
も
と
よ
り
医
科
統
計
学
の
与
か
る
所
に
あ
ら
ず
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
富
士
川
は
ペ
ッ
テ
ン
コ
ー
フ
ェ
ル
の

チ
フ
ス
、
コ
レ
ラ
の
調
査
に
触
れ
、
統
計
的
調
査
か
ら
は
伝
染
病
の
直
接
原
因
を
発

見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
伝
染
蔓
延
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
、
予
防
す
る
こ
と

は
で
き
る
と
い
う
。
医
科
統
計
学
は
、
「
試
験
（
V
ersu

ch
）
と
共
に
主
要
の
攻
究

方
法
た
る
べ
き
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
治
療
方
法
の
効
果
を
明
ら
か
に
し

た
り
、
予
防
方
法
の
価
値
を
広
め
た
り
す
る
た
め
の
「
補
助
学
科
」
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、

�外
が
捉
え
た
統
計
学
と
共
通
の
認
識
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、

富
士
川
は
統
計
の
対
象
を
三
つ
に
分
け
、「（
一
）
出
産
の
統
計
（
二
）
疾
病
、
災
禍
、

及
び
不
具
の
統
計
（
三
）
死
亡
の
統
計
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
生
よ
り
死
に

至
る
ま
で
の
間
に
顕
わ
る
る
所
の
人
類
生
活
の
病
理
的
現
象
」
が
統
計
学
の
対
象
と

考
え
る
た
め
で
あ
る
。

�外
も
対
象
に
つ
い
て
、
「
統
計
ニ
就
テ
ノ
分
琉
」
で
「
経

済
道
義
モ
材
料
ナ
リ
、
生
、
死
、
結
婚
（
略
）
天
文
、
測
身
、
美
術
、
言
語
、
道
義
、

宗
教
モ
材
料
ナ
リ
」
と
述
べ
て
い
る
。
人
間
に
関
係
す
る
あ
ら
ゆ
る
分
野
が
学
問
対

象
に
な
り
得
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
両
者
の
見
解
は
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

見
て
き
た
よ
う
に
、
「
医
科
統
計
学
」
は
医
学
の
基
礎
的
な
部
分
を
支
え
る
「
補

助
学
科
」
で
あ
っ
た
が
、
富
士
川
に
と
っ
て
も
う
一
つ
重
要
な
「
補
助
学
科
」
が

「
医
史
学
」
で
あ
っ
た
。
富
士
川
は
『
医
科
論
理
学 （

�）』
に
お
い
て
、
医
学
的
統
計
と

医
史
学
を
同
様
の
文
脈
で
論
じ
て
い
る
。
統
計
と
医
史
学
は
、
「
夫
々
特
殊
の
医
科

学
と
し
て
独
立
に
成
立
す
べ
き
も
の
に
し
て
、
従
っ
て
そ
の
体
系
の
叙
述
、
そ
の
問

題
の
解

釈
の
如
き

元
よ
り
医
科
論
理
学
の

範
囲
に

属
せ
ず
」
と

留
保
し
た

上
で
、

「
一

種
の
医
学
的
認
識
、
医
学
的
方
法
と
し
て
、
ま
た

吾
人
の

知
識
学
的
研
究
の
対

象
と
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
さ
る
も
の
な
り
」
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
医
科
学
を
支
え
る

「
方
法
」
と
し
て
の

側
面
が

強
調
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
医
史
学
に
よ
っ
て
医

学
の
歴
史
的
知
識
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
医
学
が
い
か
に
人
文
学
史
上
に
お
い

て
功
績
を
残
し
て
き
た
か
と
い
う
足
跡
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
今

後
の
医
学
の
発
展
に
大
い
に
役
立
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
医

史
学
は
医
学
を
支
え
る
「
補
助
学
科
」
と
な
り
得
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
幼
少
期
よ

り
自
宅
に
あ
っ
た
古
医
書
に
し
た
し
み
、
早
く
よ
り
医
学
の
歴
史
を
調
べ
る
こ
と
を

志
し
て
い
た
と
い
う
。
同

郷
の

呉
秀
三
と
は
歴
史

へ
の
関
心
か
ら

意
気

投
合
し
、
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告
ヲ
綜
括
シ
テ
記
述
セ
シ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
冊
中
多
数
ノ
実
例
ニ
添
加
セ
ル
幾
多

ノ
写
真
図
ハ
惨
憺
タ
ル
監
置
室
ノ
光
景
、
不
完
全
ナ
ル
民
間
療
法
ノ
実
景
を
真

直
ニ
語
ツ
テ
、
読
者
ヲ
シ
テ
思
ヒ
半
バ
ニ
過
ギ
シ
ム
ル
モ
ノ
ア
ラ
ン
。

本
書
は
、
日
本
に
お
け
る
精
神
病
者
の
私
宅
監
置
に
お
け
る
現
状
を
詳
細
に
調
査

し
、
そ
の
状
況
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
多

数
の
写
真
や
図
か
ら
は
そ
の
悲
惨
な
状
況
が
窺
え
る
が
、
本
書
は
そ
う
し
た
報
告
に

と
ど
ま
ら
な
い
。
末
尾
に
は
「
概
括
及
び
結
論
」
が
設
け
ら
れ
、
「
其
成
績
」
が

「
統
計
的
ニ
概
括
」
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
被
監
置
者
の
「
男
女
」
「
年
齢
」
「
資

産
程
度
」
「
職
業
」
な
ど
の
割
合
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
数
字
に
精
神
病

発
生
の
要
因
を
見
よ
う
と
す
る
ま
な
ざ
し
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
呉
の
精
神
病
学

は
、
患
者
が
置
か
れ
て
い
る
環
境
や
社
会
状
況
と
疾
病
は
無
関
係
な
も
の
で
は
な
い

と
い
う
立
場
で
あ
り
、
「
原
因
要
素
ノ
中
デ
其
関
係
ノ
普
浹
ナ
モ
ノ
ハ
、
統
計
学
ノ

方
法
ヲ
借
リ
テ
之
ヲ
知
ル
ヨ
リ
他
ニ
途
ガ
ナ
イ （

�）」
と
述
べ
て
い
た
。
呉
は
統
計
学
を

「
科
学
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
説
明
し
た
が
、
疾
病
を
分
類
化
し
、
数
字
に
よ
っ

て
社
会
現
象
を
可
視
化
し
よ
う
と
し
た
試
み
は
、

�外
の
統
計
学
と
遠
い
も
の
で
は

な
い
。
呉
自
身
述
べ
る
よ
う
に
、「
科
学
」
の
解
釈
が
異
な
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

三
、
医
学
と
史
伝

富
士
川
游
『
日
本
医
学
史
』
と
『
渋
江
抽
斎
』

呉
と
同
郷
で
、
晩
年
ま
で
親
交
の
あ
っ
た
人
物
と
し
て
富
士
川
游
が
挙
げ
ら
れ
る
。

富
士
川
も
や
は
り
ド
イ
ツ
留
学
に
よ
っ
て
近
代
医
学
を
学
び
、

�外
と
も
親
交
の
あ
っ

た
人
物
で
あ
る
。
富
士
川
は
エ
ス
テ
ル
レ
ン
を
参
照
し
、
「
医
科
統
計
学
」
（
『
医
学

中
央
雑
誌
』
五
―
三
、
明
治
四
〇
年
七
月
）
を
書
い
て
お
り
、
呉
や

�外
と
共
通
の

関
心
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
呉
と
は
同
郷
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
治
二
九

年
芸
備
医
学
会
（
現
在
の
広
島
医
学
会
）
を
立
ち
上
げ
、
明
治
三
六
年
『
医
学
中
央

雑
誌
』
を
創
刊
し
て
い
る
。
芸
備
医
学
会
に
は
、
当
時
ド
イ
ツ
留
学
を
体
験
し
た
若

き
医
学
者
た
ち
が
多
く
参
加
し
て
お
り
、
夏
目
漱
石
の
神
経
衰
弱
を
診
察
し
た
こ
と

で
有
名
な
尼
子
四
郎
や
三
宅
良
一
、
小
田
平
義
な
ど
が
所
属
し
て
い
た
。
そ
の
中
で

も
、
呉
と
富
士
川
は
中
心
的
人
物
で
あ
り
、
二
人
を
結
ん
で
い
た
の
が
統
計
学
で
あ

り
、
ま
た
後
に
改
め
て
触
れ
る
が
、
医
学
史
へ
の
関
心
で
あ
っ
た
。

広
島
県
広
島
医
学
校
で
学
ん
だ
富
士
川
は
、
明
治
二
〇
年
中
外
医
事
新
報
に
入
社

し
た
。
や
が
て
明
治
三
一
年
か
ら
三
三
年
ま
で
イ
ェ
ナ
大
学
に
お
い
て
、
内
科
学
や

理
学
的
療
法
を
学
ん
だ
。
そ
の
関
心
は
医
学
に
と
ど
ま
ら
ず
、
医
学
の
歴
史
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
も
向
け
ら
れ
、
明
治
三
七
年
に
は
『
日
本
医
学
史
』
を
刊
行
し
た
。

ま
ず
は
富
士
川
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、「
医
科
統
計
学
」
を
見
て
い
く
。

「
医
科
統
計
学
」
は
次
の
よ
う
な
一
文
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

医
学
を
も
っ
て
単
に
疾
病
及
び
治
療
の
方
法
を
講
ず
る
の
学
科
な
り
と
思
惟
せ

し
時
代
は
既
に
過
ぎ
去
れ
り
。
吾
人
現
今
の
知
見
よ
り
す
れ
ば
、
医
学
は
実
に

人
類
の
成
立
を
究
む
る
の
学
科
な
り
。
人
類
身
体
の
化
学
機
及
び
動
作
を
講
ず

る
の
学
科
な
り
。
此
の
如
く
に
し
て
、
医
学
は
人
類
の
動
物
界
に
於
け
る
地
位

を
定
む
る
こ
と
を
つ
と
む
る
の
み
な
ら
ず
、
更
に
疾
病
の
本
性
を
攻
究
し
、
そ

の
原
因
、
治
療
機
、
及
び
治
療
の
方
法
を
明
ら
か
に
し
、
以
て
人
類
の
幸
福
を
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精
神
病
学
研
究
の
た
め
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
二
カ
国
に
留
学
す
る
。
留
学

中
は
こ
の
二
カ
国
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の
精
神
病
学
者
を
訪
問
し
、

収
容
施
設
を
見
て
回
り
、
精
神
病
者
の
管
理
、
制
度
、
管
理
の
方
法
な
ど
学
ん
だ
。

そ
う
し
た
中
で
、
精
神
病
者
の
疾
病
分
類
を
行
う
た
め
、
医
学
統
計
も
積
極
的
に
摂

取
し
た
。
既
に
、
明
治
二
十
年
代
の

�外
留
学
中
に
、
呉
は
エ
ス
テ
ル
レ
ン
『
医
学

統
計
論
』
に
興
味
を
示
し
、
ド
イ
ツ
よ
り
送
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

統
計
へ
の
関
心
は
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
帰
国
後
は
、
東

京
大
学
精
神
科
三
代
目
教
授
に
就
任
し
、
日
本
精
神
医
学
界
を
牽
引
し
た
。
大
正
九

年
、
樫
田
五
郎
と
の
共
著
『
精
神
病
者
私
宅
監
置
ノ
実
況
及
ビ
其
統
計
的
観
察
』

（
大
正
九
年
七
月
、
内
務
省
衛
生
局
）
を
出
版
し
、
そ
れ
ま
で
脳
の
病
と
考
え
ら
れ

て
い
た
精
神
病
を
、
環
境
や
健
康
状
況
に
よ
っ
て
生
じ
る
疾
病
と
し
て
捉
え
た
。
そ

こ
で
用
い
ら
れ
た
の
が
、
統
計
学
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
呉
が
近

代
日
本
に
残
し
た
功
績
は
大
き
い
が
、
本
稿
で
は
呉
の
統
計
学
の
捉
え
方
に
焦
点
を

当
て
、
述
べ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

�外
と
今
井
に
よ
る
統
計
学
論
争
の
最
中
、
呉
自
身
も
自
ら
の
統
計
に
対
す
る
見

解
を
述
べ
て
い
る （

�）。
こ
れ
は
「
而
シ
テ
今
実
ニ
余
ノ
記
セ
ル
文
字
ニ
就
テ
議
論
ヲ
生

ゼ
リ
、
故
ニ
余
ヤ
固
ヨ
リ
黙
々
ト
シ
テ
其
間
ニ
言
ナ
キ
能
ハ
ス
、
退
テ
二
家
ノ
論
ズ

ル
所
ヲ
見
謹
テ
二
家
ニ
一
言
ヲ
呈
ス
ル
ア
ラ
ン
ト
ス
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

進
行
中
の
統
計
論
争
を
意
識
し
、
両
者
を
折
衷
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。
呉
は
、

�外
と
今
井
が
統
計
を
「
科
学
ニ
ア
ラ
ズ
」「
科
学
ナ
リ
」

と
論
争
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
従
来
専
門
ノ
統
計
学
者
ガ
統
計
ノ
解
釈
ノ
西

洋
ニ
テ
ス
ラ
紛
擾
頭
緒
ナ
キ
コ
ト
」
を
原
因
と
し
て
、
彼
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
拠
っ
て
立

つ
西
洋
の
統
計
者
た
ち
の

説
が

様
々
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
す
る （

�）。
そ
の

上
で
、
「

夫

レ
統
計
ハ
国
家
生
活
ト
国
民
生
活
ト
ニ
存
セ
ル
諸
種
現
象
ニ
就
キ
計
量
ス
ベ
キ
特
性

ア
ル

諸
事
実
ヲ
解

析
説
明
ス
ル

モ
ノ
ナ
リ
」
と
述
べ
、

�外
と
は

異
な
る
意
味
で

「
統
計
ノ
科
学
タ
ル
コ
ト
ヲ
信
シ
テ
疑
ハ
ズ
」
と
言
う
。
た
だ
し
、「
余
ノ
所
謂
科
学

ハ
森
氏
ノ
謂
フ
ガ
如
キ
一
定
不
変
ノ
法
則
ヲ
発
見
シ
之
ニ
拠
テ
事
理
ヲ
判
ス
ル
理
化

諸
学
ノ
如
キ
モ
ノ
ヲ
指
ス
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ナ
リ
」
と
、
補
足
す
る
こ
と
を
呉
は
忘
れ
て

い
な
い
。
統
計
論
争
は
、
そ
も
そ
も
統
計
を
い
か
に
捉
え
る
か
と
い
う

以
前
に
、

「
科
学
」
と
い
う
用
語
の
捉
え
方
自
体
に
大
き
な
差
が
あ
る
も
の
で
あ
り
、「

諸
事
実

ヲ
解
析
説
明
ス
ル
」
方
法
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。

こ
こ
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
呉
に
と
っ
て
の
統
計
と
は
、
個
々
の
疾
病

で
は
見
え
な
か
っ
た
現
象
を
集
団
で
捉
え
る
た
め
の
「
見
え
な
い
も
の
を
見
る （

�）」
た

め
の
手
段
で
あ
っ
た
。
呉
は
ク
レ
ペ
リ
ン
学
派
の
思
想
を
継
承
し
、
精
神
疾
患
を
他

の
疾
患
と
同
様
、
身
体
の
異
変
に
よ
っ
て
発
病
す
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え
た
。
精
神

病
と
ひ
と
ま
と
め
に
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
別
々
の
疾
病
が
見
ら
れ
、
個
々

の
原
因
が
あ
る
と
し
、
疾
病
の
分
類
と
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
努
め
た
の
で

あ
る
。

そ
の

成
果
の
一
つ
が
、
『
精
神
病
者
私
宅
監
置
ノ
実
況
及
ビ
其
統
計
的
観
察
』
で

あ
る
。
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
は
、「
自
序
」
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

明
治
四
十
三
年
ヨ
リ
大
正
五
年
ニ
至
ル
間
、
暑
中
休
暇
ノ
都
度
、
教
室
勤
務
ノ

助
手
・
副
手
（
十
五
人
）
ヲ
一
府
十
四
県
ニ
派
遣
シ
、
是
ガ
実
地
状
況
、
殊
ニ

私
宅
監
置
ノ
実
況
ニ
就
キ
調
査
セ
シ
ム
ル
所
ア
リ
タ
リ
。
本
著
ハ
即
チ
之
ガ
報
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の
で
し
た
。
し
か
し
、
私
は
断
じ
て
洋
食
論
に
よ
ら
ず
、
我
が
国
は
、
国
初
以

来
、
邦
食
を
以
て
人
口
繁
殖
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
、
こ
れ
を
改
良
す
る
に

は
吝
で
は
な
い
が
、
そ
の
ど
こ
が
悪
い
か
第
一
に
長
短
を
学
問
的
に
精
査
し
て

そ
の
成
績
に
よ
っ
て
徐
ろ
に
改
善
に
進
む
べ
き
で
あ
る
。
（
略
）
一
方
ま
た
、

兵
食
と
我
が
国
古
来
の
食
物
と
の
学
問
的
研
究
の
た
め
に
軍
医
森
林
太
郎
君
に

独
逸
留
学
を
命
じ
、
当
時
世
界
的
に
有
名
な
フ
ォ
イ
ト
博
士
に
就
い
て
栄
養
学

の
研
究
を
な
さ
し
め
た
。
こ
れ
が
我
が
国
に
お
け
る
兵
食
の
近
代
的
研
究
の
始

り
で
あ
り
ま
す
。
（
略
）
か
く
し
て
翻
訳
的
な
食
物
論
で
は
な
く
、
こ
の
我
が

国
の
実
際
を
学
問
的
に
実
験
調
査
し
た
結
論
に
よ
っ
て
、
兵
食
は
洋
食
と
す
る

必
要
な
く
日
本
食
で
何
ら
支
障
な
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
こ
に
陸
軍
兵
食

の
根
本
原
則
を
確
立
し
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。

石
黒
に
よ
る
と
、

�外
の
留
学
に
は
当
時
陸
軍
、
海
軍
内
部
で
対
立
し
て
い
た
兵

食
問
題
を
研
究
す
る
と
い
う
任
務
も
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
期
待
通
り
、

�外
の
も

た
ら
し
た
「
実
験
的
な
学
問
調
査
」
に
よ
っ
て
、「
陸
軍
兵
食
の
根
本
原
則
が
確
立
」

さ
れ
た
と
石
黒
は
回
想
し
て
い
る
。
海
軍
の
高
木
が
脚
気
の
原
因
を
兵
食
と
考
え
た

契
機
は
、
疫
学
的
な
調
査
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
「
勤
務
の
違
い
、
艦
船
の
種
類
、

衣
服
、
居
住
空
間
の
大
小
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
発
生
に
違
い
が
無
い
こ
と
を
確
か

め
た
の
ち （

�）」
、
明
治
一
五
年
に
食
物
に
よ
っ
て
相
違
す
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
高
木

は
兵
食
を
従
来
の
日
本
食
か
ら
洋
食
に
切
り
替
え
た
こ
と
で
、
病
気
の
発
症
が
大
幅

に
減
少
し
た
こ
と
を
重
視
し
、
脚
気
が
栄
養
不
足
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
結
論

を
下
し
た
。
つ
ま
り
、
統
計
の
結
果
に
よ
っ
て
、
病
気
と
兵
食
に
因
果
関
係
を
見
い

だ
し
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
陸
軍
も
統
計
を
非
常
に
重
視
し
て
い
た
。
石
黒
忠
悳
は

「
彼
の
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
が
肝
要 （

�）」
と
述
べ
、
統
計
を
持
ち
込
む
こ
と
に
力
を
入
れ

て
い
た
。
だ
が
、

�外
の
立
場
は
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
統
計
に
よ
っ
て
原
因
、

結
果
の
断
定
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
脚
気
に

関
す
る
統
計
調
査
に
よ
っ
て
、
兵
食
が
原
因
で
あ
る
と
い
う
海
軍
の
よ
う
な
結
論
は

出
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
脚
気
菌
」
と
い
う
存
在
し
な
い
細
菌
に
固
執
し
た
と

い
う
過
ち
、
陸
軍
の
期
待
を
担
っ
た
若
者
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
な
ど
、

�外
の
中
に

様
々
な
問
題
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に

�外
の
統
計
観
に
鑑

み
る
に
、
統
計
は
あ
く
ま
で
も
方
法
で
あ
り
、
結
論
を
出
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う

立
場
か
ら
自
信
を
持
っ
て
な
さ
れ
た
判
断
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た

�外
の
統
計
観
を
さ
ら
に
位
置
づ
け
る
た
め
、
以
下
で
は
同
時
代
に
ド

イ
ツ
に
留
学
し
て
い
た
医
学
者
の
統
計
観
を
み
て
い
き
た
い
。
統
計
論
争
に
お
け
る

�外
の
統
計
観
は
、
独
自
の
も
の
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
統
計
学
の
歴
史
性
を
踏
ま
え

て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は

�外
の
み
に
見
ら
れ
る
問
題
で

は
な
く
、
同
時
代
に
ド
イ
ツ
に
留
学
し
た
若
き
医
学
者
た
ち
、
エ
ス
テ
ル
レ
ン
を
日

本
に
紹
介
し
た
呉
秀
三
、
呉
の
盟
友
で

�外
と
も
親
交
の
あ
っ
た
富
士
川
游
ら
に
も

共
有
さ
れ
た
問
題
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
統
計
論
争
の
発
端
と
な
っ
た
エ
ス
テ
ル
レ
ン
『
医
学
統
計
論
』
の
翻
訳
者
、

呉
秀
三
の
立
場
を
考
え
る
。
呉
は
元
治
二
年
に
、
広
島
藩
医
呉
黄
石
の
三
男
と
し
て

生
ま
れ
た
。
母
方
の
祖
父
が
箕
作
麟
祥
で
あ
り
、
統
計
学
者
の
呉
文

�が
長
兄
で
あ

る
と
い
う
、
近
代
医
学
、
統
計
学
を
学
ぶ
に
は
申
し
分
の
な
い
環
境
で
育
っ
た
。
そ

の
後
、
東
京
大
学
医
科
大
学
に
入
学
し
、
精
神
医
学
を
学
ぶ
。
明
治
三
〇
年
八
月
、

森�外，統計学論争のプロブレマティーク
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に
触
れ
つ
つ
、
特
に
リ
ュ
メ
リ
ン
に
つ
い
て
「
僕
は
他
に
氏
の
定
義
に
て
大
に
趣
き

を
異
に
し
た
る
説
を
記
憶
せ
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
リ
ュ
メ
リ
ン
が
「
ス
タ

チ
ス
チ
ッ
ク
は
人
間
社
会
の
一
般
の
学
科
に
対
し
て
理
法
的
の
補
助
学
（

H
ilfs-

w
issen

sch
a
ft）
と
な
る
も
の
云
々
と
氏
も
単
に
方
法
と
認
め
ざ
る
も
の
と
為
す

を
以
て
な
り
」
と
し
、
「
決
し
て
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
を
方
法
と
し
て
の
解
釈
と
は
受

け
難
し
」
と
反
論
し
て
い
る
。
同
じ
リ
ュ
メ
リ
ン
の
説
に
対
し
、
今
井
は
統
計
学
が

方
法
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
は
捉
え
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
差
異
は
、
元
々

の
説
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
問
題
を
離
れ
て
、
そ
れ
を
い
か
に
解
釈
す
る
か

と
い
う
受
け
取
り
方
の
問
題
か
ら
生
じ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
差
異
は
、

�外
と
今

井
の
問
題
に
限
ら
ず
、
近
代
日
本
に
お
い
て
統
計
学
を
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
て
い

く
の
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
に
関
わ
る
重
要
な
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。二
、
脚
気
と
精
神
監
置

呉
秀
三
『
精
神
病
者
私
宅
監
置
ノ
実
況
及
ビ
其
統
計
的
観
察
』

こ
の
よ
う
に
考
え
て
き
た
時
、

�外
の
生
涯
に
お
け
る
汚
点
と
し
て
扱
わ
れ
て
き

た
、
陸
軍
内
部
に
お
け
る
脚
気
問
題
へ
の
処
理
も
、
同
様
の
文
脈
で
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
統
計
学
論
争
は
、
陸
軍
に
お
け
る
脚
気
問
題
と

結
び
つ
け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
島
村
史
郎 （

�）は
、

�外
の
統
計
観
が

評
価
さ
れ
て
き
た
過
程
を
踏
ま
え
た
上
で
、
「
し
か
し
、
当
時
の
時
代
背
景
を
考
え

る
と
、
筆
者
は
統
計
論
争
の
基
底
に
脚
気
問
題
が
伏
在
し
て
い
た
と
推
察
す
る
」
と

述
べ
る
。

�外
の
統
計
観
と
、
脚
気
の
原
因
を
細
菌
と
み
な
し
た
陸
軍
軍
医
と
し
て

の
判
断
に
は
、
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

�外
の
所
属
し
た
陸
軍
で
は
、
脚
気
の
原
因
は
細
菌
に
あ
る
と
し
、
海
軍
の
高
木

兼
寛
が
唱
え
た
兵
食
が
原
因
と
す
る
説
は
採
ら
な
か
っ
た
。
既
に
緒
方
正
規
に
よ
っ

て
「
脚
気
菌
」
が
発
見
さ
れ
た
と
さ
れ
て
お
り
、

�外
た
ち
は
「
脚
気
菌
」
が
原
因

と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に
「
脚
気
菌
」
は
存
在
せ
ず
、
脚
気
は
ビ

タ
ミ
ン
Ｂ
１
の
不
足
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
後
に
明
ら
か
に
な
る
。
「
脚
気

菌
」
説
を
強
固
に
支
持
し
た
陸
軍
が
、
脚
気
に
よ
っ
て
多
く
の
死
者
を
出
す
こ
と
に

な
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
で
触
れ
ら
れ
て
い
る （

�）。
ま
た
、
陸
軍
軍
医
と

し
て
の

�外
の
功
罪
に
つ
い
て
も
、
既
に
先
行
研
究
に
よ
る
蓄
積
が
あ
る （

�）。
し
か
し
、

�外
の
主
張
を
現
在
か
ら
裁
断
し
て
も
、
死
馬
に
鞭
打
つ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
多

く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
事
実
を
踏
ま
え
た
上
で
、
今
後
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の

は
、
同
時
代
で
そ
の
よ
う
な
判
断
が
な
さ
れ
た
文
脈
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
む
し
ろ
こ
う
し
た

�外

の
統
計
観
や
脚
気
へ
の
対
応
が
、
陸
軍
と
い
う
組
織
の
問
題
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
考

え
ら
れ
て
き
た
経
緯
で
あ
り
、
特
に
、
直
属
の
上
司
で
あ
っ
た
石
黒
忠
悳
や
緒
方
正

規
と
の
関
係
が
挙
げ
ら
れ
る
。
確
か
に
、
次
の
よ
う
な
石
黒
の
当
時
の
回
想 （

�）を
見
る

と
、
陸
軍
内
部
で
の

�外
の
役
割
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

そ
の
後
、
海
軍
で
高
木
兼
寛
の
主
唱
で
、
パ
ン
を
主
と
す
る
洋
食
が
採
用
せ
ら

れ
、
陸
軍
で
も
こ
れ
に
倣
う
べ
し
と
の
論
が
出
て
来
、
殊
に

�摩
出
身
の
将
校

に
よ
っ
て
盛
ん
に
唱
導
さ
れ
、
洋
食
・
邦
食
の
論
議
は
一
時
非
常
に
喧
し
い
も
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「
ア
ツ
ヘ
ン
ワ
ル
」
「
ケ
ト
レ
ー
」
「
ク
ニ
ー
ス
」
「
エ
ン
ゲ
ル
」
「
ワ
グ
ネ
ル
」
な
ど

多
く
の
統
計
学
者
、
医
学
者
の
名
前
が
散
見
さ
れ
る
。

�外
は
、
こ
う
し
た
伝
統
的

な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
計
学
の
歴
史
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
定
義
や
方
法
を
下
敷
き
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

梶
田
昭 （

�）に
よ
る
と
、

�外
が
「
題
言
」
を
書
く
の
に
参
照
し
た
の
は
、
マ
ル
テ
ィ

ウ
ス （

�）と
エ
ス
テ
ル
レ
ン （

�）に
よ
る
二
論
文
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
マ
ル
テ
ィ
ウ
ス
の
論

文
は
、
「
『
題
言
』
の
前
年
の
も
の
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
「

�外
は
こ
の
新
着
の
論
文

を
詳
し
く
読
ん
だ
ら
し
い
」
と
い
う
こ
と
、
「
一
部
引
用
も
し
て
お
り
、
内
容
、
論

旨
の
展
開
に
類
似
の
と
こ
ろ
が
多
い
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
統
計
論
争
で
発

表
さ
れ
た
文
章
の
中
で
も
と
り
わ
け
多
く
の
人
物
の
名
が
出
て
く
る
「
統
計
ニ
就
テ

ノ
分
琉
」
の
中
に
は
、
「
軍
医
仲
間
ノ
マ
ル
チ
ウ
ス
」
と
そ
の
名
が
登
場
す
る
。
し

か
も
「
今
ヤ
今
井
君
ノ
駁
議
ヲ
蒙
フ
リ
シ
上
ハ
隙
間
モ
ナ
ク
吾
躬
ヲ
鎧
フ
コ
ト
ノ
必

用
ヲ
感
ズ
ル
ヲ
以
テ
軍
医
仲
間
ノ
マ
ル
チ
ウ
ス
ノ
指
点
セ
ル
如
ク
オ
ン
ケ
ン
ガ
定
義

中
ニ
モ
猶
ホ
欠
漏
ア
ル
コ
ト
ヲ
示
シ
進
ン
デ
リ
ユ
メ
リ
ン
ガ
千
八
百
七
五
年
ニ
世
ニ

表
ハ
セ
シ
完
璧
ト
モ
イ
フ
ベ
キ
定
義
ヲ
挙
ン
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
今
井

の
反
駁
に
対
抗
す
る
理
論
と
し
て
、
マ
ル
チ
ウ
ス
、
オ
ン
ケ
ン
、
リ
ュ
メ
リ
ン
の
系

譜
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
統
計
は
方
法
に
す
ぎ
な
い
と
す
る

�外
の

立
場
に
反
論
し
た
今
井
に
対
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
を
根
拠
と
し
て
い
る
こ
と
が

窺
え
る
。

�外
は
統
計
の
歴
史
性
を
踏
ま
え
た
上
で
、
自
身
の
統
計
観
を
表
明
し
て

い
る
。

�外
の
統
計
学
は
、
近
代
ド
イ
ツ
の
統
計
学
を
的
確
に
捉
え
た
も
の
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

杉
亨
二
や
今
井
を
中
心
と
し
た
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
社
の
人
々
も
、
こ
う
し
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
統
計
学
の
歴
史
と
無
関
係
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

杉
や
今
井
た
ち
も
早
く
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
計
学
に
触
れ
た
人
々
で
あ
っ
た
。
杉
亨

二
が
統
計
学
に
目
覚
め
た
の
は
、
ハ
ウ
ス
ホ
ー
フ
ェ
ル
の
著
書
『

L
eh

r-u
n
d

H
a
n
d
b
u
ch

d
er

S
ta
tistik

』
（
一
八
七
二
）
で
あ
っ
た
と
い
う （

�）。
ス
タ
チ
ス
チ
ッ

ク
社
を
興
す
に
あ
た
っ
て
、
杉
は
「
初
め
ハ
国
を
知
る
の
学
を
「
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
」

と
名
け
た
り
」
と
し
、
更
に
続
け
て
「
又
「
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
」
ハ
国
政
学
な
り
と

論
す
る
者
あ
れ
ハ
国
力
を
知
る
の
学
な
り
と
説
く
者
あ
り （

�）」
と
述
べ
て
い
る
。
「
ス

タ
チ
ス
チ
ッ
ク
」
が
国
の
動
向
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
近
代
日
本
に
お
い
て
要

請
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
杉
の
次
の
よ
う
な
言
葉
か
ら
も
窺
え
る
。

「
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
」
の
実

地
経

験
の
学
理
に
て
は
人
間
社

会
の
一

つ
の

現
象

ハ
種
々
な
る
原
因
の
集
合
よ
り
起
り
又
種
々
な
る
現
象
は
一
つ
の
原
因
よ
り
起

り
或
ハ
種
々
な
る
現
象
ハ
種
々
な
る
原
因
よ
り
起
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
り
。

特
に
一
国
の
人
民
ハ
恰
も
鎖
の
連
続
せ
し
か
如
く
に
相
互
に
多
少
の
関
係
を
な

す
こ
と
を
発
見

せ
り
。
「
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
」
の
国

家
に

功
用
あ
る
こ
と

斯
の

如
き
も
の
な
り （

�）。

こ
の
よ
う
に
、

�外
も
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
社
の
人
々
も
同
様
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

統
計
学
を
受
容
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
目
的
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が

解
釈
の
違
い
を
生
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
今
井
は
「
再
び

統
計
に
就
て
」（『
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
雑
誌
』
三
九
、
明
治
二
二
年
七
月
）
に
お
い
て
、

�外
が
オ
ン
ケ
ン
や
リ
ュ
メ
リ
ン
に
よ
っ
て
、
自
身
の
立
場
を
補
強
し
て
い
る
こ
と
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こ
う
し
た
立
場
を
表
明
し
た
上
で
展
開
さ
れ
る
の
が
、
「
特
」
と
「
各
」
と
い
う

概
念
で
あ
る
。
「
特
」
と
は
人
が
横
目
立
行
で
あ
る
こ
と
や
、
結
核
病
者
が
結
核
棹

菌
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
人
は
必
ず
死
ぬ
こ
と
な
ど
「
常
」
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
一
方
で
、
生
ま
れ
る
子
供
に
男
女
が
あ
る
こ
と
や
、
結
核
病
者
の
中
に
喀
血
す
る

者
と
し
な
い
者
が
い
る
こ
と
な
ど
は
「
各
」
の
側
面
が
あ
り
、
「
各
」
は
「
変
」
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
「
実
験
的
医
学
研
究
」
は
物
事
の
「
因
果
」
を
考
え
る
も
の
で
あ

る
た
め
、
「
各
」
な
る
も
の
は
除
外
さ
れ
る
。
次
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の

「
各
」
な
る
も
の
を
研
究
す
る
た
め
に
、
必
要
と
さ
れ
る
の
が
「
計
数
的
」
研
究
と

し
て
の
統
計
で
あ
る
。

特
ハ
常
ナ
リ
、
各
ハ
変
ナ
リ
、
特
ナ
ル
モ
ノ
ハ
我
其
然
ル
所
以
ヲ
知
ル
。
各
ナ

ル
モ
ノ
ハ
我
其
然
ル
所
以
ヲ
知
ラ
ズ
。
彼
ニ
因
果
ヲ
見
テ
此
ニ
因
果
ヲ
見
ズ
。

吾
人
ノ
実
験
ヲ
行
フ
ヤ
必
ズ
先
ヅ
其
各
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
芟
除
シ
テ
而
ル
後
ニ
纔
ニ

進
ム
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
リ
。
然
ラ
バ
則
チ
吾
人
ハ
此
各
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
研
究
ス
ル
ニ

何
ノ
方
法
ニ
カ
拠
ル
ベ
キ
、
曰
ク
統
計
是
ナ
リ

例
え
ば
、
結
核
患
者
を
例
に
と
っ
た
場
合
、
喀
血
を
す
る
人
、
し
な
い
人
と
い
う

区
分
は
「
門

カ
テ
ゴ
リ
ー」
と
な
る
。
し
か
し
、「
喀
血
門
」
は
必
ず
し
も
結
核
だ
け
が
原
因

と
は
限
ら
な
い
。
「
今
或
ル
医
家
ガ
或
ル
年
間
ニ
取
リ
タ
ル
統
計
上
ニ
喀
血
門
中
ノ

一
定
ノ
比
例
数
ハ
結
核
ナ
リ
ト
セ
ン
カ
。
吾
人
ハ
喀
血
病
者
中
ノ
此
一
定
ノ
比
例
数

ハ
過
去
、
現
世
、
未
来
ニ
通
シ
テ
必
ズ
結
核
ナ
リ
ト
謂
フ
コ
ト
能
ハ
ズ
」
と
あ
る
よ

う
に
、
「
一
定
ノ
比
例
数
」
か
ら
導
け
る
の
は
「
推
測
的
」
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

し
た
が
っ
て
「
計
数
的

�源
法
」
は
因
果
を
調
べ
る
「
実
験
的

�源
法
」
と
両
輪
と

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
初
め
て
出
来
る
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た

�外
の
立
場
に
批
判
的
だ
っ
た
の
が
、
今
井
で
あ
る
。

今
井
は
「
統
計
に
就
て
」（『
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
雑
誌
』
三
七
、
明
治
二
二
年
五
月
）

に
お
い
て
、

�外
が
「
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
」
を
「
統
計
」
と
翻
訳
し
た
こ
と
、
「
統

計
に
て
現
象
の
原
因
を
捜
ら
ん
と
す
る
は
猶
木
に
縁
て
魚
を
求
む
る
が
如
し
云
々
」

と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
統
計
学
に
よ
り
「
原
因
」
は
探
れ
な
い
と
す
る

�外
に
対
し
、
今
井
は
「
斯
学
の
目
的
」
を
「
天
法
又
は
法
則
（
ゲ
ゼ
ッ
ツ
）
を
知

ら
ん
と
す
る
に
あ
」
る
と
述
べ
た
。
こ
う
し
た
今
井
の
批
判
に
対
し
、

�外
は
続
け

て
「
統
計
ニ
就
テ
ノ
分
琉
」（『
東
京
医
事
新
誌
』
五
八
四
、
明
治
二
二
年
六
月
）
を

発
表
す
る
。
こ
こ
で
議
論
は
更
に
発
展
し
、
両
者
が
統
計
を
い
か
な
る
学
問
と
し
て

捉
え
る
か
が
争
点
と
な
る
。
統
計
は
「
法
則

ゲ
ゼ
ッ
ツ」
を
探
る
た
め
の
学
問
と
す
る
今
井
に

対
し
、

�外
は
「
統
計
ハ
既
ニ
方
法
ナ
リ
」
と
し
、
「
到
底
原
因
ト
イ
フ
モ
ノ
ハ
統

計
法
ノ
得
テ
探
求
ス
ル
所
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ナ
リ
」、「
コ
ノ
推
数
ノ
法
則
ハ
以
テ
或
ル
現

象
ノ
原
因
ヲ
知
ル
ベ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ガ
故
ニ
因
果
ニ
ハ
関
係
セ
ズ
」
と
高
ら
か

に
宣
言
す
る
。
そ
の
後
の
論
争
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た

�外
の
立
場
は
終
始
一
貫

し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
統
計
は
方
法
に
す
ぎ
ず
、
統
計
の
み
の
結
果
に
よ
っ
て
、
原

因
・
結
果
の
断
定
は
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
統
計
観
は
、
ど
こ

か
ら
習
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
立
場
は

�外
に
よ
っ
て
独
自
に
考
え
出
さ
れ
た

も
の
で
は
な
く
、
歴
史
性
を
踏
ま
え
た
考
え
方
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、

�外
の
論
考
に
は
「
エ
ス
テ
ル
レ
ン
」
を
は
じ
め
、「

オ
ン
ケ
ン
」、「
リ
ユ
メ
リ
ン
」
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ク
社
が
反
論
を
述
べ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
「
題
言
」
の
ど
の
よ
う
な
記

述
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
題
言
」
の
冒
頭
に
お
い
て
、

�外
は
次
の
よ
う
に
近
代

医
学
の
幕
開
け
を
的
確
に
捉
え
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
。

医
学
世
界
ニ
一
俊
傑
ア
リ
。
ヴ
イ
ル
ヒ
ヨ
ウ
ト
云
フ
、
蹶
起
シ
テ
呼
デ
曰
ク
疫

病
ノ
本
真
ハ
細
胞
ナ
リ
ト（
一
）。
此
声
ハ
四
海
ニ
鳴
リ
響
キ
テ
天
涯
海
角
ヨ
リ

顕
微
鏡
ヲ
負
ヒ
析
微
刀
ヲ
抱
キ
翕
然
ト
シ
テ
之
ニ
赴
ク
モ
ノ
引
キ
モ
切
ラ
ズ
。

憫
ム
ベ
シ
幾
千
万
ノ
学
医
ハ
一
朝
ニ
シ
テ
皆
近
視
ト
ナ
レ
リ
。
余
曾
テ
欧
州
ニ

航
シ
諸
大
家
ノ
試
験
所
ニ
入
リ
許
多
ノ
青
年
医
生
ノ
顕
微
鏡
ヲ
窺
ヒ
析
微
刀
ヲ

使
フ
ヲ
見
タ
リ
。
此
徒
皆
ナ
曰
ク
我
ハ
ヴ
イ
ル
ヒ
ヨ
ウ
ノ
門
人
ナ
リ
。
我
ハ
コ

ツ
ホ
ノ
弟
子
ナ
リ
ト
。
余
ハ
其
揚
々
ノ
色
ヲ
見
テ
其
株
ヲ
守
テ
兎
ヲ
待
ツ
ヲ
悲

メ
リ

既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
代
医
学
は
こ
の
時
期
大
き
な
転
換
点

を
迎
え
て
い
た
。
一
九
世
紀
半
ば
「
当
時
の
理
論
お
よ
び
臨
床
医
学
は
、
主
に
病
気

の
症
状
と
、
診
断
の
方
法
と
、
臓
器
の
病
的
変
化
と
に
没
頭
し
て
い
た
」
。
十
九
世

紀
末
に
は
「
そ
れ
ま
で
肉
眼
で
研
究
さ
れ
て
い
た
病
的
変
化
が
、
よ
う
や
く
顕
微
鏡

で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
が
「
治
療
法
が
頼
っ
て
い
る
の
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
経

験
療
法
に
限
ら
れ
て
い
た
」
と
い
う （
８
）。
こ
う
し
た
問
題
を
抱
え
る
医
学
界
に
登
場
し

た
の
が
、
ウ
ィ
ル
ヒ
ョ
ウ
で
あ
る
。
「
彼
は
病
的
現
象
の
研
究
に
初
め
て
顕
微
鏡
を

使
う
こ
と
を
極
力
推
奨
し
て
、
そ
の
現
象
を
で
き
る
だ
け
深
め
た
一
人 （
９
）」
で
あ
り
、

疾
病
は
す
べ
て
細
胞
に
よ
る
と
宣
言
し
た
。
そ
の
後
ウ
ィ
ル
ヒ
ョ
ウ
は
、
「
細
胞
病

理
学
」
の
学
説
を
深
化
さ
せ
て
い
く
。
さ
ら
に
、

�外
が
ド
イ
ツ
留
学
中
に
学
ん
だ

コ
ッ
ホ
は
、
病
気
の
原
因
と
し
て
「
細
菌
」
と
い
う
微
生
物
の
存
在
を
明
ら
か
に
し

た
。

�外
が
的
確
に
捉
え
て
い
る
よ
う
に
、
ウ
ィ
ル
ヒ
ョ
ウ
の
提
言
に
よ
っ
て
医
学

研
究
の
場
は
研
究
室
へ
と
移
り
、
顕
微
鏡
と
析
微
刀
を
用
い
た
実
験
が
重
視
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
医
学
生
た
ち
は
、
多
く
こ
の
コ
ッ
ホ
の
元
で
学
ん

で
お
り
、
細
菌
学
は
近
代
日
本
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、

�外
は
こ

う
し
た
事
態
を
決
し
て
楽
観
的
に
は
捉
え
て
い
な
い
。
引
用
部
分
に
あ
る
よ
う
に
、

ウ
ィ
ル
ヒ
ョ
ウ
や
コ
ッ
ホ
を
盲
信
す
る
者
が
次
々
と
現
れ
、
一
つ
の
方
法
に
よ
っ
て

真
実
が
導
か
れ
る
か
の
よ
う
な
「
近
視
」
へ
と
陥
っ
て
い
る
よ
う
に
、

�外
に
は
見

え
た
の
で
あ
る
。

そ
の

上
で
、
「
題
言
」
で
は
こ
う
し
た

事
態
が
す
で
に
一

八
六

〇
年

頃
の
チ
ュ
ー

リ
ヒ
で
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
に
触
れ
、
『
医
学
統
計
論
』
の
エ
ス
テ
ル
レ
ン
の
名
を

挙
げ
て
い
る
。
エ
ス
テ
ル
レ
ン
は
「
ヴ
イ
ル
ヒ
ヨ
ウ
、
コ
ツ
ホ
ノ
如
キ
俊
傑
ニ
ハ
非

ズ
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
「
独
リ
当
時
ノ
ヴ
イ
ル
ヒ
ヨ
ウ
ニ
附
和
ス
ル
ノ
徒
ヲ
冷

視
シ
」
、
「
細
組
織
ノ

分
析
ト
ヲ
以
テ
業
ト
ス
ル
確

実
医
学
」
を
批
判
し
た
。
「
医
ノ

職
ハ
之
ヲ
治
シ
之
ヲ
拯
フ
ニ
在
」
る
と
述
べ
、
そ
の
た
め
に
重
要
で
あ
る
と
し
た
の

が
「
医
学
統
計
」
で
あ
る
。
そ
の
エ
ス
テ
ル
レ
ン
に
も
や
は
り
同
様
に
、
「

豈
雷
同

ノ
輩
ナ
カ
ラ
ン
ヤ
」
と

�外
は
述
べ
る
。
今
の
医
学
界
に
は
、
ウ
ィ
ル
ヒ
ョ
ウ
、
コ
ッ

ホ
の
よ
う
な
「
実
験
的
医
学
研
究
」
と
し
て
の
「
実
験
」
と
、
エ
ス
テ
ル
レ
ン
の
よ

う
な
「
計
数
的
医
学
研
究
」
と
し
て
の
「
統
計
」
の
両
方
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
ど

ち
ら
か
を
盲
進
し
て
、
唯
一
の
研
究
で
あ
る
と
見
な
す
「
雷
同
ノ
輩
」
に
対
し
、

�

外
は
批
判
的
で
あ
る
。
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チ
ッ
ク
社
幹
事
で
あ
っ
た
今
井
武
夫
が
疑
義
を
呈
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
詳
し
い
論

点
に
つ
い
て
は
後
に
見
て
い
く
が
、
統
計
を
巡
る
両
者
の
応
酬
は
、
『
東
京
医
事
新

誌
』
及
び
『
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
雑
誌
』
誌
上
に
お
い
て
、
約
一
年
に
わ
た
っ
て
展
開

さ
れ
た
。
論
争
自
体
の
結
論
は
出
な
か
っ
た
も
の
の
、
論
争
の
過
程
で

�外
の
統
計

観
が
詳
細
に
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
貴
重
な
論
争
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

「
題
言
」
に
早
い
時
期
か
ら
注
目
し
て
い
た
の
は
、
自
身
も
衛
生
学
者
と
し
て
の

経
歴
を
持
つ
丸
山
博 （
５
）で
あ
る
。
丸
山
は
、
「
こ
の
『
医
学
統
計
論
』
が
、
い
ま
ま
で

医
学
界
か
ら
無
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
私
に
と
っ
て
は
一
つ
の
問
題
で
あ
っ
た
」

と
述
べ
る
よ
う
に
、

�外
の
統
計
論
を
医
学
界
に
お
け
る
貢
献
と
い
う
側
面
か
ら
評

価
し
、
「
日
本
統
計
学
史
上
、
医
学
と
統
計
学
の
交
流
域
に
お
け
る
開
明
期
日
本
の

金
字
塔
と
し
て
、
埋
没
さ
せ
て
は
な
ら
ぬ
」
と
提
言
し
た
。
そ
の
後
、

�外
の
統
計

論
は
、
そ
の
医
学
的
側
面
に
着
目
し
た
丸
山
博
を
は
じ
め
、
伊
達
一
男
、
宮
本
忍 （
６
）な

ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
独
自
性
、
先
駆
性
を
評
価
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
統

計
学
論
争
は
、

�外
の
医
学
的
業
績
の
一
端
と
し
て
扱
わ
れ
、
従
来
の
文
学
研
究
の

枠
組
の
中
で
は
十
分
に
捉
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
統
計
学
へ
の
ま

な
ざ
し
は
お
そ
ら
く
、
晩
年
の
史
伝
に
至
る

�外
の
歴
史
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
と
も

重
な
り
合
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
よ
く
知
ら
れ
た
脚

気
論
争
と
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
き
た

�外
の
統
計
学

観
の
孕
ん
で
い
た
射
程
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、
統
計
学
論
争
と
細
菌
学

森

�外
「
医
学
統
計
論
題
言
」

近
代
日
本
へ
の
統
計
学
の
輸
入
は
、
モ
ロ
ー
ド
・
ジ
ョ
ン
ネ
著
、
箕
作
麟
祥
訳

『
統
計
学
』
（
明
治
二
二
年
五
月
、
文
栄
堂
）
な
ど
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
箕
作
が

「
凡
ソ
国
ニ
統
計
ナ
キ
ハ
即
チ
其
世
其
国
ノ
開
化
ナ
ラ
ザ
ル
徴
據
ナ
リ
」
と
訳
出
し

て
い
る
よ
う
に
、
日
本
に
統
計
学
の
概
念
が
輸
入
さ
れ
た
当
初
、
統
計
学
に
期
待
さ

れ
た
の
は
、
人
口
セ
ン
サ
ス
な
ど
の
国
勢
調
査
を
中
心
と
し
た
「
国
情
学
」
と
し
て

の
側
面
だ
っ
た
。
明
治
九
年
、
杉
亨
二
は
「
国
家
貢
献
の
人
材
を
養
成
す
る （
７
）」
た
め

に
東
京
九
段
に
「
表
記
学
社
」
を
設
立
し
た
。
杉
は
明
治
四
年
か
ら
一
八
年
ま
で
太

政
官
に
出
仕
し
、
官
庁
統
計
の
基
礎
を
築
い
た
、
日
本
統
計
学
の
先
駆
的
人
物
で
あ

る
。
国
内
に
お
け
る
統
計
学
の
整
備
に
尽
力
し
、
多
く
の
後
継
者
を
育
成
し
、
近
代

国
家
の

実
情
を

把
握
す
る
た
め
の
統
計
の

必
要
性
を

唱
え
た
。
「

表
記
学
社
」
は
、

明
治
一
一
年
に
は
「
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
社
」
、
明
治
二
五
年
に
は
「
統
計
学
社
」
と

改
名
し
、
明
治
一
九
年
『
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
雑
誌
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
当
初
「
ス
タ

チ
ス
チ
ッ
ク
社
」
と
名
乗
っ
て
い
た
よ
う
に
、
杉
は
「
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
」
に
は
訳

語
は
必
要
な
い
と
い
う
立
場
で
も
あ
っ
た
。
先
に
挙
げ
た
箕
作
麟
祥
訳
『
統
計
学
』

で
も
「
統
計
」
と
い
う
訳
語
が
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

�外
に
限
ら
ず
「
ス
タ
チ

ス
チ
ッ
ク
」
は
既
に
国
内
で
「
統
計
」
と
し
て
訳
さ
れ
て
い
た
。
統
計
学
論
争
の
相

手
で
あ
る
今
井
武
夫
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
ク
社
幹
事
で
あ
り
、

基
本
的
に
杉
の
立
場
を
継
承
し
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
「
国
情
学
」
と
し
て
の
統
計
学
を
推
進
す
る
ス
タ
チ
ス
チ
ッ
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て
は
後
に
述
べ
た
い
。

東
京
大
学
医
学
部
卒
業
後
、
陸
軍
に
奉
職
し
た

�外
は
、
西
洋
の
衛
生
学
を
修
め

る
た
め （
１
）、
明
治
一
七
年
よ
り
四
年
間
、
ド
イ
ツ
に
留
学
し
た
。

�外
は
ラ
イ
プ
ツ
ィ

ヒ
、
ド
レ
ス
デ
ン
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、
ベ
ル
リ
ン
に
滞
在
し
た
。
特
に
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ

ヒ
大
学
で
は
ホ
フ
マ
ン
に
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
で
は
ペ
ッ
テ
ン
コ
ー
フ
ェ
ル
に
学
び
、

ベ
ル
リ
ン
で
は
コ
ッ
ホ
の
衛
生
試
験
所
に
入
り
、
近
代
の
実
験
的
医
学
研
究
を
体
験

し
た
。
こ
の
と
き
、
共
に
コ
ッ
ホ
を
訪
ね
た
の
が
北
里
柴
三
郎
で
あ
る
。
明
治
維
新

後
の
日
本
は
、
医
学
を
近
代
化
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
手
本
を
ド
イ
ツ
医
学
に
見
い

だ
し
、
多
く
の
医
学
徒
を
ド
イ
ツ
へ
と
派
遣
し
た
。

�外
や
北
里
は
、
か
か
る
国
家

有
用
の
若
き
学
徒
の
一
人
で
あ
っ
た
。

近
代
ド
イ
ツ
医
学
は
、
十
九
世
紀
の
半
ば
に
急
速
に
発
展
し
た
。
そ
れ
以
前
は

「
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
哲
学
な
ど
に
禍
い
さ
れ
て
、
医
学
の
進
歩
は
あ
ま
り
著
し
い

も
の
が
な
か
っ
た
」
が
、
ミ
ュ
ル
レ
ル
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
登
場
以
降
、
「
ド
イ
ツ

の
医
学
は
各
方
面
、
と
く
に
基
礎
医
学
に
大
家
が
輩
出
し
て
非
常
に
め
だ
っ
て
く
る （
２
）」

こ
と
に
な
る
。
近
代
日
本
が
吸
収
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
こ
の
頃
に
確
立
さ
れ
つ
つ

あ
っ
た
「
科
学
的
」
な
ド
イ
ツ
医
学
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
「
科
学
的
」
な
医
学
の
継
承
者
と
し
て
、

�外
の
学
ん
だ
ホ
フ
マ

ン
、
ペ
ッ
テ
ン
コ
ッ
フ
ェ
ル
、
コ
ッ
ホ
ら
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
伊
達
一
男
は
、
近

代
衛
生
学
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

初
期
の
衛
生
学
と
い
う
学
問
は
、
衛
生
行
政
ば
か
り
で
な
く
、
細
菌
学
と
い
う
、

当
時
の
医
学
で
は
も
っ
と
も
新
し
く
、
し
か
も
き
わ
め
て
厳
密
な
方
法
論
を
要

求
し
た
、
ま
こ
と
に
「
エ
キ
サ
ク
ト
な
」
学
問
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
医
学
は
、

こ
の
時
代
以
降
、
い
わ
ば
細
菌
学
的
医
学
時
代
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
時
代
を
現
出

し
、
細
菌
学
は
は
な
ば
な
し
い
時
代
の
脚
光
を
あ
び
た
学
問
で
あ
っ
て
、
そ
の

細
菌
学
を
う
ち
に
含
む
衛
生
学
は
、
明
治
の
日
本
が
要
求
し
、
ま
た
当
時
世
界

の
医
学
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
新
し
く
、
若
い
青
年
医
学
徒
の
興
味
を
ひ
い
た

学
問
で
あ
っ
た
の
で
あ
る （
３
）。

伊
達
に
よ
る
と
、
日
本
に
お
け
る
衛
生
学
の
は
じ
ま
り
は
、

�外
に
先
立
っ
て
ド

イ
ツ
に
留
学
し
た
緒
方
正
規
が
東
大
医
学
部
に
衛
生
学
教
室
を
創
立
し
た
明
治
一
八

年
で
あ
る
と
い
う
。

�外
が
ド
イ
ツ
で
学
ん
だ
衛
生
学
は
、
当
時
の
最
先
端
で
あ
っ

た
細
菌
学
を
含
み
込
む
、
最
も
新
し
い
医
学
分
野
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
う
し
た
学
問
の
あ
り
方
は
、
「
エ
キ
サ
ク
ト
」
を
明
ら
か
に
す
る
「
実
験
」

と
不
可
分
で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、

�外
の
統
計
学
へ
の
眼
差
し
を
測
定
す
る
手
が

か
り
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

�外
は
留
学
中
、
衛
生
学
だ
け
を
学
ん
だ
の
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
文

学
や
演
劇
、
西
洋
哲
学
な
ど
様
々
な
近
代
の
学
問
を
吸
収
し
た
。
一
方
、
医
学
に
関

し
て
も
、
科
学
的
な
実
験
医
学
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
支
え
る
学
問
に
も
関
心
を
向

け
て
い
た
。
そ
の
一
つ
が
統
計
学
で
あ
る
。

�外
が
滞
独
中
よ
り
統
計
学
に
関
心
を

持
ち
、
書
籍
を
読
ん
で
い
た
こ
と
は

�外
文
庫
の
蔵
書
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る （
４
）。

本
稿
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
統
計
学
に
対
す
る
関
心
の
あ
り
方
、
そ
の

問
題
領
域
で
あ
る
。

統
計
学
論

争
は
、
「

題
言
」
に
お
け
る

�外
の
統
計

観
に

対
し
、
当
時
ス

タ
チ
ス

森�外，統計学論争のプロブレマティーク
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は
じ
め
に

エ
ス
テ
ル
レ
ン
著
、
呉
秀
三
訳
『
医
学
統
計
論
』（
明
治
二
二
年
四
月
、
文
昌
堂
）

所
載
、「
医
学
統
計
論
題
言
」（
以
下
、「
題
言
」）
か
ら
引
く
。
書
き
手
は
若
き
陸
軍

軍
医
、

�外
森
林
太
郎
で
あ
る
。

夫
レ
エ
ス
テ
ル
レ
ン
ガ
衛
生
ト
医
学
統
計
ト
ノ
新
誌
ハ
既
ニ
高
閣
ニ
束
ネ
ラ
レ

タ
リ
。
而
レ
ト
モ
其
医
学
統
計
論
ハ
此
ノ
昨
是
今
非
ノ
世
間
ニ
於
テ
厳
然
ト
シ

テ
猶
ホ
存
セ
リ
。
啻
ニ
猶
ホ
存
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
今
将
ニ
芳
渓
呉
君
ノ
手
ヲ
籍

テ
葱
嶺
以
東
ノ
学
者
社
会
ノ
為
メ
ニ
珍
重
セ
ラ
レ
ン
ト
ス
亦
タ
偉
ナ
ラ
ズ
ヤ
。

（
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
様
）

『
医
学
統
計
論
』
は
エ
ス
テ
ル
レ
ン
『

H
a
n
d
b
u
ch

d
er

m
ed

icin
isch

en

S
ta
tistik

』
（
二
版
、
一
八
七
四
）
の
翻
訳
で
あ
り
、
日
本
統
計
学
の
草
創
期
に
、

そ
の
体
系
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
留
学
中
の

�外
は
、
畏
友

呉
秀
三
の
要
請
に
応
じ
、
原
著
を
い
ち
早
く
入
手
し
、
送
り
届
け
て
い
る
。
こ
れ
を

も
と
に
呉
は
翻
訳
を
開
始
し
、
『
医
学
統
計
論
』
が
出
版
さ
れ
た
。

�外
は
序
文
と

し
て
、『
東
京
医
事
新
誌
』（
五
六
九
、
明
治
二
二
年
二
月
）
に
既
に
掲
載
さ
れ
て
い

た
「
医
学
統
計
論
題
言
」
を
寄
せ
、
本
書
の
翻
訳
が
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
を

論
じ
つ
つ
、
自
身
の
統
計
観
を
開
陳
し
た
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
統
計
観
を
巡
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
統
計
学
論
争
が
起
こ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
論
争
の
内
容
に
つ
い

キ
ー
ワ
ー
ド

�森

�外
、
統
計
学
論
争
、
衛
生
学
、
ド
イ
ツ
、
歴
史

目
次

は
じ
め
に

一
、
統
計
学
論
争
と
細
菌
学

森

�外
「
医
学
統
計
論
題
言
」

二
、
脚
気
と
精
神
監
置

呉
秀
三
『
精
神
病
者
私
宅
監
置
ノ
実
況
及
ビ
其
統

計
的
観
察
』

三
、
医
学
と
史
伝

富
士
川
游
『
日
本
医
学
史
』
と
『
渋
江
抽
斎
』

お
わ
り
に
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